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財務常任委員会（平成28年３月10日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局、またあるいは議員の皆様方の全員の出席を

いただきまして、本当にありがとうございます。 

 ただいまより財務常任委員会を開催させていただきます。 

 初めに部長さん、御挨拶をお願いします。 

◎総務部長（奥村邦夫君） おはようございます。 

 けさほどは、街頭指導、寒い中ありがとうございました。今年度最後の街

頭指導でございましたけれども、１年間本当にありがとうございました。 

 きょうは３月10日ですけど、東京都の平和の日と定められているそうです

けど、昭和20年３月10日に東京大空襲があって、12万人の方が亡くなられて、

23万戸の建物が消失したということで、東京都が都民の方に平和について考

えていただきたいということで、平和の日というふうに定められているとい

うふうに聞いております。 

 ことしの議会の冒頭の市長の施政方針の中でも、人の心でつくる平和とい

う言葉がありましたけれども、本当に一人一人が平和について考えないとい

けない時期になってきたんだなというふうに感じております。 

 今委員会につきましては、財務常任委員会のほうに一般会計補正予算を初

め補正予算６件、それから28年度の一般会計の当初予算初め７件ですね。全

体で13件の議案の審議をお願いしております。大変議案も多いですし、新年

度予算は28年度の事業を行っていく上で大切な予算でありますので、慎重審

議をお願いいたしまして、御議決いただきますようによろしくお願いをいた

します。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 ただいまより常任委員会を開催いたします。当委員会に付託されました案

件は、議案13件でございます。これについて、案件につきまして、逐次議題

とさせていただきます。 

 初めに、一般会計補正予算の審査に入りますけれども、入る前に当局のほ

うからちょっと報告がございますので、お願いいたします。 

◎総務部長（奥村邦夫君） 本会議のところでも少し御報告をさせていただ

きました日本ロジテックの電気事業からの撤退に伴う新たな事業者の選定に

ついてということで、その後の経過につきまして、少し御報告をさせていた

だきたいと思います。 

 平成28年２月24日に新聞報道等によりまして、日本ロジテック協同組合が

電力供給事業から撤退を検討しているというような報道がされました。それ
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に伴いまして、２月26日と３月４日に大口町役場で２市３町の広域行政研究

会のＰＰＳ電力部会を開催させていただきまして、その対応について協議を

してまいりました。 

 その結果、安定的な供給が可能であること、２つ目に経費の削減、節減に

つながること、３つ目に環境に配慮した事業者であること、４つ目に平成28

年４月１日に供給が開始できることの、この４点を基本方針といたしまして、

この方針に合致する事業者について２業者ございましたので、この２業者か

ら提案書の提出をしていただきました。 

 その結果、ダイヤモンドパワー株式会社というところに、２市３町全体か

つ市町別で最も削減額が大きく、現状よりも安価になること、また二酸化炭

素排出係数に、利用エネルギー活用状況及び再生可能エネルギーの環境配慮

面においてもすぐれていると判断されたため、平成28年４月１日をもって、

２市３町の対象施設が一斉にこのダイヤモンドパワー株式会社へ電力供給契

約を切りかえることとさせていただくこととなりましたので、御報告をさせ

ていただきます。 

 なお、このダイヤモンドパワー株式会社につきましては、中部電力株式会

社が80％、三菱商事株式会社が20％出資する事業者であり、信頼性は一定確

保されているというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） はい、ありがとうございます。 

 それでは、審査に入らせていただきます。 

 議案第35号「平成27年度岩倉市一般会計補正予算（第５号）」を議題とい

たします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 初めに、款１議会費、款２総務費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 情報化管理費の電子情報システム維持管理事業のう

ち、情報セキュリティー強化対策業務委託料についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 マイナンバー制度の対応ということで、その分については減額されて、新

たな国の補正予算によるこの事業でありますが、これまでもインターネット

関係と個人番号の管理のほうのシステムの分離ということは言われていたわ

けでありますが、今回はどういう形でのものなのかというところをもう少し

詳しく説明していただきたいと思います。 
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◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 御質問の件ですけれども、先般の年金

機構による個人情報の大量流出事案を踏まえまして、平成27年12月末に国か

ら指針として、新たな自治体情報セキュリティー対策の抜本的強化について

ということでセキュリティー対策のあるべき姿が示されました。 

 これによりますと、対策として３つのことが言われております。１つ目が、

マイナンバーの利用事務系で情報持ち出し不可設定をしたり、二要素認証を

導入しなさいということ。２つ目で、ＬＧＷＡＮ接続系のものとインターネ

ット接続系をきちんと分割をしなさい。３つ目に、インターネット接続系に

おいて都道府県と市町村が協力して自治体情報セキュリティークラウドとい

うものを構築して、高度なセキュリティー対策を講じなさいと、この３つの

ことが示されました。これを、マイナンバーを利用した情報連携が始まる前

までに実施に努めよということです。 

 岩倉市においては、情報持ち出し不可設定や二要素認証の導入というのは、

現状で既に対応が可能な状態となっております。また、３つ目の自治体情報

セキュリティークラウドの構築については、これは愛知県において県事業と

して行われますので、残った２つ目のＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接

続系の分割に係るこの費用を補正として計上させていただいております。 

◎委員（堀  巌君） ふるさとづくり、ふるさと岩倉応援寄附金の関係で

お尋ねします。 

 本会議でも聞きましたけど、聞きたいのは、この減の要因、分析として、

岩倉市の名古屋コーチンが主力なものであったと思うんですけれども、その

競争力が落ちているのかいないのか。全国的に競争が激化したから落ちたと

いう全体的な要因がありますけれども、特に名古屋コーチン、小牧市さんが

やられているということで、小牧市の現状であるとか、そこら辺は踏まえて

回答をお願いしたいというふうに思います。 

◎秘書企画課主査（小出健二君） ふるさと納税の実績、名古屋コーチンの

競争力がどうかということでございますけれども、市全体のふるさと納税の

実績、やはり27年度、前年度に比べると落ち込みを見せております。 

 その中の名古屋コーチンというところでの競争力に限定的に話をしますと、

市の全体の納税額の中で、名古屋コーチンが落ちているということはないで

す。全体として下がってきているということでございます。 

 また、12月ごろに少し見直しを実施しまして、これまで５万円の寄附に対

して１羽、１万円の寄附で半羽という返礼の基準でやってきましたけれども、

名古屋コーチンにつきまして、２万円の寄附で１羽のお返しをするというよ

うなところで見直しもしておりまして、半羽のほうが多いのは今も変わりま
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せんけれども、２万円の寄附で１羽のお返しをするという実績もかなりふえ

てきておりまして、そういったところも含めて競争力は落ちていないという

ふうに考えております。以上です。 

◎委員（大野慎治君） 今の関連して、ふるさと岩倉応援寄附金で、たしか

犬山市さんがことしから始めて、5,000万を超えるような寄附をいただいて

いて、名古屋コーチンでかぶっている。例えば小牧市さんの状況も落ち込ん

でいるのか、小牧市さんは維持しているのか。他市町の状況、応援寄附金事

業の状況をどのように分析しているのか、お聞かせください。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 小牧市の件数とかは把握しておりません。

ただ、小牧市は名古屋コーチン、鍋セットでやっていまして、これが結構手

間がないといいますか、私どもは生肉だけだもんですから。それで、私ども

も鍋セットを２月からラインナップに加えるようにしました。 

 犬山市、それから春日井市、清須市、一宮市あたりは今年度から始められ

ておりまして、実績も上げておりますし、春日井市さんあたりを見ると、パ

ナソニックの空気清浄機が大人気というような状況。果たしてそれがふるさ

との趣旨なのか、ちょっと疑問ですけれども、そういった状況は確認をして

おります。そこここで人気のある品をラインアップしたり、例えば北名古屋

さんだと結構特産品がなくて困っているというような話も聞きます。私ども

は、おかげさまで名古屋コーチンですとかトマトが非常に人気があってプラ

スになっているんですけど、周りをきちっと、名古屋コーチンに関しては他

と比べている状況にはないです。 

◎委員（木村冬樹君） 戸籍住民基本台帳費のことでもお聞かせいただきた

いと思います。 

 今回、いわゆるマイナンバー制度の運用について、国庫負担がされる中で、

その部分を負担金として払っていくという形です。この負担金というのは、

地方公共団体情報システム機構のほうに行くのかなというふうに思うんです

けど、現時点でいろいろトラブルが相次いでいるということで、個人番号カ

ードの発行が、本会議でも少しお聞きしましたけど、非常に１件当たり時間

がかかるということも含めてですけど、手元に届くのに相当時間がかかると

いうような状況がある中で、機構の中の管理システムも何らのふぐあいが出

ているということで、その内容がちょっと明らかにされていないのが問題か

なというふうに思っていますけど、２月２日の中日新聞の報道でも、この機

構について非常に疑問視するような報道がされておりました。 

 聞きたいのは、現時点での市のほうの発行、手渡す業務も大変だというふ

うに思うんですけど、機構からのいわゆるシステムの問題ですね、カード交
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付に関する、こういったところについては、どのような状況になっているの

か。岩倉市には機構側のふぐあいによって、それがおくれるようなことが起

こっているのかどうか。そういった点について少し教えていただきたいと思

います。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） マイナンバーカードにつきましては、平

成28年３月９日、きのう現在で3,156人が申請されております。本市にはカ

ードが2,296枚届いておりまして、地方公共団体システム機構からマイナン

バーの発行に関しての特にトラブルはなく、順調に届いております。 

 現在の状況なんですけれども、2,296枚届いているうちの交付通知を送っ

た数につきましては、776通発送しております。きのう現在、340人が受け取

りに来られております。 

 マイナンバーカードの交付につきましては、地方公共団体情報システム機

構からマイナンバーカードが市役所に届いた後に、券面記載事項を確認、ま

たＩＣチップに記載されている情報の確認、マイナンバーカードを交付でき

るようにするためにシステムで処理を行った後、申請者本人宛てに交付通知

を郵送しております。交付は、電話予約によって行っておりまして、交付に

係る所要時間は１枚当たり大体20分程度を要しておりまして、１日当たり大

体20枚程度発行している状況になっております。 

 発行につきましては、原則平日の８時半から５時までで対応しておるんで

すけれども、平日に来庁が難しい方の場合は、日曜市役所でも対応させてい

ただいております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 非常に丁寧に細かいところまで答弁いただきまして、

ありがとうございます。 

 地方公共団体情報システム機構のいわゆる管理システムでの不備によって、

岩倉市には影響は受けていないということでありますが、そういうふぐあい

については、地方自治体のほうにどういう状態であるのかというようなこと

は随時報告が来るような状況になっておるんでしょうかということと、もう

１点は、やはり今、3,156人の申請で、本会議のときよりももう100人ぐらい

ふえているのかなというふうに思うんですけど、こういう業務が落ちついて

くるというか、申請すれば大体すぐ発行されるというような形になってくる

というのはいつごろになるんでしょうかね。今、このペースでいくと、まだ

まだ手元に届くまでは時間がかかるというふうに思いますが、そういった状

況はどういう見通しなんでしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） マイナンバーカードの申請が地方公共団

体情報システム機構で受け付けられた順番にマイナンバーカードを発行して
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います。現在、平成27年12月上旬に申請された人に受け取り通知を発行して

いる状況となっております。初期の発行については、大量に申請がありまし

て、お待ちいただく状態になっております。市民の方には、お待たせして申

しわけありませんけれども、順次交付を進めてまいりますので、御理解いた

だきますようにお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 見通しはまだわからないということ、時期的には。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 時期的には、まだちょっとはっきりは言

えないんですけれども、１日当たり大体20枚ペースで発行しておりますので、

全てはけるには夏前ぐらいになるかなというふうには予想しております。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で款１議会費、款２総務費を終結いたします。 

 続きまして、款３民生費、款４衛生費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（相原俊一君） 私は、臨時福祉給付金事業についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 この臨時福祉給付金というのは、国会でいろいろ論議があったことは覚え

ていますけど、３万円支給のものかと思いますけど、ことしで３年目になる

と思うんです。それで、福祉課で支給をことしもやられるのか。それで、い

つぐらいに支給がされるのか。従来どおりの書類方法、郵送でやられるのか。

その辺をお聞かせください。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 今、御質問いただきました低所得の高齢者の

方の臨時福祉給付金が４月から始まるということで出させていただいたんで

すけれども、予定としましては、福祉課で従来どおり行わせていただきます。

やり方も前年度、前々年度と同じように郵送も受け付けしますし、窓口でも

お受けする予定でおります。 

 スケジュールなんですけれども、まず広報のほうで周知を４月１日に概要

を載せさせていただいて、５月１日には詳細なものをまた載せさせていただ

く予定であります。申請書の発送は少し遅くなりますが、５月６日ぐらいを

予定しておりまして、受け付けの開始はその後、５月９日ぐらい、第１回の

支給決定を６月上旬にできたらなというところで、その後に給付金の振り込

みを、一番早いところで振り込みさせていただく予定でおります。お願いし

ます。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 衛生費のほうでお聞かせいただきたいと思います。 
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 がん検診につきましても、ほかの妊婦及び乳幼児健診についても、予防接

種についても減額ということで、予算に対してというところであります。 

 特に、今、がん検診の問題ですが、各がん検診の受診率というのが、速報

値がそろそろ出ているというふうに思うんですけど、この辺がどのようにな

っているのか、わかる範囲でお聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課主査（高橋善美君） 胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸

がんの全体の受診率は、国が示す対象年齢の上限を69歳までとして算出しま

した場合、平成27年度は21.1％で、平成26年度と比較し、1.4％減少してい

ます。 

 各検診の受診率については、胃がん検診は8.5％で前年度より0.3％の減少、

大腸がん検診につきましては、14.3％で前年度より１％の増加、肺がん検診

は23.4％で前年度より0.2％の減少、乳がん検診は40.7％で前年度より4.5％

の減少、子宮頸がん検診につきましては、31.2％で全年度より6.8％の減少

となっております。 

◎委員（木村冬樹君）  全体として、1.4％減ということで、なかなか厳し

い状況かなというふうに思っています。 

 そんな中で、いわゆる女性特有のがん検診ということで、いろいろクーポ

ン事業なども行われている部分について、少し減が大きいのかなというふう

に思っております。 

 健康課のほうでは、毎年努力されているのはもちろんわかっておりますが、

こういう減という厳しい状況に対してどういう対策をとっていくかというこ

とだというふうに思うんですけど、現時点での、今、来年度に向けての考え

といいますか、そういった点について何かございましたら、お聞かせいただ

きたいと思います。 

◎健康課主査（高橋善美君） まず、３点上げさせていただきます。 

 １つ目につきまして、平成25年度から作成しておりますがん検診等の案内

パンフレットでありますけん診ガイドをよりわかりやすく充実させた内容と

つくり直しをしまして、広報の折り込みで全戸配付を予定しております。４

月７日の15日号を予定しております。 

 ２つ目に、がん検診の市内医療機関の個別検診の拡大を予定しております。

今年度から胃がんと乳がんのエックス線の検査の個別検診を開始しておりま

すけれども、さらに28年度からは大腸がん、前立腺がん、胃がんの内視鏡検

査も個別検診として実施できるように市内の医療機関とただいま調整してい

るところであります。 

 ３つ目に、女性のがん検診についてです。保健センターでは、乳がんのエ
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コーと子宮頸がんの検診を土・日の２日間実施しておりましたが、同時に実

施していますけれども、平成23年度は、さらにマンモグラフィーと子宮頸が

んの検診が同時に実施できるように、日曜日の１日をふやして検診を実施す

る予定をしております。以上です。 

◎健康課長（原 咲子君） 今、23年度と言いましたが、28年度の誤りです。

訂正させていただきます。 

◎委員（堀  巌君） 今の対応はわかったんですが、対応を考える前に分

析が大事だと思うんです。なぜ大きいところで、女性のところのパーセンテ

ージが落ちたのかという分析は、どんなふうに考えていますか。 

◎健康課主査（高橋善美君） 国のほうで実施しておりましたクーポン事業

が、以前は子宮頸がんにつきましては、20歳から５飛びで40歳まで、乳がん

のマンモグラフィーにつきましては、40歳から60歳までの５飛びで実施して

おりましたけれども、年齢幅が縮小されまして、それに伴いまして無料で受

けていただける方の受診率が下がってきておりますので、大きな影響を受け

ておりますけれども、広報で周知等を実施しておりまして、皆さんの受けや

すい体制等考慮して、検診のほうを実施して、予定をしておりますのでお願

いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 先ほどから努力はしているというのはわかった上で

の質問なんですけれども、今の分析はそうだとして、これから考えている３

つの対応について、どの程度効果があって、目標値はどのぐらいで見込んで

おみえでしょうか。 

◎健康課主査（高橋善美君） 利便性を考えて、市内の個別検診ということ

で、より多くの方が検診を受けやすい体制を整えるということで、数％の上

昇は見込んでおりますけれども、皆さんの市でのがん検診以外の検診も多く

の方が職場等の受診もあるものですから、一概に受診率が上下することによ

っての数値となっているということが把握がし切れていない部分もあります

ので、目標としては、国のほうはがん検診受診率50％ということで、いろい

ろな対策もとっておりますので、そういった情報等も収集しながら、新たに

検診の体制を整えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 済みません、もう１点、衛生費の予防接種事業のと

ころでも少しお聞かせいただきたいと思います。 

 今回、減額という形になっていますが、この財源というのが、予防接種の

種類に、定期接種化されたものの中のＡ類、Ｂ類というふうになっていると

思うんですけど、それぞれの交付税措置がされる割合というのがどのように

なっているのか。１億を超える予防接種という形で、以前と比較すれば膨れ
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上がってきているところだというふうに思っています。それをやはり国がき

ちんと保障しているのかというところが重要なところだというふうに思うん

ですけど、Ａ類、Ｂ類それぞれどのぐらいの負担が国のほうでされているの

か、その辺をわかる範囲で教えていただきたいというふうに思います。 

◎行政課主査（酒井 寿君） 予防接種事業の普通交付税にどれだけ歳入さ

れているかというところで、少しお答えさせていただきますけれども、25年

度では約9,100万円程度、普通交付税のほうに積算はされていると。それか

ら26年度につきましては、水痘、Ａ類、それから高齢者肺炎球菌分、Ｂ類等

の定期接種化の影響もありまして、単位費用というのが少し66円ほど上がり

まして、26年度としては普通交付税のほうで約9,500万円程度見られている

というところになります。 

◎委員（木村冬樹君） 多分、細かいところでいうと、インフルエンザだと

か高齢者肺炎球菌ワクチンはＢ類ですので、これは多分、交付税の負担割合

が低いというふうに思うんですよね。３割ぐらいだというふうに聞いていて、

その他の予防接種は、定期接種化されているものについては、ほぼ100％が

国から来ているというふうに思います。 

 そういった中で、やはり市の負担も、この予防接種の定期接種化の中で非

常に大きくなってきているものですから、そういうところで交付税措置をＢ

類についてももう少し負担を国にふやしてもらうような働きかけが必要では

ないかなと思いますけど、そういう動きというのは、市長会とかではどんな

ような状況なのか、わかりましたら教えていただきたいと思います。 

◎行政課主査（酒井 寿君） 特に、市長会でこの定期接種等について要望

がというのは、少し確認できておりませんけれども、今、木村委員が言われ

たように、Ａ類については今のところ９割、それからＢ類疾病については３

割程度手当てされているということにはなっておるのが現状であります。特

に済みません、把握はできておりません。 

◎委員（木村冬樹君） 済みません。この問題では、市議会議長会などでは

やっぱり大きなテーマになっていまして、多分、愛知県だとかそういうとこ

ろで議題になっているというふうに思って、意見書も多分出ているんじゃな

いかなというふうに思うんですよね。ですから、その辺で足並みそろえて、

市長会のほうも出していくことが重要だと思います。住民のための制度だも

んだから、定期接種化を拡大していくことは非常に重要なことですので、そ

れに伴って市の負担が、持ち出し分が多くなっていくというところで考える

と、やはりこれは国全体の責で予防接種をしていくことでありますので、そ

ういう働きかけもぜひお願いしたいというふうに要望をしておきます。以上
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です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。よろしいですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして、款３民生費、款４衛生費を終

結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続きまして、款５農林水産業費、款６商工費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして、款５農林水産業費、款６商工

費の質疑を終結します。 

 続いて、款７土木費、款８消防費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 消防費の備品購入費の減額について、少し説明をお

願いしたいというふうに思います。 

 少し大きい金額ですので、恐らくこの新しく買おうとしていたものだとい

うふうに思いますが、どういう状況なのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎消防本部総務課主査（伊藤孝夫君） 備品購入費の少し大きい金額の減額

ということでございますが、その主たる原因が、共同運用に伴いまして、新

たに所轄系の無線機というのを購入させていただいたわけですが、これが当

初予算の編成当時は、十分な仕様にたえるものがなかなかメーカーも少ない

という状況でございましたが、月日を経て、新年度が明けてというところで、

新たに違うメーカーもその仕様に十分たえられるものをつくれるという状況

がございまして、そこでうちの仕様を満たすものを他のメーカーもつくれる

というような状況があった中で、金額のほうも安価につくれるような状況に

なってまいりまして、そこで所轄系無線の１機の単価が少し下がってきたよ

という状況の中で、これを15機購入させていただいたわけですが、その開き

で少し大きな金額の減額というところが主たる原因というところになってご

ざいます。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、款７土木費、款８消防費についての質

疑を終結いたします。 
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 続きまして、款９教育費、款11公債費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 款９教育費、款11公債費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして、款９教育費、款11公債費の質

疑を終結いたします。 

 続きまして、歳入の質疑に入ります。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 

 臨時財政対策債の発行可能額が、予算上では８億になっていたんですが、

減額して１億2,450万、６億7,550万になっておるんですが、これは発行可能

額がこの金額だったのかというのと、もしそうだったら、なぜ減額になった

か、どのように分析しているのか、お聞かせください。 

◎行政課主査（酒井 寿君） 臨時財政対策債ですけれども、まず臨時財政

対策債は、国の地方交付税の特別会計の財源が不足し、普通交付税として交

付すべき財源が不足した場合に、その穴埋めとして地方公共団体みずからが

地方債、いわゆる臨時財政対策債を発行して、その財源不足を補う仕組みと

なっております。その償還に要する費用につきましては、後の年度の交付税

のいわゆる基準財政需要額のほうに措置されるというような制度であります。 

 臨時財政対策債も普通交付税と同様、国の算定に基づいて、こちらも毎年

度７月上旬ごろ算定するもので、臨時財政対策債への振替率、実際にどれだ

け発行できるかというのも毎年こちらも決められております。その算定方法

としては、財源不足額に、過去５年の財政力指数をもとに得られる振替率と

いうのを掛けて得られるものが発行可能額というものになります。27年度は、

例年のように８億円の予算を立てておりましたけれども、その算定によって

振替率が下がったことで、発行可能額が６億7,500万程度となったため、そ

の差額となる１億2,450万円を減額するものでございます。 

 ですので、発行限度額分は今回起債をするということになりますので、よ

ろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） 関連で、その起債について教えてください。 

 先ほどの給食センターの１億8,000万の話なんですが、これについてはち

ょっと額が大きいので、起債とかで平準化するという考え方もあるかと思う
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んですが、そういう手法は使えないということなんでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） 今年度につきまし

ては、一般財源から振りかえるということで考えております。 

 それで、28年度分につきましては、起債で対応させていただくということ

で、予算のほうを計上させていただいております。 

◎委員（堀  巌君） 今年度は一般財源ということで、来年度は起債と、

それを選択した理由というのを教えてください。 

◎行政課主査（酒井 寿君） やはり予算の査定の段階で、全体の予算を見

て、査定でも、課長査定、三役査定とずっと上がっていくわけですので、そ

の中で貴重な財源の一つとして、一つの手法として起債の充当率、もちろん

その抑制をするというのが財源を抑えるというところにはなるんですけれど

も、膨らんできた歳出に対応する一つの手法として、充当率、給食センター

ですと、当初は45％だとか、そういったところは実施計画の中でも決めさせ

てはいただいておるんですけれども、今回のように国庫補助金がつかなくな

ったということの対応として、繰越金を充てるだとか、起債の充当率をまた

上限では70％とか、それぐらいまで上げられるものですから、その辺のとこ

ろも全体の予算を見た中で決めていくというところでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） いいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして、歳入の質疑を終わります。 

 続いて、第２表 継続費補正、第３表 繰越明許費及び第４表 地方債補

正についての質疑を許します。 

 ないですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 続きまして、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論がないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第35号「平成27年度岩倉市一般会計補正予算（第５号）」について賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第35号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 
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 続いて、議案第36号「平成27年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議のところで、一般被保険者療養給付費の伸び

について、増額について、どういう要因があったのかということをお聞きし

ました。状況はわかったわけなんですが、いわゆる国保のシステムで疾病分

類などがされて、それが予防活動に生かせるようなものということでお聞き

しているわけですけど、そういったものの運用というのは、実際どのように

行われているのか。また今後、何か活用していくというようなことでの考え

があるのか、その辺ちょっと、すぐ対応したからといって、なかなか難しい

部分はあるというふうに思いますけど、やはり医療費の伸びを抑えるという

点での対応といいますか、そういうのに生かせるのではないかと思うわけで

すけど、どういう状況なんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） データ分析を生かして医療費を削減してい

くというところについて、どのように考えているかという御質問をいただい

たと思います。 

 このことにつきましては、今回、今年度、データヘルス計画というのを策

定いたしました。これまでの特定健診の結果や、あと医療費の結果、そうい

ったデータを分析いたしまして、岩倉市にどのような課題があるかというこ

とで、課題を抽出したところでございます。 

 その分析結果から見ると、医療費については人工透析の方の医療費が大変

多くかかっていること、また男女とも中性脂肪や血圧の高い人も多い、メタ

ボリックシンドローム該当者の方も多いということがわかったところでござ

います。こういったところ、わかったところについての課題に対する対策と

いたしまして、まずは健診を受けていただくことが大事だと。御自分の健康

状態を把握していただいて、市のほうも把握ができるわけですので、それに

対する効果的な健康事業を取り組もうということで、新年度には新たな保健

事業を計画させていただいたと。 

 そういった分析をして効果的な事業を実施し、それによって、今後、医療

費の増加が抑えられる、そして被保険者の健康保持増進を図っていきたいと、

そのように考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。人工透析だとかメタボの関係の医療
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費の伸びが大きいということであります。 

 というところでいうと、やはり特定健康診査の役割というのが大きくなっ

てくるのかなというところを感じるわけです。同時に、本会議のところでは、

糖尿病だとか、いわゆるがんに対する新薬が出て、その影響も大きいという

ようなことがあったというふうにお聞きしているわけです。新薬が出た分に

ついて、すぐジェネリックというふうにはなりませんけど、もう既に発売し

ているもののジェネリックを普及していくということも１つ医療費を抑える

大きな効果的な対策だなというふうに思うんですけど、ジェネリック薬品の

普及については、努力していろいろやっているというふうに思うんですけど、

現状どのような状況なのか、ジェネリックに変えていくという人がかなりい

るような状況があるのかどうか、そういった点というのは、市のほうでつか

める情報はあるんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） ジェネリックの普及については、広報で掲

載する、チラシでの掲載、あとはホームページのほうにもジェネリックにつ

いての説明をさせていただいて、また今年度から保険証を交付する際に、保

険証のカバーにもジェネリックのシールを張っていただくことも窓口でお話

ししながら進めているところです。 

 効果については、分析をした結果があるのですが、申しわけありません、

今あいにく手元にないのでお伝えできないのですが、また新年度予算のとこ

ろで御説明させていただきますが、御利用になっている率については、高ま

っているような状況ではございます。 

◎委員（堀  巌君） 今のすごい興味があるんですが、27年度からそのデ

ータヘルス計画が始まったというふうに聞いたんですけど、もうそんなのと

っくにできているなというふうに思っていたんです。 

 例えば先進地、岩倉市のレベルっておくれているのか、まだほかのところ

もできていないのか。それで、先進地がどういうところがあって、そういう

ところの結果、どのぐらいこのことによって医療費が抑えられているのかと

いうのを何かつかんでいましたら教えてください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） データヘルス計画について、今ごろ分析で

すかという御質問をいただいたところなんですけれども、レセプトですね、

診療報酬明細書が電子化されたのが21年度以降、さらに25年10月から保険者

によるデータ分析を支援する国保データベースシステムが稼働したと。そう

いったところから、ようやく全体の特定健診やら、医療のデータ分析、そう

いうものができるようになったというところではあります。そういったこと

ができ上がったものですから、国のほうも保険者に対してしっかり分析をし
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て、効果的な取り組みをしなさいということで、データヘルス計画を策定す

ることも方針として示されたところでございます。 

 それで、今御質問にありましたデータヘルス計画の策定状況について、御

報告をいたしますが、27年４月１日現在、26年度に策定済みのところは、県

内54市町村中８市町ですね、14.8％が平成26年度に策定済みです。岩倉と同

様に平成27年度策定予定というところが38市町、70.4％というところです。

また、平成28年度に策定予定だというところが３町、5.5％、また未定だと

いうふうに回答したところが５市町、9.3％といったような状況となってお

ります。 

 全国的な状況といたしましても、平成27年度策定予定というところが

34.9％、28年度につくるという予定が3.5％、そういったような状況となっ

ております。 

 それからあと、先にもうやっていて、効果的な取り組みをして効果があっ

たというところについては、以前、こちらの委員会でも黒川委員からたしか

御紹介があったと思いますが、呉市がこういった分析はしっかりして、たし

か糖尿病だったと思いますけれども、そういったものを減らしていこうとい

うことで、しっかり取り組んで効果が出たと、そういったことも聞いている

ところでございます。 

 私どももそういったものについても調べて、今回、岩倉市に合った効果的

な保健事業を計画して、28年度の予算でまた計上させていただいているとこ

ろでございます。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。国保ではそうだという状況なんです

けど、例えば協会けんぽだとかほかの健保で、受診率が結構高いです。特に

岩倉市の状況を見ていると、例えばさっきメタボという話が出ましたけど、

職員のメタボで健診へ行きなさいと言って、なかなか行っていないというか、

そこら辺の状況、ほかの健保の状況とかも参考になると思うんです。そうい

った研究というのは、やっぱり国保は国保だけでやっているのかというとこ

ろの考え方というか、何かありましたら教えてください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 協会けんぽや社会保険、そういった取り組

みも本当に参考になるものだと思っています。社会保険のホームページなど

を見ると、非常に広報など、そういった被保険者に対して訴える、そういう

広報的なところも非常にうまく取り組んでおられると思っております。そう

いったことで、他の保険者、国保以外のところもしっかり調査・研究して、

よいところを取り入れていきたいと思います。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかいいですね。 
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〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第36号「平成27年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）」について、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第36号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第37号「平成27年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑はないようですので、討論は省略いたします。 

 採決に入らせていただきます。 

 議案第37号「平成27年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）」について、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第37号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第38号「平成27年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第４

号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 歳出で、保険給付費が居宅施設、また地域密着型と

いうところで減額となっているところであります。それで、施設介護サービ
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ス等給付金については、平成28年度には大きく伸びていく要因があります。

29年度も含めてだというふうに思います。 

 そういった中で、ちょっと大きく聞きたいのは、第６期のこの計画での介

護保険財政として、27年度は減額がされている中で、28年、29年度と施設介

護サービス給付費がふえていくという状況も見据えて、財政的にきちんとお

さまっていくような状況にあるのかどうか、この点についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） 今回、減額補正させていただいたんです

けれども、こちらのほうの予算の積算については、26年度の決算見込みに認

定率とか受給率、サービスの受給者数を掛けて推計したものを予算計上させ

ていただいて、実績に合わせて今回減額の補正をさせていただくというとこ

ろなんですけれども、28年度から30年度までの間、第６期の計画を策定させ

ていただいて、保険料の算定等をさせていただいている中で、今回、保険給

付費は、当初の予算のところになってしまうんですけれども、第６期におけ

る28年度の数値は27億8,533万6,000円、28年度の予算は計画値の98.1％とい

うことで計上していますので、計画の範囲内で今予算を計上しているという

ところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 今、28年度から第６期、ちょっと正確じゃないよう

な気がしたんだけど。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） 済みません。第６期は27年度から29年度

までの３年間です。済みません、訂正させてください。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。第６期の中では計画どおりの数字に

行っているということで確認させていただきます。 

 それで、この中で地域密着型介護サービス等給付費が減額となっていると

いうところで、この部分は岩倉市が直接計画する内容だというふうに思って

いますし、直接、運営もきちんと見ていく必要があるところだというふうに

思いますが、この状況といいますか、例えば小規模多機能という施設であれ

ば、定員があるわけですけど、この定員がきちんと満たされてきている状況

があるのか、そういう状況があるのかどうかという点について、お聞かせい

ただきたいというふうに思います。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） 地域密着型は市が指定するということで、

岩倉市にもグループホームが４カ所と小規模多機能型居宅介護事業所が２カ

所ございますけれども、今、木村委員のおっしゃられた小規模多機能型居宅

介護事業所は登録制になっておりまして、平成28年１月末の状況であります

けれども、登録定員ですね、２カ所あるんですけれども、１カ所が29名中23
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人、割合としますと79.3％。もう１カ所が25人定員中22名ということで、

88％ということで、登録定員に対してほぼ８割から９割方の登録ということ

が今の状況となっております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。最初、小規模多機能というのの認知

度が低くて定員が埋まらなかったという状況がある中で、また今度は定員が

いっぱいになってきて、また現状は落ちついて、こういう状況になっている

ということではないかなと思うんですけど、これはやっぱり全国的にこうい

った状況にあるのかどうか。岩倉だけが定員に満たないような状況になって

いるのか、そういった点もちょっとわかりましたら教えていただきたいとい

うふうに思います。 

 また、グループホームなどの待機の状況なんかもどのようになっているの

か、現状を少し教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長（山北由美子君） 地域密着型の介護サービスでありますグ

ループホームにつきましては、特に認知症の方等が入られますので、今、認

知症の方というのは全国的にも増加傾向にありますので、岩倉だけではなく

て、全体的に増加傾向にはあると思います。ちょっとしっかりした人数まで

は現在把握しておりません。 

 あと、グループホームの満床の状況でありますけれども、現在は４カ所が

全て満床でございますが、若干待機者がそれぞれ見えるということはお聞き

しております。 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑はございませんね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないので、直ちに採決に入ります。 

 議案第38号「平成27年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第４号）」に

ついて、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第38号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第39号「平成27年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 
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〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして、質疑を終結いたします。 

 続きまして、議案に対する討論は省略いたしまして、直ちに採決に入りま

す。 

 議案第39号「平成27年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）」について、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員でございます。 

 採決の結果、議案第39号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第40号「平成27年度岩倉市上水道事業会計補正予算（第

３号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑はないようですので、直ちに討論を省略し、

採決に入ります。 

 議案第40号「平成27年度岩倉市上水道事業会計補正予算（第３号）」につ

いて、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員でございます。 

 採決の結果、議案第40号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 お伺いします。ここで休憩したいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それじゃあ、25分まで休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 続いて、議案第41号「平成28年度岩倉市一般会計

予算」、新年度予算についてを議題とさせていただきます。 

 初めに、歳出から入らせていただきます。 
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 質疑の範囲は原則として款ごととし、必要に応じて項目で進めさせていた

だきますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは初めに、款１議会費の質疑を許します。 

 予算書は80ページから84ページでございます。 

◎委員（黒川 武君） これは議会費ですよね。誰がお答えするかわからな

いけれども、じゃあ人件費の関係だから総務のほうでお答えいただければい

いです。 

 これは全体に共通するもんだから、ここで最初にお聞きいたしますが、予

算書の81ページの職員等管理費の中の共済費の中で、厚生年金等の一元化が

図られたというところで、この共済費の中の負担金で厚生年金保険負担金、

退職等年金負担金、経過的長期負担金、これらのものが新しく入ってきた項

目ではないかなあと思うんですよね。これの目的というのか内容というのか、

そういったものを、これは全体に共通しますので、ここのお聞きしたほうが

よろしいのかなあと思うんですが、ちょっと議会費だもんだから、少し戸惑

いながら質問をしておりますけど、これは総務のほうでお答えをお願いした

いと思いますが。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 今の黒川委員がおっしゃられたように、

この27年の10月から変更をしております。これにつきましては、年金の一元

化、標準報酬制が導入されたことによって変更されたものでございます。 

 これまで長期負担金、短期負担金という名称を使っておったものが、今回

３つに分かれております。今の長期負担金が３つに分かれました。厚生年金、

保険負担金を初め、３つの負担金に分かれたということでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） あとはよろしいですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、款１議会費についての質疑を終結いた

します。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の質疑を許します。 

 予算書は84ページでございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 報酬のところで事務管理費、１報酬のところで

行政不服審査会がありますが、今回の条例改正の中で不服という言葉を一部

改正してきたという条例が幾つかあるわけですが、この審査会の名称は、不

服審査会というこのままでいくんでしょうか。何か変更とかという検討はあ

るでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 今の名称のお話ですが、もともと今回のこの

委員を設置したというのは、行政不服審査法の全部改正に基づいて設置した
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ものということになります。国のほうでもこの行政不服審査会という言葉を

使っておりまして、本市でも同様の名称を用いるということでございます。 

 不服という言葉は、一般的に行政が行う職務に対して反論というか、違い

ますよということの一般的な言葉でございますので、不服という言葉を使わ

ないというものではございませんので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 一般管理費の中の委託料の公益的通報処理委託料に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 新しい制度として27年度につくられたところだというふうに思っておりま

す。それで、運用の状況というのがどういうような状況にあるのか。１年を

振り返って特に聞こえてこないもんですから、何もなかったのかなあとも思

いますけど、どういう状況なのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 公益的通報は平成27年の４月１日から施行し

ておりまして、その確認の意味も含めて御案内させていただきますと、職員

とか指定管理者、あと委託事業者のほうで法令に違反する事務事実であった

りとか、生命、健康、財産、生活環境に重大な影響を与える事実、または事

務事業における不当な事実といったものがあった場合に、そういったことを

発見した場合に、まずは私どもの内部の副市長、教育長、部長で構成されま

す公益的通報調査委員会、そちらに通報をするということ。さらにそこで事

態の改善が図られない場合に、外部の公益的通報処理員というところに通報

するというものでございます。その外部の公益的通報処理員については、一

宮市にあります弁護士さんのほうで依頼をしているというような状況になっ

ているということでございます。 

 現在の通報の状況ということでございますが、１件、私どもの内部のほう

に公益的通報がありましたけど、今はちょっと審議中ということでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） 今と同じ13の委託料のうちで、少々細かいところの

質問になりますが、デジタル例規集維持管理委託料がありまして、その中の

内訳として、個別例規整備支援費21万6,000円、これは新たに入ったものだ

ろうと思うんですが、それの目的と実施内容についてお聞かせをいただきた

いと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） このデジタル例規集維持管理委託料というの

は、庁内で使っている例規集、またはインターネットで提供している私ども

の例規集といったものの維持管理を行うというものを業者に委託するという

内容でございます。 

 こちらの業者の選定に当たっては、平成22年度からプロポーザル方式で著
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名な２者をもとにプロポーザルの提案をしてもらって選定をするというよう

な形で行っております。平成22年度から行っておりまして、平成27年度が２

回目のプロポーザルを行ったということでございます。その際に、業者から

の提案もありまして、この例規整備支援というものについては、近年、例え

ば子ども・子育ての関係であるとか、マイナンバーであるとか、あと行政不

服審査法とか、あと地方分権一括とか、そういった大きな法改正があって、

私どもの条例等に波及する、新たに制定するというものが近年ふえていると

いう状況にございます。一方で、国や県からは改正例というか、準則という

言葉はよくないかもしれませんけれども、そういったものがなかなか来ない

というような状況があります。 

 今後５年間にわたって、そういった大きな改正がまたあるやもしれないと

いうことで、そういったものがあった場合に、必要に応じて支援をしていた

だくというようなことを今回新たに盛り込んだものでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） そうすると、ちょっと確認をいたしますけれど、今

は地方分権が進む過程の中で、従来国や県から準則と、つまりこれを参考に

して条例制定とか改正をしなさいというのが来るわけなんですよね。そうい

うことが地方の主体性や自主性を失うということで、国・県のほうも時に応

じてそれに近いものを出したりという形もしてはいるんですが、基本的には

地方のことは地方で考えなさいということなんですが、しかし、そう例規に

精通、あるいは国の改正動向について精通するわけではない。やっぱりその

点は専門的な業務を営む業者のほうに必要な支援をお願いするということも

必要かなあと思うんですが、具体的に、先ほどは子育てとかマイナンバーと

か地方分権に係るとか、そういった法改正が行われる際、国から準則とか、

あるいは改正例が示されない場合、自治体独自で考えなきゃいけないとなる

と、これはまた大変な作業になるもんだから、そこのところを、例えばその

選定した業者が改正例を具体的に提案すると、そういう内容のものだという

ふうな理解でよろしいですか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 必ずしも全てということではございませんけ

れど、業者のほうで必要に応じて提案をしていただくということで考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 地名表示板等設置事業についてもお聞かせいただき

たいと思います。 

 工事請負費で給食センター等の公共施設の案内板を設置するということで

ありますが、ちょっともう少し具体的に、何カ所ぐらい、どういうところに



２３ 

という形で考えているのか、教えていただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 今回の工事につきましては、具体的に場所を

申し上げると、ちょうど西小グラウンドのすぐ南の、ちょうど史跡公園を通

って自然生態園に向かう道ですね。あそこのところにあります東方向、西側

の２基の、１対でございますけれど、そちらの公共施設案内板の移設と、あ

と板の書きかえを行うというものでございます。 

 具体的には、学校給食センターが供用を開始されるということと、今議会

にも議題が上がっておりますが、西小スポーツ広場のほうの名称変更もあわ

せて行うということで考えておるというものでございます。 

 なお、単純に板の書きかえではないというところにつきましては、公共施

設案内板の誘導が、西小スポーツ広場の１本西側のほうの道路を案内してい

るということになっているんですね。それを１本東側の道路から入っていた

だくような形で誘導をするということで考えておりまして、ポールと板の移

動ということも含んでいるもんですから、この額になっているということで

ございます。よろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） ちょっとさっきの確認なんですけど、公益的通報の

委託料は出来高で、件数があった場合に払うということでよろしいですか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） おっしゃるとおりでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で款２総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目２人事管理費から目３秘書費ま

での質疑を許します。 

 予算書は86ページから92ページまでとなります。 

 質疑を許します。 

◎委員（堀  巌君） 89ページの産業医報酬について教えてください。 

 これは一月８万円掛ける12という積算根拠になっていますが、実質的な産

業医の仕事、労働時間というのをちょっと教えてください。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 産業医の労働時間ということなんですけ

れども、まず産業医にお願いしている業務がございます。それは、毎月職員

の健康相談を実施していただいています。これは毎月１時間でございます。

それ以外ですと、年１回にはなりますけれども、市内の公共施設、出先機関、

給食センター、清掃事務所の施設の巡視、それはおおむね１時間でございま

す。あと、新規採用職員の、内定者の方の健康診断の結果を見ていただくよ

うな場合、また職員の体調を崩されて休職になるようなというか、病気休暇

になるような方の御意見をいただくような場合、これはなかなか何時間とい
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うふうに申し上げられないんですけれども、年何度かそういったことがござ

います。以上でございます。 

◎委員（堀  巌君） 時間単価にすると、非常に高額な感じがするんです

が、他市の状況と比べて、これはこんなものなんでしょうかね。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 他市の状況は、正直言ってまだ確認はで

きておりません。これまで岩倉市は、私の記憶の中ではこの額が適切という

ふうには来ているところでございます。 

◎委員（大野慎治君） １点だけお聞かせください。 

 同じく事務管理費の報酬のところで、特別職報酬等審議会委員報酬が３回

の会議で計上されていますが、これはたしか今までは２年に１回の会議だっ

たんですが、ことしも計上されていますが、何か見直す予定があって計上さ

れているんでしょうか。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 今、大野委員がおっしゃられたように、

報酬審議会は２年に１回開催するということを基本としております。ただ、

そのときの社会情勢であったり経済情勢、いろいろ変化をするものですから、

市長が開催するということになれば、意見があれば開催できるような予算を

とっているということでございます。 

◎委員（塚本秋雄君） 89ページのところの賃金、パート職員賃金、何人お

って、基本的な勤務時間をお聞きいたします。これは各課のパートの総数の

金額、数字かなあと思いますので、パートの人数、各課の総数でいいです。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 市役所全体のパート職員ということでお

願いしたいと思います。 

◎委員（塚本秋雄君） 了解です。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 27年の４月１日現在ということになりま

すけれども、327名でございます。 

◎委員（塚本秋雄君） 時間的には、標準何時間の勤務と何時間勤務ぐらい

に分けられますでしょうか、いかがでしょうか。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） やはり一番多い時間は5.5時間程度でご

ざいます。ただ、中には本当に短時間、１時間という方とかでいろんなケー

スがあるというのが実態でございます。 

◎委員（塚本秋雄君） 次に移っていいですか。 

 同じところにある、下のほうにある派遣職員給与費等負担金、どういうと

ころにどういう形で、本人希望で行くのか、岩倉市がこういうところに行け

ということで派遣されているか、県の職員かなあとは思ったりしますけれど

も、説明願えますでしょうか。県へ派遣されているのかなあと思いますけれ
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ども、派遣の位置づけ。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） この予算に上がっています派遣職員給与

費負担金というものは、愛知県の職員の方が岩倉市に来ていただいている分

の３分の２の給与を負担する分でございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） パート職員賃金に関連してお聞きします。 

 5.5時間が一番多いとお聞きしたんですが、5.5時間働く方が時給の単価が

一番低いとお聞きします。やはり夫の扶養内で働くという制限の中での5.5

時間で、一番希望はその時間帯が多いのかもしれないけれど、４時間や7.5

時間のパートさんと比べて本当に5.5時間の方の時給が低いのが、職場内で

も7.5時間やっていらっしゃる人が申しわけないと思うぐらい低いというふ

うにもお聞きするんですが、４時間や7.5時間のパートさんの時給よりも。

ここら辺はどうなんでしょうか。近隣と比べてもどうなのか、お聞きします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） まず、今回870円のほうに見直しをさせ

ていただく予算になっておりますけれども、まずこの額の適正化というとこ

ろにつきましては、今回10円を引き上げさせていただいております。 

 また、近隣、県下の自治体の状況ですと、ほぼ同額でございます。870円、

880円というところが平均でございますので、それと比較すれば、それほど

低いという額ではないというふうに思っています。 

 あと、勤務時間での差異があるということなんですけれども、今この予算

上は２款のところで御質問がございますので、少し勤務時間が長くなるよう

な方は今のところ1,000円、予算上は1,010円から1,030円という幅の中で賃

金を設定しておりますけれども、実際、扶養の問題であったり、いろんなパ

ートさんの御意向もあって、やっぱり5.5時間を希望されるということが一

番多いという状況でございますので、委員さんが言われる、心配することも

わかりますけれども……。 

〔発言する者あり〕 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 済みません、不適切で。 

 実態としては、それを希望される方が一番多いということでございます。 

◎委員（堀  巌君） あえて繰り返しパート賃金の話で聞いておきます。 

 さっきの5.5時間云々で、高い低いありましたけど、本来の臨時的任用職

員が何人いるというふうに思われていますか。 

◎委員長（伊藤隆信君） お諮りいたします。 
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 今、堀委員の質問でございますが、ここで休憩したいと思いますが、御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、１時10分まで休憩いたします。お願い

いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 堀委員の質問に対する当局の答弁から入らせていただきます。 

 では、お願いいたします。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 先ほどの堀委員からの御質問でございま

すが、パート職員のまず任用の根拠というところでございます。 

 岩倉市では、地方公務員法の第22条の第５項に規定します臨時的任用職員

として任用しているところでございます。こちらの臨時的任用職員につきま

しては、昨年からではございますが、面談結果、パート職員との面談を実施

しまして、その結果を踏まえて任用の判断や部署の異動等も行っております。 

 任用の期間終了後ですが、１年ごとにその職の必要性を調査いたしまして、

新たに設置された職として任用をしているというところでございます。 

◎委員（堀  巌君）  となると、327人全員が臨時的任用職員ということ

でよろしいですか。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 申しわけございません。327人が臨時的

任用職員でございます。 

◎委員（堀  巌君） 12月議会のときにかなり時間をかけて、そして強く

言ったつもりだったんですけれども、このパート職員賃金が臨時的任用職員

だとすると、この根拠となる条例はあるんでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 今は内規等で定めている部分もございま

す。12月の一般質問でも嘱託の部分の御指摘もありまして、今回、一部条例

も改正しているところでございます。12月の議会の答弁の、市長が最後の答

弁のところでも、他市町、そういったものを研究しながら改良していくとい

う最終的な答弁になっておりますので、研究をしております。 

 また、職員組合とも今回の合意の中ではパート職員については協議して検

討をしていくというような条文といいますか、項目も設けておりますので、

規定するものは規定していきたいというふうに考えています。 

◎委員（堀  巌君） さっき、全員が臨時的任用職員だというふうに言わ

れましたが、形式的ではなくて、例えば今まで、これまでの行政改革の流れ

で総人件費の比率を抑制するために正規職員を約100人減らし、臨時的任用
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職員に持っていったという経緯があると思うんですね。ですから、恒常的に

その職場で即戦力としてずうっとやられているパートさんがいるから、時に

臨時職員という名称からパート職員に切りかえたはずなんです。 

 これ、何でパート職員という名に切りかえたんですか。なぜ臨時職員とい

う言葉を使わないんでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） こちらも以前の東京でしたか、裁判のと

ころで、臨時的な職員の条例の規定がないというような法的な指摘もあって、

条例化をした多摩市もあったかと思います。その段階で、本来条例に位置づ

けていないということでパート職員という言い方をして、呼びかえてきたと

いうのが事実かと思います。 

 ただ、市の全体の統治、組織としての判断は22条ですけれども、呼び方は

パート職員というふうに呼んできているということでございます。 

◎委員（堀  巌君） このままでいくと、前の12月で述べたとおり違法な

支出になるわけで、早急にこれ解決しないと大変なことになるという懸念が

あります。研究研究というふうに言うけど、期限を決めていつまでにやると

いうことを明確に答えていただきたいんですが、無理でしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） ちょっと暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 雇用の問題もございますので、組合等の

条文にもそれをつけ加えたということはさっき申し上げました。この１年の

間には何らかお話ができるようなことを組合と組織等の協議の上、改めて、

物は改めたいというふうに思います。 

◎委員（堀  巌君） 組合とまず協議を重ねる、私は別に雇いどめをしろ

とかそういうことを言っているわけではなくて、きちんと地方公務員法にの

っとった取り扱いにして整備してくださいという、そういうお願いをしてい

るわけで、賃金・処遇については、市長が言うように時給1,000円以上、本

来ならば払うべきだというところもあり、そこをちょっと違う、職員組合の

合意がないとできない部分ということと、法的にきちんとしてほしいという

意味とちょっと違うと思うんですけど、私の認識が違うんでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） おっしゃられるとおりだと思います。た

だ、御承知だと思いますけど、臨時的職員は１年、それから１年延ばせる、

私ども、今新たにまた必要な仕事があるということでさらに任用を図ってお

りますけれども、そういったかえること、２年でかわっていってしまうとい

うことになると雇いどめといいますか、そこで仕事がなくなってしまうとい
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うこともありますので、そういったことを含めて組合と協議したいというふ

うに申し上げたところです。 

◎委員（堀  巌君） なぜ臨時的任用にこだわるのかというところなんで

すよ。だから……。 

◎委員長（伊藤隆信君） 同じ質問なんですが。 

◎委員（堀  巌君） ごめんなさい。じゃあ、同じ質問ではなくて、その

17条の根拠に変えるとか、いろんな支障があるわけで、いまだにその22条の

臨時的任用にこだわるというところはなぜでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） その17条、22条を含めて検討をさせてい

ただきます。 

◎委員長（伊藤隆信君） これで終わります。 

 ほか、ございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 職員健診のところで、委託料で職員健康診断委託料

についてお聞かせいただきたいと思います。 

 これまでと比較して少し総額では上がってきているということで、中身を

見ますと、受診者の積算が50人ずつふえていたりだとか、多少ふやしてきて

いるという状況があるというふうに思います。非常に職員健康診断、きちん

と受けていただきたいというふうに思いますし、これだけではなしに人間ド

ックへの補助などもあるというふうに聞いておりますので、そういう形で受

けられているということで、これまでのやりとりの中では、この健康診断と

人間ドックでほぼ全員が受けているというような答弁があったというふうに

思います。 

 今回、この人数をふやしている状況というのは何か変化があるのかどうか、

この点についてまずお聞かせいただきたいと思います。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 今回、健康診断の人数がふえた経緯なん

ですけれども、こちらにつきましては、今年度の実績を踏まえまして計上を

しているというところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。秘書課のところでこの健康診断ある

いは人間ドックというものを全員が受けられるように、きちんと勧奨を進め

ていただきたいというふうに思います。 

 それで、この健康診断の委託料の最後にストレスチェックというものがあ

ります。ほかの事業所でこういうのをやっているということを聞いたことが

ありまして、中身も少し見たことがあるんですけど、このストレスチェック

というのはどういう診断、健康診断の中身になってくるんでしょうか、お聞

かせいただきたいと思います。 
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◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） こちらのストレスチェックにつきまして

は、平成27年の12月から１年以内に各事業所は取り組むと法で決められた事

業でございます。どのように取り組むかということなんですけれども、国に

おいて57項目の調査項目が示されているところでございます。 

 岩倉市につきましても、来年度、どの事業者で実施するかというところは

まだ決定をしておりませんけれども、その事業所等も、示す調査項目、調査

票がございますけど、それに丸をつけるという形でその結果を出すと、スト

レスがあるのかないのかとか、高ストレスかどうかという診断を出すという

ものでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。まだ中身はこれからだというふうに

聞いています。 

 ある事業所でやっている中身を少し見たんですけど、結局ストレスがある

ということがわかって、その後どうなるかというところなんですけど、何か

余り効果がないような印象を持ったんですね。ですから、やはり高ストレス

というような状態が出る、結果が出るような職員がお見えになりましたら、

きちんとした対処をお願いしたいなあというふうに思います。実施の状況を

見ながら、また少しやりとりをしたいなあというふうに思っています。 

 それで、もう１点ですけど、秘書費のほうの市長交際費についてもお聞か

せいただきたいと思いますけど、これまで市長交際費というのは予算では

100万円組まれてきたものが75万円という形になったということであります。

これも少し積算の中身を少し教えていただきたいというふうに思います。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 市長交際費なんですけれども、25万円減

額した経過は、昨年度、４月からですが、市長交際費の支出基準を見直した

ところでございます。特に慶弔費でございますが、亡くなられた方にお支払

いします香典といいますか、そちらの対象の方を少し減らしたといいますか、

見直しをさせていただいたということで、今年度の実績もかなり少なくなっ

てきております。その実績を踏まえまして、来年度見直すということでござ

います。 

◎委員（塚本秋雄君） 91ページの表彰審査委員会委員報酬と兼ねて、その

後、記念品代とあるんですけれども、表彰条例が改正されたと思います。そ

の中で、１年未満の端数があるときは、その端数が６カ月以上あるときは１

年と計算するということになっていますけれども、わざわざ条例を直してや

ったということは、それがことしに該当する人がいるのか、あるいは何もな

いのに条例を改定したのか、その予算がこの中に入っているのかどうかお尋

ねいたします。簡単にいうと、自治功労賞が中心の年数、在職年数の計算か
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なあと思うんですけど。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 今回の表彰条例に明記させていただいた

のは、もともと表彰条例施行規則というところにも同様の６カ月以上の場合

は切り上げるという文言が入っておりまして、それをそのままといいますか、

そのまま表彰条例のほうに明記したということでございます。 

 今回、その対象者は予算に含まれているかということなんですけれども、

当然それを踏まえて予算のほうを見込みとして立てたところでございます。 

◎委員（塚本秋雄君） 施行規則にあったと。そうすると、過去、その在職

年数が当たるのに、それより前の部分で表彰されたことは僕はあったという

記憶をしておりますけれども、そういう実例はありましたでしょうか。それ

だけでいいです。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 今御質問のありました件につきましては、

周年で実施をします、ゼロと５年の際に実施します特別表彰の際にそのよう

なことがあったというように聞いております。 

◎委員（黒川 武君） 予算書は91ページで、積算内訳は７ページの職員研

修事業のうち、節８の報償費のうち、新規として評価者訓練研修講師謝礼46

万円があります。これは市長の施政方針の中でも人事評価システムを導入す

ると、また代表質問でも質問があったところですが、その施策の一環として、

評価者訓練研修講師謝礼が施策としてあると思われますが、この研修の目的

と内容、そして講師はどなたにお願いするのかをお聞きいたします。 

◎秘書企画課主幹（佐野 剛君） 今回実施します評価者訓練研修の目的な

んですけれども、今委員がおっしゃられましたように、評価制度を導入する

に当たりまして、その適切な運用と制度の趣旨を再度確認するということを

目的に実施をするものでございます。 

 内容につきましては、より実践的な、座学だけではなくて、より実践的な

ものを考えております。 

 評価につきましては、評価者間のばらつきをなくすということが大きなこ

の制度の課題にもなりますので、評価者を対象にそういった評価のバランス

を少しでもなくすということの研修内容で実施をしていきます。 

 また、研修の講師につきましては、今年度末にも実施をしておりますけれ

ども、一般社団法人日本経営協会の講師をお願いする予定でございます。こ

ちらの講師につきましては、岩倉市の目標管理制度も導入した際に実施をし
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ている会社でございますので、今のところ予定ではそこの会社の講師を予定

しております。 

◎委員（黒川 武君） それで、能力評価を統合した形での人事評価システ

ムと、そういった施政方針での説明もあったんですが、私も職員時代のとき

に経験したことなんです。それで、10項目ですよね、自己評点とあわせて部

長以上の者がまた評点をつけるといったところで管理職としての評価がされ

るわけなんです。 

 ところが、その評価の結果だけ通知はされても、自分のつけた点と上司の

つけた点のその差がどこにあるのかという、つまり自分自身としては今後ど

こをどう改めていけばいいのかという、そういったところのフォローという

のがないんですよね。ですから、その評価をする際は、きちっとあなたはこ

の点がまだ少し弱さがあるとか、あなたのこの点はすばらしいからやっぱり

もっと伸ばすようにとか、そういった次につなげるような評価のつけ方、あ

るいは人事評価のシステムであってほしいなあとは思うんですけど、その辺

のところのお考えはいかがでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 管理職に実施している評価についてはそ

うですが、今、目標管理制度というものは、最初の目標を設定するところの

面談、中間面談、それから期末面談ということで、第１次評価者、第２次評

価者ということで実施しております。 

 評価については、評価することではなくてその過程でどういう努力をして

きたのかとか、上司から言えばこういうふうに改善したらいいのではないか

というアドバイスをする機会を多くするという目的もあろうかと思います。 

 先日の研修では評価の実践的な訓練をさせていただきまして、ビデオを見

ながらこういう対応をする職員の評価はどうだろうというような訓練を実施

したところであります。 

 来年も、評価者も変わってきますので、そういった研修も予定しておりま

すが、評価をされるほうの意識も高めたいと思いますし、過程を大事にした

いというふうに思っております。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかはいいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ、以上で款２総務費、項１総務管理費、目

２人事管理費から目３秘書費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目４企画費から目６財政管理費ま

での質疑を許します。 

 予算書は92ページから96ページまででございます。 
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 質疑を許します。 

◎委員（関戸郁文君） 予算書の95ページ、下から４つ目のホームページリ

ニューアル業務委託料1,177万2,000円について御質問いたします。 

 平成28年度予算に係る新規及び主要事業説明書では、３ページに記されて

います。この事業の目的と効果は、誰にとっても使いやすい、シティプロモ

ーションを意識した情報発信とあります。内容については、ＣＭＳ、コンテ

ンツ・マネジメント・システムの更新で、スマートフォンへの対応、アクセ

シビリティーの向上、ＣＭＳ管理ページ制限の撤廃、特設ページの作成等を

図るとありますと。この積算根拠を見ますと、いろいろ書いてあるんですけ

ど、僕の経験からいってすごい安いんですね。実際にこの事業内容、目的、

効果が達成できるのか、今のホームページがどうなるのか、ビフォー・アフ

ターがどうなるのかというのをちょっと教えていただきたいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

 この質問の意味は、ずうっと今まで見てきて、岩倉市全体のシステム予算

が非常に低く抑えられていて、小松課長を初め、すごく一生懸命役員の方が

努力されていると思います。ちょっと無理して予算を組んでいないのかなあ

という感じがしましたので、質問させていただきました。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） ホームページの御質問ですけれども、

今現状とビフォー・アフターということでしたけれども、現状としましては

平成19年の12月にコンテンツ管理ソフトの一つであるWebReleaseというもの

を利用した運用管理を19年から行っておりますけれども、現状、管理ページ

数の上限がある状態でして、新規のページがつくれないような状態になって

おります。数年前より新しいページをつくれないため、１つのページを縦長

に続けていかなくてはいけないような構成になっております。あと、スマー

トフォンでの閲覧を想定した構成になっておりませんので、スマートフォン

への対応が困難な状態となっております。 

 市外の人に対して岩倉市の魅力を伝えていく上で、ホームページの印象と

いうのは非常に大きいと考えておりますけれども、現在のトップページの構

成はよそのトップページと比べるとややおとなしいつくりというふうになっ

ております。ホームページのリニューアルの検討を平成27年度から行ってき

まして、若手職員による岩倉市ホームページリニューアル検討部会、こちら

を設置しまして、その中でコンセプトについて検討をしてきた結果、２つの

コンセプト、誰にとっても使いやすい、シティプロモーションを意識した情

報発信、この２つをコンセプトとしてまとめたという経緯がございます。 

 スマートフォンへの対応、それからトップページでの画像等を使って魅力
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を伝えやすく、アクセシビリティーへの配慮、そういったあたりを実施する

んですけれども、予算立てに当たりまして、当然いろんな業者から提案であ

ったり見積もりであったり、デモのほうをとって、あわせて金額のほうも提

示をいただいておりますが、非常に幅が広いといいますか、予算が1,000万

程度のところもあれば、高いところは2,000万、3,000万というところもたく

さんあって、積算で構築費ですとか移行費だとかを上げておりますけれども、

業者によってその積算も非常に実際のところはばらばらでして、単純にはや

はり比較できない、そのつくり方のデザインも構成もいろいろありますので、

最低限このコンセプトを満たすことができるのか、できないのかという確認

をして、その中で比較的ちょうどいいといいますか、過剰になり過ぎない程

度の予算で今回1,100万の予算を上げさせていただいております。 

 安過ぎるというふうには考えておりませんけれども、逆にホームページの

構築、リニューアルというのは、業者さんによって非常に幅があるというふ

うに申し上げましたけれども、デザインに凝れば凝るほど、機能に凝れば凝

るほど、正直幾らでもお金をかけられる部分もございますので、今回上げさ

せていただいたものが現時点では適当と考えております。検討していく中で、

こういった機能も要る、ああいった機能も要る、つけたいというふうになれ

ば、もう少し必要になってくるということもあるかもしれませんと考えてお

ります。以上です。 

◎委員（大野慎治君） 今のに関連して、ホームページリニューアル事業で、

近隣だと清須市さんがホームページを最近リニューアル、かなり重厚さを持

ったリニューアルをされましたが、検討委員会で特に参考にされた市町とか

はあるんでしょうか。四、五年前はちゃんとしっかりしたホームページのラ

ンキングとかあって、見やすさ、情報の多さとか公開度とかあったんですが、

最近ちょっとないのであれですが、どこの市町を参考にしてつくっていくの

かというのが非常に重要だと思うので、二、三あったら教えてください。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 検討部会に当たっては、委員さんに各

市町、本当に今ホームページ、当然ネットで全国のものを見られますので、

いいと思うところをピックアップしてくださいというようなお願いをして、

たくさん出していただきました。非常に全国にやっぱりすぐれたホームペー

ジというのはありまして、特段この市を参考にというイメージまでは固めて

おりませんけれども、やはり岩倉市のものと比較するとこういう点がいいよ

ね、ああいう点がいいよねというのはたくさん議論の中で出てきておりまし

た。 

 近隣等でも、例えば犬山市さん、一宮市さんあたりが、最近ではこれから
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ちょうどリニューアルをしたりするところなんですけれども、そういったと

ころのホームページは当然研究をして、いいところは取り入れていきたいと

いうふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 企画費の中の報償費、まち・ひと・しごと創生総合

戦略推進委員会委員謝礼についてお聞かせいただきたいと思います。 

 この推進委員会を２回開くということでありますが、どういった内容で行

っていくのか、つくられた総合戦略を推進するということでありますが、ど

ういったような内容になってくるのか、少しイメージをわかるように伝えて

いただきたいと思います。 

◎秘書企画課主査（小出健二君） まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

委員会ですけれども、今年度策定を済ませまして、来年度検証のほうに移っ

ていくということでございます。 

 正直、回数も今２回を予定しております。イメージとしますと、現段階で

の話にはなりますけれども、上半期を終えたごろ、９月、10月ぐらいのとこ

ろで１回、年度末で１回というところです。 

 内容につきましては、現在定めさせていただいていますその総合戦略とい

うのは５カ年の計画ということで、数値目標ですとかＫＰＩについては31年

の年度末の目標が明示してあります。その中で、この策定をしている、検討

をしていく中でも、その数値目標が５年後の数字だけでは毎年どうやって見

ていくんだというような議論もございまして、ＫＰＩのほうは毎年数字がと

れるような指標を絞り込んで設定をしてきました。ですので、一年一年の数

値というのは、ある程度目標値に達するのかどうなのかというのはとれるよ

うなものにはなってきています。新規で設定した事業もございますので、委

員の方からは、どういう順番でそれをその新規で進めていくのかというよう

なことも言われておりますので、そこはこれから具体的に、31年までの間に

どうやって進めていくのかというのも含めて検証といいますか、意見を聞い

ていきたいなあというふうに思っております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） イメージとしては、半期ごとの検証が主かなあとい

うふうに思います。 

 それで、これは委員９人ということで予算積算になっていますけど、市民

参加という点ではこれはどういうふうになっているんでしょうか、その点に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

◎秘書企画課主査（小出健二君） 委員につきましては、９人というのは上

がっていますけれども、もう１人、識見者ということで１名入っております

ので、予算としましては10人分の委員謝礼が見てあります。 
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 現状につきましては、産業界、産官学ということと金労言ということで、

金融機関さんですとか、労働組合ですとか、マスコミ関係のところで構成し

ておりますので、公募というような形を実際はとっていない状態でございま

す。しかしながら、策定をお願いして、今かかわっていただいておりますの

で、基本は今検討にかかわっていただいた方を中心に検証のほうにもかかわ

っていただきたいということで考えております。ですので、市民参加という

ところで、今公募をしていくというような予定は今のところはございません。 

◎委員（木村冬樹君） 市民参加条例が今審議されつつあるというところで、

この総合戦略については、私の捉え方としては降って湧いたようなものであ

って、基本的にはその総合計画の後期、これをしっかりやっていくことが大

事だというふうに思っています。 

 しかしながら、市民参加というのは非常にこの人口増加を目指していくと

いう点でいっても、例えば大変な中、人口確保に努めているような長野県の

南信濃のあたりのところの何かでも、非常に市民参加することによって成果

を上げてきているというようなことも少しお聞きしているところであります。

阿智村だとかああいったところですけど。ですから、これを推進するに当た

っても、市民参加というのは非常に重要ではないかなあというふうに思うわ

けです。今考えていないということでありますが、ぜひ検討していただきた

いというふうに思いますが、どうでしょうか。然るべき答弁をお願いします。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 人口ビジョン、総合戦略の策定に当たり

ましては、市民参加という面ではアンケートを実施したりパブリックコメン

トを実施したところでございます。定めました各種事業、ＫＰＩを図ってい

くためには各種事業を実施していくことなんですけれども、それについては

行政だけで進めていく事業ばかりではありません。市民の方に御協力をいた

だいて進めていくものだと思っています。 

 今回、これはあえて附属機関にしていないんですけれども、意見を聞く会

議、ちょっと先ほど検証と言いましたけど、検証ということではなくて、た

だ意見を聞く会議として捉えて謝礼というふうにしておりますので、その所

属する団体からの意見も、例えばＰＴＡの方ですと、そこの場で聞いてきて

いただいた意見も、会議でもお話ししていただきましたし、商工会の代表の

方も商工会全体の意見を会議では発言してくれたと思っています。 

 委員については、公募というところは今のところ考えておりませんが、そ

れぞれ所属する団体での意見をお願いしたいと思いますし、私どもは各種行

政の組織で進めている事業のところで、市民の意見も十分に聞いて進めてま

いりたいというふうに考えております。 
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◎委員（木村冬樹君） わかりました。実施というか、推進するに当たって

は市民参加というものが非常に重要だということで、そこで意見を聞きなが

ら実施していくということでありますので、またこの推進委員会で検証され

た結果なども見ながら引き続き議論をしていきたいというふうに思います。 

 もう１点、広報広聴費の関係で、広報「いわくら」についてもお聞かせい

ただきたいと思います。 

 広報「いわくら」が27年度途中でリニューアルされてというところで、ア

ンケートをとったというふうに思います。その結果がどういうふうだったの

かなあというところを少し気にしているところでありますけど、一定いろん

なところでお聞きしておりますが、アンケート結果、どのようなものが返っ

てきているのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 広報リニューアル後のアンケートです

ね、１月15日号の広報で実施をさせていただきました。220件の回答があり

まして、昨年行ったアンケートより少しふえております。全ての項目は読み

上げませんけれども、幾つかかいつまんで、読む頻度というのを聞きまして、

「毎号読む」という方がアンケートを答えていただいた方には多かったんで

すけれども、「たまに読む」「ほとんど読まない」という方でアンケートを

答えていただいた方も23件ありました。その方に対して、何で今回読もうと

思ったんですかということもあわせてお尋ねをしたところ、「調べたいこと

や確認したいことがあったから」という御意見が11件と比較的多くありまし

た。 

 リニューアル後の広報紙についてどうですかという意見に対しては、「記

事内容はわかりやすくなった」という御意見が93件に対して「わかりにくく

なった」という御意見が39件。レイアウトについては、「見やすくなった」

という御意見が92件に対して「見にくくなった」という意見が46。記事の見

つけやすさ、「見つけやすくなった」という方が87に対して「見つけにくく

なった」という方が42と。情報量については、「ちょうどよい」という方が

114に対して「多い」31、「少ない」62ということで、いずれも肯定的意見

のほうが否定的意見を２倍程度多となっておりまして、この数字からすると

リニューアルによって広報紙の相対的な評価というのは上がったのではない

かなあというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 私、思ったよりも否定的な意見が多かったなあとい

うふうに捉えました。２対１ぐらいの割合だもんですから、倍ぐらいは評価

しているわけで、そういった点では改善されたのかなあというふうに思いま

すけど、わかりにくくなっただとか、見にくくなっただとか、記事が探しに
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くくなったといった人が、どうしてそうなったかというのはやっぱり大事な

ところだと思うんですよね、改善させていく意味で。引き続き、いろいろ調

査していただきたいというふうに思うところです。 

 これまで主に縦書きで５段ぐらいの記事だったのが、横書きが主になった

ということで、その辺は若い人たちは見やすくなったのかなあというふうに

思うんですけど、逆に高齢の方からするとわかりにくくなったというのがそ

の辺にあるんじゃないかなあというふうに僕は思うんですね。ページをこう

開いていくというふうに見ますと、右上から読んでいくというのが原則だと

いうふうに思うんですけど、横書きになると左上から読んでいかなきゃいけ

なくなるということで、その辺の感じが少し気になるところです。 

 これから研究していただきたいというふうに思いますが、例えばめくり方

をこっちからめくるような形にするという、横書きを主にするんであればね。

そういうようなことも見やすさという点ではあるんではないかなあというふ

うに思いますが、そういった分析といいますか、そういった部分については

どのようにされているんでしょうか。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） アンケートの最後に、自由意見という

ことで自由に書いていただく部分もつくらせていただきまして、実はその中

で一番多かった御意見ですね、先ほどの議員さんのおっしゃったことに関連

して、縦書き、横書きが混在していて、それが読みづらいという御意見、実

は自由意見の中では一番多い御意見でした。縦書きだけがいいという方、横

書きにするなら左開きにしたほうがいいんじゃないかという御意見を含めた

数字ですけれども、当然リニューアル、昨年10月からのリニューアルのとき

も、その横書きの記事の使い方というようなことを研究して、それまでに比

べれば横書きをふやしております。 

 当然、今も縦書きもございますけれども、よその市町のいろんな広報を研

究しておりますが、正直混在はどの自治体もほとんどしているような形にな

っておりますが、こういった御意見、確かに何件もいただいておりますし、

ページの構成だとか記事の内容によってやはり縦書きが適しているもの、横

書きが適しているものというのは当然あると思いますので、構成の仕方、記

事の配置の仕方というのは常に工夫を今後もしていきたいというふうに考え

ております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。よろしくお願いします。 

 最後ですけど、同じ広報広聴の関係の備品購入なんですけど、プロジェク

ターを買われるということで、この使い道だけ少し聞いておきたいと思いま

す。 
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◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） プロジェクターについては、協働推進

課のほうでこれまで２台を、庁内で自由に使える形で、出先でプレゼンテー

ション等、パソコンから画面を映し出す等、いろんな使い方がありますので、

それを管理、２台をしておりました。うち１台が年末、12月ぐらいに故障を

いたしまして、それなりに年数のたっていたもので、もう修理するにも部品

がないということで１つ買うものです。使い方が特に今までと変わるわけで

はありませんので、全庁的に会議等、イベント等で貸し出して使用すること

を想定しております。 

◎委員（堀  巌君） 同じく広報のところでお聞かせください。 

 配達員報償費ですが、月１になるということで、この単価の考え方なんで

すが、前とふえているのか、維持なのか、何割増しなのか教えてください。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 配達員報償費については、これまでは

一部の集合住宅を除き、全て１部12円ということで計上をしてまいりました

が、月１回発行に合わせて５月分から単価については18円、ただし集合住宅

等、集合ポストに配付するような場合というのは非常に作業量に、困難度に

差がありますので、集合ポストについてはこれまでどおり１部12円と見直し

を行いました。あわせて、同時配付物、いわゆる折り込みというやつについ

ても、これまで単価の12円に全て含む形になっておりましたけれども、５月

分より２部まではその18円とか12円という単価に含むんですけれども、同時

に３部目からある場合は、３分目について１部につき１円を加算するという

形に直しております。 

◎委員（堀  巌君） ということで、私はボリュームがふえるわけで、こ

れ、12分の18倍にふえるかどうかちょっとよくわかりませんが、配達員さん

のこれまでの声を聞くと、同時配付にしても２部までは含むではなくて、や

っぱりその分手間なわけで、その手間賃については見てあげたほうがいいと

思うんですけれども、そういった配達員さんの生の声というのはちゃんとつ

かんでいますでしょうか。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 見直しを行うに当たって、事前に配達

員さんからアンケートをとったりということはしておりませんけれども、近

隣の自治体、いろんな広報の配り方をしているところがあって、配達員制度

のところばかりではないんですけれども、配達員制度をとっているところを

比較しまして、現状上げさせていただく、少し直しをさせていただくという

ことをお話をして、その上で口頭でですけれども、配達員を続けていただけ

ますかねという話を事前に配達員さんには聞いて、おおむね良好な返事を得

ておりましたので、御理解をいただいているというふうに考えております。 
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◎委員（塚本秋雄君） 95ページの同じところなんですけど、市制45周年記

念事業の委託料、記念事業になるんですけど、ＮＨＫのラジオ番組、若干説

明は聞いておりますけど、６月10日金曜日、時間帯がどの時間帯で行われる

かということと、現在ＮＨＫのラジオ番組、行われているどの時間帯で放送

されているのか、それと入場者の扱いは有料なのか、何人ぐらい入れるかを

想定して組まれているのかお尋ねいたします。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） ＮＨＫのラジオ番組の公開録音につい

ては６月10日金曜日、番組は「真打ち共演」という漫才、落語、漫談等を楽

しんでいただくような番組ということで、先日まだ決定したばかりでござい

ます。 

 時間帯については、総合体育文化センターで６時から８時の予定をしてお

ります。詳細については現在ＮＨＫと調整中ですので、４月１日号の広報で

募集を含めて周知をしていきたいというふうに考えております。 

 人数については、まだ現地の最終的な下見というのは４月に入ってから行

いますので、全ての座席が使えるかどうかというのは実際ＮＨＫのスタッフ

の方と見てみないとわかりませんが、四百数十席程度というふうになるとい

うふうに考えております。 

 ごめんなさい、放送時間については既に連絡を受けておりますけれども、

ちょっとごめんなさい、手元に今なくて、放送時間が今は済みません、わか

りません。済みません。 

◎委員（塚本秋雄君） 無料ということでいいですか。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） はい、観覧料については無料です。た

だ、多い場合は抽せんということになりますので、はがきでＮＨＫに対して

申し込みを行って、必要であれば抽せんによって見られる方、見られない方

というのは出てくる可能性はあるという状態です。 

◎副委員長（桝谷規子君） ４企画費の19負担金補助及び交付金についてお

聞かせください。93ページ。 

 一番多い負担金で地域活性化センター負担金14万があるんですが、ほかの

団体はイメージできるんですが、この地域活性化センターというのはどうい

った構成でされていて、どういった運営がされているんでしょうか。 

◎秘書企画課主査（小出健二君） 地域活性化センターの負担金でございま

すけれども、地域活性化センターにつきましては東京のほうに事務所を構え

ておりまして、全国の地域の活性化に寄与するために設置をされた団体でご

ざいます。 

 実際には全国の地域活性化の事例集ですとか、それぞれの地域に人材を派
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遣する事業ですとか、助成金をというようなことも行っておりますし、岩倉

市で一番かかわってくる事業といいますと、地域活性化センターの全国地域

リーダー養成塾というものがございまして、そちらのほうには平成24年度か

ら職員のほうも派遣をしておりまして、月に２日、３日程度ですけれども、

連続して東京のほうに行って、さまざまな事例を確認したり検討を行って、

成果を発表するというようなこともしながら研修を終えてくるというような

ことがあります。私どものところでいくと、そういった事業に参加をしなが

ら効果を得ているというようなことでございます。お願いします。 

◎副委員長（桝谷規子君） 全ての市一律となっていますが、市町村も全部

そこのセンターに入っていらっしゃるんですか。市だけなんでしょうか。 

◎秘書企画課主査（小出健二君） 基本的には市町村全てが加入することが

できますけれども、あくまで加盟は任意ですので、全ての市町村が加入して

いるというものではございません。 

 あと、会員の種類としましては、都道府県もその会員になれます。また、

政令指定都市、特別区、市町村、あと市町村だけではなくて民間企業等の会

員も募集をしておりまして、そういった企業も正会員、賛助会員等で参加を

しているということ。また、地方六団体ということで、全国知事会ですとか

都道府県の県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全

国町村議会議長会ですとかといったところも加盟をしております。 

◎委員（黒川 武君） 予算書93ページのふるさといわくら応援寄附金事業

について、１点お聞かせいただきたいと思います。 

 これは午前中の一般会計の補正の予算でも、名古屋コーチンの競争力が落

ちているんではないかとか、そういった質疑のやりとりもあったところです

が、この事業というのは今全国的に過熱ぎみの傾向にもありまして、今後の

あり方が問われているのではないかなあと思います。 

 寄附者が品物を選択すると、そういったやり方が一般的に行われているわ

けですが、もっとふるさとに密着したような形でサービスを提供する方法も

あってよいのではないかなあと思うんですね。例えば、寄附者の両親とか縁

者の方が市内に見える場合は、その親御さんの困り事、あるいは相談事に応

ずるとか、あるいは見守りサービスをするとか、そういった安心・安全につ

ながる公共サービスも選択の一つに入れてはどうだろうかなあと思うんです

が、お考えはいかがでしょうか。 

◎秘書企画課主査（小出健二君） 品物だけではなくて、公共的なサービス

もどうかということだと思います。 

 ふるさと納税の本来の趣旨に近いような形かなあというふうには思います。
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全国的な事例を申し上げますと、品物以外の返礼というところでいいますと、

サービスというようなところでお墓の管理をお礼の品というような形で返し

ていたり、空き家の管理というようなところも項目として上げられている自

治体さん、数はとても少ないですけれども、ございます。そういった物や人

に対してのサービスというのも選択肢の一つかなあというふうには思います

けれども、現時点でそういった考えがあるかというと、今は予定はないとい

うことです。 

 特に委員おっしゃられるような人へのサービスというのは、公共サービス

として本来私どものやっているようなところかなあというふうにも思います

ので、なかなか検討も難しいかなあとは思いますけれども、今後も寄附額そ

のものはやっぱり増加を目指していくべきところかなあというふうにも考え

ておりますので、やっぱりその中でいろいろと全国の情報なんかも収集しな

がら研究はしていきたいなあというふうに思っておりますので、よろしくお

願いします。 

◎委員（大野慎治君） ここに触れないと怒られるので、予算書97ページ、

目６の財政管理費の13の委託料の固定資産台帳整備支援業務委託料について

ちょっと質問させていただきます。 

 国からの要請を受けて、地方公会計整備に係る地方交付税措置が２分の１、

29年度までに整備しなさいよと、交付税をしてあげるから整備しなさいよと

いうことなんですが、他市町、近隣市町の状況が早いところだと平成27年度

から整備されていると思うんですが、近隣市町の状況の把握はされているの

かどうか。岩倉市は29年度までにつくるということなんですが、他市町の状

況を把握していれば教えてください。 

◎行政課主査（酒井 寿君） 公会計の導入については、割と近隣もその財

務会計システムの更新の時期に合わせてというところが多いものでありまし

て、例えば犬山ですと25年度からとか、小牧さんはもう少し早い段階、江南

さんは26年度から導入というところ、扶桑や大口については岩倉市と同様に

これからというところで導入を進めていくというところでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 款２総務費、項１総務管理費、目４企画費から目

６財政管理費までの質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ、20分まで休憩します。 

（休  憩） 
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◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 済みません。先ほど塚本委員から御質

問のあった45周年記念のラジオ番組の放送時間の件だけお答えさせていただ

きます。 

 最終週を除いた毎週土曜日の午前10時５分から10時55分、この50分間の

「真打ち競演」という番組の中で放送をされる予定です。日時については、

現在、ＮＨＫのほうと調整中ということで、また決まり次第御連絡をさせて

いただきたいと思いますので、お願いをいたします。ありがとうございまし

た。 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、続いて款２総務費、項１総務管理費、

目７財産管理費から目11公平委員会費までの質疑を許します。 

 予算書は96ページから106ページでございます。 

 初めに、柴田部長のほうからお願いいたします。 

◎市民部長（柴田義晴君） 申しわけございません。この予算区分の中の目

10の交通災害共済費の件でございますけれども、先般の本会議の議案質疑の

中で、塚本委員より交通災害共済の公費助成はどのような推移をしているか

という御質問がございました。その中で、数字をちょっと持ち合わせており

ませんでしたのでお答えができませんでしたので、その件につきまして、詳

細の状況を担当のほうから報告をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 本市の交通災害共済の公費助成の状況に

つきましては、平成26年度は45.8％、平成27年度につきましては、平成27年

12月末現在の数字ではありますけれども、公費助成者は47.5％になっており

ます。28年度予算におきましては、公費助成者の割合は50.1％となっており

ます。以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 報告が終わりました。 

 それでは、質疑を許します。 

◎委員（関戸郁文君） 予算書の99ページ、下から12番目の駐車場管制機器

等賃借料239万5,000円について御質問いたします。 

 事業説明資料のほうでは７ページに詳細が書かれているんですけれども、

これ半年で一般財源205万3,000円が投入されるということで、１年間だと

410万円。事業実施期間は28年度から、実施期間が書いていないんですけど、

仮に10年間だとして4,100万円が投入されるというふうに考えてよろしいん

でしょうか。 
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◎行政課主幹（佐藤信次君） 今のところこの賃借料については、５年のリ

ースということで考えております。ただ、機械自体は５年たったら直ちに交

換というわけでもなくて、その後も再リースという形で使い続けられるだろ

うということで、現時点では10年程度再リースで使っていきたいなというふ

うに考えております。 

 したがって、予算上は39万円ほどの賃借料が計上させていただいています

けれど、その後、５年目以降は10分の１に軽減されるということが見込まれ

ますので、その40万程度の半額の20万程度でトータルでならすと済むのかな

というふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（関戸郁文君） もう１つよろしいですか。 

 これは多分、役所が借りて役所が経営していくと思うんですけれども、そ

れ以外の、例えばアウトソーシングをするとか、人がやるとか、そういうこ

とを検討された結果、これが一番安い方法なのでこれを選んだという解釈で

よろしいでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 結果的には、こういった駐車場の機器を設置

して、それをリースするという形に今回議案で上げさせていただいておりま

すけど、その前にも人を配置するということについては検討させていただき

ました。具体的には、まずシルバー人材センターというところに打診をしま

したが、あいにくその警備業法等の絡みでお断りになられたということでご

ざいます。 

 その後、警備員のほうの配置についても検討をさせていただいたというこ

とです。そちらのほうについても、業者から見積もりをとりましたが、月30

万円程度ですね。それも午前８時半から12時で、１時から４時ぐらいだと思

いますけど、検討をさせていただいたんですが、月30万円程度かかるという

ことでございましたので、またその人が立っているということについては、

実際、駐車場があいている時間に人が立っていると、この人は特に何もせず

に、ただぼうっとしておるんだなと、悪い言い方をするとそういうふうにも

とられるということで、人の配置については金額面、そういった市民の感情

といったところから断念をしたという経緯でございますので、よろしくお願

いします。 

◎行政課長（中村定秋君） 加えてアウトソーシングということでいいます

と、やはり私ども、今回行政財産の目的外使用という考え方を貫いておりま

すので、目的外使用について、それを外部に運営を委託するのはできないだ

ろうという判断のもとで、機器はリースしますが、運営は直営ということで

考えております。 
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◎委員（関戸郁文君） これは意見なんですけれども、これずうっと税金が

かかるわけですので、期間が定められていないんですけれども、どこかのタ

イミングでその目的が達成できれば、これがなくなるというようなところも

考慮に入れながら、常に監視していただきたいということを希望いたします。 

◎委員（鈴木麻住君） 先日の答弁で、無用駐車を取り締まるために有料に

するよというお話で、これも市民サービスの一環というお話があったと思う

んですよね。 

 ただ、こういう機械ものというのは、当然故障もしますし、入庫、出庫す

る際に、庁舎の利用者って女性も多いですし、高齢者も多いんですよね。非

常にてこずる場面が、よその駐車場を見ていてもそうなんですけど、一々車

からおりて入れて、また乗って車を出すと。物すごい時間がかかると思うん

ですよね。混雑するときに、それが市民サービスとして市民サービスにつな

がるのかどうか。 

 それと、例えば故障したときに誰がどういう対応をするのか。混雑すると

きに、もし故障して駐車場が使えないという、あるいは出庫できないとかと

いうことになると、それこそ市民サービスに逆行しているんじゃないかと思

うんですけど、その辺はどういうふうにお考えなのか、教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 確かに機械ものということで、故障がないと

いったらそんなことはないと、あり得ると思います。駐車場の出入り口につ

いては、先日も答弁あったと思いますが、東側のほうに整理をさせていただ

いて、要するに入り口も出口も東側にということで考えておりますので、そ

こでゆとりを持った幅を確保して、なるべく使い勝手のよい形で、女性とか

お年寄りの方もお見えになりますので、そういった方でも使いやすいような

形で設置をしていきたいというふうに考えております。 

 あと故障したときの対応ということでございますが、よくあるのがバーが

折れたりするというようなことが一番多いのかなというところでございます

けれど、そちらについては、私どもの市役所の中で予備のバーを用意してお

いて、普通の私どもが仕事をしている時間とか、当直がいるような時間であ

れば、いるようなというか、普通に起きているような時間であれば、私ども

で変えるというようなことができる形にしたいというふうに考えています。 

 それ以外のバー以外の故障といったところは、そのリース契約を通じて保

守のほうも契約をしたいと考えておりますので、そういった事業者さんが駆

けつけるということになりますのでお願いします。 

◎委員（堀  巌君） 今の件でなんですけれども、多分その入り口と出口

を東側、同じ方向に持ってくるというところで、既によく練られているとは
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思いますが、一番混雑したときの動線みたいな、今でさえ矢印の反対方向へ

突き進む車はたくさん見かけます。そういったときに、本当に安全にこの動

線として維持管理できるのかというところは、確認は済みなんですよね。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 確認をしております。 

◎委員（堀  巌君） もう１点、さっきの例えば夜間とか、土・日で休み

のときに故障したというのは、別に保守で組むというふうな話でした。その

予算というのはどこを見ればいいんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 保守という形での予算科目はございませんけ

れど、そのリースの中で、それも含めた形でのリースを考えております。 

◎委員（大野慎治君）  目的外駐車、不適切な駐車が１日平均3.7台という

ことだったんですが、いいか悪いか別にして、そのときはアピタ岩倉店がオ

ープンもしていなく、農協さんの工事のため駐車場もなく、不適切な利用が

一番多かっただろう時期に調べた不適切な駐車台数だったと思うんです。最

近の台数というのは調査されていないわけですよね。きっとされていないと

思いますよ。その中で、まずその3.7台を減らすとか、人をつけて、それこ

そガードマンつけて１カ月なんかかけて減らした結果、もうそれでも余り減

らないからゲートだという話だったらよくわかるんだけど、その努力もない

ままゲートをつけますというのは、ちょっと違うんじゃないかと。 

 まず、その１日平均3.7台を、それは不適切な駐車ですということを示さ

ないと、逆に御理解が得られないんじゃないかと。その努力が、言葉は悪い

ですけど、二、三カ月あった上で、この予算ですというんだったら私よく理

解できるんだけど、それでも減りませんでしたといって、これでその努力が

ないままゲートですというのは、ちょっと僕は理解できないんだけど、どう

いった見解でこのゲートに入ったのかというのを、見解をお聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 先日の委員会でも答弁させていただいたよう

に、午前10時の時点で１回ナンバーを全て確認すると。その後、もう１回午

後３時半の段階で全てナンバーを確認すると。それで、引き続き同じところ

にとまっていた車について、そのままにするのではなくて、警告ビラをフロ

ントガラスに張るという行為を行っております。現に市民の方からは、俺は

用事で来ておるのにどうして張るんだというようなお声もいただきながらも、

やはり市民の方が正しくきちんと用事でお見えになった方がちゃんととめて

いただくような形での努力は続けているということでございます。そちらは

アピタがオープンした以降も、きょう現在もやっているということでござい

ます。 

 なお、ナンバーが毎日同じ方がお見えになれば、その方をターゲットに指
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導というか、そういうことをさせていただければいいわけなんですけれど、

その番号が毎日ばらけているということなんですね。それはどういうことか

というと、残念なことなんですけれど、岩倉市役所は夜７時というか、夜中

でなければ、そのままとめておいても特に何も言われないというようなこと

が、ちょっと広がってきたというような結果であるというふうに考えていま

す。ですので、私どもも何もしていなかったということではなくて、ちゃん

と毎日フロントガラスにそういった3.7台の車を張っているということでご

ざいますので、よろしくお願いします。 

◎委員（相原俊一君） 今の件なんですけれども、東口に出入りの集約をす

るというお話でしたけれども、お聞きしますけれども、現在は白線が引かれ

ていますよね。その白線は改めて引き直して通路を広げるのか、その点が１

点と、車の件なんですけれども、不法でとめられている自転車とか、またオ

ートバイもあって、ある程度の台数が固まると西側に集めているんですね。

結構ありますよね。そういうことに対して、車は有料にした。じゃあ自転車

はどうするのか、その辺もお聞きします。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 東側に入り口と出口を１カ所に集約するとい

う話を先ほどしております。今の幅でそのまま入り口と出口をつくるのでは

なくて、その入り口と出口をつけることによって幅は広げます。ですので、

例えば市の掲示板とか、そういったものは移設をするということになってお

りますので、よろしくお願いします。 

 白線についても、その矢印も含めて、先ほど堀委員からも動線という話が

ございましたので、それも適切な安全を確保するような動線にするというこ

とでございますので、必要に応じて白線も引きかえるということでございま

す。 

 あと、自転車の件でございますが、確かに自転車のほうは一定無料という

ふうに思われて、そういった名古屋に行く方とかそういうこともありますけ

れど、例えば朝とかは、私ども当直の者が毎日立って通勤通学の方がとめな

いように指導させていただいていますし、黄色い紙をサドルのところに張っ

て、それも警告のビラというか、御遠慮くださいというようなものを張って

無用な駐輪というのも防いでおるという形でございますので、よろしくお願

いします。 

◎委員（相原俊一君） 白線は引き直すということで承りました。 

 今、日曜でも開庁しているんですよね。その意味では、予備日というのは

いつとられるとか、そういうことも検討はされているんでしょうか。要する

に、１日ではできることはないとは思うんですけれども、ごめんなさいね。 
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◎行政課主幹（佐藤信次君） 工事については、確かに行える時間というの

は限られてくると思っています。ですので、なるべく４月の早々に入札をさ

せていただいて、業者さんを決めさせていただくと。その後、10月１日の供

用開始に向けてして、合間を縫ってというか、なるべく市民の皆様に迷惑を

かからないような形で、順次工事を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

◎委員（大野慎治君） 近隣市町で、市役所の駐車場のゲートをつけている

のは犬山市さんぐらいかな。一宮市さんは駐車場がもともと昔からゲートあ

るので、一宮市さんと犬山市さん。参考になるのは、多分、犬山市さんだと

思います。犬山市さんのやつをどのように研究したのか、研究結果をお聞か

せください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 犬山市さんには、６月26日でございますが、

実際に私と、あともう１人の職員が訪問をして、状況を確認してまいりまし

た。その結果、例えば収入の割合とか、市役所利用者と一般の利用者の区別

とか、そういったことについて情報を得てきたということでございまして、

大いに参考になったということでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） １点、ちょっと教えてください。 

 あそこにＡＴＭがございますね。ＡＴＭを利用する方は、駐車場、目的外

使用なのか、役所に用事があって来るとは限らないんですけど、そういう方

はどういう形で課金するというか、多分１階の市民窓口か何かでカードリー

ダーで読み取ってもらえば出庫できるよという形になると思うんですね。そ

うすると、そういうことができるんであれば、別にどこか１時間ぐらいよそ

に用事があってとめて、そこへ行ってチェックすれば、全然無罪放免で出ら

れますよというようなことにもつながると思うんですね。その辺はどういう

ふうに見分けて、どういう管理していくのかなというのがわかりませんけど、

教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） ＡＴＭについては、30分無料ということで運

用しますので、実際は30分以内で済むのかなということで、特段認証も必要

がないのかなというふうに考えております。 

 １時間程度、30分程度であれば、認証すればとめられてしまうというのは、

それが市役所の用事というふうに言われたら、なかなかそこは難しいのかな

というふうに考えています。 

◎行政課長（中村定秋君） 加えまして、少し業者にも確認したんですが、

認証してから何分以内じゃないと無料で出られないという設定も可能という

ことでございますので、運用状況を見ながらにはなると思いますが、もしそ
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ういう不適切な利用が多いということであれば、そういった運用も必要なの

かなあと考えております。 

◎委員（黒川 武君） これ自由討議じゃなくて、もう一問一答とかでこう

やって質問していけばいいですか。皆さん関心があるもんだから、どちらで

も結構です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 自由討議にしますか。 

◎委員（黒川 武君） いや、自由討議にしてはどうかなあと。 

◎委員長（伊藤隆信君） この問題をですか。 

◎委員（黒川 武君） 集中的にやれるもんだったらやったほうがいいかな

と思うんです。 

◎委員長（伊藤隆信君） この問題をね。 

 皆さんにお諮りします。 

 今、黒川委員のほうからそのような発言が出ましたけど。 

◎委員（堀  巌君） 議事録に残る残らんという区別でやるんであれば、

ちょっと自由討議にするのはまずいと思います。残したほうがいいと思いま

す。自由討議も残すんだったら、それでもいいです。 

◎委員長（伊藤隆信君） 自由討議は残さんでしょう。 

◎委員（塚本秋雄君） 総務のほうの議論と、今やっておる議論とどうなの。 

◎委員（木村冬樹君） 一緒ですね。総務のときの宮川さんが言ったことを、

今。 

◎委員（宮川 隆君） 大体それに……。 

◎委員長（伊藤隆信君） リンクしておるか。 

◎委員（大野慎治君） 総務の人は予算に入れなから難しいということで、

できなくなっちゃって、予算に関する話ができないから委員長がちょっと判

断して。 

◎委員（須藤智子君） そのままでいいじゃん、自由討議なしで。 

◎委員長（伊藤隆信君） 自由討議やるとごちゃごちゃになるような気がし

て、僕は今のままでお願いしたと思うんですけど、予算の審議という形でい

いですか、皆さんにお伺いしますけど。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあこれはあくまでも予算審議ということでお

願いいたしたいと思います。質疑ですから。 

◎委員（大野慎治君） 先ほどの認証機を置く場所はどこになるのかと、駐

車場利用者の方、市役所に来られた方が自分で認証機を通すのか、犬山市さ

んのように、職員ないし受け付けの方に認証機を通してもらうのか、この形
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があるんですね。犬山市さん方式なのかどうなのか。利用者が認証させるの

か、職員ないし受け付けの方が認証機を通すのか、どっちの形なのか教えて

ください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 職員が認証機を通すということでございます。

庁舎内で今の予定では18台認証機を置きまして、例えば私どもの行政課のよ

うなところだと北側に１台、南側に１台というような形で、あと１階は、ち

ょっとカウンターも広いもんですから多く置くような形で合計18台。あと総

合案内とか、そういうところにも置くということで、実際、駐車券を受け取

って、それを職員が確認をして認証するという形にしております。 

 例えば、７階で会議をするということがあります。そういった場合は、私

ども行政課で１台貸し出しを用意しておりますので、それはその貸し出し用

を、例えばこの会議室へ持ってきて、そこで認証するということもあるとい

うことです。 

 議会事務局にもちゃんと認証機は置かせていただきますので、よろしくお

願いします。 

◎委員（黒川 武君） 先ほどＡＴＭの利用者の話が出たんですが、それで

は庁舎レストランさくらん坊に行かれる方、市のほうに用事はないんだけど、

そこで食事あるいはお茶を飲まれる方、そういう方が車をとめられた場合、

これについてはやっぱり目的外利用というふうな形に位置づけられるもので

すか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） さくらん坊を利用された方についても、さく

らん坊には今のところ認証機を設置する予定はございませんが、その後、総

合案内のほうに寄っていただいて、そちらでさくらん坊を利用したというよ

うな形で確認がとれれば、総合案内の職員が認証するということで考えてお

ります。 

◎委員（黒川 武君） それは管理者の発想なんですよね。通常普通のお店

へ行って、駐車場があればそのお店で食事をしたりコーヒーを飲んだりする

ためにごく当たり前のことなんです。しかし、市役所の駐車場のところでは、

30分超えると受け付けへ行って認証機を通さなきゃいけないような手間が生

じるし、これはやっぱり利用する者にとっては心理的な負担にもなりかねな

いんです。こういうことをしていると、やっぱりレストランへの影響も出て

くるだろうと思うし、余りいい評判にはならないだろうと僕は思うんですよ。

やはりそこのところの配慮というのは一定必要だと思うんですよ。 

 管理という考え方でいけばそうかもしれませんよ。そういう救済の仕方も

ありますよと。しかし、普通お店を利用するときに、そんなことってありま
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すかしらね。僕はやっぱりその点でも疑問を持つし、それともう１点お聞か

せいただきたいのは、庁舎ができたときに当時の市長の考えとして、できる

だけ市民の皆さんに使っていただこう、開放していこうということで、市民

サロンとか市民コーナーとともに、土・日駐車場は開放してきたんですよね。

これは市民の間ではもう定着しているんですよ。ということは、今回、こう

いった庁舎駐車場適正化事業を検討する過程の中で、例えば利用者の方の意

向を聞くとか、あるいは市民の方の声を聞いたとか、あるいは内部では恐ら

く検討されたと思うんですが、この話というのは別段検討委員会が設けられ

ることなく来ているだろうと思うんです。その経過ということも、私はよく

承知はしておりませんです。ということは、この庁舎開設時の開かれた市政、

市民の方に開放していくと、そういった考え方はもうとらないと、そういう

ふうに捉えてもよろしいでしょうか。これは本当にやはり姿勢にかかわるお

話なんですよね。 

◎行政課長（中村定秋君） この庁舎をつくるときに、開かれた庁舎という

ことで、例えば１階の市民利用スペース、あるいは２階のギャラリーとか、

そういったことで市民の皆さんに御利用いただこうということになっていま

す。その考え方については、決してそれを翻すということではなくて、引き

続き市民の方には使っていただくということを考えています。 

 確かにこれに関して、直接市民の方の意見を聞いたりとか、そういった場

を設けておりませんが、内部では、やはり市民に開放された庁舎だというと

ころを、その前提を崩さないようにということで、例えばギャラリーに来た

方についても、例えば土・日であれば、宿直で認証していただければ無料で

駐車場を使っていただけるというようなことも議論の中にはありましたし、

さくらん坊にしても、なるべく負担のかからないような形で御利用いただけ

るようにといった検討をした上で、今回の事業は進めていこうというふうに

決断をさせていただいたということでございます。 

◎委員（堀  巌君） 疑問が１点あります。 

 ＡＴＭとさくらん坊で、どちらも目的外だという位置づけで答えられまし

た。同じ目的外でも、さくらん坊は30分以上になったら受け付けで押せばい

いと。でも、ＡＴＭはそういうわけにはいかないもんだから、ＡＴＭは多分

30分以内に事が終わるという前提なんですよね。だけど、ＡＴＭもさくらん

坊も、市が目的外使用許可をおろして営業自体を許可している。ＡＴＭを市

民の便宜のために置かせてあげている、許可している。そういったところに

ついては、市の業務と一体的として考えるべきではないですか。何で目的外

だというふうに位置づけるんでしょうか。 
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◎行政課長（中村定秋君） 先ほどのグループ長の答弁でも、目的外だとは

言っていないと思います。 

 私どもの考えとしては、今、堀委員が言われたように、レストランさくら

ん坊にしても銀行のＡＴＭにしても、これは庁舎を利用される方の利便のた

めに、庁舎管理者がそれを許可しているものでございますので、その利用に

ついては目的外というふうには考えておりません。 

◎委員（鈴木麻住君） 先ほどの答弁で、市民の方のアンケートというか、

余り声を聞いていないような話があったと思うんですね。今後、それを設置

して運営していく中で、こんな不便なものはやめてくれという声が市民の方

から上がってきたら、それは５年待たずに撤去するという考え方はあるので

しょうか。 

◎行政課長（中村定秋君） 現時点で５年を待たずにという考えはございま

せん。５年間はやはりリース料が発生しますので、５年は一つのめどとして

考えております。 

◎委員（堀  巌君） 目的内だとすると、ＡＴＭだと混雑しているときも

ありますよね。30分超えるときってあると思うんですよ、詰まっていて。そ

ういったときに、もちろん目的内であれば１時間でも無料、30分超えても無

料なわけで、そういったときはどういう救済措置が考えられますか。 

◎行政課長（中村定秋君） なかなか30分を超えてＡＴＭで利用されること

はほとんどないかと思いますが、もしそういうことがあれば、総合案内にも

認証機を置いておきますので、大変お手間をかけることになりますが、そち

らのほうで認証していただいて、それで出ていただくということでお願いし

たいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） ほかのところに移っていいですか。 

◎委員長（伊藤隆信君） はい。ほかございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 庁舎施設管理費及び公用車購入の関係でお聞かせい

ただきたいと思います。 

 電気自動車、軽自動車を１台購入するということで、これはどういった状

況で購入するのかという点が１点と、それとあわせて、その庁舎管理費の中

の電気自動車充電器用電源追加修繕ということで50万弱が組まれております

が、今の時点で電気自動車というのがパトロール車と軽貨物車だったと思う

んですけど、例えば更新していく中で、電気自動車に変えていく場合のこう

いう電源の追加というのは、こういう形でやっていくという方針なんでしょ

うか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） まず、今回の公用車の購入でございますが、
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その14号車という車ですね。軽の軽貨物車でございますけど、こちらが20年

を超えていませんが20年に近い形で乗っているということで、結構故障も多

いもんですから、そちらを買いかえるということで電気自動車を購入すると

いうことでございます。 

 なお、電源の装置につきましては、先ほど御説明もございましたが、保育

園送迎ステーションの車も、地下へ行かれるとわかりますけれど、電気自動

車が、日産さんからお借りさせていただいている車が１台ございまして、も

う既に４台分の電気自動車だったりＰＨＶだったりが充電装置を使っている

ということでございますので、新たに２台分の充電装置を設置するというこ

とでございますので、お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） もう１つ、今後の方針として電気自動車だとか、ハ

イブリッドだとか、プラグインハイブリッドだとか、いろいろ燃費をよくし

ていくというか、燃料費を減らすということも含めて考えていかなきゃいけ

ないというふうに思うんですよね、更新する際には。そういった際の方針的

なものって、やっぱり少し今の時期に考えなきゃいけないんじゃないかなと

いうふうに思っているんですけど、そういったところの検討はどうなってい

るんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 基本的には、私どものような市域の狭い市で

電気自動車が使い勝手がいいという、燃料費の関係だとか、環境の関係だと

か、そういったことがございますので、100％とは申しませんけれど、電気

自動車を今後も購入していくということで考えております。 

 軽自動車については電気自動車を考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 また、一度計画性を持ってやったほうがいいと思っていますので、そうい

う方針について、きちんと明確にしていただきたいなということで要望して

おきます。 

 もう１点、交通安全防犯推進費の中で需用費で、消耗品費の中で昨年の予

算のときも、多分、桝谷委員が聞いたと思うんですけど、高齢者運転免許証

自主返納支援費ということで、昨年は、お聞きしたところ交通安全傘をプレ

ゼントするということだったと思いますが、この支援費の額も少しアップし

ていますので、何か考えがあって変更されるものがあるのかどうか、そうい

った点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 御質問のありました高齢者運転免許証自

主返納事業でございますが、今年度の６月よりデマンドの無料チケットを配

付するように運用を改めさせていただきました。 
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 ことしの１月末までの８カ月間でございますが、実際申請があった件数と

しては26件の申請をいただいております。従来の運用では、年間十数件程度

の申請でございましたので、事業により一定の周知及び事業効果があったの

ではないかと考えております。 

 来年度につきましても、自主返納事業の予算額を増額して交通安全事業に

努めていきたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 予算審議が生かされたということで、非常にありがたく思っております。

年度途中からそういう形で変更してきたということでありますので、その点

では非常に評価しておきたいと思います。 

 もう１点ですけど、同じく防犯推進事業の関係で消耗品費の中で、防犯パ

トロール貸与品というのが新しく起こされているわけでありますが、17万

6,000円。これはどういう内容なのか、少し説明をお願いしたいと思います。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 防犯パトロール貸与品備品としまして、

各区で行っていただいている地域安全パトロール隊の貸与備品になりますが、

岩倉市防犯パトロール備品貸与に関する要綱に基づき防犯備品が規定されて

おり、現在は７品目の備品の貸与を行っておりますが、28年度より新たに貸

与備品にパトロール用ビブスを追加する計画をしております。増額分の17万

6,000円につきましては、その購入費用となっております。具体的には、ビ

ブスは従来各区で組織をされていた地域安全パトロール隊だけではなくて、

例えばランニング団体やウオーキング団体といった団体と共同して、団体の

活動時に防犯ビブスを着用していただき、自身の安全及び地域の安全意識の

高揚につながることを目的として購入の計画を予定しているものでございま

す。 

◎委員（木村冬樹君） 現在、防犯パトロールの際のああいう着るやつあり

ますよね、チョッキみたいなやつ。あれとは別にビブスという形で、あれか

らこれに切りかえるということではなしに、このビブスはどのような形で使

っていくのかというところも少しお聞かせいただきたいと思います。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 物がビブスになりますので、メッシュ状

のもので比較的軽い素材のものになってですね。 

◎委員（木村冬樹君） 今までのものとは交換していっていいということな

んですか。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 新たに購入する、別の目的で。 

◎委員（木村冬樹君） だから、今既に使っているものというのが、例えば

自主防災会じゃないけど、防犯パトロール隊で返せば、その人数分またビブ
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スはもらえるという、そういうやり方でやっていくということなんですかと

いうことなんですが、聞きたいのは。 

◎危機管理課主査（早川高志君） そうですね。団体は、特にランニング団

体やウオーキング団体に限るわけではありませんので、自主防犯団体でも貸

与はさせていただきます。 

◎委員（木村冬樹君） ということは、今、防犯パトロールで回っている各

行政区の団体はそのままで、新たにビブスはランニング団体だとかそういう

ところに貸し出すという形で考えているということなんですね。そういうこ

とでいいですか。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 現在、貸与させていただいている防犯チ

ョッキがございますが、それとは別にランニングビブスを購入する形になり

ますので、ランニング団体以外にも区の方から申請があれば貸与はさせてい

ただきます。 

◎委員（堀  巌君）  予算書105ページの自転車等駐車対策協議会委員報

酬についてお尋ねします。 

 内訳書を見ると20人の１回ということで、これ附属機関ですよね。１回の

会議で何を諮問して答申、何の目的で開かれる会議なのかを教えてください。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 委員の報酬につきましては、岩倉市の特

別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき規定がさ

れております。 

 報酬自体は、１日３時間以内の場合は、中身につきましては、放置自転車

の禁止区域の変更などを行ったような場合に、協議会を開催して検討するよ

うなときの委員の報酬、5,000円の20人分という形になっております。 

◎委員（堀  巌君） その20人の内訳というか、どういう人たちなんでし

ょうか。１回の会議で、例えば市の考えで変更しました。はい、わかりまし

たという会議で、ただ単に開くようなイメージを今受けたんですけど、やっ

ぱり市議会や附属機関たるもの、やはりきちんとした議論があってというと

ころを考えると、本当にこれまでの実績としてきちんと１回の会議で、そう

いう附属機関たる性格をちゃんと全うするような会議がなされたのかどうな

のかということをお尋ねいたしますが、いかがでしょうか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 堀委員のおっしゃられるこの委員報酬です

けれども、確かにこれまで放置禁止区域の見直しというものは、今まで行っ

てきていなかったというような現状があると思います。これまで開催してこ

なかったというような現状がありますので、ちょっと想定という形でずうっ

と毎年この形で計上させていただいたという部分は否めない部分があるのか
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なあと思いますので、本格的な禁止区域の見直しというものが議論になった

場合には、堀委員が言われるように、委員の方々にしっかりと意見を聞きな

がら開催をしていくというような形の予算計上というものを考えていきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。 

 これは禁止区域だけのこと、ちょっとその条例を見ないとわかりませんけ

ど、それだけではなくて自転車等駐車対策なので、もう少しこれまでも自転

車のまちづくりみたいなところでいっぱい議員からも質問もあり、もう少し

幅広いところを視野にした審議会にしていただいてというのもあると思うん

ですが、その方向性を再度お尋ねいたします。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） おっしゃるとおりで、もともと条例の制定

時点で、自転車の放置に対する禁止区域の設定を根差した形での協議会の開

催というような形で発足しておりますけれども、自転車の問題は、その放置

の問題だけではなくて、安全利用だとかいろんな議論がございますので、今

後、条例の中身にかかわる部分も出てきてしまうもんですから、ちょっと時

間をかけた検討が必要になるかと思いますけれども、そういった方向性とい

うのも考えに入れながら検討していきたいというふうに思っております。 

◎委員（大野慎治君） 何点かお聞かせください。 

 目７の財産管理費の13委託料の市有地雑草草刈り等委託料の中で、積算内

訳書12ページで、耕起作業で田２カ所、５カ所、値段が違いますが、畑は６

カ所とございますが、この位置図はどちらでしょうか。どこに耕起作業を行

うんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、平成23年に購入いたしま

した野寄町の土地の田んぼであったりとか、畑であったりということでござ

います。 

 相手方は、今年度までは農協さんにお願いをしているということでござい

ます。 

◎委員（大野慎治君） ２点目、公用車購入で急速充電器を設置することな

んですが、駐車場の一部に、ちょっとこちらの尾張分にはないんですが、東

尾張とか各市町村のところには、必ず急速充電器というのが駐車場内に設置

されています。こちらの尾張のほうにはないんだけど、どこの市町も間違い

なくあります。それを駐車場内に設置する検討はしていないのかしているの

か。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 確かに、例えば三河部の豊田市さんだとか、

岡崎市さんとか、そういった自動車の生産の工場があるような自治体は、特
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にそういった話は耳にします。 

 ただ、あいにく岩倉市役所については、まだそこら辺は言及というか、他

市の調査段階にとどまっているということでございます。 

◎委員（大野慎治君） ある程度補助金もつくので、長久手市さん、古くは

尾張旭市さんも早くからつけていて、瀬戸市さんも今度つけようかという検

討はされていたようですが、ちょっとこちらの尾張のほう、西尾張のほうに

は全くない状況ではありますが、ちょっと一度検討してみてください。 

 あともう１点、よろしいでしょうか。 

 先ほどの駐車場管制機器賃借料の中で、東の入り口をちょっと拡幅すると

いうことを述べられましたが、この工事費はどこに入っているのか、お聞か

せください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらは駐車場の管制機器を設置する際に、

今の拡幅もあわせて行っていただくということで考えております。 

 ちょっと説明が足りなかったですね。ですので、賃借料の中に含めて予算

としては上げさせていただいているということでございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 交通安全全般について、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 

 これまでの決算のときだったか、予算のときだったの質疑の中で、消防が

救急搬送した場所などを、きちんと事故が多い箇所とかいうのを交通安全の

担当課とも情報を共有してほしいということでお願いをして、消防のほうで

は事故の箇所は危機管理課のほうに情報は渡すということでおっしゃっても

らっているんですが、それを受けて、この担当では事故が多いところの確認

をしながらその対策を講じたとか、そこら辺はどんなふうになってきている

か、お聞かせいただきたいんですが。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 毎月１度、消防のほうから事故の搬送状

況の報告を受けておりまして、基本的には図面で確認をして、危険箇所と判

断した箇所については直接現場に行って確認をして、看板の設置だとか、必

要に応じて江南警察署と連携をとりながら対策がとれれば、そういったより

安全となる交差点対策等に努めております。 

◎副委員長（桝谷規子君） 今後もそういう情報を共有しながら、事故が多

いところをきちんと確認しながらの対策をよろしくお願いします。 

 また、これは市の管理ではないんですが、横断歩道の消えかけのところが

まだ各地残っていて、やはり早急に、横断歩道が消えかけているところを舗

装することを意見していただきたいなと思いますが、どうでしょうか。 

◎危機管理課主査（早川高志君） 横断歩道につきましては、市の職員によ
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る巡回及び交通指導員による点検、それから各区の区長様からの要望、住民

からの通報等によって把握をいたしまして、随時江南警察署のほうに横断歩

道の引き直しの要望は常に行っております。 

 県のほうで今年度も２度にわたる予算の増額補正を行ったとも聞いており

まして、積極的に横断歩道やとまれの表示の引き直しを行っていただいてい

ると聞いておりますので、引き続き江南署と連携をとりながら安全な環境整

備に努めてまいります。 

◎委員（堀  巌君） ごめんなさい。さっきの駐車場管制機器の賃借料の

件で、ちょっと財政のほうでお聞きしたいんですけど、さっきの駐車場の工

事費は、通常は委託、もし工事費だったら、何か工事費にはなるんですよね。

それをこの14節の賃借料の中に全部含めてやるということは、財政法的には

問題ない、リースとして捉えては問題ないということでよろしいですか、確

認です。 

◎行政課長（中村定秋君） 工事費が賃借料という言い方をしたので少し混

乱してしまったのかなあと思いますが、設置費込みで、その設置費を含めた

機器の賃借料ということで今回見積もりをとらせていただいて、予算計上を

しております。こういったことは、いわゆるその機器以外の設置費の部分が

余り高額な場合は、賃借料ではちょっとまずいんですけれども、附帯的な費

用と認められる場合については、賃借料でも問題ないというふうに確認をし

ております。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目７財産

管理費から目11公平委員会費までの質疑を終結します。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目12市民相談費から目19諸費まで

の質疑を許します。 

 予算書は106ページから116ページまででございます。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） まず最初に、目15の情報化管理費の中で、マイナン

バー関連の負担金や対応業務の委託料、こういったところについてお聞きし

たいんですけど、以前も一般質問でお聞きしましたように、マイナンバー制

度は、初期投資の費用が全体として非常に大きかったということと、毎年の

維持管理ということでの費用が一定かかってくるということでお聞きをさせ

ていただきました。それで、マイナンバー関係の費用を見るときに、どのよ

うに見たらいいのかなというところなんですね。補正予算のところでも言い

ましたように、地方公共団体情報システム機構に対する負担金、これは多分

国庫補助で全て来て、そのまま出していくという形になるのかなというふう
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に思いますけど、その他のところの費用も含めまして、きちんと国が負担し

ていくという形になっているのかどうかという点についてお聞かせいただき

たいというふうに思います。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 地方公共団体情報システム機構、Ｊ－

ＬＩＳと呼んでおりますけれども、こちらの負担金については、国庫補助と

いうのは直接は当たってはおりません。マイナンバーの関係の情報処理業務

等委託料の中の団体内統合宛名、こちらの連携業務のほうに国庫のほうが今

回出ております。こちらはマイナンバー制度の対応業務ということで各種シ

ステム、住民基本台帳、税、社会福祉、児童福祉等々のシステムから、マイ

ナンバーを利用した情報のやりとりをするために必要な統合宛名システム、

こちらを通って連携先の情報保有機関と連携確認作業をするための費用とい

うことで、委託料のほうは計上をしております。そちらの補助金については

568万ほど計上をしております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 以前一般質問でお聞きしたときは、非常に額的には

そんなに高額なものは言われなかったというふうに思っています。ただ、マ

イナンバー関連ということを言うと、かなりいろんなところから拾い出せる

部分があるのかなあというふうに思います。戸籍住民基本台帳費の中なんか

にもあるのかなと思ったりもしますし、こういったところの、いわゆる市が

負担しなければならない金額というのが、全体として毎年どのぐらいかかっ

てくるのかというところを少しつかむ必要があるんではないかなというふう

に思うんですけど、そういった点、今の時点でどのような把握状況なんでし

ょうか。 

◎協働推進課主査（宇佐見信仁君） 昨年、ことしとかかっている費用は導

入の経費でありますけれども、今後、先ほどの中間サーバー・プラットフォ

ーム、こちらの運用経費等がＪ－ＬＩＳへの負担金の中に入っておりますけ

れども、そういった経費、それから先ほどの団体内統合宛名を運用していく

経費等、それらの経費で400万程度というところがかかっていくということ

になっております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 質問じゃないですけど、私が聞きたいのは、国が導入したシステム、制度

で、地方自治体が独自に負担しなきゃいけない部分というのが少しやっぱり

あるんではないかなというふうに思うんですよね。その辺が毎年どのぐらい

岩倉市が負担しなきゃいけないのか。全て国から補助金だとか、交付税措置

がされて持ち出しがないようなものになっているのかどうかというところが

知りたいもんですから、少しそういう精査もしていただいて教えていただき
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たいなというふうに要望しておきます。 

 それから、目16の防災対策費の中で、備品購入の関係で少し高額な備品が

あるもんですから、これがどのようなものなのか教えていただきたいなとい

うふうに思います。 

 高度情報ネットワーク無停電電源装置ということで379万2,960円というこ

とで計上されていますが、これはどんなような使い道があるのか、教えてい

ただきたいと思います。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 高度情報ネットワークにつきましては、

災害時、愛知県と被害の発生状況や避難所の開設状況、それから支援の要請

など、伝達情報に使用するシステムのことで、大災害などで停電となった場

合は、基本的には庁舎の非常用電源よりシステム電源は供給されるんですが、

例えば停電が長期間にわたりまして非常用電源の燃料がなくなった場合だと

か、そのときに燃料を補給しなければいけない場合に、この無停電電源装置

から電気を供給するということを想定しております。 

 現在接続されている無停電電源装置につきましては65分の容量のもので、

平成23年２月に設置されており、５年がもう経過しております。無停電電源

装置の寿命は、おおむね３年から５年で交換が必要というふうにされており

まして、これを超えて使用していますと停電時に電気を供給することができ

ないことや、発煙や発火などを起こすおそれがあることから平成28年度に交

換するものです。 

◎委員（木村冬樹君） 機能は全く同じような形のものなのかという点と、

県との連絡だけじゃなくてもっといろいろ使い道がないのかなと思ったりも

するんですけど、そういう検討はどうなんでしょうか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 今回購入するものにつきましては、全く

今と同じ65分持つ容量のものです。 

 先ほど県と言ったんですけど、県のほかにも例えば国だとか、報道機関な

んかでも連携するような情報のシステムになっておりますんで、そういった

ところとも活用はできます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。ありがとうございます。 

 次の点に行きます。協働推進費の中で、これまで生涯学習の関係にあった

男女共同参画推進事業がこちらに予算が移ってきたということで、管轄が所

管されるのが協働推進課になるのかなあというふうに思います。 

 それはこれまで議会としても要望してきたことで、それがかなって非常に

うれしく思うわけですけど、移っただけということではいけないもんですか

ら、これはなかなか事業というのが見えてこない部分があって、28年度はこ
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の会議を２回やるという予算でありますが、協働推進課としてはどのような

形で男女共同参画を推進していこうという、どんなような事業を考えている

のかということも含めてお聞かせいただきたいと思います。 

◎協働推進課主幹（竹井鉄次君） 私どもも来年度からこの事業についてお

引き受けするということになりまして、とりあえずのところは、これまでの

事業を継続的に安定して事業を実施するというところを、まずはやらせてい

ただければというふうに考えているところでございます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと残念だなというふうに思いました。 

 これまで生涯学習でやってきたということで、そこの範囲じゃないだろう

ということで、やっぱり総務のほうに移すべきだということで、市長部局で

やるべきだということで言ってきたところで、やはり協働推進課が持つとい

うことは、非常にいい方向だというふうに思っていますので、ぜひこれまで

の継続はもちろんですけど、さらに発展させるような方向で検討していただ

きたいと思いますので、その決意ぐらいは述べていただきたいと思いますけ

ど、どうでしょうか。 

◎協働推進課長（小松 浩君）  28年度から、新年度から生涯学習課から

我々の協働推進課のほうへ引き継ぐという形で、協働推進課へ引き継いだと

いうことは、やはり市民との協働という部分も含めて、こういった男女共同

参画も進めていくということを期待されているということを認識しておりま

すので、どういった形で発展した形で進めていけるか、ちょっと今のところ

具体的な内容を述べることできませんけれども、進めていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 市民活動支援センターの運営費です。 

 できた当初から、この委託する場合の経費については少ないんではないか

なという反省も含めて、責任は大分あるんですけれども、それ以降、自治基

本条例ができ、協働という分野について市は力を入れてきたわけですね。ほ

かのいろんな公の施設の委託料と比べてみても、やっぱりちょっと低過ぎる

という実感があります。その市の位置づけとしてここの協働とか、例えば行

政区との市民活動、そういう団体の中に地縁である行政区のところも含めて

のことだというふうに変わってきたと思うし、業務もどんどんふえてきてい

ると思うので、そこら辺の市の考え方をいま一度確認したいというふうに思

います。 

◎協働推進課主幹（竹井鉄次君） 今おっしゃられたように、今後、市民参

加条例云々もありますけれども、市民団体等、地縁組織等とのかかわりとい

うのは、これから強くしていかなきゃいけないというところで、さらにこの
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市民活動支援センターを占める役割、重要度というのは高くなっていこうか

というふうに思います。こちらのほうの機能の充実強化というところが非常

に重要になってこようかと思いますので、そちらのほうについてはやはり費

用的な部分で、今はもう３年間の一応継続契約ということで、28年が３年目

になるのかな。26年から契約しておりますので、３年目ということになりま

すので、答申に当たっては29年度に当たるかと思いますけれども、十分に機

能強化ができるような形でもって積算等を改めさせていただいて、検討をさ

せていただきたいというふうに考えています。以上です。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 

 目18協働推進費の協働まちづくり推進事業、ページは115ページですが、

市民活動助成金についてお聞かせください。 

 先日、タウンミーティングがあったときに、３年間のステップアップコー

スが終わった後、中には非常に参加者が多くて、非常に好評なイベントとか

活動もあると思うんですよね。その後には、もう４年目から自立しなさいと

いうのじゃなくて、中にはいいイベントがあったら、またもう１回その４年

目以降のコンペをして補助を出してあげるような制度を設けるべきではない

かと僕は思うんですね。本当にいいイベントってあると思うんです。皆さん

もよく参加されているので、僕もよく知っていますが、そういった４年目以

降も補助を出せるような、もう一度コンペみたいな提案制度みたいなものが

できないものかというのをお聞かせください。 

◎協働推進課主幹（竹井鉄次君） 現在の市民活動助成金の規定がございま

す。そちらのほうに載っておりますと、今、大野委員がおっしゃったように、

４年目以降の支援というのが難しい状況にございます。おっしゃられたよう

に、その４年目以降も充実した事業をやられているところがあって、事業と

してもしっかり応援させていただきたい事業というのはたくさんあるという

のも承知しておりますが、今の事業の制度上は、おっしゃるようになかなか

具体的な、例えば費用的な支援などは難しくなっております。そういった部

分については、ぜひ今後研究をしていきたいと思っていますし、今でも例え

ばさまざまな相談ごとについては、財政的な支援が終わった後でもお手伝い

とか、そういった支援は継続させていただいておりますので、助成金的なも

のでの支援を、４年目以降についても考えていけるように研究したいと考え

ます。以上です。 

◎委員（黒川 武君）  予算書113ページの防災対策費のうち、委託料の防

災業務支援サービス委託料、これは本会議でも質疑があったところで、少し

よくわからない点がありますのでお聞きはしたいと思うんですね。 
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 かつての東海豪雨とか、記憶の新しいところでは昨年９月の初めごろの北

関東、常総市での鬼怒川の決壊とか、そういった災害がこちらにおいても、

いつ何時起きるかもわからないということ。それへの対応をするために、よ

り精度ある気象情報を提供いただくというものは大変重要ではないかなあと

思うんですね。それで、既に小牧市のほうでは先行して行っており、効果が

出てきているということなんです。 

 東海豪雨を例にとってみると、確かに岩倉市では60ミリを超える短期間の

集中豪雨があったんですが、ただ五条川が溢水になるのは、やっぱり上流部

での大雨が集中的に降るということになると、どうしても受け切れないとい

うところで溢水してしまうということですので、そういう意味合いでは、せ

んだっての答弁では岩倉に特化した情報というものの言い方をされたのかな

あと思うんですが、少し広域的に捉えながらも的確な精度ある情報をいただ

けるようしていただきたいということがありますけれど、これ委託先という

のはどちらになりますかね。それと、運用の仕方も含めて、わかっている範

囲があればお教え願いたいと思いますが。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 防災業務支援サービスにつきましては、

先ほど言われたときも既に小牧市のほうで導入しておりまして、２市３町の

広域行政研究会の防災部会の中で有効なものであるというふうな報告を受け

ております。 

 話を聞いていると、やっぱりどこの市町につきましても、短期集中豪雨に

つきましては予測は困難なものですから、有効なものであればぜひ導入した

いということで話のほうが進んでおります。ここで検討しました内容としま

しては、先ほど気象情報を共同で利用するというふうにおっしゃられました

けど、情報につきましては、一応２市３町に特化した情報ではいただくんで

すけど、２市３町という大きな範囲で一緒に入れば気象を分析することはで

きますので、そういった意味で、先ほどの市内では雨が降っていない場合で

も、五条川の上流に当たります大口町なんかで雨が降っている場合について

は岩倉市でも溢水の可能性がありまして、そういった情報ももらえるという

ようなことは気象情報の会社からは聞いております。 

 平成28年度につきましては、各市町で足並みをそろえて予算要求のほうは

させていただいたんですけど、残念ながら予算査定でカットされた市町もあ

りまして、全てが加入するというのは、28年度につきましてはできなくなり

ました。ただ、その部会の中では、２市３町で引き続き検討していくという

ことは、導入している市町の導入状況なんかを聞きまして引き続き検討して

いくというのは確認しております。 
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 委託先につきましては、２市３町で足並みをそろえてということであれば、

小牧市の委託先ということが有力になると思うんですけど、実際に全国でこ

ういう気象情報を提供する会社につきましては60社ぐらいあります。その中

で提供されるサービスを見ながら最適な業者に決定したいというふうに考え

ております。 

◎委員（黒川 武君） ありがとうございます。 

 ちなみに、小牧市はどこへ委託されていましたか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） ウエザーニューズに加入しております。 

◎委員（黒川 武君） ウエザーニューズって春日井の。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 違います。本社は、たしか千葉県の幕張

にあると思います。 

◎委員（黒川 武君） わかりました。ありがとうございます。 

◎委員（梅村 均君）  同じく予算書113ページの防災対策費です。その中

の修繕料ですけれども、このところに軽可搬ポンプの修繕料が入っていると

思います。 

 それで、この軽可搬ポンプというのが本当に必要なのかというところでお

考えをお聞きできればと思います。各地域の防災倉庫なんかにあると思いま

すし、各区によって主に管理がされているのかなあと。ふぐあいがあればお

金を少々かけて修理をしていっている、そんな状況であるかと思います。 

 それで、要るか要らないかというのは、やっぱり区の役員さんや住民の方

含めての判断になると思うんですが、ここでは予算を計上されておりますの

で、担当課の考え方をお聞きしたいと思います。 

 それで、本当にこの軽可搬ポンプが実際の火災とか、その発災時に使用で

きるのかなあと考えると、ちょっと疑問がありまして、これ本当に使う場面

がなければ、ふぐあいがあったものから修理するんじゃなくて、廃棄してい

くのも一つなのかなあということをちょっと感じております。あとエンジン

がなかなかかからないとか、メンテナンスが大変だとか、そんな声も聞いた

りしますので、一度その担当課の方が、ポンプが本当に必要なものなのかと

か、またこのポンプにかわるものというのはないものなのか、ちょっとそん

な観点でお考えをお聞かせいただければと思います。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 先ほど予算のほうなんですけど、修繕料

ということでしたが、軽可搬ポンプの修繕につきましては、防災対策用備品

等整備費補助金の修繕料の補助のほうから出させていただいております。 

 軽可搬ポンプにつきましては、平成７年１月に発生しました阪神・淡路大

震災を教訓としまして、地震時の同時多発火災の際の初期消火に必要なもの
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として、各自主防災会に要望を聞きまして、そのうち手を挙げた自主防災会

のほうに34台配備したというような経過があります。 

 御質問のとおり軽可搬ポンプにつきましては、防火水槽や用水といった、

一定水がたまっているところの水を吸い上げて使うということで、そういっ

たものがないところについては使用できないということになりますが、消火

する能力につきましては、やはり消火器よりも高く、初期消火には非常に大

きな効果を発揮するというふうに思っておりますので、引き続きこちらのほ

うは活用していただきたいというふうにこちらのほうでは考えております。 

 現在、軽可搬ポンプにつきましては、自主防災会のほうに譲渡した形にな

っておりますので、自主防災会のほうで必要ないと判断した場合には、こち

らからどうしても引き続き使ってくださいというような、そういった強要は

ちょっとできないような形にはなっております。ただ、その場合でも消火器

のほうを増強していただくといったようなことをお話しして、地区の災害時

の初期消火の力が落ちないように、こちらはお話ししていきたいというふう

に考えております。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 私も男女共同参画のところでお聞きしたいんで

すが、ずうっと言ってきて、市長部局のほうになったのはいいけれど、先ほ

どの答弁でちょっとええっと思いながら見ると、協働推進課の職員って女性

はいらっしゃいますか。いらっしゃらないんじゃないかしらと思って。女性

がやはり協働推進課にいらっしゃったほうがいいと思って。 

◎協働推進課長（小松 浩君） 今の御質問で、協働推進課のほう、女性職

員は今おりません。男性職員で業務をさせていただいているところでありま

す。 

◎副委員長（桝谷規子君） やはり男女共同参画推進をする課は、女性職員

がきちんと正規で１人配置してもらわないといけないと考えます。 

 もちろん協働推進課の業務ってとても広くなっちゃったと思うんですよね。

だから、協働推進課の職員だけでもちろんできるわけがなくて、やはり協働

推進課というのは、全ての課でかかわるところの職員を、それこそ一緒に学

ぶところでは、生涯学習課にもちろん協力をお願いしながらとか、生涯学習

課に女性職員はきちんといらっしゃるし、いろんな課の人たちを本当に組織

しながら動いていかなくちゃいけないところだと思うんですが、協働推進課

として女性職員をぜひ入れてもらう要望もきちんとしてもらいながら、全て

の課と一緒に、それこそ組織しながらつくっていくというところの方向を考

えてほしいなと思うんですが、いかがでしょうか。 
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◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 組織につきましては、十分受けとめさせ

ていただきますので、考えさせていただきたいと思います。 

 男女共同参画につきましては、私たまたま、内部組織の男女共同参画行政

推進会議がございます。そこの委員長をしております。その会議については、

男女半々ぐらい各課からの代表で、市の男女共同参画の推進ぐあいを諮って

おります。今度３月二十何日かでしたかね、男女共同参画のこの会にも私と

市の女性の職員も出席して進行ぐあいを確認しておりますので、決して男性

だけ、協働推進だけとか、生涯学習課だけで進めているものではございませ

ん。全庁的に取り組んでおります。 

◎副委員長（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 もう１点、済みません。111ページの地域ＩＣＴ利活用広域連携事業のと

ころで、ずうっと前のことをずうっと覚えていらっしゃる市民の方が、ＩＰ

電話の百何台はどう使われているのかというふうに常に聞かれるんですが、

このＩＣＴ利活用の事業の中で、前購入されてのだと思うんですが、現在、

どんな活用でしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎協働推進課長（小松 浩君） 済みません。ＩＰテレビ電話の状況につき

ましては、今、この段階でちょっとお話しできる資料がちょっと古いんです

けれども、平成26年度の状況ではございますけれども、84台のＩＰテレビ電

話を、区長さん初めボランティア団体や外郭団体等に設置をさせていただい

ております。実際この事業におきましては、保有台数としましては107台の

ＩＰテレビ電話を保有させていただきまして、そこから言いますと、約８割

が設置されて利用されていたという実績でございます。 

 ただ、この事業もやはり事業開始から５年を既に経過した状況でございま

して、このＩＰテレビ電話の通信回線、いわゆるインターネットの回線を使

ったこのネットワークというのがやはり進化いたしまして、かなり高度なセ

キュリティーの環境では少し通信ができないといったことも、対応ができな

いという状況にもなってきている状況でございますので、このＩＰテレビ電

話を買いかえて、さらに高機能なものにしていくということも今のところ考

えておりませんので、少しこの事業につきましても、こちらの事業につきま

しては、皆様御存じのとおり国の補助事業でございます。 

 また、もう１つ、ＨＬＳというヒューマンリンクシステムというものもご

ざいまして、そちらは委託事業でさせていただいたものでございますが、こ
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の２つの事業も、今後いろいろな関係団体がございますので、国も含め協議

しながら、終息といいますか、事業の終了も見据えて慎重に検討してまいり

たいというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いいた

します。 

◎委員（宮川 隆君） 今の小松課長の答弁で、大体今までの流れからする

と納得はいくんですけれども、とはいえ、およそ２年間も補足されていない

ものに関して、なぜ予算がついてくるんですか。担当部局としては26年から

補足もしていないし、音信不通なわけですよね。 

◎協働推進課長（小松 浩君） 済みません。把握していないわけではなく

て、今現在、ここにある資料でお話しできるのが84台の設置ということです。 

 今年度、区長さんの入れかわりで若干撤収した部分があるかとは、ちょっ

と把握はしているんですけれども、正確な数値をここで今申し上げられるの

が26年度、いわゆる27年度４月１日現在の状況でちょっとお話をさせていた

だいたということでございますので、全く把握をしていないということでは

ございませんので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目12市民

相談費から目19諸費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款２総務費、項２徴税費の質疑を許します。 

 予算書は116ページから120ページまででございます。 

◎委員（木村冬樹君） 徴収費のほうの嘱託員の報酬について、まずお聞か

せいただきたいと思います。 

 今年度まで２人ということでありましたが、事情は少し聞きましたが１人

になるということで、この辺についての問題はなくいけるのかどうかという

点について、まずお聞かせいただきたいと思います。 

◎税務課主査（小野 誠君） 来年度、徴収員が２名から１名に変更になる

ということで、今まで納税者の利便性の向上を図るために新たな収納方法と

して、市税のコンビニ収納を実施するなど、納税機会の拡大に努めてきまし

た。このように納税環境が大きく変わりまして、徴収体制も今まで滞納者の

方のお宅に臨戸して徴収する体制から、納付書を郵送してコンビニで納付し

ていただくという方向に大きく変わりつつある状況でございます。 

 今年度、65歳でお１人の方が退職されるということに伴って、来年度から

１名体制で行うということでありますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 コンビニ収納などができるようになって納税の機会が拡大されているとい

うことは、効果が出ているという点も含めて確認してきているところである
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というふうに思います。 

 それで、さらに拡大ということで言えば、若い人たちが気軽に納税できる

というか、ことで繰り返しお聞きしてきているモバイルレジなんですが、こ

の導入についての検討状況というのは、その後どうなってきているのかをお

聞かせいただきたいと思います。 

◎税務課主査（小野 誠君） モバイルレジについては、今年度導入の検討

をさせていただいたんですけれども、他市の実績等を比較して岩倉市の利用

想定者が少なかったということから、費用対効果も含めて導入には至ってお

りません。 

 モバイルレジ等、納税機会の納税者の利便性の向上を図るためにクレジッ

ト納付だとか、他の自治体が進めている新しい納付方法について、引き続き

研究していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君）  予算書は119ページの賦課費の13委託料のうち、固

定資産実地調査補助業務委託料と、これ新規で上がっているかと思うんです

が、説明によると、市販の地図を作成している業者に移動調査を委託すると

いうことでありますが、その具体的な調査内容はどのようなものか。あるい

は、業者にどのような情報を提供するのかと。それが個人の情報の提供であ

るとするならば、個人情報漏えいの心配も出てくるのではないだろうかなあ

と思うんですが、まずはこの補助業務委託料についてお聞かせいただきたい

と思います。 

◎税務課主査（大橋 透君） 固定資産実地調査補助業務の内容ですが、市

内全域における土地と家屋の現況調査を業者委託し、１年前と比較して土地

の地目変更や家屋の滅失などによる移動情報を転記した地図の納品と、デー

タの提供を受けるものです。また、この結果を踏まえて職員が実地調査を行

うことで、全筆、全棟調査の業務効率を図るものになります。 

 あと、個人情報というところですけれども、少し積算内訳書の記載がわか

りづらくて大変申しわけありませんでした。市側から業者へ情報を提供する

というものは何もありません。業者が実地調査をした結果、固定資産の移動

があった場合にその情報の提供を市側が受けるものです。また、その業者か

らの情報の提供の内容としては、先ほど申し上げました土地の地目の変更で

すとか、家屋の滅失などの移動があった物件を市販の地図上に表記していた

だくというものになりますので、個人情報の提供ということにはなりません

ので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） ちょっとわかりづらいので確認させていただきたい

です。 
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 例えば家屋の全棟調査なんかは、以前は航空写真と、それから税務課が持

っている紙ベースというものを照らし合わせながら、どの部分がふえている

のかといったことでやってきた経過もあるんですね。今は時代が進んで、も

っとデータ的な処理をされたやり方で進んでおるだろうと。 

 今の説明を聞いていると、地図を作成する業者が恐らく頻繁に調査をして

いるので、現地へ行って実際に家屋があるかどうか。なくなってはいないだ

ろうか。あっても１年前と変わっていないかどうか。土地についても、例え

ば農地だったところに建物が建ってはいないだろうかと、そういったことの

１年間における変化、そういう業者がつかんだデータを市のほうに提供いた

だき、あとは市のほうが現場へ出向いてそのことの確認を行うと、そういう

ことでよろしいですか。 

◎税務課主査（大橋 透君） はい、そのとおりになります。 

 航空写真については５年に１度撮っておるもんですから、そのデータと課

税台帳の突合ということは引き続きさせていただきますけれども、その間の

年の移動というものがあるもんですから、先ほどおっしゃれたように、業者

が現地に出向きまして、その移動があった情報を市側が提供を受ける。その

結果を踏まえて、もう一度市の職員がちゃんと現地を確認させていただくと

いうことになります。お願いします。 

◎委員（黒川 武君） じゃあもう１点、細かくて申しわけありません。 

 賦課期日というのは、毎年度１月１日だということは決まっておるんです

ね。１月１日現在の土地にしても建物にしても、その所有者に対して課税を

されるわけで、だから当然、それに間に合うような形で業者のほうから情報

提供をいただき、必要な現場調査も行うと、そういうことでよろしいですか。 

◎税務課長（岡本康弘君） 御質問いただきましたとおり賦課期日がござい

ますので、この事業の委託を予定しておりますのは、皆様も御存じだと思い

ますけれども、ゼンリンという住宅地図の会社でございます。毎年10月ごろ

に新しい版として出版がされておりまして、毎年毎年きちっと調査をされて

いる会社になりますので、その時点でのデータをもとに納品をいただいて、

賦課期日に間に合うように職員で対応をさせていただく予定をしております。 

◎委員（黒川 武君） ありがとうございました。 

◎委員（大野慎治君） 今の関連で、僕はこの57万3,000円でこういう調査

業務をすることは非常にコストが安くていいと思うんですが、もう来年度以

降も継続して出していくということなのか、今年度だけなのかというのだけ

教えてください。 

◎税務課主査（大橋 透君） 新規事業ということで、事前に効果検証とい
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うのは想定して、ある程度効果があるということで計上させていただいてい

るんですけれども、まず28年度実施してみて、そこで結果を受けて、改めて

そこで有効であるというふうに判断した場合には継続して委託するというこ

とを今のところ検討していますので、よろしくお願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） １つ教えていただきたいんですけれども、税務課の

仕事だもんですから、「い～わくん」の原付のナンバープレートがあると思

うんですけど、あの事業ってどこのところの何の中に入っているか教えてい

ただけますか。 

◎税務課長（岡本康弘君） 御質問いただきました「い～わくん」のナンバ

ープレートでございますけれども、現状27年度の予算で、当初事業開始した

ときのもので、足りなくなってきた部分についてはつくらせていただきまし

た。単価もある程度数がまとまると安くなるということがございますので、

まとめて一定の在庫を確保させていただいておりますので、28年度の予算の

ほうには、この分については計上しておりませんので、よろしくお願いいた

します。 

◎委員（塚本秋雄君） そうすると、事業としては、お客さんが窓口へ来て

ナンバープレートをもらっていったら、それ１つの事業だと思うんだけど、

それはいわゆるお金はかかっていないという解釈でよろしいでしょうか。 

◎税務課長（岡本康弘君） とりあえずは継続して予算は発生しませんけれ

ども、事業としては継続をしております。 

◎委員（塚本秋雄君） そうしたら、岩倉市のナンバープレートを渡してい

る台数は今何台というのは、年間、一度発行したらずうっと使われるまでの

数字なのか、年間なのか、どういう管理の仕方をしていますでしょうか。 

◎税務課長（岡本康弘君） 基本的には、最初のお届けをいただいたときに、

既存のイラストの入っていないものと、「い～わくん」のイラストの入った

もの、どちらかをお選びいただいて、引き続き岩倉市にお見えになって御使

用の場合は、そのまま御使用いただくという形になりますので、廃車になら

ない限りはそのまま継続しているということでお考えいただきたいと思いま

す。 

◎委員（塚本秋雄君） 最後ですけど、廃車とかそういうのはいいんですけ

ど、じゃあ岩倉市で管理しているいわゆる自動二輪ですか、原付ですか、そ

の登録してある台数というのは把握されていますか。 

◎税務課主査（大橋 透君） 27年８月現在の数字でございますが、全体で

277台、原付で台数の登録がございます。以上です。 

◎委員（塚本秋雄君）  例えば277台、岩倉市は把握していると。その台数
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は、例えば東新町に何台あるかということは調べられますか、プライバシー

は別にして。 

◎税務課主査（大橋 透君） 今すぐということはちょっとわかりませんが、

抽出をかけて地域ごとに台数を把握することは可能だというふうに思います

ので、また報告をさせていただきたいと思います。お願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかよろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項２徴税費の質疑を終結い

たします。 

 続いて、款２総務費、項３戸籍住民基本台帳費から項７災害救助費までの

質疑を許します。 

 予算書は120ページから132ページまでです。 

◎委員（木村冬樹君） 項４選挙費の中の目３選挙執行費の中で、参議院議

員通常選挙費についてお聞かせいただきたいと思います。 

 この中で、備品購入が行われます自書式投票用紙読取分類機増設スタッカ

ーというものと、自書式投票用紙読取分類機天地表裏反転ユニットというこ

とでありますが、開票のときの速さがこれによって前進するんじゃないかな

というふうに思うんですけど、ちょっと具体的にどういう中身になってくる

のかということと、そういうメリットというのがどのぐらいあるものなのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらにつきましては、平成26年度だったと

思いますが、新たに分類機を購入いたしました。そちらについては、スタッ

カーというのは、要するに投票用紙が分類されて出てくる場所のことを言う

んですが、そちらのほうの数がふやせるというような機械になっておりまし

て、その出てくる分類をふやすことによって一度に多くの分類を行うという

ようなものでございます。 

 また、この反転ユニットというのは、もともと今あるものについては、投

票用紙をまずその書かれている面にそろえて並べかえをするという作業がご

ざいますけれど、そちらを省略することができるという機械でございますの

で、お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 機能が非常によくなるということで、もちろんだから開票作業の時間短縮

につながるというふうに思うんですけど、そういうことが言えるんでしょう

か。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 平成26年に先ほど購入したという話がござい
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ましたが、その平成26年に購入した段階でも、ちょっとごめんなさい、何分

減ったかというのはちょっと持ち合わせておりませんけれど、若干というか、

二、三十分だったと思いましたけど、市議会議員選挙のほうで開票の時間は

減ったということは確認をしておりますので、よろしくお願いします。 

◎副委員長（桝谷規子君） 選挙にかかわってごめんなさい。何度もいつも

聞いているんですが、投票所でのバリアフリーは、新年度は進むでしょうか。

まだ３カ所ぐらい靴を脱がなくてはいけないところがあると思うんですが、

どうでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、委員も御指摘のとおり石

仏会館ですね。北第二投票所ですとか、大上市場会館、上投票所、あと北島

町の公会堂という西投票所ですが、その３カ所について、土足ではなくて一

旦靴を脱いでいただいてというような入場の方法になっておるということで

す。こちらについては、地元の方で管理をしていただいているということも

ございますので、引き続き、区長さんもかわられるということもあるもんで

すから、参議院選挙もありますので、打診をお願いという形でしていきたい

というふうに考えております。 

◎委員（櫻井伸賢君） ２の３の１戸籍住民基本台帳費でちょっとお聞かせ

ください。 

 一般質問で通告してありますので、ちょっとその前提ということでお伺い

したいんですけれども、後ろ向きなまず聞き方で申しわけないんですけれど

も、12月に住基カード交付が終わりました。終わっている業務なんで手持ち

の資料ないかと思うんで、ないならないと答えていただければ結構なんです

けど、住基カード、結局最終的には何枚発行された形になりますでしょうか。

わかれば教えてください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 住基カードの交付枚数についてですが、平

成26年度末で3,162枚交付しております。 

◎委員（櫻井伸賢君） ありがとうございました。 

 本会議のほうの質疑の中で、マイナンバーカード交付業務について、パー

ト職員２名雇ってということで答弁があったかと思います。このパートの職

員の方、マイナンバー業務専従なのでしょうか。要は、交付業務だけがこち

らにおりてくる形になると思うんですけれども、そのパート職員が交付業務

をやるのか。あくまでも市民窓口課の職員がやられて、あくまでもその交付

前の処理だとか、あとＪ－ＬＩＳに報告する業務があるかとか、ちょっと私

わかりませんけれども、あくまでも補助的な業務に終始するのか、教えてく

ださい。 



７２ 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） パート職員の２人につきましては、交付

前の設定の業務から市民対応で市民の方にカードを発行する業務まで、全て

職員の管理下のもとで行っていただいているという状況になっております。 

◎委員（櫻井伸賢君） ということは、日曜日、これから開庁して交付業務

をやっていくという形になりますけれども、それもパート職員が交付業務を

担うのか。あくまでも市民窓口課の方がやられているのをサブで補佐される

のか。どういう勤務形態になるんでしょうか、教えてください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 日曜市役所につきましては、今のところ

職員で対応することになっております。 

◎委員（櫻井伸賢君） あと１点、交付は多いほうがいいんで、多分交付率

100％目指す、現実的には反対されている方見えるんで無理だと思うんです

けれども、例えば４万7,000人交付するとして、パスワードの設定があるの

で20分ないし30分かかるよというようなことで、例えば４万7,000人交付す

ると２万3,500時間かかるんですね。窓口１つあけて、そこに職員の方７時

間勤務されて250日勤務されると1,750時間。これ割りますと、交付するだけ

で13年かかるという、単純計算するとという数値になるんですね。交付だけ

で終わっているかというと、20歳未満の方は、５年たつと有効期限が来て更

新業務があるよ。20歳以上だと10年たつとというような形になると、もう交

付している先に、有効期限交付の４年目以降、20歳未満来るよというような

形になるんですけれども、例えば窓口、現行、私見た感じですと、一番北側

の１カ所だけなんじゃないかなという思いがあるもんですから、例えばこれ

２つにしてだとかというようなお考えは今のところありますでしょうか、お

聞かせください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 現状なんですけれども、月曜日の窓口が

混雑するときは１番窓口のみでやっているんですけれども、火曜日から金曜

日までについては、もう１つ窓口あけておりまして２台稼働させて交付をし

ておる状況であります。 

◎委員（櫻井伸賢君） 先ほど補正予算の関係で木村委員からも質問ありま

したけれども、Ｊ－ＬＩＳのシステム障害、私も非常に腹立たしい思いで、

一方的に押しつけておいて、交付のパスワード設定ができませんのでという

ような形で障害の新聞報道があります。 

 たまたま先ほどの回答ですと、市民対応で障害は発生していない、たまた

まそのＪ－ＬＩＳのシステム障害のときに交付業務がなかっただけなのかな

というふうに私も思っているんですけれども、実際問題、交付業務でＪ－Ｌ

ＩＳのシステムダウンしたときにパスワードの取り扱いだとか、今後の交付
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についてどういう対応をされるのか、お考えがあったらお聞かせください。

最後です。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） Ｊ－ＬＩＳのシステムがダウンした場合、

交付ができない形となりますので、市民の方からパスワードをお預かりしま

して職員が入力して、本人限定郵便で御本人さん宛てに送らせていただくと

いう対応になりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（櫻井伸賢君） ありがとうございました。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 選挙手当についてお伺いします。 

 もともと投票事務に関しては、いろいろの係があります。同じ係の人でも、

時間単価によって職員の職務職階制の時間高によって差がついています。こ

れは、同一労働同一賃金の原則に反するというふうに思って、これは以前、

ずうっと昔は同一賃金でした。ところが、その支給根拠が条例にないという

ことでマスコミに取り上げられて、そのときに急遽手当についてつくらずに

時間外手当を根拠としたと、そういった経過があります。 

 先ほども言いましたように、同一労働同一賃金の原則から言うとおかしい

わけで、今、現時点で職員の中でも、例えば３倍も差があるなんていうこと

になるわけですよね。それは、職員のやる気にもつながってくるわけで、そ

このところの点について、現時点の考えをお聞かせください。 

◎行政課長（中村定秋君） 選挙に従事したときの手当については、現在、

時間外勤務手当で対応しているということでございまして、いろいろと経過

がございますが、現時点において、これが同一労働同一賃金の原則に合って

いないからおかしいんじゃないかというような認識はございません。やっぱ

り役所の経験といったことも、こういう一見単純に見える業務であっても、

そのような経験というものはある程度やっぱり差がございますので、時間外

勤務手当での対応ということで適正なのではないかなと考えています。 

◎委員（堀  巌君） 管理職員特別勤務手当についてお尋ねします。 

 積算内訳書、どっちでもいいんですけど35ページのほうを見ると、事前事

務手当で8,000円、投票事務手当で１万2,000円が書かれています。事前事務

手当はどういうことを何時間ぐらいやるんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 事前事務手当については、投票日の通例です

と、その前の週の水曜日の夕方行いますけれど、その投票管理者へ対する説

明会が１時間半程度と、あと投票日の前の金曜日でございますけれど、こち

ら投票所の設営と事前の打ち合わせということで、２時半だったかな、３時

だったかな、それぐらいから夕方の５時近くまでは従事していると。 

◎行政課長（中村定秋君） 済みません、ちょっと訂正させていただきます。 
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 事前事務につきましては、基本的には前日の土曜日に投票所の事前のチェ

ックとか、そういったことで事前にやってみえるということで、時間につい

ては8,000円ですので、条例上だと３時間以内だったかな、ちょっと済みま

せん、正確な数字はわかりませんけれども、その程度だというふうに考えて

います。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。 

 給与条例と合致しているということですね。 

 続いて、管理職員特別勤務手当についてお尋ねします。 

 これは選挙と災害というふうに限定して書かれていますが、この前愛北の

議会があって、江南市はそこの限定はなくてふだんの業務も入っていました。

江南市と岩倉市で違う扱いというのはあり得るということでよろしいですか。

ちょっと人事のほうに関係してきますけれども。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 江南市の状況がちょっともう一度把握し

ていないんですけれども、岩倉市の場合は、管理職員特別勤務手当が発生す

るのは選挙と災害時のみに限定して、それを定めている状況でございます。 

◎委員（堀  巌君） 選挙費とはちょっと離れちゃうんですけど、例えば

電算の業務で夜中にダウンしたといったときに、江南市ではそういう限定的

な規定がないので、特別勤務手当が払われる、そういう説明がありました。

なので、岩倉市のこの限定した規定というのが、本当にそれでいいのかどう

なのかというところで疑問があったので、この場だけ、回答は要りませんの

で紹介しておきます。以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。紹介ですね。 

 よろしいですか、あと。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項３戸籍住民基本台帳費か

ら項７災害救助費までの質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 審議の途中でございますが、本日はこれをもって散会したいと思いますけ

ど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認めます。このように決しました。 

 次回は、３月11日午前10時より再開いたします。お疲れさまでした。 
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財務常任委員会（平成28年３月11日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） 皆さん、おはようございます。 

 きのうに引き続きまして、財務常任委員会をただいまより開催させていた

だきます。どうかよろしくお願いをいたします。きのうから引き続きまして

お願いをいたします。 

 続いて、款３民生費のほうに入らせていただきます。 

 款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費から目４老人憩の家総

務費までの質疑を許します。 

 予算書は132ページから146ページまででございます。よろしくお願いをい

たします。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） 最初に、臨時福祉給付金支給事業についてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 国の補正予算によって、岩倉市も補正予算で28年度に繰り越すという形で

行われますのと、実際のところ昨年までとどういう変化があるのかというと

ころについてお聞かせいただきたいというふうに思います。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 昨日も補正予算のほうで御説明させていただ

きましたが、低所得の高齢者の方への３万円の給付金が５月から支給受け付

けをさせていただきますが、28年度のほうは従来の臨時福祉給付金が非課税

の方に3,000円支給される予定です。あと、その加算がありまして、低所得

の障害年金、遺族年金の受給者の方については、プラス3,000円に加えて３

万円。これは５月の給付を受けられなかった方が対象となります。よろしく

お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 今回もそのシステム改修等が委託料で組まれている

わけですけど、昨年までの分、昨年もシステム改修で500万程度の委託料が

組まれていましたけど、今回そういう昨年までのやつとはやっぱり違ったこ

とでシステム改修が必要ということだというふうに思うんですけど、その辺

の状況を少し教えていただきたいというふうに思います。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 今回の28年度の3,000円と３万円の給付金は、

５月から始まる高齢者の給付金を受けた方以外の方ということなので、それ

とあわせてのシステムの改修になりまして、業者に見積もりをとったところ、

こちらの金額になりました。連動して行わなければいけないのでということ

になります。 

◎委員（木村冬樹君） ではもう１点、老人福祉費のうちの緊急通報システ
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ム管理事業についてもお聞かせいただきたいと思います。 

 繰り返しお聞きしてきておりますが、緊急通報システムにつきましては、

委託という形で２年ぐらい経過してきているのかなというふうに思いますけ

ど、今の運用状況だとか、特に問題ないのかどうか、またこの委託に変わっ

たことによってどういうような変化があるのかだとか、何か高齢者にとって

メリットと言えるような部分があるのかどうか、こういった部分について少

し教えていただきたいというふうに思います。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 緊急通報システムコールセンター方式

に変更して２年ということになるんですけれども、変更したことによる評価

としましては、コールセンターの職員が看護師、保健師、介護福祉士、ヘル

パー等の資格を有しておりまして、適切な対応が可能になってきていますの

で、24時間365日専門職による対応ができて安心だと皆様から好評でありま

す。 

 また、利用者からの緊急時の通報対応のみでなく、通報がなくてもコール

センターからの伺い電話を月１回以上行っており、26年度は2,146件、平成

27年度は１月末の時点でありますけれども、1,679件の伺い電話を実施して

おります。 

 利用者の練習として試し押し通報なども随時行っております。このことに

より、悩み事の相談や近況報告、また入院・退院などの情報の確認がされて

おり、利用者からも気軽に相談できてとてもよい、助かっているとの声が聞

かれておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君）  予算書141ページの高齢者地域見守り事業の報償費

の中で、認知症講演会講師謝礼と、もう１つ、よく似た名前なんですが、認

知症講演会等講師謝礼というのがあって、片や２万円で片や８万円というこ

とで、単価も違ってはいるんですが、この認知症講演会等がつく講師謝礼の

ほうの内容と、それからお願いする講師はどなたを予定されるのか、お聞き

します。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 認知症のほうの今の御質問のことなん

ですけれども、今まで認知症講演会単独でやっておったんですけれども、28

年度、映画と認知症講演会をあわせて実施するということにしました。この

映画監督の方に講師をやっていただくということで、認知症講演会をするこ

とになりまして、映画監督であるということ、あと東京から見えるというこ

とで、講師料がちょっと高くなって８万円ということになっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

◎委員（鬼頭博和君）  予算書の137ページなんですけれども、地域福祉計
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画推進事業というところで、28年度の新規事業説明資料の中に第２期地域福

祉計画策定業務というのがあるんですが、そこの中の29年度のところにいわ

くら安心ネットの構築に向けた現状と課題把握というのが書いてあるんです

けど、このいわくら安心ネットについて下のところに少し書いてあるんです

けれども、もう少しどんなものかというのをお聞きしたいと思います。 

◎福祉課主査（大島富美君） いわくら安心ネットの構築では、高齢や障害、

次世代育成の各部門職が集まる部会や地域福祉協力者団体との合同で、顔の

見える連携交流会を開催しております。これらの会を通して、日常的に相談

や協力できる関係が徐々に高まり、地域の中のつながりも年々深まってきて

いることから、第２期計画においても継続する形で進めてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（鬼頭博和君） 地域のつながりということで、いろんな方々のネッ

トワークをつくっていくという計画ということでよろしいでしょうか。 

◎福祉課主査（大島富美君） はい、そのとおりでございます。よろしくお

願いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） 私も臨時福祉給付金支給事業についてお聞きします。 

 国庫支出金が5,108万5,000円出ていますけれども、実際に臨時福祉給付金

を受ける人たちの金額は3,600万。いわゆるあとの差額は職員手当とかそれ

にかかわるシステム料だと思うんですけど、見方として。普通、何か事業や

るときに、基本的な金額よりも多く配るための、これは民間的な考え方ね、

事業としたら、対象者がおって、これだけの経費がかかる。これを見ると、

結構な部分で、いわゆる岩倉市のほうのシステム料とか人件費が多いと思い

ますけれども、国から金が来るからいいと思いますけれども、ちょっと違和

感を感じますが、そこら辺はどういう考え方がありますでしょうか。こうい

うものはこういうものという解釈ですか。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 委員さんもおっしゃっていらっしゃいますが、

確かにお手元に渡る金額というのは3,000円と３万円そのものしかないんで

すけれども、それにまつわる経費が、やっぱりパートさんの賃金だったり、

時間外だったり、先ほどおっしゃったシステムだったり、振り込みの手数料

だったり、いろいろ積み重ねてこの金額になっております。ここのほうは10

分の10入ってくる予定でおりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） 一つの岩倉市のこういう例ですから、国が出す臨時

給付金というのは、そういう地方自治体全部ひっくるめますと、こんなよう

な感じの中身だという解釈で理解していいということですね。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） はい、おっしゃるとおりです。 
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◎委員（塚本秋雄君） 次の質問に入ります。 

 141ページの福祉有償運送運営協議会委員報酬がありますけれども、在宅

福祉事業のところで、今回ＮＰＯ法人が４月１日からやめるわけなんですけ

れども、これはそういうための委員会だと思うんですけれども、その委員会

の中では、４月１日からやめられることの議論がされたのかどうか。例えば、

これがあるということは、有償運送の予算をとってあるということは、今後

前向きにこの中で検討されていくのか。出てきたときに審査するのか、その

位置づけをお聞きいたします。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） こちらの福祉有償運送運営協議会とい

うものでは、どこかが新規でやるよというときとか、やめられるときとか、

変更があるときにここで協議していくということになるものですから、今の

ところそういうのがない限りは開くことにはならないんですけれども、今後

もし出てきたらここで検討しなければいけないものですから、検討すること

になります。今の３月で終わるものについては、今年度中にやるものですか

ら、今年度執行というか、協議会自体は今年度でやることにはなりますが、

今後28年度予算でやるとしたら、今度は新規のほうということになりますの

で、よろしくお願いいたします。 

◎長寿介護課長（山北由美子君） 今回のＮＰＯ法人の福祉有償運送の中止

といいますか、廃止につきましては、中部運輸局のほうにも確認をいたしま

したが、協議会を開催して諮る必要はないということですので、中止をされ

たということを委員のほうに後日報告ということを予定しておりますので、

協議会そのものを開催する予定は今年度はございません。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 今の話なんですけど、中部運輸局に聞いて判断した

ということなんですけど、基本的に市として事業をやっていて、委託という

ことでやっているわけですよね。委託じゃないか、そこが主体となってやっ

ているけれども、市民のサービスのことでやっているわけで、やはり困る人

が出てくるということが厳然たる事実なわけで、市の内部だけでその廃止に

伴って相談するんじゃなくて、やはりせっかくの附属機関である協議会でな

ぜ議論されないのかというのが非常に疑問に残るわけなんですけれども、中

部運輸局が決めるわけではないと思うんですが、いかがでしょうか。 

◎長寿介護課長（山北由美子君） 一応、協議会の所掌事務といたしまして、

登録ですとか更新、それから福祉有償運送に係る旅客から収受する対価に関

する旨を、実施するに当たって協議会で諮っていくということになっており

まして、廃止手続については協議会で諮る事項にはなっておりませんので、

廃止したことを文書でもって報告はさせていただきます。 
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◎委員（宮川 隆君） まず１点目が、同じく福祉有償運送の運営協議会委

員報酬の部分でお聞きします。 

 現存している福祉有償運送を立ち上げるときに委員会がありました。立ち

上げの前に数回やられたんですけれども、それは一切解散した状態で、新た

にもし開かれる場合には、この予算において新たなメンバーを招集するとい

う位置づけでよろしいんでしょうか。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 委員さんは２年の任期というふうにな

っておるもんですから、任期は２年で頼んでおりますので、そこでやってお

くことにはなりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（宮川 隆君） もう３年前になりますか、交通政策基本法の中で国

民の移動権の保障ということも含めて、それを地方自治体において位置づけ

なさいと。それに対する政策を組んでいきなさいという法律が制定されてい

たと思うんですけれども、この件に関しては、執行機関だけじゃなくて我々

も問題意識を持って今後進めていかなければならない課題だと思うんですけ

れども、今年度において福祉有償運送が事実上終わってしまうことに対して、

市民の移動権の保障ということに関して、どのような位置づけで考えられて、

今後どのような方向性を持ってみえるのか、お考えがあればお聞きしたいと

思います。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 本会議でも少しお答えをし

ておりますが、これまでいきいきライフの移動サービスが３月で終了すると

いうことで、今後どうしていくかということで、先般、本会議でも、議員さ

んのほうから、移動支援の予算がないけどどうしていくかということでもお

答えをさせていただきましたが、既存の市のタクシー料金の助成ですとか、

デマンドタクシーですとか、シルバー人材センターのサービス等利用できる

ものを積極的に利用していただいて、移動支援のサービス情報をまとめたも

のを２月の居宅介護支援事業所連絡会議でも周知をさせていただいておりま

す。そういうことで、できるだけ今利用している方が不便にならないような

形で市としても周知をしていきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

◎委員（相原俊一君） 私は、高齢者生きがい事業のことしの80歳、88歳、

99歳、100歳の方の人数がわかればお教えいただきたいと思います。 

 26年の実績表でいうと660万ぐらいで、今度が690万だから、自然増がある

んでしょうけれども、人数はおわかりですか。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 80歳以上の敬老会対象者は3,151人で、

敬老金の対象は80歳が409人、88歳が155人、99歳が10人、100歳以上が23人
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ということで、これは予算を組む段階のなので直近ではないですけれども、

一応こんな数字をつかんでおりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 済みません。目３老人福祉費のうち、ふれあい広場

施設管理費についてお聞かせください。 

 修繕料として施設修繕で30万計上されていますが、積算内訳書の47ページ

のところ見ますと、緊急修繕と書いてございますが、この具体的な修繕の内

容は何なんでしょうか。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 今現在、これというものは特定はして

いない状態ですけど、遊具のほうの修繕とかを今のところは考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） もう１点。それでは、目４老人憩の家総務費で、老

人憩の家施設管理費で、また施設修繕で同様に施設緊急修繕南部老人憩の家

で20万、玄関段差解消修繕で19万4,400円計上されていますが、施設緊急修

繕は何を検討されているんでしょうか。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） こちらの緊急というのは、緊急で何か

起こったとき、電気が切れたとか、トイレの水が流れなくなったとか、何か

緊急に起こったときの場合の修繕を想定して20万ということで、なかなか施

設も古くなっているもんですから、いろんなところが急にどうかなるという

ことがあるもんですから、20万とってありますので、よろしくお願いいたし

ます。 

◎委員（堀  巌君） 再度、福祉有償運送で、本会議のところでちょっと

聞いたかもしれませんが、最終手段としては、市町村運営のものに変わると

いうこともあるわけで、そうなると、やっぱり地域公共交通会議、さっき宮

川委員のほうから移動権という話も出ましたが、地域公共交通会議とこちら

の福祉有償運送の運営協議会の位置づけを考えると、やはり幅広いところと

いうのは移動権みたいな地域公共交通会議、そういったところで議題に出し

て、この福祉有償運送をどうしていくかみたいなことを話し合う気はないの

かというか、そういう方向性はないんでしょうか。 

◎長寿介護課長（山北由美子君） この福祉有償運送のみならず、今言われ

ましたように高齢者の移動支援全般については、やはり今後の大きな課題で

あるというふうに思っております。 

 また、協働推進課ですとか秘書企画課のほうでも、やはり幅広い目でのそ

ういった移動手段を一緒に検討していくことが必要であるとは思っておりま

す。 

 ３月の中旬以降なんですけれども、今、少し勉強をしようということで、
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知多のほうで自治会なんかが中心になって移動支援ですとかボランティア活

動をやっていらっしゃるところがあるということで連絡をとっていただいた

ら、来ていただいていいということだったもんですから、また一緒に研究を

しに行く予定もしておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君）  老人福祉費ですか、139ページにありますシルバー

人材センターの補助金というのが1,100万あります。これは内訳書のほうを

見ると、人件費と事業費分という形で、人件費が715万、事業費が436万

4,000円。この事業費というのは、具体的にどういうものをされているのか、

教えてください。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 事業費につきましては、事業実施に必

要な経費に対して補助するもので、消耗品ですとか印刷製本費、備品、修繕、

会議費、旅費、通信運搬費、保険料、賃金、雑費、役務費などに関するもの

に対しての補助となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 今の答弁、ちょっとわからなかったんですが、どん

な事業なのかという質問だったというふうに思うんですが。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 申しわけありませんでした。 

 シルバー人材での仕事を獲得するために就業機会創出員という方がいろい

ろ仕事確保のためのＰＲですとかに回っておりまして、そのための事業にな

りますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会

福祉総務費から目４老人憩の家総務費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款３民生費、項１社会福祉費、目５後期高齢者福祉医療費から目

８子ども発達支援施設費までの質疑を許します。 

 予算書は146ページから156ページでございます。 

◎委員（黒川 武君） １点だけお聞かせいただきたいと思います。 

 目６の心身障害者福祉費で、予算書149ページ、積算内訳は50ページにな

るかと思います。その13の委託料、障害者実態調査委託料、これは本会議で



８２ 

も質疑がなされたところでありますが、私もちょっと気になるところについ

てお聞きをさせていただきたいと思います。 

 この障害者実態調査委託料については、アンケートのとり方などに工夫が

必要ではないかというのが本会議の質疑であったと思いますが、その日の答

弁としましては、委託業者とも協議をすると、回答しづらいものであればの

聞き取りも考えていきたいと、そういった答弁であったかと思うんですが、

私は、これからはあらゆる分野で市民参加の視点を重視する必要性があるの

ではないかと思うんですよね。確かに障害者の問題というのは、かなりデリ

ケートな問題も含まれますので、アンケートの作成の段階においても、ある

いはその調査結果の分析の段階においても、当該する障害者や障害者団体の

方々の関与を求めていくことも必要ではないかなあと思うんですが、その点

お考えはいかがでしょうか。 

◎福祉課主査（大島富美君） アンケート調査の調査票については、基本項

目のほか社会情勢の変化による項目について追加するなど、質問項目を見直

していくことを考えております。 

 また、障害のある人や団体の関与については、御意見を聞く機会も設けて

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） ぜひその辺は丁寧にやっていただければと思います。 

 それから、これを委託する先はどこを予定されてみえますのか、お聞きい

たします。 

◎福祉課主査（大島富美君） 委託先については、入札を予定しております

ので未定でございます。前回は名豊コンサルタント株式会社のほうで行いま

した。よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 予算書の150ページ、151ページの最下段にあります

地域自殺対策事業についてお聞かせいただきたいと思います。 

 ずうっと日本で自殺者が３万人を超えるということで報道されてきたとこ

ろでありますが、ここ２年ばかり３万人を切ってきているという状況がある

と思います。この事業が全国で取り組まれて、その効果が出ているというこ

とであれば非常にうれしく思うわけですけど、岩倉市でも同様な傾向がある

のかどうか。自殺者数について、全国と同様に減少してきているという傾向

にあるのかどうかについて、まずお聞かせいただきたいと思います。 

◎福祉課主査（大島富美君） 平成26年中の岩倉市の自殺者は７人で、男性

が６人、女性が１人です。年代としては、30代、60代が各２人、20歳未満、

20代、40代が各１人といった状況です。 

 自殺の原因、動機、21年から26年の６年間といたしましては、健康問題が
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最も多く、次いで家庭問題、経済、生活問題といった順になっております。 

◎委員（木村冬樹君） 26年の実態はわかりましたけど、減少傾向にあるか、

大きな数字じゃないもんですから、なかなか１人自殺が起これば、それが影

響してしまうということがありますけど、経年的に見て、例えば21年から26

年で減少傾向にあるのかというようなことは、そういう状況はわかりますで

しょうか。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 25年中の数につきましては11人、24年中につき

ましても11人、23年中は７人、22年は11人といったことで、少しばらつきが

あるような状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 ただ、11人という数字から見れば、26年は減っている。27年の実績がどう

なるかというところだというふうに思います。 

 それで、今回のこの事業の少し昨年までと変わった部分があるというふう

に思いますが、その点について、予算組みの仕方だけなのかもしれませんけ

ど、健康運動指導士が市民対象ということで健康講座を行われるということ

で、こういった点について何か変化があるのかどうか、その点についてお聞

かせいただきたいと思います。 

◎福祉課主査（大島富美君） 市民対象のこころの健康講座のうち、保健推

進員の地区活動として取り組んでいる内容のため、音楽療法士と健康指導講

師の部分を減額いたしました。平成28年は、全３回の医師、健康運動指導士、

栄養士の連携による自殺のサインへの気づきや心の健康の増進を図る、より

密度の濃い講座を実施してまいります。 

 また、保健推進員教育研修は、健康課事業の健康づくり教室で市民と保健

推進員の両方を対象に実施するため、本事業費としては削減いたしました。

よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 より密度が濃いものということで、効果が出るということを期待したいと

いうふうに思いますが、もう１点、相談員の関係で、臨床心理士なんですけ

ど、この対策としては非常に重要な部分を担っているというふうに思ってい

るんですけど、予算としてはずうっと１カ月7,000円で12カ月ということで

組まれております。非常に重要な割には予算がかからないということで見て

いるわけですけど、こういった点については何か問題意識というか、もう少

し臨床心理士に対する謝礼というのは必要ではないかなと私なんかは思うわ

けですけど、そういった点では問題ないんでしょうか。 

◎福祉課主査（大島富美君） 今後、各市町の状況を見ながら前向きに検討
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してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） 自殺対策に関連してお聞きしたいんですが、今

度国のほうで自治体が計画を策定しなさいというふうになってきていると思

うんですが、そういう計画策定については今後どんなふうに今検討されてい

るのかお聞きしたいことと、この予算には含まれないんですが、昨年、御夫

婦の伴侶を亡くされたからの要望で、やっぱり御主人や奥さんが亡くなって

おひとり暮らしになると、本当にもう死にたいと、どんな元気な人でもそん

なふうに思っちゃったんだというので、こういう人が自分だけじゃないと思

うから、そういう人たちがちょっとお茶を飲みながらお話しできる場を、何

かそういうのを設定してもらえないかという要望の中で、早速、さくらん坊

の場所で、この前びっくりしたんですけど、もう４回目の大切な人を亡くさ

れた方のお話し会というのを設けていただいています。お茶代ぐらい予算か

なと思ったら、みんな自前でいいんだよということで全然予算化はされてい

なんですけど、そういう場づくりというのも、この自殺対策の中でとても重

要な場づくりじゃなかったかなあというふうに思うんですが、そういったこ

とも含めて、国から言われているからというんじゃないけれど、やっぱり具

体的にそういう対策のための今後の計画策定をということではどんなふうに

お考えか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 自殺予防につきましては、国のほうで今少し議

論がされておりまして、自殺対策基本法の改正といったことで、この３月末

でこの法案については成立する見込みが高い状況でございます。それでもっ

て成立した際には、市町村のほうに計画の策定が義務づけられます。 

 岩倉市においても、その計画を策定する際に、効果的な取り組み等も踏ま

えて内容については考え、事業については考えていきたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いします。 

◎副委員長（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 続けて、障害者差別解消法が2016年４月施行ということで、このことを質

問しようと思ったら、ほかの議員が一般質問でされるということを後で知っ

て、余りここで言ったらその人の一般質問をとっちゃうかなと思うんですけ

れども、この障害者計画策定に絡んでお聞きしたいと思います。 

 この差別解消法の施行もある中で、今度の障害者計画の業務の中で、そう

いう法の推進にかかわる内容でもちろん組まれてきていると思うんですが、

そこら辺はどうでしょうか。市民への周知とか啓発なんかは、具体的には一

般質問で聞かれるそうなんですけれども。 

◎福祉課主査（大島富美君） 平成28年４月１日に障害者差別解消法が施行
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され、障害者福祉を取り巻く環境も大きく変化しております。 

 今回の見直しでは、これらの変化を的確に反映した計画になるように進め

てまいりたいと考えております。 

◎副委員長（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 この計画策定の策定委員の中に、先ほども実態調査の中では家族や障害者

団体の人たちの意見も十分に反映する実態調査になってくるというふうなこ

とですが、策定委員の中に障害者本人の参加もあるでしょうか。 

◎福祉課主査（大島富美君） 現在、岩倉市においては、障害者施策に対す

る御意見等をいただくため、自立支援協議会、障害者計画策定委員会に障害

者関係団体から御推薦をいただいた人を委員とし御参加いただいており、こ

れら委員については、個々の障害だけでなく障害全般の視点で御意見をいた

だける方にお願いをしているところでございます。したがいまして、御推薦

いただいた方が障害のある当事者の方であれば、委員として参画していただ

くことはできます。 

 また、障害種別の意見をお聞きするため、定期的なアンケート調査の実施、

障害者関係団体へのヒアリング、意見交換などを行っており、意見交換の場

では、障害のある人にも御参加いただくこともできますし、過去には参加を

いただいたこともございます。今後とも障害のある人のある御意見をお聞き

しながら障害福祉の充実に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 最後にもう１点お聞かせください。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） その前に、先ほど桝谷議員

さんから障害者差別解消法の関係で周知方法も言われて、回答していなかっ

たというふうに思うんですけど。 

◎副委員長（桝谷規子君） 一般質問でもそれやられるから、いいですよと

言ったから。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） いいですか。 

 とりあえずは、４月１日号の広報に掲載をさせていただくということにな

っておりますので、お願いします。 

◎副委員長（桝谷規子君） もう１点、手話通訳士についてお伺いします。 

 手話通訳士の方が今年度しばらくいらっしゃらなくて心配していたんです

が、病気で途中でやめられたということで、新しくまた採用できたというこ

とでほっとしているところですが、水曜日と金曜日、週２回の予算なんです

が、もうちょっと手話通訳士の配置の日数をふやせないかという要望をよく
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お聞きするんですが、どうでしょうか。 

◎福祉課主査（大島富美君） 聴覚障害のある方が市役所窓口手続や相談等

をスムーズに行えるよう、平成20年度から手話通訳士を設置しております。

火曜日と金曜日の１時から５時という体制で行っております。設置通訳の配

置日数につきましては、聴覚障害の団体からも御要望をいただいておりまし

て、検討事項であると認識はしております。窓口での相談状況や通訳してい

ただく方の確保などを総合的に判断しながら前向きに検討していきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 私からは１点、自殺対策について再度。 

 数字をお聞きしたわけですけれども、岩倉市の自殺、人口比率からいうと、

１億2,000万分の３万と５万分の７から11という数字はほとんど一緒ですよ

ね、率からいうと。過去からずうっと市としてこの事業について余り力を入

れていない、予算を見てもそうだしというふうに思うんですね。例えば、施

策評価を内部でやっていると思うんですけど、そういったところの主要事業

にもちろん上がっているのか、上がっていないのか。例えば、上がっている

とすると、目標値とかもあるはずで、私はこれはゼロ人、岩倉市は自殺者ゼ

ロ人のまちということで、やはり全国的にも７からゼロなんていうのは多分

できると思うので、可能だと思うし、そこら辺の今後の考え方、取り組み方

というのを教えていただきたいというふうに思います。 

◎福祉課主査（大島富美君） 自殺対策事業は県の補助金で実施しておりま

して、県から示される定額の中での実施という制約がございます。岩倉市と

して独自で時間外の相談対応をするということはかなり難しいと思いますが、

保健センターのほうで毎月第３木曜日の１時半から３時半まで臨床心理士に

よる相談を行っております。また、若い人の相談については、保健師が行う

健康相談の場などがございます。以上です。申しわけございません。 

◎委員（堀  巌君） 今の答弁はちょっと腑に落ちないんですけれども。

何で県の補助という制約があるんですか。市単独で半分は予算をつけている

わけで、それを超えてつけるとペナルティーか何かあるんですか。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 申しわけございません。 

 制約等はございませんが、考え方としては、今、健康課と連携しながら自

殺対策事業は行っております。その中で、せんだっても健康課の職員と私ど

もの福祉課の職員でこの自殺対策について今後どうしていくのかといったこ

とで会議を設けました。その中では、こころの健康相談につきましては月１

回ということで相談が少ないといった状況だとか、こころの相談に来られる

人は比較的軽度ということもあって、重度の人への対策はどうだとかといっ
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たことを検討するだとか、あと若年層の自殺対策については今事業がないの

で、そういったところを今後どうしていくのかといったことで検討している

状況ですので、よろしくお願いします。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 予算的には計上しておりま

せんが、年２回自殺対策の強化月間ということで、９月と３月には保健所と

市の職員で、この前も３月４日に岩倉駅で自殺予防啓発活動ということをや

っておりまして、年２回、９月と３月には、予算としてはないんですけど、

そういう活動もやらせていただいております。 

 先ほど少しグループ長が言いましたけど、予算という形ではこういう形な

んですけど、もともと国は地域における自殺対策を緊急に強化するため、都

道府県に基金を設置して市町村の事業を支援するということで、地域の自殺

対策緊急強化事業を平成21年度から実施しております。そういう関係で、全

国の自殺者が３万人からこの５年間では減少傾向になっておるという状況で

ございます。 

 先ほど堀委員が言われましたように、自殺者ゼロを目指したらどうかとい

うことで、目標としてはそういうことも必要なことではないかというふうに

思っております。市でこういうことをしたら自殺者が減るというのは、これ

をしたら減るということはなかなか難しい問題だというふうに認識しており

ますので、市でできる、先ほどから申していますように、臨床心理士による

こころの健康相談ですとか、啓発ですとか、気軽に相談できる環境の整備等

だとか、相談機関等を広報やホームページで周知を図って、自殺対策に努め

ていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

◎委員（鈴木麻住君）  私からは１点、149ページの自立支援費の中で13番

の委託料というのがございます。その中に障害者実態調査委託料というのは、

これは多分障害者計画のアンケートをとるための予算だと思いますが、その

上にある障害者自立支援システム改修業務委託料というのがどういうことな

のか全然わからなくて、内訳書を見ても何も載っていないので、システム改

修というのは具体的にどういうことなのか教えてください。 

◎福祉課長（丹羽 至君） システム改修の委託料につきましては、障害者

福祉制度の当該年度の改正だとか、28年度の予算については、29年度の制度

改正に伴うことを事前に対応するためのシステムの改修費用として計上して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君） その対応するためのシステムというのがどういうこ

となのか。そういう基準というのか、制度を改修するためというんですか、

計画を策定するためにシステムを改修しなきゃいけないのか、どういうこと
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なのかちょっとよくわからないんですけど。 

◎福祉課長（丹羽 至君） ここの予算につきましては、計画を策定するた

めのシステム改修ではなくて、国の施策に対する改修費用ということで計上

しておりますので、お願いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君）  151ページの桝谷さんの質問との関係になりますけ

ど、手話通訳の関係でパート賃金、それから通訳の謝礼、それから委託料と

ありますけれども、この手話通訳の関係で国や県の支出金というか、お金は

積算されていますでしょうか。岩倉市単独の予算構成でしょうか、お聞きい

たします。 

◎福祉課長（丹羽 至君） ここの予算につきましては、国の地域生活支援

事業の補助対象となっておりまして、意思疎通支援事業の一つということに

なっておりますので、補助としては国のほうから２分の１、県のほうから４

分の１といったことで、予算の範囲で交付がされるものになっておりますの

で、お願いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） 多分、当局も知っておると思いますけれども、岩倉

市議会も手話言語法の意見書を出しました。全国、県も市も全部意見書を出

して、手話言語法の制定は、私にとっては時間の問題だろうという個人的な

考え方です。そういうところで、岩倉市としてこの種の国からお金が一部来

ておると思いますけれども、条例をつくってやれる状況に熟しているのでは

ないかと感じます。県も市でも条例をつくって、時期的にはそんな時期に来

ております。そういう情報の把握、考え方をお聞きいたします。現状の考え

方をお聞きいたします。手話言語法が制定されるのは時間の問題です。それ

に対する考え方と市の条例をつくってやっていく仕事ではないかとお聞きい

たします。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 手話言語法の制定につきましては、国のほうで

も、全国的には鳥取県のほうが最初に条例をつくりまして、その後、全国的

に広がりつつある状況だと思っております。 

 岩倉市においても、そういった全国的な状況を情報収集しながら検討して

いくものだとは思っておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） 検討というのはどういう意味ですか。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 国の法律が制定された後には、条例としても考

えていく必要があるといったことでの考えでございます。 

◎委員（塚本秋雄君） ぜひ準備をしていっていただきたいと思います。以

上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） 先ほど塚本委員が聞かれたのは、手話通訳派遣
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の委託料、それとも手話通訳のパートさんの賃金のほうのどちらなのかなと

思って。丹羽さんが国、県、市で２分の１、４分の１と言われたのは、手話

通訳の派遣の委託料だと思うんですが、手話通訳のパートさんを週２回置い

てやるのも国・県でつきますか。 

◎福祉課長（丹羽 至君） はい、対象となっておりますので、お願いいた

します。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかよろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目５後期

高齢者福祉医療費から目８子ども発達支援施設費までの質疑を終結いたしま

す。 

 続いて、款３民生費、項１社会福祉費、目９ふれあいセンター運営費から

目11多世代交流センター費までの質疑を許します。 

 予算書は156ページから160ページまででございます。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） 予算書158、159ページの目10後期高齢者医療費のう

ちの脳ドック等検査事業についてお聞かせいただきたいと思います。 

 この事業が始まって、75歳以上の方の脳ドックについての助成が行われる

ようになったというふうに思います。数年たってきていると思いますが、当

初は100人を超えるような、それは今までやっていなかったところで、再開

ということであったというふうに思いますけど、平成27年度の速報値みたい

なもので、状況がどうなのか、そういった実態についてまずお聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 後期高齢者医療保険の対象者の方に実施

しています脳ドック事業につきましては、27年度の実績というのはちょっと

まだ検査中ですので出ておりませんが、最新の申し込み状況でしたらわかり

ますが、よろしいですか。 

 定員120名に対して８月に申し込みを受け付けさせていただいた時点で64

名受け付けをしていただいています。ただ、その間にキャンセル等もござい

まして、若干数字に変動はあるかと思います。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 当初よりもやはり少し落ちついてきている数字になってきているんではな

いかなあと思います。予算組みがいいのかどうかというところもありますけ

ど、これも多分、例えば始まった年からまた何年かたったらというようなこ

とがあるのかなあというふうに思いますけど、脳ドック検査でいろんな判定
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が下されるというところについては、決算のところで少し議論をしたところ

だというふうに思いますが、例えば何年後にまた受けるみたいな状況という

のは、この脳ドック検査についてはあるんでしょうか。そういった調査がち

ょっとできればいいかなあというふうに思っているんですけど、その辺はど

ういう状況なんでしょうか。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 毎年受診される方の対象者については、

個々では調査はしておりません。ただ、心配な方はやはり毎年申し込みされ

る方もいらっしゃいます。病院のほうで二、三年に１度でいいと言われれば、

そのように受診される方も見えるかと思います。よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 予算書の156、157ページの目９ふれあいセンター運

営費でまず１点、先ほども聞いたんですけど、施設修繕で170万円計上され

ています。先ほどの説明だと30万円ぐらいが施設修繕で緊急用で積み立てて

あるということだったんですが、今回は170万円なので、何か工事の修繕計

画があるのか、お聞かせください。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 170万円の根拠につきましては、これまでの実

績を踏まえた額での計上とさせていただいております。その中で緊急的な修

繕が必要となった際にこの予算で対応していくものというふうに考えており

ますので、お願いをいたします。 

◎委員（大野慎治君） もう１点、その下の使用料及び賃借料で、空調設備

賃借料で15万3,000円掛ける９カ月と書いてありますが、これは何でしょう

か。 

◎福祉課主査（大島富美君） 今回、空調機の更新には1,000万円を超える

経費がかかることもあり、負担の平準化を図るため、10年のリース契約とし

て平成28年度は契約に係る準備期間を除いた９カ月分を計上いたしました。 

◎委員（塚本秋雄君） 後期高齢者医療の関係なんですけれども、後期高齢

者という方は大概行きつけの医院を持っているのが普通ではないかなと思っ

ております。そういう中で157ページの下のほうに健康診査データ管理業務

委託料というのがありますけれども、どこに委託しているかと同時に、行き

つけの医院へ通っておれば、健康診断に来ているのかどうか、そこら辺の状

況をお願いいたします。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） こちらの健康診査データ管理業務委託料

につきましては、岩倉市の保健センターで実施しております健康診査を後期

高齢者の方が受けられたデータを国保連のほうが集約をしております。その

管理と請求に関しての業務の委託料になっております。お願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） そこで行きつけの医院を持っているのが、ほぼ、も
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し病気になっておればね。病気になっていなければ、病院にかかっていなけ

れば、健康診査だけど、その状況はどんなふうに把握していますでしょうか。

何人対象で、どれだけ来ておるということであれば、想像はつくと思います。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 行きつけの医院を受診されるというのは、

健康の不安があって医療機関を受診されるかと思うんですが、保健センター

で実施をしておりますこの健康診査につきましては、糖尿病等の生活習慣病

を早期に発見するための健康診査を行っております。その中には、対象者の

26年度の数字なんですけれども、対象者4,693名のうち受診率が33.2％とい

う状況なんですが、やはり医療機関に毎月かかっている方ということで、健

康診査にわざわざお越しに来られない方も見えます。この状況が33.2％とい

う受診率になっているかと思っております。 

◎委員（塚本秋雄君） ありがとうございます。 

 私も行きつけの医院がありますし、血圧を飲んでおれば大体行きつけの医

院という解釈を私はしておりますから、そこで血液検査を半年に１回はやり

なさいということで健康保険をやっています。そういう部分もありますから

お聞きしました。 

 次に、健康診査データ管理業務ということは、岩倉市の健康診査というこ

とは、岩倉市の医師会との協定の中でやられている診査だと思いますけれど

も、当然医師会の人たちもこのデータを医者は把握しているという解釈でよ

ろしいでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） こちらにあります後期高齢者医療保険事業

にあります健康診査業務、このものにつきましては、愛知県後期高齢者医療

広域連合からの委託を受けまして、国民健康保険の特定健診の実施にあわせ

て保健センターで実施しているものです。その実施に対しては、医師会のほ

うに委託をしております。ただ、医師会としてデータを持っているものでは

なく、こちらは岩倉市の後期高齢の事業として、市のほうでデータを持って

いる、そういったものでございます。 

 それから、後期高齢の広域連合のほうが保険者でありますので、そちらの

ほうでデータが把握されていると、そのようなものでございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 多世代交流センターさくらの家についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 さくらの家の利用はとても多い。皆さんが中でいろんな健康づくりとか、

生きがいづくりの事業もあるので、とても多いように思っていますが、５時

までなんですよね。夏時間は５時でもまだうちに帰ると暑い、外も暑い。夏

時間の延長という要望をたくさん聞くんですが、難しいでしょうか。 
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◎長寿介護課主査（須田かおる君） 夏は確かに明るいといえば明るいんで

すけれども、高齢者なものですから、暗くなってからの外出になると交通安

全上も危険なため、一応５時、６時ぐらいでも明るいとは思いますけれども、

健康増進を趣旨として交流を図るため、さくらの家を利用していただいては

いますけれども、何かけがをされてもいけませんので、従来どおりの５時ま

でとしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） じゃあ冬は４時とかで終わっているんですか。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 済みません、５時くらいですが、冬で

も１年を通して５時までということでやっております。済みません。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目９ふれ

あいセンター運営費から目11多世代交流センター運営費までの質疑を集結い

たします。 

 お諮りいたします。ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 20分より再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款３民生費、項２児童福祉費の質疑を許します。 

 予算書は160ページから188ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） 目２保育園費の中の168、169、保育事業費のところ

で、少し細かい点で申しわけありません。委託料の中の、これは子ども発達

支援施設の部分も同じなんですけど、子どもたちの尿検査の委託料。以前は

ギョウチュウ卵検査も委託されていたというふうに思うんですけど、これは

何か法律が変わって必要なくなったというふうな解釈で予算化されていない

ということでいいんでしょうか。ちょっと確認でお願いいたします。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） 尿検査ではなくて、ギョウチュウ卵

検査がなくなったという件でよろしいでしょうか。 

◎委員（木村冬樹君） はい、そうです。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） 保育所等における児童の健康診断に

ついてですが、保育所等における児童の健康診断については学校保健安全法

の規定に準じて、児童の健康診断の検査項目については学校保健安全法施行

規則に規定する児童・生徒等の健康診断の検査項目に準じて実施されている

ところでありまして、学校保健安全法の施行規則の一部を改正するというこ
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とが公布されまして、児童・生徒等の健康診断に係る規定についても28年４

月１日から変更になるということで通知が来ておりまして、寄生虫卵の有無

の検査については必須項目から削除することというふうになっておりました

ので、予算のほうは計上しておりません。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。法律の施行規則によるものと

いうことで理解をさせていただきます。 

 もう１点、保育送迎ステーション事業についてですが、本会議でもやりと

りした部分であります。質疑の回数に制限がありますので、少しまだ不十分

だったということでさらにお聞きしたいわけです。 

 特に自動車運行管理業務委託料の関係での運転手の募集について、本会議

でも大野議員も含めていろいろあったところだというふうに思います。それ

で、一般的にはこういう募集の仕方をするということで、市長も含めて答弁

があったわけですけど、しかしながら、市長が言うように２種免許を持って

いるから事故が起こらないわけではないというのはそのとおりなんですけど、

やはり普通免許と２種免許の違いというのはありますので、結果的に募集を

して、その結果そういう人が採用されてということになるんじゃないか、何

の担保もないような答弁だったもんですから、そんなことで本当にいいのか

どうか。募集の記事を見られた市民も少し疑問に思っている方も出ているよ

うです。そういった点で、市民にどのように説明していくのか。きちんと仕

様書の中で２種免許が必要というような形でやっていくべきではないかなあ

というふうに思います。民間の幼稚園が委託しているところと同じところと

いうことですけど、やはり公務、公的な業務を行うという形になってくるも

んですから、そういった責任を考えると、きちんとした仕様書を示していく

べきではないかなあというふうに思いますが、再度お考えをお聞かせいただ

きたいと思います。 

◎子育て支援課長（富 邦也君） 仕様書につきましては、こちらも運転業

務の提案のほうで、運転業者のほうに、仕様書で提案書に書かれております

運転記録証明書などによって、運転記録証明書というのは、自動車運転セン

ター、交番とか警察署のほうで発行してもらえるんですが、そちらのほうで

過去５年間または３年間とか、そういった履歴、交通違反とか、交通事故と

か、免許の行政処分とか、そういったものを記録して証明する、発行するも

のがあります。そういったものを提出していただき、こちらのほうは業務の

確認をさせていただくということで業者には聞いておりますので、そちらの

ほうを確認して、より安全な運行を管理できるように、運行業者においても、

市においても目配りをしながら安全運行に備えていきますのでよろしくお願
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いします。 

◎委員（木村冬樹君） 運転記録証明書を提示するということでも、何の担

保もないというふうに思います。要は、市がやれることは、仕様書にきちん

とそういう資格を書き込むかどうかということしかできないんですよね。ど

んな人を雇うかは、もう口出しは絶対できないわけで、そういった状況から

見て、運転記録証明書が提示されたとしても、過去３年から５年の無事故と

いうことが前提で雇うとしても、何の担保もないような気がします。本当に

公的な事業として、公務としてやるということで考えるならば、その辺はき

ちんと仕様書に書いていかないといけないんではないかなあというふうに思

うわけですけど、元も子もないような議論はもうする必要はないですので、

２種免許というのは最低条件としてつけるべきではないかなというふうに思

いますが、その辺についての考えは変わらないということなんでしょうか。

保護者への説明なんかも含めて、そういうことでいいんでしょうか、本当に。 

◎教育こども未来部長（山田日出雄君） 資格とすれば、不特定多数の乗客

ではないということ、登録制度ですのでということで、これは中部運輸局の

ほうで確認をさせていただいたということであります。仕様書の中には、特

にそれ以上のものをうたうつもりはありませんけれども、ただ、結果的に、

先日も議案質疑の中で少しお答えをさせてもらいましたが、そうした有資格

者の方であれば、当然採用に当たっては有利になるということでありますし、

現状、現段階でこの受託業者のほうに確認をしましたところ、２名とも２種

をお持ちの方を採用する予定であるということを確認しておりますので、よ

ろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 結果的にそうだということであります。ですから、

やはり市としては、今後でもいいですけど、きちんとその辺は検討していた

だきたいと思います。これから委託事業でいろいろ子ども・子育ての関係な

んかも含めてありますし、そういった中でデマンド交通なんかも含めて、や

っぱり採用の基準というものを仕様書にきちんと書き込んでいくということ

が重要だというふうに思います。そういうことについてぜひ検討を願いたい

と思いますけど、いかがでしょうか。 

◎教育こども未来部長（山田日出雄君） 今後も運行状況を確認しながら、

そうした部分は一定検証していくことになると考えております。よろしくお

願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） 169ページの保育園事業費についてお聞きします。 

 ４月１日現在の待機児童はあるのか、ないのか。あと何人募集があった場

合、入りたいという人があったら、その枠があるのかどうかをまず１つ聞き
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たいと思います。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） 平成28年度４月からの入園状況につ

きましては、現在のところ、４月は待機児ゼロの状態でスタートできる見込

みとなっておりますが、年度末にかけて転入・転出や保護者の方の御事情の

変更等がありますので、またそういった変更に応じて対応をしていきたいと

思っております。 

◎委員（塚本秋雄君） 待機児童はゼロと。変更があれば、それだけ入れる

枠があるという解釈の答弁だったと思いますが、よろしいでしょうか。 

 じゃあ２つ目、かつて岩倉市は全国的に有名になったんですけれども、記

事に、岩倉が有名になったわけじゃなくて、１人預けていて、２人目、３人

目が生まれるときに育休をとったときに、預けている子を退園させた事実は

あると思いますが、現在その考え方についての当局の考え方をお聞きいたし

ます。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） 平成28年度についても、今のところ

27年度と同じように対応していく予定であります。 

◎委員（塚本秋雄君） ちょっとわかるように説明してやってください。要

は、退園させないということでよろしいですか。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） ２歳児以上で継続する在園児につい

ては、育児休業をとられた場合は、継続的に保育が必要な要件に入っている

というふうであります。 

◎委員（塚本秋雄君） もうちょっとわかりやすくしていただきたいんだけ

ど。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） ２歳児以上の在園する児童はという

ふうにしておりますので、ゼロ歳児、１歳児の児童の保護者が育児休業を取

得した場合は、退園といいますか、保育が必要な要件の中には含まれないと

いうふうに判断します。 

◎委員（塚本秋雄君） 僕は、それは検討していただきたいと思います。ゼ

ロ歳児、１歳児の人も返さずに保育園に置いておくべきだろうと、僕の意見

ですからね、それで問題になった記事だと僕は思っておりますから、それは

僕のほうからの要望ですからね。子育て支援という形の中で。 

◎教育こども未来部長（山田日出雄君） 確かにいっとき新聞を、東京のほ

うも含めてにぎわせたということは私も承知をしております。 
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 ただ、国の今回の27年からの子ども・子育て支援新制度の中では、以前は

育休中というのは保育の必要性、保育に欠けるとは言わなかったんですね。

この新制度の中で育休も対象にしますよと。ただしそれは、例えば５歳とか、

次に就学を控えているような場合、あるいは御家庭の事情でというようなと

ころがあります。そこのところは明確に区分はしてありません。本市としま

しては、一定それまでは３歳以上の自由契約というような形で、定員にあき

があれば入園をしていただいた。ただ、今回新制度になったということで、

２歳以上に少し対象年齢を引き下げまして、保育の必要性の要件としてきて

いるところです。ただ、ゼロ、１歳というのは、先ほど来申しておりますが、

やはり保育のニーズが高いということで、例えば年度の途中からはだんだん

待機が出てくるというのも実情であります。やっぱり月を追うごとに、ゼロ、

１歳というあたりは、お母さん方も職場復帰ということもあって、だんだん

ふえていきます。そういった意味でいけば、より必要性の高い場合があれば、

そちらを優先せざるを得ないというのが現状であると思います。ただ、今の

御意見に関しては、御要望として受けてとめていきたいというふうに考えて

おりますので、お願いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） 今の話だと、年度途中で待機児童が出てきたら、そ

ういう場合はかわってもらうという答弁だという解釈をします。ただ、国の

ほうは多分僕はかえてくるだろうなあという感覚を持っています。 

 次の質問。ここでパート賃金が１億6,700万ありますけど、当初私が聞い

た、佐野委員のとき、岩倉市の全パート数327名という数字を聞いて、これ

もこの中に入っているか。今、保育園だけのパート職員の人数をお聞きいた

します。327人全パート数と言った。秘書課の、人事の。入っておる数字か

どうかと、保育園のパートの人数。 

◎教育こども未来部長（山田日出雄君） 入っているということでお願いい

たします。 

◎委員（塚本秋雄君） で、何人ですか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 全部のパートなんですね。 

◎委員（塚本秋雄君） 保育園のパートです。この予算の１億6,758万6,000

円のパートの人数です。169ページの。 

◎子育て支援課指導保育士（八木純子君） 保育園におけるパート数ですけ

れども、84名です。 

◎委員（塚本秋雄君） わかりました。ありがとうございました。 

◎委員（宮川 隆君）  予算書179ページの放課後児童健全育成費の中から

ちょっとお伺いしたいと思います。 
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 その中の臨時開館の部分で、夏休み等の需要が多いということで、北小学

校やさくらの家で臨時に開館しているということだと認識しております。そ

の中で、面積要件がたしかあった関係で、本来の児童館だとか、本来の施設

では受けられないので外に出したということなんですけれども、申し込みの

人数と実際に利用される当日の人数の乖離があると思うんですけれども、そ

の辺というのは把握してみえるのでしょうか。 

◎子育て支援課児童館長（柴垣裕子君） 申し込み人数と実際利用される人

数の、多少の週２日だとか３日だとかというような利用もありますので、そ

こら辺は利用数を数値化しまして、この人数まで、定員まで利用できるとい

うところを出しての人数になっております。そういう受け入れをしておりま

す。各児童館のほうでそれを超えた場合は、北小学校と五条川小学校が現在

そういう状況になっているんですが、そういった場合、長期休業の期間に、

夏休みの期間にさくらの家とか北小学校のほうに移って保育をしている現状

であります。よろしくお願いします。 

◎委員（宮川 隆君） それで、昨年の夏休みに現地を見させていただきま

した。北小側のゆったりした専有の場所を確保しているのに対して、これは

他の施設をお借りしているということもあるんでしょうけれども、さくらの

家のほうは、その日その日で利用できる部屋と面積が違うと。たまたまなん

ですけど、私が行ったときには、机が部屋の半分押しやられていて、すごい

狭いところの床でみんなが遊んでいたり、お話をしていたりとかという状況

でした。仕方がないことかもしれないんですけど、できれば環境の平準化と

いうのは必要だと思うんですけれども、その辺に対しての対応は今後どのよ

うにお考えなのか、お聞きしたいと思います。 

◎子育て支援課児童館長（柴垣裕子君） 確かにさくらの家のほうは、さく

らの家のもともとの活動がありまして、月曜日等は卓球クラブの方が御利用

ということで、お部屋のほうが違うお部屋でお借りしている状態ではありま

す。ただ、前もって調整をさせていただきまして、さくらの家のほうも極力

広いお部屋を使わせていただけるような方法をとっておりますが、月曜日に

関しましては、そういう状況が起きてきている状況です。ただ、卓球のほう

も、子どもたちの交流も含めて、卓球室のほうに出向いて一緒にやらせてい

ただけないかとかというお声がけをさせていただいたりとか、囲碁、将棋等

を教えていただいたりといった交流なんかを持ちまして、そこら辺は解消し

ているところでありますが、さくらの家の事情もありますので、そういった

日がちょっと出てきているということは確かでありますので、今後も調整を

とりながらやっていけるように努力していきたいと思っております。よろし
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くお願いします。 

◎委員（宮川 隆君） わかりました。 

 お子様をお預かりするに当たって、面積だけが全てではないですし、今お

話ありましたように、もともとさくらの家が多世代交流というのが目的です

ので、そういったことも含めて上手に運営していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 保育園事業費の中の報償費で、出張手当というのが

組まれています。この意味をまず教えてください。積算内訳でいくと64ペー

ジです。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） 園医の方に保育園のほうに来ていた

だいて健康診断のほうを行っておりますので、来ていただくときの手当でお

支払いしております。 

◎委員（堀  巌君） これは市内のお医者さんですか。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） はい、市内の園医さんです。 

◎委員（堀  巌君）  ということは、この出張手当、来るだけで２万

2,450円。それと別に１人当たりの実質的な謝礼。そういうことでダブル支

給ということで解釈してよろしいんですね。 

◎子育て支援課主査（佐藤さとみ君） 園医の方に来ていただいたときに、

集団で健康診断ができなかった児童については、医院のほうに出向いていた

だいて健診している場合もあります。 

◎委員（堀  巌君） 済みません。昔、職員のほうも日当みたいな出張手

当で１日450円という額が出ていて、なくなったということで、ちょっと財

政担当全体で聞きたいんですけど、こういった出張手当みたいなところとい

うのはほかにあるのか、これぐらいでしょうか。 

◎行政課主査（酒井 寿君） 園医とか、あと学校医のほうも同じように出

張手当ということで予算では上がっております。この予算の計上については

医師会との協議が例年されていると思うんですけれども、その中で決められ

ているというふうに認識しておりますので、またそちらの協議のほうの結果

次第というか、そちらを反映した予算になっているというふうに認識してお

りますので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君）  173ページの保育園送迎ステーションについて、お

聞かせください。 

 ２種免許のお持ちの方は２名だったので、本会議のときに確認していれば

あんな発言はなかったと思いますが、確認していただいたんでありがたいと

思いますが、４月１日から送迎ステーションをスタートすると思うんですが、
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朝が14名、帰りが７名という御発言がありましたが、運転手さん、岩倉市出

身の方だったら特に問題ないと思いますが、どのようなルート選定とか、地

元のことがわからないと、事前教育とか、事前運行通路とか、大体の運行経

路を考えておかなきゃいけないんですが、その辺の教育はどのようになって

いるのか。もうスタートするので、直ちに安全な運行管理体制をつくってい

かなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。 

◎子育て支援課長（富 邦也君） 今後、これからですけど、運行業者と２

名の方の運転手のほうと協議しながら、運行のルートはまだちょっと正式に

は決まっていませんので、今協議しているところですので、協議しながら今

から決めていくようになっておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 氏名やなんかはいいんですが、運転手の方は岩倉の

ことをよく御存じの方か、御存じじゃない方なのかというのだけはわかりま

すでしょうか。 

◎子育て支援課長（富 邦也君） 今の情報でいきますと、市内の方ではあ

りませんが、近隣の方になっておりますので、あと運行の経験の豊富な方を

選んでおるみたいですので、地理には詳しいと思っております。 

◎委員（宮川 隆君） 済みません、確認の意味でお聞きしたいと思います。 

 この運行に当たっての道路運送法上の位置づけはどうなっているのか。そ

れと、先ほどの運行の関係で、位置づけによっては変わってくると思うんで

すけれども、運行指示書みたいなものができてくるのか、それとも、それこ

そ今までの経験に基づいて自由に走る前提で考えているのか、どちらでしょ

うか。 

◎子育て支援課長（富 邦也君） 今、警察とルートの確認等をしておりま

すので、そこで今調整をしておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（宮川 隆君） 位置づけは。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎教育こども未来部長（山田日出雄君） 道路運送法の有償運送ということ

で、第78条の３号に規定される運送になると考えております。 

 先ほども少しありましたけれども、教育という話ですけれども、今回、受

託する事業者については、市内の幼稚園の園バスを運行しております。そう

いった意味でいけば、会社としても事業者として市内の地理には明るいとい

うふうに考えております。そうした教育に関しては、事業所がきちんと新し

い運転手に対しても教育をしていくというふうに考えております。 
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◎副委員長（桝谷規子君） １点だけ。学童保育が新しく４月から東小と南

小に変わるんですが、保護者の方の送迎に関しては、車の方が、今度、東小

だと門の外だと遠いし、南小なんかは扉があるし、どうなのかなあという心

配があるんですが、車の送迎の方について、今度場所が変わった場合、どん

なふうになるのか、お聞かせください。 

◎子育て支援課児童館長（柴垣裕子君） 南小学校と東小学校、確かに駐車

場のほうは門が施錠してありますが、基本的には、学校生徒がいる間は門が

閉まっている状況になっております。夏休みのときに、試行的に南小学校の

ほうに移って放課後児童クラブをさせていただいたときに、やっぱり親御さ

んのほうから送迎の心配を言われ、職員がちょっと立って見守りをさせてい

ただきました。時間的には30分から40分ぐらいの混雑になると思いますが、

その時間に関しましては、門はあいている状況であります。１回ずつあけて

閉めてということではございませんので、よろしくお願いします。南小学校

は駐車場のほうに入りますし、東小学校のほうも西側の駐車場に車を入れて

送迎することになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（宮川 隆君） 済みません。先ほど、道路運送法第78条３項という

規定に基づいてということでしたけれども、この条文を読みますと、公共の

福祉を確保するためにやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受

けて地域または期間を限定して運送の用に供するときという規定であります。

やむを得ない理由という、ちょっと枠がわからないんですけれども、やむを

得ない理由に当たるわけなんですか。 

◎教育こども未来部長（山田日出雄君） その点に関していえば、先ほどお

話し申しましたとおり、中部運輸局とも有償運送に関する許可の事前協議を

行ってきております。また、運行に関していえば、先ほど話も出ましたが、

江南警察署ともお話をさせていただいて、特に問題はないというふうに御回

答をいただいていますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項２児童福祉費の質疑を終

結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） １時10分より再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩前に引き続きまして、会議を開かせていただ

きます。 



１０１ 

 続いて、款３民生費、項３生活保護費の質疑を許します。 

 予算書は188ページから192ページでございます。よろしくお願いします。 

◎委員（黒川 武君） １点だけお聞かせください。 

 予算書の193ページ、扶助費のうちで中国残留邦人生活支援給付金という

のが計上されております。昨年はこれは頭出しの1,000円だけだったんです

が、どなたか該当する方が出たんだろうということなんですが、そこのとこ

ろについての説明をお願いしたいことと、あえてこうした件名で、こういう

形で載せなければならない何か意味でもあるのか、一般的なものに含めれば

それはそれで終わっていくんだろうなあと思うんですが、あえてこうした件

名をつけて予算計上をしなければいけない根拠めいたものがあるのかないの

か、その辺のことをお願いいたします。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 今御質問いただきました中国残留邦人の支援

給付金なんですけれども、現在、中国残留邦人の認定を受けられた方が１名

市内にお住まいになっていらっしゃいます。この方、25年の４月からいらっ

しゃっておりまして、25年の４月には一度申請されております。長男の夫婦

と同居されていたため、26年の６月１日に世帯の収入増のため一旦廃止とな

っておりました。しかし、先日、平成28年の４月から、やはり同居されてい

る息子さん御夫婦とは別居してお一人で住みたいので、支援給付費を申請し

たいというお申し出をいただきましたので、今回最低生活費等を試算したと

ころ、支援給付を要する状態になることが予想されたため、新年度予算に計

上させていただきました。 

 生活保護法ではなく、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律に基づき支援するものですので、生活保護の扶助

費の予算に組み込むことなく、別で計上させていただきました。お願いしま

す。 

◎委員（木村冬樹君） 事務管理費のうちの委託料の中に生活保護電子レセ

プト管理クラウドサービス導入委託料54万円が計上されておりますが、これ

はどういった目的でこういう委託料が発生するのか、お聞かせいただきたい

というふうに思います。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 今までレセプトを支払い基金のほうから直接

端末のほうで受け取っていたんですけれども、そういった受け取っていた端

末がもう管理が更新の時期になりまして、古いので、買いかえをしなければ

いけないということになりました。受け取る委託をしている、富士通という

ところなんですけれども、そこがクラウドサービスというのを始めるので、

端末の機械等を導入しなくても卓上の今あるＬＧＷＡＮのところを使って電
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子レセプトを受け取ることができ、機械を新しく買って５年間管理するより

も、そのほうが最初はちょっとお金がかかるんですけれども、安価であると

いうことでしたので導入をさせていただくことになりました。お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。上の生活保護電子レセプト端末等保

守委託料との関係なのかなあというふうにも思います。 

 今、生活保護の方が医療を受ける際に、非常に国のほうからは制約という

か、例えばジェネリック医薬品の使用だとか、こういったようなことが言わ

れているところでありますが、そういった点については現時点ではどのよう

な指導がされてきているのか、そういった点も少し教えていただきたいと思

います。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 後発医薬品の使用につきましては、やはり生

活保護開始のときにパンフレットを使ってお話をさせていただくとともに、

時折抽出をかけて、医師の指示ではなくそれ以外のものを使った方には、本

人の意思で先発医薬品がいいということで使った方には、どういった理由か

をちょっと聞いて、どうしてもそれじゃなきゃいけないのかとか、そこの薬

局で取り扱っていただけないのかとか、そういうことも含めてケースワーカ

ーと医療担当のほうで支援させていただいております。お願いします。 

◎委員（鬼頭博和君） 生活困窮者自立支援事業の中の学習支援事業委託料

の中に、委託料のところで学習支援事業というのが45万円あるんですが、内

訳はどんな形なのか、ちょっとお教えいただきたいと思います。 

◎福祉課主査（小﨑尚美君） 現在、学習支援事業なんですけれども、社会

福祉法人曽野福祉会さんにお願いしておりまして、本当にこれ以上に経費が

かかっているんですが、向こうのほうからいただいた見積もりで出させてい

ただいております45万円が何に要って幾らとかそういうわけではなくて、１

年間通して契約させていただいて45万円というようなお見積もりを頂戴して

おります。お願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 今の学習支援なんですけれども、委託に当たって随

意契約ですよね。これは今後も随意契約なのか、なぜ入札できないのかとい

うところで、プロポーザルとかね。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 現在、こどもの森保育園と

いう曽野小学校の近くのところで学習支援をお願いしておりまして、そこの

教室を使って曽野福祉会の方に講師となっていただいて、勉強ですとか子ど

もたちの相談ですとか、そういうことをしていただいております。 

 今言われますように、例えば教室を借りてですとか、公共施設のどこかで

するのかちょっとあれなんですけれども、いろいろ勘案すると、なかなかこ
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の45万円というところでは難しいのかなあというところもありますが、少し

今の状況を、様子を見ながら、今後どうしていくかということはまた検証し

ていきたいというふうに思いますので、とりあえず曽野福祉会にお願いをし

て、今５人の子どもさんが通ってみえるんですけど、今後の状況を見ながら

また考えていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） そこが金額を抑えてやっていただいているというの

はよくわかるんですけど、全体的な委託の考え方として、安ければそこがず

うっと随意契約になっていくというのは、やはり違った意味での問題点が発

生すると思うんです。だから、適正な価格で適正な事業をやるということで、

きちんとした手続を踏むということが市役所全体に大切だと思うんですけれ

ども、今の点、この点について、そういう意思は働かなかったということな

んでしょうか。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） このことにつきましては、

昨年４月に生活困窮者自立支援法ができまして、その中の任意事業というこ

とで学習支援事業が始まったわけです。まだ県下でも実施しているところは

数少ないような状況の中で、曽野福祉会のほうの御厚意等もあって場所の提

供ですとか、曽野福祉会自体が名古屋でもやってみえるという、そういう実

績等もあって随意契約を結ばせていただいております。価格について、決し

て安ければいいというふうではなくて、これまでの実績ですとか、そういう

御厚意のところもございまして、今はこの金額ですけど、一定実施しながら、

その辺のところも含めて検証をしていきたいなあというふうに思いますので

よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項３生活保護費の質疑を終

結いたします。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款４衛生費、項１保健衛生費、目１健康総務費から目４保健セン

ター運営費までの質疑を許します。 

 予算書は192ページから206ページまでです。 

◎委員（木村冬樹君） とりあえず、１点。 

 医師会に対する嘱託料ということで、健康増進事業だとかさまざまなとこ

ろがあるというふうに思います。この問題については問題点として繰り返し

はしませんけど、非常に大きなお金が医師会に行っているということが、こ

の事業だけにかかわらず先ほど来出ている部分であるというふうに思います。
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今回、名称が医師嘱託料から医師会嘱託料ということになって、性格が明ら

かに、より明確になったということで、そういう名称に変えたことはいいと

いうふうに思います。 

 この金額が少し下がったということで、全体としては。積算は、依然とし

て単価掛ける31人の医師ということで計算されているんでしょうか。そうい

った点について、お聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課長（原 咲子君） 積算のほうですけれども、単価掛ける30人とい

うことで計上させていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） 医師会とはいろんな問題で協議をしていかなきゃい

けないというふうに思っております。この医師会に直接入る嘱託料だとか、

あるいはこの間言われている健康診査に関する事業について、引き続き受診

しやすさということで協議を進めていくべきだというふうに思っています。

毎年行っていただいているというふうに思っています。 

 それで、考え方の点で、やはりこの医師会に対する嘱託料というのは、で

きる限り減額をしていくということを市としては基本姿勢に持って協議を進

めていただきたいと思いますが、医師会の会員数が減ったということで人数

を減らしたということなのかなあというふうに思うんですけど、単価につい

ても下げていく。我々の立場から言うと、このものは二重の支給ということ

で行っているもんですから必要ないのではないかなあというふうに思うわけ

ですけど、そういった点でぜひ減額する協議を引き続き進めていただきたい

と思いますが、その点について、今どのような到達点なんでしょうか。 

◎健康課長（原 咲子君） 予防接種のほうにも嘱託の医師会の嘱託料とい

うことで上がっております。協議の中で、やはり予防接種も以前は集団接種

が主な主流で、保健センターで行っておりましたが、今は個別接種というこ

とで医療機関のほうで行われているのが現状です。そういった保健センター

で行われていない分、先生たちが保健センターにお見えになる回数というの

も減っているのは事実です。そういった内容を協議会の中でお話をさせてい

ただきましたが、医師からは理解は得られなかった状況です。 

 実際、減額の、委員の皆様方が言われていることも十分理解できる、わか

るんですけれども、医師会とは粘り強く協議のほうは進めていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 苦労は非常にわかるんですね。ただ、補助を受ける

ほうが理解が得られないというのは、やはりおかしな関係ではないかなあと

いうふうに思うわけですよね。そういうおかしさを今感じるわけですけど、

そういった点について、要望ですけど、引き続き議会でこういうことが問題
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になっているということを伝えていただいて結構ですので、ぜひ減額させる

ような方向での協議を引き続き強化していただくようにお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） １点だけお聞かせいただきたいと思います。 

 予算書195ページの事務管理費の中の嘱託員の報酬についてであります。 

 これにつきましては本会議でも質疑があったところでありますが、この保

健センター助産師の配置につきましては、市長の施政方針でも、それから総

合戦略案の中においても、妊娠から子育てまで切れ目のない相談体制を構築

すると、そういった考えのもとで計上されてみえるわけです。 

 それでは、具体的にこの助産師の方がどのような役割を持ち、どのような

仕事を行っていくのか。従来は、母子保健対策事業の中でいろいろ施策が行

われていました。例えば、１歳６カ月健診とか３歳児健診、４カ月児健診、

母親健診、パパママセミナー、乳幼児母乳相談、そういったもろもろの事業

というのは助産師の方が従来から行っていたわけなんですが、その助産師の

方が今度嘱託員として配置をするということになるのか、役割、仕事、それ

からどのような方を配置するのかについてお聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課主幹（長瀨信子君） 乳幼児健診や母親教室等には、これまでも講

師として助産師が健診や教室に従事しております。保健師とともに相談や指

導を行ってきましたが、さらに妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない

相談支援体制を強化するために嘱託助産師として雇用をいたします。 

 具体的な事業としましては、妊娠の届け出時に妊婦と面談をして不安等の

相談に乗り、ハイリスクに該当する妊婦の支援プランを作成して支援に当た

ります。また、妊娠中に気軽に相談できる手段として開設する妊婦メール相

談を担当し、メールで送信される相談にも対応していきます。出産後は、退

院して最も不安が多い産後２週間ごろに電話による相談支援を行い、生後１

カ月ごろには家庭訪問により発育の確認や育児の支援をするとともに、必要

に応じて支援プランを見直して継続支援につなげていきます。 

 今回採用を予定している嘱託助産師は、長年にわたり保健センターの乳幼

児健診や教室等に講師として携わっている助産師ですので、よろしくお願い

します。 

◎委員（宮川 隆君）  予算書204ページの休日急病診療所運営費について

お聞きしたいと思います。 

 昨年とほぼ同額の予算計上がされているわけなんですけれども、これに関

しては随分前からもう一定の役割は終えたんではないのかなあという質問も

出てきているところであります。ちょうど今、公共施設の再配置計画などが

考えられている中で、この事業そのものが全く必要ないかというとそうでは
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ないとは思うんですけれども、救急体制なんかもかなり確立している中で、

この場所としての休日急病診療所の位置づけというものがもう一回考え直す

ちょうどいい時期ではないのかなあとは思うんですけれども、その点につい

てのお考えがありましたら。今後もこのまま同じように継続していくのか、

それともやはり社会情勢だとか社会基盤整備にあわせて、やっぱりあり方そ

のものを考えていくのか、その辺の考え方がありましたらお聞きしたいと思

います。 

◎健康課主査（高橋善美君） 休日急病診療所につきましては、40年近くた

って地域の救急医療に携わってきて、医師会の先生方の御協力のもと、市民

の地域の皆様の健康維持、健康・救急の場合の施設として利用していただい

ております。 

 施設等の公共施設の見直し等を絡めまして、今後のあり方につきましては

また大きな検討課題となってくるかと思いますけれども、今のところ、現状

としましてはインフルエンザ等が流行した際に乳幼児等の利用も多々ありま

すので、そういった対策等と絡めながら、近隣の状況を見据えながら、協議

しながら慎重に、診療所のあり方についても医師会等いろいろな方の御意見

を伺いながら進めていきたいと思っておりますので、お願いいたします。 

◎委員（宮川 隆君） あくまでも予算委員会ですので、予算計上について

という部分で、範囲内でお聞きしたいと思うんですけれども、今、休日急病

診療所で行われている行為が、この予算の中で他の機関ではこの金額ではお

さまらないという認識のもとで予算計上をされているということでよろしい

んでしょうか。単に、こういうものが委ねることができない状況に今あると

いうお考えでこの金額が計上されているのかということで、お聞きしたいと

思います。 

◎健康課主査（高橋善美君） そのような試算は今のところ、医師会さん等

の試算等はさせていただいていないものですから、今の現状で予算の中での

例年の医療費等の、薬剤費等の見直し等をしての予算計上となっております。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 今、宮川委員さんから言わ

れましたように、休日急病診療所のあり方も含めての御質問だと思います。 

 通常、市内の医療機関というのは月曜日から土曜日までということで、日

曜日やっているところはないんですね。日曜日はどこに行くかというと、市

民病院ですとか、この辺ですと江南厚生なんかになるんですけど、それが救

急車で行くことは別にしましても、今後、４月以降は大病院へ受診する場合

には紹介状ですとかというようなことも一方でありますし、このような状況

の中で地域医療が今叫ばれておるような状況でございます。 
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 また、先ほどグループ長が言いましたように、今の時期、50人以上の方が

インフルエンザ等で利用をされております。そんなような状況の中からいく

と、やっぱり一定休日急病診療所というのは必要なものであって、やはり地

域の第１次的な医療機関としては、市内の医療機関で休日に行っているとこ

ろがないというところからいけば、やはり近くで最初に診てもらうというこ

とから考えましても必要なものだというふうに思っております。 

 また、費用のことにつきましても、他市の状況とも比べまして決して突出

しているような予算にはなっておりませんので、よろしくお願いをいたしま

す。 

◎委員（宮川 隆君） 決してこの事業そのものが役割を終えているという、

そういう認識はないんです。ただ、他市においては市内のそれぞれの医療機

関で、広報なんかでこの日はこういう医者がやっていますよと、輪番制でや

っているところもあるわけですよね。そうすると、物として、箱としてのも

のが今後維持・継続する必要性がなくなるんで、そういうことも含めてあり

方というのを考えていくということはあるんですかということをお聞きして

いるわけです。 

◎健康課長（原 咲子君） 今時点としては、今のあり方で継続をしていき

たいと思っております。今後、建物の状況もありますし、あと患者さんの受

診、医師会の状況とかもありますので、それはまた状況を考えながら進めて

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君）  195ページの尾北看護専門学校運営費補助金、下の

ほうにあります322万4,000円の件なんですけど、看護師が不足されていると

いうことが言われている中で、ここの学校の運営主体が多分２市３町の絡ん

でいる施設じゃないかなあと思うが、どういう形の運営主体か、定員はどれ

だけで、現在どれだけおって、うまく運営されているのかどうかというのを

教えていただきたいと思います。 

◎健康課主査（高橋善美君） 尾北看護専門学校の運営費補助につきまして

は、３市２町、江南市、犬山市、岩倉市、大口町、扶桑町で経費の補助をさ

せていただいております。 

 補助金につきましては27年度は321万7,000円で、入学生徒、岩倉市の現在

通学者数は１年生１人、２年生２人、３年生ゼロとなっております。入学生

徒は、全体で40名ほど例年入学をされておみえになっております。 

◎委員（塚本秋雄君） 学校ですので、学校法人という形で設立されている

のかどうかということと、岩倉市が運営費補助金を出しているということは、

岩倉市の公共施設の一つとして考えていいのかどうかお尋ねいたします。 
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◎健康課主査（高橋善美君） 社団法人の尾北医師会さんが開設しておりま

す尾北看護専門学校の運営になっておりまして、経費の補助をしているとい

う形です。負担割合が決まっておりますので、岩倉市の負担分として補助金

のほうは出させていただいております。 

◎委員（塚本秋雄君） 岩倉市の医師会は、尾北医師会に入っているか入っ

ていないかだけ教えてください。 

◎健康課主査（高橋善美君） 岩倉市は単独の岩倉市の医師会となっており

ます。 

◎委員（堀  巌君） 私からも、くどいようですけれども、医師の嘱託料

で、本会議で質問したその続きなんですけれども、資料、出るか出ないかと

いうところ、やはり税金ですので、お金の使われ方が正しければ出してもい

いと思うんですね。その使われ方が問題で、さっき二重という言葉が出まし

たけれども、二重であるのかないのかというところは、一番わかるのは多分

その職員であろうし、一番近いところだと思うんですね。そこが、医師会の

ほかのサービスを気にして強いことをなかなか言えないというのも事情とし

てはわかりますけど、言えないなら、やっぱり言えるのは議会しかもうなく

なるわけで、その資料を明らかにすることはできますでしょうか。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 医師会で取り決めた単価等

をお出しすることはやぶさかではございません。 

◎委員（堀  巌君） 使われ方です。嘱託料の使われ方。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） というものまでは、今言わ

れましたのは、私どもが医師会に出しておる嘱託料の中身ということですか。

そこまでは、なかなか資料としては私どもでは持ち合わせておりません。 

◎委員（堀  巌君） わからないの。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） わからないですね。 

◎委員（木村冬樹君） 一般質問もあるもんだから余り深々は聞きませんけ

ど、先ほどの救急で、休日急病診療所の関係で、２次救急なんかに救急搬送

された場合は、今後４月からのいわゆる初診料への加算というのは取れない

というのが法律の中身だというふうに思いますので、ちょっとそれだけ確認

させていただきます。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 済みません、それは訂正さ

せていただきます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 予防接種事業の中で臨時看護師賃金というのが

あるんですが、予防接種のときに臨時的に見える看護師さんは、その都度募

集なんですか。登録されている看護師さんをということでやってもらってい
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るんでしょうか。 

◎健康課主査（高橋善美君） 臨時職員さんとして市に登録をされてみえる

方たちで、その都度募集はしておりません。現在６人の方が登録、雇用をし

ております。その事業について、それぞれのその中での人数で事業について

いただいております。 

◎副委員長（桝谷規子君） わかりました。 

 もう１点、子どもたちの健診のことなんですが、若いお母さんから、１歳

半健診のときだと思うんですが、ちょうど疑問の声を寄せていただいたので

ちょっとお聞きしたいんですが、これは何というふうに子どもに絵を見せる

そうなんですが、それで動物だったり電車だったりというような言葉の獲得

というか、そういう認識の発達ぐあいを見るんだと思うんですが、その絵が

結構古い描き方の絵で、何か電車の絵でも、その子どもの目ではそういう横

からばーと走る電車しか子どもの認識がないんだと思うんだけど、その乗り

物の見せられた絵というのが割と前から見た電車の絵で電車とわかりにくい、

何かそういう絵じゃなく、絵というのはその人の主観が入った描き方なので、

写真のほうがいいんではないかという声があるんですが、そういう健診の発

達段階を、認識をチェックするようなところで、どんな状況なのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

◎健康課主幹（長瀨信子君） １歳６カ月健診では、子どもの精神発達を確

認するために絵カードを使って、先ほど委員が言われましたように、言葉で

指示されたものをお子さんが指させるかどうかということを確認しておりま

す。 

 現在使用している絵カードは、おっしゃられたように、カラーの、手で描

いた絵が６つほどついているわけなんですが、このカードを使う理由といい

ますのは、例えば車であったとすると、自分のうちの車であったり絵本で見

た車であったり、それからテレビで見た車とか写真で見た車、いろんなとこ

ろで見た車を頭の中に思い描いて、その絵と同じものだよという認識ができ

るかどうかというところも判断しておりますので、もちろんできる子もいま

すし、写真だったらできるけど絵だったらできないというお子さんもありま

して、それがまた発達の段階の確認にもつながってくるものなので、現在は

今使っているもので健診を行っておりますが、また他の市町の状況も確認し

ながら、またその絵のことについても研究をしていきたいというふうに考え

ております。 

◎副委員長（桝谷規子君） 研究お願いします。 

◎委員（堀  巌君） ちょっとやっぱり聞いておかないと気持ち悪いので。 
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 さっきのわからないというところは、どうしても納得できないです。財政

担当にちょっと聞くんですけど、補助金の類、こういったものって、その中

身、要は監査的なことをすることは必要ないんですか。 

 例えば謝礼とか、そういうのでお渡しするのは、その扱われ方なんかはど

うでもいいんですけど、だとすると、二重か二重じゃないかわからないじゃ

ないですか。何をもって予算を上げているんですか。その使われ方がわから

ない税金ってあるんですか、そんなの。 

◎行政課長（中村定秋君） 税金で支払ったものが全て使われ方がわかるか

というと、先ほど堀委員の言われたように、謝礼で払ったもので何を買った

かという、それは個人の自由ですので、例えば補助金であれば当然実績報告

書というのが出てまいります。そういったものと、この嘱託料というのが全

く同じというふうには考えておりませんので、どういった実績、どういった

やりとりでこれが支出されているかというのは、私どもは承知しておりませ

んが、必ずしも全てが堀委員がおっしゃったような形ではないというところ

で考えております。 

◎委員（堀  巌君） 必ずしもというところで、これはそれに当たらない

という、その根拠は何ですか。 

◎行政課長（中村定秋君） ただいま私は、これがそれに当たらないと言っ

た覚えはございませんが、正直、財政担当としてこれを詳細について承知し

ておりませんので、コメントできないということでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款４衛生費、項１保健衛生費、目１健康

総務費から目４保健センター運営費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款４衛生費、項１保健衛生費、目５環境衛生費から目７公害対策

費までの質疑を許します。 

 予算書は206ページから212ページまでです。 

◎委員（木村冬樹君） 予算書の210ページ、211ページの目６自然環境保全

費の中の地球温暖化対策推進事業についてお聞かせいただきたいと思います。 

 これまで行われてきた事業に、27年度から節電特典制度ということで、前

年と比較して電気の使用が減っている場合のというようなことで、何か特典

制度をということで一般質問などでも取り上げられる中で制度化されたもの

であるというふうに思います。 

 しかしながら、なかなかこれに参加するというのが予算を見ても少ないの

かなあというふうに思いますけど、この制度についてどのような総括を行っ

て、今後どのようにしていこうというふうに考えているのか。特典というと

ころが、もう少し市民にとってメリットのある、そういったものに、魅力あ
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るものにしていくということも一つの方法だというふうに思いますけど、そ

ういったような点で今どのように担当課が考えているのかお聞かせいただき

たいと思います。 

◎環境保全課主査（浅野弘靖君） 節電特典制度につきましては、平成27年

度に実施いたしました。実績としましては2,000枚弱、1,947枚で121人の方

からありました。削減された電力としましては、4,247キロワットアワーで

あります。こちらの制度ですが、環境基本計画のリーディング事業にも載っ

ておりまして、やるというような形でうたわれております。あと、以前小牧

市のほうでもやられていたということであります。 

 東日本大震災のときに、小牧市さんはその直後にやられて、物すごい数の

人が来られたというようなことをお聞きしておりました。今回、震災から結

構たって、大分節電に対する取り組みも減ってきているところですので、あ

えて取り組みましょうということでやったわけですが、なかなか周知の仕方

も悪かったのか、余り伸びなかったということであります。 

 それで、今後につきましては、予算を実績に合わせて28年度はやっていき

たいと考えております。さらに、家庭の電力を自分たちで家計簿にしてチェ

ックしていくというようなことをホームページ上に載せて、この節電特典制

度が終わってからそういったことを載せて、またさらに周知を、啓発をして

いくということをやり始めました。そういったことも含めまして、またさら

なることは検討していきたいと考えております。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 きょうは、ちょうど東日本大震災が起こって５年目という日であります。

さまざまな特集が今行われているし、５年たっても復興だとか、そういう点

ではまだまだというようなことがテレビなどでも言われているということで、

改めて電気を大切に使っていくという、こういったことをやっていかなけれ

ばいけないというふうに思います。 

 そういった中で、やはり新しい展開も少し考えていかなきゃいけないとい

うふうに思っておりまして、参加することによってそのメリットがというと

ころばかりが行っちゃうと、また主の目的と外れちゃうところもありますけ

ど、もう少し参加者に魅力のあるといいますか、そういったような取り組み

ができないのかなあということなんですね。 

 先進例については、以前もこれを導入する前に一般質問などで行ってきて、

いろいろ商品券なんかを配っているところもあるよというようなことで、そ

ういう地域の活性化も含めてやっていく事業ということで取り組んでいると

ころがあるというようなことでありますので、そういったことも含めて、少



１１２ 

しほかの課などとも協議していただいて、そういう特典がいろんな方面で生

かされるような事業を展開していただきたいというふうに思いますが、新年

度予算ではこのようになっていますけど、またさらに検討を加えていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 御指摘受けとめまして、しっかり研究を

させていただきたいと思っておりますが、先ほどの環境家計簿の件につきま

しても、節電・リサイクルの結果を受けた対策と分析ということで、まず周

知を、知らせるという意味でまずはホームページにアップし、今後の４月１

日号にも再度記事で載せる段取りはできておるところでございます。 

 また、本会議の席でも市長のほうでの御答弁でもありました、雑紙のリサ

イクルのときに、エコファミリーのようなところを広報でやるという件がご

ざいました。これは、今あくまでもまだ予算にもついていない状況の中で、

環境基本計画の最終段階のところで、エコファミリーというところはやはり

紹介していきたいというところがございます。ちょっと精神論にはなってし

まうかもしれませんが、雑紙だけではなく、電気も含めたエコの取り組みと

いうところで紹介または表彰をできればというところが基本計画にもうたっ

てございます。そういう中では、今後に向けての新たな課題の研究というこ

とでは進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

◎委員（木村冬樹君） ぜひ検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 もう１点、公害対策費というところでお聞きするしかないのかなあと思っ

て、本会議でお聞きした部分の航空機騒音の問題なんですけど、先々のとこ

ろでいうと、本会議で言ったようにＦ－35の整備拠点ということで、将来的

には非常に危惧するところであります。 

 毎年、あと気になっているのが航空祭の問題で、今度の日曜日に、13日に

県営小牧空港を拠点に行われるということで、昨年も予算議会のところで議

論をした覚えがあります。今のところ、その準備飛行といいますか、そうい

ったことで騒音という点ではそれほど気にはしていませんけど、きょうの午

後、あるいはあしたなどでは少しやられるんじゃないかなあと思っています。

岩倉団地の真上を大市場、曽野のほうに向けて飛んでいく飛行が昨年は確認

されておりますので、そういった点でどうなのか。近隣の豊山町だとか小牧

市や春日井市としても、ブルーインパルスの展示飛行についてはやめるべき

だという意見が多分出ているというふうに思いますので、そういったところ

とやっぱり共同して岩倉市も声を上げていくことが必要ではないかなあとい

うふうに思うんですけど、何かこういった点について情報等がありましたら

お聞かせいただきたいと思います。 
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◎環境保全課長（西井上 剛君） お尋ねの件につきましては、正直に申し

上げて情報等は特に得られていないというのが事実でございます。ただ、自

衛隊のほうからは、航空祭に当たりまして準備段階での飛行があるので、若

干もし近隣の方から音の件があれば問い合わせを自衛隊のほうにお願いした

いというので、日にちに関してのファクスというのは１枚、航空祭に関しま

しては届いてはおります。これは、例年航空祭の前には届くファクスでござ

います。そこまでしか、当市では連絡のほうは来ていないという状況でござ

います。 

 また、今後、私もちょっと新聞報道等でブルーインパルスの申し入れに関

する記事は目にした程度でございます。また情報等は収集していきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎行政課長（中村定秋君） ちょっと環境保全課のほうに私どものほうから

情報が行っていなくて申しわけございませんでした。 

 行政課のほうで、３月３日に自衛隊の方がお見えになってお話を伺ってお

ります。今回の飛行ルートは、岩倉上空は飛ばないということですが、先回

と同様、岩倉の東側から南側にかけて、少し岩倉に近いところは飛びますけ

れども、一応上空は飛ばないということでお話を伺っております。 

 昨年もそのようなお話がございましたが、岩倉市として中止の申し入れと

いうのは行わないということで、今回も中止の申し入れについては行ってい

ないという状況でございます。飛ぶのは、あした土曜日の練習の飛行と、あ

と日曜日の展示飛行ですね、その２回ということでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。昨年と同じような申し入れがあった

ということで、しかし昨年は、私の目視しかないもんですから何の証拠もあ

りませんけど、確かに岩倉団地から大市場町、曽野、大山寺のほうに向けて

一直線に飛んでいく戦闘機を確認しておりますので、約束をやっぱり守らせ

ることが重要だというふうに思うんですよね。今回もきちんと私監視します

し、必要があれば撮影なんかもしながら、こういうのはいかんのやないかと

いうようなことでやりたいというふうに思いますので、そういった点での御

協力をよろしくお願いいたします。 

◎行政課長（中村定秋君） 昨年度、木村委員からそのようなお話を聞きま

して、自衛隊のほうにも私のほうからそのような意見があったというような

ことは申し伝えさせていただいております。ただ、本当に真上かどうかとい

うのは、木村委員もおっしゃったとおり、なかなか判別しにくいんじゃない

かなあというところで、自衛隊の方もその辺は十分に注意して飛行は行いた

いということでございましたので、もしまたそんなことがあれば、また私ど
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ものほうから申し入れをしていきたいと思います。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 

 予算書208、209ページの環境衛生費のうちの負担金補助及び交付金の地域

ねこ避妊等手術補助金が計上されておりますが、避妊については3,000円の

50匹、去勢については1,500円の50匹ですが、補助率は何％なんでしょうか、

お聞かせください。 

◎環境保全課主査（浅野弘靖君） 避妊とか去勢手術ですが、一般的には避

妊手術ですと２万円弱ぐらい、去勢手術ですと１万3,000円ぐらいです。市

の補助としましては、避妊は3,000円、去勢は1,500円ですが、こちらはパー

セントではなくて一定額ということで補助をしておりますので。あと、猫の

会のほうにも負担はしていただいております。 

 あと、猫の会さんがその手術をされるときですが、市内の動物病院さんに

持っていってやってみえますが、こういった趣旨を鑑みて一般よりもかなり

安くやられておりますので、そういったことは把握をしております。以上で

す。 

◎委員（大野慎治君） 猫の会さんも、フリーマーケットやなんかで必死に

お金を稼いでらっしゃることをつい先日知りました。僕は今まで気づいてい

なかったけど。補助の比率が高いか安いか、他市町村のこともあるので一概

には言えないけれども、猫の会さんのやっていることに対してはできるだけ

補助率を上げていってほしいというのがまず１点。 

 その一方で、地域猫になる前の野良猫苦情というのが、対して環境保全課

の職員の皆さん、非常にかなり苦情に対して対応されているとお聞きします

が、年間どのぐらいぐらい、今から高くなってくるのでまた苦情が出てくる

と思いますが、どれぐらい対応をされているのか。課長の感覚でいいので、

正式な数字じゃなくていいですよ。感覚的にこれぐらい行っていますという

ことをお聞かせください。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 申しわけありません、感覚でお答えさせ

ていただきます。 

 やはり当然盛りが始まると出てくる声、通常のふんだけではなく、声の部

分も出てくるという中で、件数というよりはエリアという感じになるんです

かね、このエリアと。ちょっと特定できない部分はあるんですが、どうして

もこのあたりで野良猫に餌をやってしまう人がいるというところにはだんだ

んふえてくるというのがあるもんですから、野良猫というよりは、そのエリ

アでちょっとやっていらっしゃる人がどうしてもいるようなところ、そこか

ら拡散していくというようなのがあります。 
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 年間で、今、26年、27年ぐらいですと五、六カ所ぐらいの中で、１カ所に

対してはやはり複数の方からここだとかあそこだとかと出てくるというとこ

ろもございます。その中では、特定の１カ所及び２カ所ぐらいをどうしても

なかなかすぐにはいかずに、長く続いている案件というところもいるところ

は事実でございます。 

 先ほどの補助比率の件にもちょっと絡んでくるところではございます。当

初の、きちんと地域猫活動を進めていくことによって野良猫が減っていけば、

最終的には収束にというのが計算上にはなる中で、どうしても市域が塞がれ

ているわけではないもんですから、外から来る部分、またやっぱり皆さんの

中で理解がしていただけずに、どうしても私が餌をやらないと猫が死んでし

まうんだという考えから、どうしてもおやめいただけない部分もあって、正

直、思うように効果が上がらずにちょっと猫が減っていないと、把握してい

る頭数も減っていないというところは事実でございますので、引き続き努力

はしていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 環境保全課の皆さんの御苦労が本当にわかるので、

真摯に市民の方に対応をしていただいている環境保全課の皆さんなので、こ

れからも真摯に対応をしてください。あくまでも要望です。よろしくお願い

します。 

◎委員（鈴木麻住君） １点お聞かせください。 

 予算書211ページ、地球温暖化対策推進事業の中で、19番の負担金補助及

び交付金の中で住宅用太陽光発電システム設置費補助金、これは720万とい

う計上があるんですけれども、１キロワット当たり１万6,000円の補助で、

積算内訳書を見ますと掛ける５と書いてあるんですね。要するに、５キロが

１セットで、これが90基という表現になっていると思うんですけど、１件当

たり５キロが上限なのかどうかということと、最近、太陽光発電というのは

売電の単価が下がったりなんかしてきていて、ちょっと設置状況が減ってき

ているのかなあと、何となく僕は思っているんですけど、その辺、実績です

ね、最近の傾向はどうなのか教えてください。 

◎環境保全課主査（浅野弘靖君） まずは５キロが上限かというような形で

すが、１世帯当たり５キロを上限として補助をしております。 

 あと、実績ですが、３月１日現在で今52件の申請があります。補助金額の

合計は381万5,000円、出力数の合計が331.96キロワットという形になってお

ります。 

 委員のおっしゃるとおり、25年が95件ありまして、そこをピークに去年で

すと73件、今は50件強という形になってきていますので、こういった太陽光
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パネルということが普及し始めまして、大体一通り関心のある方々の家には

つき始めてきたのかなあというような認識であります。ですので、28年度は

同額でお願いしたいと思うんですけれども、29年以降につきましては、太陽

パネル以外の、例えば家庭用エネルギー管理システムのＨＥＭＳと呼ばれて

いるものなどがありますので、そっちの補助なども検討していきたいと考え

ております。お願いします。 

◎委員（堀  巌君） 209ページの自然生態園事業についてお伺いします。 

 この施設ができたときは、ビオトープという言葉がはやったというか、そ

れで岩倉市もつくったんですけれども、その後、ちょっとこの環境行政、自

然環境に対する自治体の力の入れぐあいというのが減ってきたのかなあとい

うのが個人的な感想なんですが、市の内部評価としてこの自然生態園事業を

どう見ているのか、そしてほかの自然環境に対するそういう事業というのを

どう考えているのかという考え方をお聞かせください。 

◎環境保全課主査（浅野弘靖君） 自然生態園ですが、今年度20周年を迎え

たということで、20周年の記念講演会と観察会もやらせていただきました。 

 自然観察など市外からも結構遠くからお見えになって、いろいろと見られ

たりしています。あと、これから春、夏にかけてですが、ザリガニ釣りとい

うのが結構人気がありますので、これも結構市外から来られますし、市とし

てもザリガニ釣り大会というようなイベントを行っております。ですので、

生態園としてはかなり自然環境教育についてはすごく貢献しているといいま

すか、かなり定着しているものではないかと考えております。お願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款４衛生費、項１保健衛生費、目５環境

衛生費から目７公害対策費までの質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款４衛生費、項２清掃費の質疑を許します。 

 予算書は212ページから220ページです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（塚本秋雄君）  217ページの下のほうにあります資源ごみ回収団体

助成金なんですけれども、平成27年度は予算のときに新聞、雑誌、段ボール、

古着ということで、そのときの値段を聞いて、これは２円の積算になってい

ると思いますけど、今段階の資源ごみの値段、４品目、平均幾らぐらいにな

っているかお尋ねいたします。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 具体的な価格については、
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細かくは把握はしておりませんけれども、大体段ボールについては２円から

３円で、新聞については５円オーバー、５円から７円、雑誌については約３

円から４円というところが大体の値段の幅ではないかというふうに捉えてお

ります。 

◎委員（塚本秋雄君） ２円を設定しておれば全然該当しない部分だと思い

ますし、キロ２円の積算だと思いますので、そうすると古着に該当するよう

な予算の組み方だと思います。 

 かつて、今までのこの助成金の流れというのは、どんな金額の流れがあり

ましたでしょうか。４円のときもあっただろうしという形ですと思いますけ

ど。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 本当に過去からということで、10年ぐら

い前までに上ったときに、私が環境保全課の担当をしておったころがござい

ました。そのころはまだ逆有償ということで、引き取ってもらうのにお金が

かかっておりました。なので、この回収団体助成金の中では、買い取り価格

５円に満たない部分を出すということで、この予算にある２円というのは、

先ほど申し上げた平均大体３円で買い取られた場合に５円との差額２円を出

すというようなこと。あと、逆有償は１円まで余分に出すという制度があり

ました。 

 10年前は引き取ってもらうのにお金がかかっておったというふうなのが確

かな事実でございます。その後で、５年前ぐらいに私がもう一度担当に戻っ

てきたときにはおおむね３円から４円ぐらいで、これぐらいの２円程度の助

成を出すというところで定着をしてきた中で、最近ずうっと資源の価格が上

がってきている中では、もう新聞なんかは、もうずうっと５円を切らないよ

うな推移で来ているという状況で買い取り価格が来ている。 

 しかしながら、今年度の頭ぐらいからこの終わりにかけて、若干下がりか

横ばいということで、上げはとまったというような認識はしておるところで

ございます。よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 他によろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款４衛生費、項２清掃費の質疑を終結い

たします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款５農林水産業費の質疑を許します。 
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 予算書は220ページから226ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎副委員長（桝谷規子君） 委託料で新ブランド野菜研究委託料が３万円だ

け出ているんですが、これって積算内訳ではちっチャイ菜、カリフラワー研

究委託費としてなっているんですが、ちっチャイ菜はもう大分前の新ブラン

ドということであれした、このことしの新しい予算では新ブランド野菜研究

委託料という名前ではあるけれども、よりまた別の新ブランドを開発という

まではない予算なんですか。３万円の中身をお願いします。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） 新ブランド野菜の委託料についてですけ

れども、ちっチャイ菜につきましては平成20年度からということで新ブラン

ドのものを、岩倉のブランドの野菜をつくろうということで生産者部会のほ

うを設立して、今ずうっと、今でも継続して栽培をしておるわけなんですけ

れども、なかなか通年での市場出荷が難しいというようなこともございまし

て、今年度からについては比較的栽培規模の大きいカリフラワーにつきまし

ても、今はいろんな種類が出てきまして、その中でもカリフラワーをつくっ

ている農家さんに協力をいただいて、少しそちらのほうについても、今まで

につくったことのないようなカリフラワーについても研究をしていって、そ

ちらのほうを新ブランド野菜として、ちっチャイ菜とカリフラワーを両方と

も新ブランド野菜というような形で推進はできたらなあということで、ただ

なかなか財政状況も厳しい中で、まずはこの３万円の中で、基本的には半額

ぐらいの形になるかと思います。そういった形で、ちっチャイ菜とカリフラ

ワーの推進をしていくための助成金という形で予算計上をしております。よ

ろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） 農業委員会の関連で、無断転用の話が過去からずう

っと問題になっておりますけれども、無断転用に対する市の現状把握とそれ

に対するペナルティーというか、実効を伴った解決策というところの考え方

をお伺いいたします。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） 無断転用の件でございますが、今実際に

そういった形で無断転用のほうが発覚しまして、その指導をしている部分も

ございますが、基本的には農地以外の形で転用されているものについては、

基本的には正式な手続をとられて転用がされているという認識ではいるわけ

ですけれども、ただ地元の農業委員さんだとか、近所の方からそういった通

報があった場合については、すぐ市なり農業委員会、一緒の事務局でやって

おりますので、そちらのほうで調査に行きまして、そういった形で、適正に

適法に処理されていないものにつきましては、すぐその所有者に対して面会
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をしたりだとか文書の通知をして、是正指導をまず図るというような形でや

っております。 

 それでもなかなか現状が変わらない場合につきましては、許可権者が愛知

県になりますので、愛知県のほうに報告を上げて、愛知県とともにずうっと

是正されるまで指導をしていくというような形になります。 

 ただ、なかなか転用を、そういった形で農地以外の形にされている人、な

かなか原状回復するまでにかなり時間を要することもございますので、なか

なかきょうやってすぐあしたに変わるという状況もなかなか難しいところが

ございますので、すぐ適正な農地に戻せる状況というのはなかなか難しいと

ころでありますが、ただそれはいけないことではありますので、これからも

引き続き是正されるまで、愛知県と農業委員会と協力して、最終的には法的

には、愛知県のほうでいろんな法的な手続というのはありますが、なかなか

愛知県としてもそこまで現実に動いていないというのが現状でございますの

で、口頭なり文書での指導を継続してやっていくという形で是正を図りたい

というふうに考えております。 

◎委員（堀  巌君） 最終的には法的に愛知県の権限としてやるというこ

となんですけれども、その前に行政指導みたいなところとあわせて、例えば

事業者だったら事業者の公表であるとか、あとほかの岩倉市の入札の停止で

あるとか、そういった独自の施策というのはとることはできないんでしょう

か。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） そういった違反業者の公表というものに

ついては、ちょっとまだ今までは現実に公表したという事実はないわけです

けれども、その辺が、今後そういったことができるかどうかについては、今

の段階ではちょっと把握ができておりませんので、そちらについては一度で

きるかできないかを含めて、研究のほうをさせていただきたいなあというふ

うには考えております。 

 入札のほうにつきましては、ちょっと私のほうの担当ではないので、なか

なか答弁のほうができませんので、よろしくお願いいたします。 

◎行政課長（中村定秋君） 入札の件でございますが、現時点での岩倉市の

指定停止基準の中には、労働基準監督署からの勧告を受けたとか、あるいは

暴力団の関係の法律だとか、そういったものに関する法律違反についての停

止基準があるんですが、それ以外、今言った農地法違反だとか、そういった

ことについての基準は設けておりません。 

 ただ、今回、平成28年度に向けて、停止基準のほうの見直し作業を今進め

ておりまして、そういったことも含めて検討している状況でございます。 
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◎委員（木村冬樹君） 繰り返しお聞きしておるところでありますが、市民

農園の問題なんですが、農家が開設する市民農園をどう進めていくのかとい

うところで、農地の保全ということでいえば、岩倉市みたいな住宅都市とい

うところでいえば、市民農園というのは一つの方策なのかなあというふうに

思うわけですけど、以前からお聞きしておりますが、何か進んだ点があるの

かどうか、あるいは農業委員会などではこの点については何か議論がされて

いるような状況があるのかどうか、こういった点についてお聞かせいただき

たいと思います。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） 農地の保全の観点からの市民農園の開設

ということで、こちらについては私たち担当としましても一件でも開設した

いというような形で、具体的には市内の農家さんとかそういった方にやって

いただけないかというような形で働きかけのほうはしている状況はございま

すが、市民農園をやろうと思うと、いろんなところで整備をしなくちゃいけ

ないというようなところで、なかなか農家さんのほうから色よい返事がいた

だけていないというのが現状であります。 

 市民農園という形ではないかもしれませんが、例えばグループで野菜等を

つくっているところに、体験農園というような形で、例えば収穫とか、種を

植えたりとか収穫をするときだけ、会費を取って少し農に触れるような取り

組みについてできないかなあというようなことを市内のそういった団体の方

にも当たってはいるところですが、まだ具体的にはなっておりませんが、何

かしらそういった農家開設型の市民農園なり、今、農業体験塾という塾はあ

りますけれども、それにかわるようなものというか、もう少し市民の方が気

軽に参加できるようなことについては何か考えていかなくてはいけないなあ

ということで、今そういった、具体的にどういったことができるかというよ

うなことで今は研究中といいますか、まだ検討中というようなところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 素朴な疑問を教えてください。 

 予算書224、225ページの水田農業経営所得安定対策推進事業の中の19の負

担金補助及び交付金の下ですね、水田農業経営所得安定対策推進事業費補助

金というのはどのように使われているのか、お聞かせください。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） 45万円のもので、こちらにつきましては

補助金ということで、こちらについては岩倉市地域農業再生協議会という協

議会をつくっておりまして、主たる事務局は農協の岩倉支店でございますが、

そちらのほうにこの水田のいろんな事務を行っていただくということで、助

成金というような形で45万円助成をしておるという形でございますので、よ
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ろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） もう１点、お聞かせください。 

 その下の農業振興地域整備管理費の中で農業振興地域整備促進協議会委員

報酬とあるんですが、この委員会と農業委員会さんとの関係はどのような関

係なんでしょうか、お聞かせください。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） こちらについては、まず農業委員会につ

きましては、農業委員会等に関する法律ということで各自治体のほうに設置

をするという形になっております。農業振興地域整備促進協議会というのは、

特に法的に必ず設置をしなくちゃいけないというものではないわけですけれ

ども、こちらについては昨年、設置条例のほうをつくりました。なので、関

係というと、農業振興地域整備促進協議会につきましては、本当に市の農業

の全体のことを考えていただくというような形で、もちろん農業委員会も考

えてはいただいておるんですけれども、もう少し、農業委員会は基本的に農

地法のことを主にやるところでございますが、促進協議会については、本当

に市の農業全般について御議論をいただくということで、少し議論の幅が広

くできるような協議会という形でございます。お願いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） さっきもう１つ聞くのを忘れて、ごめんなさい。 

 223ページの青年就農給付金についてお伺いしたいんですが、この青年就

農給付金については、その農地を保全していないおうちの農業を目指したい、

就農したいという希望を出している青年に給付をするという制度なんでしょ

うか。具体的にどんなふうに支援をしていくのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） 青年就農給付金の事業でございますけれ

ども、結構これは細かく基準のほうが決まっておりまして、今、市のほうで

市を通じて補助をしている方については、経営開始型という形の分類のもの

になっておりまして、これにつきましては原則45歳未満の方で、農地を保有

しているだとか施設を持っているだとか、そういったことをクリアしている

方で、営農している方で、所得が250万円行かない場合については、年間150

万を最長５年間給付できるという形でございますので、今後、例えば農地を

持っていない方が、基本的には農地を所有または借りているということが条

件になりますので、今の経営開始型についてはそういった形で一定の要件を

満たして、あと岩倉市の人・農地プランというプランがあるんですけれども、

名前がそこに位置づけられているということが条件になっている。いろいろ

と国のほうから細かい基準がございますが、そういった形の基準を満たした

方に最長５年間給付をするという事業でございます。 
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◎副委員長（桝谷規子君） なので、農地を所有するとか貸してもらうとい

うことは、その方の自己責任でというか、そこまでは手を差し伸べるもので

はないというものでしょうか。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） そうですね。そちらのほうについては、

基本的には農地の取得だとか借りるについては、その方がやっていただくと

いう形でございます。 

 もう１個、準備型というものがございまして、そちらについては県のほう

で認定を受けた農家のところで研修をしながら新規就農に備えてやっていく

という制度もあります。そういったところであれば、特に自分が農地を持っ

ていなくても、そういった研修をしながら、ただその研修期間が終わったら、

必ず自分で農地を持って就農をしていくというのが条件になってきますので、

そちらについてはなかなか高いハードルかもしれませんが、農地の取得等に

ついては新規就農の方の責任で行っていただくと。もちろん、いろいろ協力

はさせていただきますけれども、市のほうから何か土地をあっせんしたりだ

とか、そういったことまでは今のところはやれていないというところが現状

でございます。 

◎委員（堀  巌君） 僕もそれを聞こうと思っていたんですけれども、国

の基準という言葉が出ましたけど、これは国の制度なのか県の制度なのか、

そこら辺はどうなっているんでしょうか。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） 基本的には、こちらについては国の事業

で、それが県を通じ、予算上は県からの補助金という形になりますが、基本

的には国の事業という形になりますので、大もとは国のほうで決められてい

るというところでございます。 

◎委員（櫻井伸賢君）  予算書223ページ、真ん中ら辺、事務管理費、８番

報償費で、農事事務取りまとめ謝礼、もと農協職員としては非常に聞きにく

いんですけれども、融資課にしか勤めたことがないので、営農生活課に勤め

たことがないので聞きたいんですけど、農政グループ、もしくは農業委員会

から農事組合に対して何か取りまとめをしている作業がぱっと思い浮かばな

いんですけれども、何か取りまとめをした、こういうことをやったよという

ことがあれば教えてください。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） こちらのほうにつきましては、毎年８月

のときに農地基本台帳というものを整理させていただいております。そちら

につきましては、今の現状におきましては各農事組合長さんのほうにお願い

をして、農事組合員の方にお配りをいただいて、回収をしていただいて、そ

ちらのほうを農業委員会の事務局にお出しいただくというところでございま
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す。 

 あと、先ほども言いましたが、人・農地プランというプランがございまし

て、そちらについても毎年更新をするというようなところがございまして、

その更新をするためのアンケートというものを実施しておりまして、そちら

のほうの配付・回収についても農事組合長さんのほうに依頼をしていました。 

 さらに、今年度はちょっと法律の改正があって行わなかったんですが、通

常、選挙人名簿を調製する際の申請書、そちらのほうについても取りまとめ

をお願いしていたというところでございますので、そういった取りまとめの

謝礼という形でお支払いのほうをしております。 

◎委員（櫻井伸賢君） あと１点だけ。 

 その６行ぐらい下、農業近代化資金利子補給、私、融資課におりまして、

これを実際にやっておりましたので気になったんですけれども、３万5,000

円、該当者１名でしょうか、２名でしょうか。１名か２名だと思うんですけ

れども。 

◎商工農政課主査（岡 茂雄君） こちらについては、特に今ゼロという形

でございまして、一応新規があるということでの１件出たときという形で予

算計上のほうをさせていただいているということでございますので、よろし

くお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款５農林水産業費の質疑を終結いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、50分より再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款６商工費の質疑を許します。 

 予算書は226ページから236ページまででございます。 

 質疑を許します。 

◎委員（梅村 均君） 予算書231ページの商工振興費の委託料にあります

地域産業活性化支援事業についてお尋ねいたします。 

 それで、その中の岩倉市ビジネスサポートセンター開設事業というのがご

ざいまして、こちらのほうが商工会の職員に個別相談に関するスキルアップ

を図るとありますが、商工会の職員というのは転勤というものはないのでし

ょうか。その点、どのように捉えていらっしゃるか、お考えをお尋ねいたし
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ます。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） ただいまの御質問ですけれども、商工

会の職員ですけれども、基本的には異動は全くないとは言えず、多少はある

ということで聞いています。ただ、せっかくスキルアップを目的とした研修

とかを受けますので、商工会としましても異動のほうをできるだけしないよ

うにしていきたいというふうに考えているということで聞いておりますので、

よろしくお願いします。 

◎委員（関戸郁文君） 同じく地域産業活性化支援事業についてお尋ねしま

す。 

 この事業は平成27年度1,145万円、28年度は1,427万円で、事業期間が27年

度から何年までかわからないんですけれども、もし10年やるとすると１億

4,000万円の大ビッグプロジェクトになると思います。これはすごく行政の

やる気が伝わってくる予算組みだと感じていますので、この1,100万円の効

果というんですかね、それとあと、この事業はどうなったら目標が達成され

て終了するのかというのを教えていただきたいんですけれども。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 地域産業活性化支援事業についてです

けれども、平成31年度までのまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で位置づ

けられているものでございます。３つの事業がこの地域産業活性化支援事業

にございまして、円卓会議コーディネート業務というもの、あと事業所支

援・相談業務、あと岩倉市ビジネスサポートセンター開設事業というものが

ございます。 

 まず、１点目の円卓会議コーディネート業務についてですけれども、平成

27年度、今年度につきましては、市内の若手事業者による市内事業所が抱え

る課題でありますとか問題点についての情報共有と解決策について会議を開

催しまして、意見交換を行ってまいりました。 

 平成28年度については、今まで実施してきました円卓会議とかの議論、方

向性をもとに、長期的な展望のもとで計画的に産業振興を図っていくという

ことを目的として、事業所でありますとか商工会、行政による会議の開催を

通じまして、中小企業・小規模事業者活性化行動計画というものを作成しま

して、中小企業・小規模事業者の支援強化に努めていく予定でございます。 

 ２点目については、事業所支援・相談業務ということですけれども、今年

度、平成27年度については、事業所、金融機関、職員、議員向けセミナーを

６回、４日間連続の経営実践塾、また富士市産業支援センターの小出宗昭さ

ん、岡崎ビジネスサポートセンターの秋元祥治さんによる個別経営相談会と

いうものを７日間で延べ31枠を実施しております。 
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 来年度、28年度については、特に個別経営相談については、相談する事業

者とは長期的・継続的にかかわっていかないとなかなか効果が出るものでは

ないというふうに考えています。あと、個別相談会の回数をふやしてほしい

という声も多かったこともありまして、一方セミナーの回数を減らしまして、

個別経営相談会の回数をふやして実施をするものでございます。 

 29年度以降の個別相談につきましては、小出先生とか秋元先生の協力を得

ながら、商工会のほうへシフトしていけるような体制を整えていく考えでご

ざいます。 

 ３点目の岩倉市ビジネスサポートセンター開設事業につきましてですけれ

ども、先ほど話をさせていただいたｆ－Ｂｉｚの小出さん、ＯＫａ－Ｂｉｚ

の秋元さんのような機能に少しでも近づけるようにするため、サポートセン

ター設置後も小出さんや秋元さんの協力をいただきながら、今後も市の相談

会への同席をしながら商工会の経営指導員にｆ－ＢｉｚやＯＫａ－Ｂｉｚへ

の派遣研修などを経験してもらう予定で考えております。 

 徐々に相談業務を商工会のほうにシフトしていく予定でいきますので、相

談員のスキルアップなどを開設してから軌道に乗るまでの間、およそ３年ぐ

らいを考えておりますけれども、委託業務として継続していく予定で考えて

おります。以上です。 

◎委員（関戸郁文君） よくわかりました。 

 それで、ちょっと細かくお尋ねしたいんですけれども、予算主要事業説明

資料の21ページにある積算根拠の中で、事業所支援・相談業務620万があり

ます。これなんですけれども、まず１つ目なんですけど、これは無料で個別

相談を受けられるんですか。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 相談業務につきましては、無料で開催

するということでございます。 

◎委員（関戸郁文君） ２つの意味で無料がちょっとよくないんじゃないか

なあと思います。 

 １つ目の理由は、コンサルを受ける側もやる側も、無料だとやっぱり力が

入らないんですよね。コンサル業務に僕はずうっと携わってきたのですごく

わかるんですけれども、やはり5,000円なり１万円なり、取ったほうがいい

んじゃないかと思います。 

 また、個別の事業を支援する、つまりもうけさせるわけですよね。それを

600万の税金を使ってただでやるということが、果たして正しいのかどうか

ということをちょっとお尋ねしたいです。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） その議論は、皆様方にも議員向けの小出さ
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んのセミナーを受けていただいたんですけれども、この個別相談というのは、

あのとき小出さんも言ってみえたんですけど、もともとは商工会がしっかり

して、市内の事業所をちゃんと売り上げアップの事業を、もともとの本来の

事業をやっていれば、富士市も岡崎市もやる必要なかったということを言っ

てみえましたよね。だけど、商工会議所がやっていないんで、市のほうが手

を出すんだと。市のほうがやるに当たって、その事業者からお金をもらうと

いうことは、やっぱり市がお金をもらって事業所をもうけさせるなんてとい

うことはやっちゃいかんということで、あえて無料で始めたというところが

いきさつで、岩倉市もその方針を受け継いで無料で相談業務を受けておりま

す。 

◎委員（関戸郁文君） よくわかりました。 

 あともう１つ、最後の質問ですけれども、３番目の岩倉市ビジネスサポー

トセンター開設事業委託業務500万についてなんですけれども、これもちょ

っと過去の経験から申し上げますと、これだけ岩倉市という狭いエリアで同

業者なりいろんな方がいらっしゃるところで、そのコンサル業務を受けると

いうことへの抵抗感があると思います。 

 どういうことかというと、岩倉市に住んでいらっしゃる方が岩倉市の方の

コンサルをやるということは、同業他社に自社の情報が漏れる可能性が非常

に高いわけです。岡崎とか富士市とか、広いエリアだったり、今回岡崎、富

士市の方にやってもらっているので、そういう情報が漏れるというようなこ

とはないと思ってコンサルを受けていると思われます。 

 今回、これを岩倉市の人がやられるということですと、非常に限定的なコ

ンサル業務になる可能性が非常に高いと思われます。それについて、どのよ

うな見識があるのか教えてください。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） ただいまの御質問ですけれども、やは

り委託を受ける以上、狭い地域の中での同じまちの商工会の職員といえども、

やはりそのあたりは守秘義務があると認識、商工会のほうも当然認識してお

りますので、そのあたりは心配ないのかなあというふうには考えております。 

◎委員（黒川 武君） ｆ－ＢｉｚにしてもＯＫａ－Ｂｉｚにしても、昨年

講演会があって出席させていただいて、こういってやる気があるというのか、

そういう方が見えないかと。ただ、その方の発言の中、あるいは著作を読ん

でも、やはり今ある商工会議所とか商工会とか、そういうところに少しやっ

ぱり絶望感を持ちながら、ならば金融機関出身の私がいうところで立ち上が

って、自治体が支援してきたというところなの。だから、ｆ－Ｂｉｚにしろ

ＯＫａ－Ｂｉｚにしても、スポンサーは自治体になっておるんですよね。 
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 ところが、今回やろうとしているのは、商工会がその受け皿になりましょ

うということですから、私は今の商工会の方はかなりの決意を持ったんでは

ないかなあと思うんですが、そこのところをいろいろ協議されて、商工会の

方々の思いというのはどのようなものか、お教え願えればと思いますが。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） ただいまの御意見ですけれども、やは

り商工会としましても、先ほど委員さんがおっしゃられたように、商工会の

職員に事業所の人たちがなかなか相談に行ってもという話も聞いたりもして

います。そういった中で、今回こういう小出さんとか秋元さんの講演とかセ

ミナーを聞いて、やっぱり商工会としても相談業務、もともとの本来の業務

ということでやっていかなあかんというところのお話は商工会の職員からも

話を聞いていますので、まずは小出さんとか秋元さんの相談業務、私も何度

か個別相談会に参加させていただきましたけれども、やはり視点とか、お金

をかけずして売り上げアップを行っていくという分には、結構な違った角度

から物を見たりとか、参考にすごいなるものであると思いますので、今後研

修とかに参加をしてスキルを身につけていただいて、相談業務のほうをやっ

ていっていただけたらというふうに考えております。以上です。 

◎委員（黒川 武君） ありがとうございます。私も大変期待しております。

市のほうもしっかりサポートはしていただくことをお願いして、結構でござ

います。 

◎委員（堀  巌君） シティプロモーションですけど、説明資料等を見て、

この前も本会議でもいろいろ説明を聞いたんですが、私はこの予算の中で足

りないものがあると思うんですが、それが何かというと、例えば外に、幾ら

このイメキャラをつくったって、キャッチフレーズをつくったって、東京と

か大阪とか名古屋とか、そういう外にいかにアピールするかというところの

取り組みがちょっと見えてこないんですよね。つくりました、ホームページ、

どなたが見てくれるかわかりません。やっぱり積極的に外に出ていくという

ところの姿勢はどのようにお考えなんでしょうか。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） ただいまの御意見・御質問ですけれど

も、28年度の業務ということで主要事業説明資料にも書いてありますように、

ブランドコンセプトでありますとかキャッチフレーズ、ブランドロゴの作成

をするということで予定をしておりますが、29年度以降ですけれども、先ほ

ど堀さんのほうからお話がありました外に向けてということで、29年度以降

にプロモーションを推進していくための具体的なアクションプランというも

のを実施していく予定なんですけれども、28年度でブランドコンセプトです

とか、そういったものをつくっていくに当たり、身の丈に合った、例えば大
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がかりなポスターとかチラシ、例えば電車の中に全部チラシを岩倉市にする

だとか、そういったところとか、お金をかけるところはかけようと思えばた

くさんかけられるとは思うんですけれども、身の丈に合った、より効果的な

ＰＲ方法というものを検討していきたいというふうに考えております。以上

です。 

◎委員（堀  巌君） ちょっと聞きたいんですけど、考え方として、電車

でいうと名鉄犬山線本線みたいなところではなくて、見ているのは全国なの

か、尾張、ここら辺なのか、ちょっと教えてください。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 現在、このシティプロモーションの事

業にもまちづくり推進会議というものを２週間に１回、担当部署が集まって

開催しているんですけれども、その中で、今後、今のブランドコンセプト、

キャッチフレーズ、ブランドロゴとかを使用したＰＲ方法については、その

エリアも含めて今後検討をしていくということで考えております。よろしく

お願いします。 

◎委員（宮川 隆君） 今の件の関連で、やはりターゲットをどう絞るのか

というのがかなり大切な、重要なポイントになってくると思うんですね。確

認の意味で聞くんですけれども、そのターゲットたるべき地域だとか年齢層

だとかというのは、今言われた会議の中で今後決めていくという、絞り込ん

でいくという認識でよろしいんでしょうか。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 今のターゲットとかのお話、エリアも

含めた話ですけれども、シティプロモーション事業の、この事業の中で今後

検討していく予定なんですが、やはり岩倉市、子育て世代の住みたいまちナ

ンバー１ということで定着されていますので、子育て世代の人たちに来てい

ただけるようなものも含めた上で、シティプロモーション事業ということで

考えていきたいというふうに考えております。お願いします。 

◎委員（大野慎治君） 素朴な関連で、シティプロモーション事業なんです

が、素朴な疑問なんですが、い～わくんも全国からデザインを募集してい～

わくんになったんですが、キャッチフレーズやブランドロゴだって、大々的

に募集をかけるとまた全国からキャッチフレーズなりロゴが、僕たちが想像

もできないようないいものが出てくるんじゃないかと。このイメージ調査や

ワークショップはいいんですけど、もともとそういったことは考えなかった

のかと。もっと広く募ると、岩倉をもっと勉強してもっといいものを出して

きてくれるという人がいるんじゃないかというのが、い～わくんのときだっ

てあんなにデザインいろいろ出てきましたけど、僕はちょっと２位だったや

つが一番よかったと思っているんだけど、そんなことはごめんなさい、今の
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は撤回します、今のは前言撤回で。そういった募集をかけるということは考

えなかったのかというのが素朴な疑問です。ちょっとその辺の、どうしてこ

ういうことに委託でやろうとしたのか、それまでのこういった決定経過を教

えてください。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） おっしゃられるように、い～わくんは全国

公募して、全国公募することによって岩倉市もマスコットキャラクターをつ

くるんだよということを知らせながら、例えばそういったデザインを募集す

ると、その方たちはそのキャラクターをつくるに当たって岩倉市はどんなと

ころかなあというところでホームページを見たりして、岩倉市のことを知っ

ていただける機会にはなっていくと思うんですけれども、今回のシティプロ

モーション事業というのは、やっぱりい～わくんの場合は全国の人に知って

もらって応募してもらって決定したんですけれども、今度はそのキャッチフ

レーズですとかロゴを、アンケートだとかワークショップを進めながら岩倉

市民の方にかかわってもらって、本当に岩倉市民に岩倉市の愛着を持っても

らえるような方法でキャッチフレーズやロゴをつくっていきたいということ

で考えていますので、お願いします。 

◎委員（大野慎治君） 確かに、僕は新中須グループ長に誘われて、２月下

旬の観光講座に参加させてもらって、とても勉強になりましたが、ああいっ

たことも非常に大切なことだと思いますけれども、給食センターの「ゆめミ

ール」のような、ああいった発想というのは、やっぱり皆さんから公募する

から新しい発想が出てくるのであって、意外と、僕もそうですけど、井の中

のカワズなのかなあと、アイデアがどうしても岩倉から出ていかなくて、岩

倉以外の方のほうがもっと岩倉のよさを知っていたりすることもあるので、

やっぱりこういったところで、中でこうやって委託してやっていくというの

はどうだったのかなあと。 

 この間の観光講座、非常によかったので、それも否定はしないんだけど、

参加させてもらって。だけど、あそこで出てきたアイデアというのは、実は

僕たちのグループのやつは新聞に載りましたが、発想がもうちょっと大きく

しないとちょっと難しいのかなあと。岩倉市民だからこそ、岩倉のよさをわ

かっていなかったりするときもあるという、岩倉のよさをもうちょっと広い

視野でこうやって。意見なんだけど、僕、このコンセプトの流れがいまいち、

ブランドコンセプト設計とか、その辺のところがよくわからない。このコン

セプトの50万って何だというのがよくわからないんですが、そのコンセプト

設計というところの中身を教えてください。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） ですので、ブランドコンセプトをつくるに
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は、市内の人にもアンケートをとりますし、市外の方にもアンケートをとり

ます。 

 市外の方にアンケートをとるのはなぜかというと、岩倉市が思っているイ

メージと市外の人が思っている岩倉市のイメージがどれだけギャップがある

かというのを一度調べようということで、市外の方にアンケートをとります。

そのギャップを含めながら市民の方に、岩倉市民はこんな桜だけだと思って

いたんだけど、市外から見たらこんな見方もあったんだねというところで話

し合いをしながらキャッチフレーズやロゴをつくっていきたいという意味合

いです。 

◎委員（鈴木麻住君） だんだんよくわかんなくなってきたので、今のブラ

ンドコンセプトとキャッチフレーズ、ブランドロゴデザイン、これはやっぱ

り一くくりで考えるべきものだと思うんですよね、全部。だから、これをそ

れぞれ50万、50万、100万とかというようなのになっているんですけど、だ

から、要はあくまでも根拠で、委託をかけるときはこれを全部まとめてかけ

るべきだと思うんですけど。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 済みません、内訳を書くとどうしてもこう

いう書き方になっちゃうんですけれども、全般、一度大枠でかけるんですけ

ど、内訳になるとこういうことも、お金の振り分け、積算になっちゃうとこ

ういう書き方になっちゃうんですけれども、あくまでも委託は全体で委託さ

せていただきますので。 

◎委員（鈴木麻住君） だから、３つ書いて、トータル幾つと書いてやれば

済むことじゃないかなあと。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） そうですね。そうすると、また内訳どうだ

という話になっちゃうもんですから、御理解……。 

◎委員（鈴木麻住君） 一緒でいいということだね。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 一緒です。もちろんです。 

◎委員（関戸郁文君） 先ほどの質問に戻っちゃって申しわけないんですけ

ど、ちょっと確認で、先ほど聞き漏らしちゃったんですが、私の質問の中で、

どうなったらこの事業が目標達成して終了するかというところの回答なんで

すけれども、先ほどビジネスセンターの500万を３年間続けるということが

ちょっと聞こえたんですが、それ以外は何かあるんですかね。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 先ほど、その回答が漏れていたかと思うん

ですけれども、やはりもともとこういった市内の事業所を支援するというの

は、岩倉市としては商工会の、富士市も岡崎市もそうだったんですけど、も

ともとは商工会議所の仕事だろうというところで、富士市と岡崎市は市がビ
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ジネスサポートセンターを立ち上げました。ただ、先ほど関戸委員が言われ

たみたいに、市が立ち上げちゃうと、岡崎や富士市なんかは毎年5,000万ず

つぐらい、5,000万、6,000万、毎年経常的にかかっている。やっぱり岩倉市

ではそれはできないですし、今年度の事業も、商工会の職員も一緒に企画か

ら参加してやっているんですけれども、小出さんはやっぱり商工会の職員に

は、商工会なんか何にもできんと厳しく言われるんですよ。そういったこと

に対しても、今、商工会の職員は、岩倉市の商工会でｆ－ＢｉｚやＯＫａ－

Ｂｉｚを抜くぐらいやったるがぐらいの今気持ちで、逆に小出さんたちにせ

き立てられてやる気を出してもらっているので、岩倉市の商工会にビジネス

サポートセンターをつくって、ｆ－ＢｉｚやＯＫａ－Ｂｉｚのように実際売

り上げが上がる相談ができるようになったら終わりだと僕は思っています。 

◎委員（堀  巌君） 私もちょっとよくわからなくなってきたので、質問

させてください。 

 シティプロモーション、委託をするときで、先ほど語られたのは担当の思

いだよね。これ、予算を立てるときに見積もりをとっていると思うんです。

もう既に目星の業者をつけて、二、三社。そこの仕様書という段階で市の思

いをこういうふうにわけて、内訳として、そういう仕様書を出して見積もり

をとったんでしょうか。 

 私が思うには、その委託をするということは、その民間事業者のノウハウ

を生かすわけだから、余り最初から細かいところまで枠を決めるんではなく

て、というのは、さっき一体的なものだというところで、ワークショップを

やりながらロゴとかそういうのを決めていくという手法もあるだろうし、い

ろんな手法があって、そこの自由度というのを最初にがちっと固めて仕様書

をつくっているようにしか見えないんですよね。そこら辺をちょっと聞かせ

てください。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） そうですね。その辺は、やっぱりある程度

の仕様書がないと事業者のほうも見積もりを出せないというところで、一応

ワークショップとかはやって決めていきたいというのは市のほうの方針とし

て決めて出させていただいています。市のほうで決めたのは、市内・市外の、

先ほどの市外向けのアンケートも行いながら、ワークショップを行いながら、

12月１日までにロゴ、キャッチフレーズをつくっていきたいというところの

仕様書を作成して出していますので、ワークショップをやらずにまた違う手

法でというところは、申しわけありません、その仕様書にはなっていません。

ワークショップをやるという仕様書で見積もりをいただいています。 

◎委員（堀  巌君） やっぱりわからないのがブランドコンセプト設計と
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いうところで、これも市のほうからコンセプト設計費というところを組めと

いうふうに出しているんですか。その事業者の中で出てきたところの、この

意味がやっぱりよくわからないです。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） これは、シティプロモーション事業、初め

てなので、やっぱり小牧市さんですとか岡崎市さん、あと豊橋市さん、県外

も含めて先進的に、こういったキャッチフレーズとかをつくっている先進の

市の今までやってきた内容ですとか見積書なんかをいただきながら、岩倉市

にとってどんなのがいいかというところで事務局のほうで組み立てたので、

ちょっと先進地のいいところどりと言ってはいかんですけど、そういったと

ころを組み合わせて仕様書はつくらせていただいています。 

◎委員（大野慎治君） 最後なので、キャッチフレーズとロゴについては、

最後、どうやって決定するのかというのが見えないんですね。これ、３つぐ

らいデザインをつくってもらってとか、キャッチフレーズをつくってもらっ

たりロゴをつくってもらって、最後、投票をするのか、誰が投票するのかよ

くわかりませんが、１個だけつくるということは多分ないと思うんですね、

これ。ワークショップ参加者の皆さんで合意して決めていくのか、市の部長

や議員の一部の担当委員長やなんか皆さんで決めていくのか、この辺の最後

の決定の仕方だけ教えてください。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） １つを目指してつくっていくわけではない

と思うんですけれども、そういった検討委員会みたいなのをつくって１個を

決めているわけではないので、その辺は委託業者が決まったらどういう方法

が、先ほど堀委員が言われたんですけれども、そこら辺は固めるんじゃなく

て、いい方法をその業者と検討しながら進めていきたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） シティプロモーション事業については最後というこ

とですので、別のことで聞かせていただきたいと思います。 

 本会議で聞いたまちコンなんですけど、３年やってきて28年度は実施しな

いということになりました。担当課の思いというか、その辺はどうなのかな

あというところを少しお聞きしたいなあと思っています。 

 それで、市が委託事業としてやらずに、もちろんいろんなところで実施し

ている内容を見ますとそれぞれ事業者が独自になっているところもあるわけ

で、そういったようなことを、芽を残していくということは必要ではないか

なあというふうに思うんですね。例えば、地域産業活性化支援事業の中の円

卓会議の中でこういう事業が有効であるということになれば、またそれが発

生してくるみたいなこともあり得るというふうに思うんですけど、そういっ

たところの継承の仕方というか、必要ではないかと思いますけど、どのよう
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にお考えでしょうか。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 一豊コンについてということですけれ

ども、先ほどお話しいただきましたように、岩倉市を知ってもらう、実際に

訪れてもらうという商工振興を目的としたイベントとして平成25年度から開

催してきまして、前回で３回目ということになりました。さまざまな企画に

よって実施をしてきたわけなんですけれども、市の中心部での開催が難しい

ことですとか、民間では年齢別や職業別などさまざまなテーマによるまちコ

ンが多く開催されていることから、なかなか参加者が集まっていないという

ことが要因でございます。 

 平成28年度では、今年度に岩倉青年会議所さん、ＪＣさんにより開催され

ました若者政策ワーキングによって提案された若者の方たちが興味あるイベ

ントについて、実現に向けて検討をしていきますので、今後はこういったイ

ベントを開催することで岩倉市に来ていただいて広くＰＲをしていけるので

はないかなあというふうに考えております。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。そういうところでの、引き続きこの

まちコンの効果というか、その辺はやっぱりきちんと伝えながら研究してい

ただきたいというふうに思います。 

 あと、尾北自然歩道の関係ですけど、ＬＥＤにかえていくということであ

ります。予算の中で、修繕費の中の尾北自然歩道の水銀灯の修繕があります。

これとそのＬＥＤ化との関係というのは、どのような考えを持っているんで

しょうか。予算としては前年度よりもふえている水銀灯の修繕ですので、何

か考えがあってのことかと思いますけど、いかがでしょうか。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 平成28年度についての修繕料というこ

とですけれども、とりあえず来年度につきましては10月開始予定を目指して

ＬＥＤ化に向けてやっていきますので、ただそのＬＥＤ……。 

〔発言する者あり〕 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 済みません、ちょっと訂正をさせてい

ただきます。 

 尾北自然歩道の修繕の話につきましては、ポール本体の修繕料ということ

で、例えば下の部分が腐食しているものが一部見受けられますので、そうい

ったものの修繕に充てる費用ということで考えております。よろしくお願い

します。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。ＬＥＤ化に向けて、ポールの修繕も

当然必要だというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 あと、マスコットキャラクター観光事業についてもお聞かせいただきたい
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と思います。 

 い～わくんのキャラバン隊の委託料ということで組まれておりますが、こ

の時間給が、岩倉市のパートさんの賃金はほぼ10円から20円上がっていると

いう中で変化がないわけですけど、この点についてはどのような考えで引き

上げないという考えなんでしょうか。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） い～わくんのキャラバン隊の単価につ

いてはですけれども、来年度につきましても現在と同額の860円ということ

でお願いしたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） パートさんとは違うということだというふうには思

いますけど、やはり岩倉市をアピールするために奮闘していただいているこ

とでありますので、配慮が必要ではないかなあというふうに思います。新年

度予算ではこうなっていますけど、引き続き検討をお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） その辺は委託先と一度話をしながら、来年

度に向けて検討をしていきたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） 私のやつでは最後です。 

 最後に、消費者行政費の中でお聞かせいただきたいと思います。 

 この中の消耗品費の中で、消費者被害防止用物品作成費ということで60万

円が組まれています。これはどういう内容なのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

◎商工農政課主査（新中須俊一君） 消費者行政費の啓発物品の話ですけれ

ども、今のところ考えておりますものは消費者相談窓口のＰＲということで、

例えば電話がかかってきた、御自宅にかかってきたときに、電話の近くに例

えばシールとかマグネットとかを張っていただくと。その張っていただく内

容のものは、消費者相談窓口の連絡先が大きな字で書いてあるような、そん

なイメージで考えております。ですので、電話機の近くに張っていただくの

もよし、冷蔵庫のところに張っていただくのもよしということで、消費者被

害に遭わないための注意喚起も含めた上で配付をさせていただこうかなあと

いうふうに考えております。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） これからまだ検討なのかなあというふうに思います

けど、やはり幾つつくってどういうふうに配付していくのかというようなこ

とも含めて、少し情報は議会のほうにも提供していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） できたら、そのときそのときによってオレ

オレ詐欺だったり振り込み詐欺だったり、いろんなそのときの状況が違うも
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んですから、そのときの状況を見ながら、できたら全戸配付するような方向

で考えていきたいと思います。 

 また、内容についても、電話が多いときですとか訪問が多いとき、いろん

なことがありますので、その辺の状況も踏まえて、どんなものをどんなふう

に配付したらいいかも含めて検討をしていきたいと思っています。 

◎委員（鈴木麻住君） 私から１点お聞きします。 

 観光振興事業、235ページですね、ここの先ほどちょっと話に出ました若

者政策ワーキング調査研究委託料が20万計上されていますが、これは去年か

ら始まった事業だと思います。去年、たしか４チームが若者目線でいろんな

提案をされていて、非常におもしろいなあと思いました。代表質問の中でも

ちょっと話が出ていて、実現可能なアイデアをもっと出してほしいねみたい

なという話も出ていたかと思うんですけれども、この20万の内訳が募集用ポ

スター・チラシ作成費とか視察研修費とかというもので、例えば優秀な提案

をされたものに対して何らかの賞金なり商品なりというものが渡されている

のか、されていないのか。 

 それと、前回、元ＳＫＥでしたっけね、ゲストで１人見えていました。そ

の方はゲストで審査員か何かされていたんですかね。その方に公費が払われ

ているのかどうか、ちょっとよくわからないんですけど、この20万でこの事

業が維持していけるのかどうか、次へつながっていくのかなあという。だか

ら、もうちょっと一生懸命皆さんがいいアイデアとか、参加できるような環

境づくりって必要じゃないかなあと思うんですけど、いかがでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 今年度行った事業については、企画から予

算から全部ＪＣのほうで持ってやっていますので、ＳＫＥの方に幾ら謝礼が

払われていたかというのはちょっと存じ上げないんですけれども、この予算

の20万というのも、当然ＪＣの方と相談する中でこういった費用が必要です

ねということで20万上げさせていただきましたので、この費用の中で再来年

度のそういったイベントの実現に向けて、28年度はこの20万の中で29年度に

向けて企画・検討していきたいと考えています。 

◎委員（鈴木麻住君） そうすると、向こうから要望があれば上げていく可

能性はあるということですかね。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） ＳＫＥの方を呼ぶためのほうは僕個人的に

は必要ないと思っていますので、そういったことは考えていませんけど、本

当の事業を進めていく上で必要な経費ということであれば、財政のほうに相

談していきたいと思っています。 

◎委員（塚本秋雄君）  同じく235ページの観光振興事業とマスコットキャ
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ラクター観光事業とかかわってくる質問なんですけど、岩沼市というところ

がありまして、そこは災害相互支援協定を結んでいると思います。そこへ職

員を３年派遣されて、また派遣することになっていると思います。大野市と

の友好交流都市ということで観光と、い～わくんも行っているのかな、一度

は。行っておると思いますので、ぜひこの際、危機管理室はいないけれども、

もと危機管理室担当課長だった人はおると思いますけれども、岩沼市がこの

４月にマスコットキャラクターを発表・公表するそうです。なかなか人が行

くというのは、距離的な金額があるかもしれませんけれども、ぜひ岩沼市の

発表・公表されるマスコットキャラクターと岩倉市のマスコットキャラクタ

ーの交流を図っていただくような、マスコットキャラクター啓発事業委託料

という部分がありますけど、この金額では行けるとは思っていませんけれど

も、ただ職員は向こうに１人おるはずです。おる中での企画・提案していき

ますので、そのときは言ってくれれば、私は補正予算をつけてもいいと思っ

ていますけれども、ぜひ岩沼市との観光交流、マスコットキャラクターだけ

じゃなくて、そろそろ災害相互支援協定をやっているならば、新しい部分を

観光振興事業、あるいはマスコットキャラクター観光事業の中で担っていっ

てもいいんではないかなあということをお聞きしますが、お答えをお願いい

たします。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 毎年い～わくんキャラバン隊として、東の

ほうですと埼玉県の羽生市まではゆるキャラグランプリの関係で出かけて、

去年は浜松市だったんですけれども、来年度は愛媛で行うということで、ゆ

るキャラグランプリの参加についても、ちょっとなかなか投票方法がよくわ

からない部分もあるもんですから、その参加も含めて考えてはいるんですけ

れども、実は東北で復興を記念してマスコットキャラクターが集まるイベン

トがあるんですよ。それにもずうっと出たいなあと思っていたんですけれど

も、車で運んでいかんといかんもんですから、なかなか今までそれが実現で

きていなかったんですけれども、そういった話があれば、そういったイベン

トとあわせて岩沼市のほうにもお邪魔できるような方法を一度考えてみたい

と思います。ただ、ちょっと運転は大変かなあとは思いますけど、よろしく

お願いします。 

◎副委員長（桝谷規子君） 簡単に１つ。若者政策ワーキングのところで少

し。 

 岩倉で若者がいっぱい集まっているというイメージは、私の中では成人式

なんですけど、成人式では、岩倉はずうっと実行委員会形式で、新成人の人

たちが中心となっていろんな準備を何回かやって盛り上げているというイメ
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ージがあるので、そういう成人の集いの実行委員会の後はすぐ解散なのかな、

自主的にはつながっているのかもしれないけど、そういうエネルギーも何か

こういう若者が盛り上がれるイベントにつなげられるといいなあというふう

に思うんですが、どうでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 成人式の担当、縦割りと言われちゃうんで

すけれども、生涯学習課ですので、ただそういったところで実行委員として

参加するという若者は、やっぱりそういったことをやる気のある子だと思い

ますので、そういったところにも一度、来年度、再来年度がどういうふうな、

同じメンバーでいくのか、メンバーをかえてやるのかわからないですけれど

も、もしメンバーをかえてやるよというようなことであれば、そういったと

ころでもお声がけはさせていただくように覚えておきたいと思います。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款６商工費の質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日、審議の、議案審査の途中でございますけど、本日はこれをもって散

会したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 次回は３月 14 日、午前 10 時より再開いたします。お疲れさまでし 



１３８ 

財務常任委員会（平成28年３月14日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） おはようございます。 

 きょうは雨の降る中、また足元の悪い中、非常に寒いわけでございますけ

ど、財務常任委員会をお願いいたしましたところ、委員の皆様方、当局の皆

様方の出席をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 11日に引き続きまして、財務常任委員会をただいまより開催させていただ

きます。どうかよろしくお願いをいたします。 

 それでは、続いて款７土木費の質疑を許します。 

 予算書は236ページから254ページまででございます。 

 質疑を許します。 

◎都市整備課長（高橋 太君） 済みません。７款の質疑をいただく前に、

今回、私どもの都市整備課のほうで、保護樹等指定事業についてでございま

すが、少し規則の改正を行いまして、新年度から運用を少し変えようという

ふうに思っております。 

 この場を少しおかりして、そちらの内容のほうを御説明させていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「いいですよ」と呼ぶ者あり〕 

◎都市整備課長（高橋 太君） じゃあ、説明のほうをさせていただきます。 

 まず、積算内訳書の121ページをごらんください。 

 款７土木費、項４都市計画費、目１都市計画総務費、保護樹等指定事業で

ございます。 

 まず、改正に至りました経緯といたしましては、現在、市内には保護樹88

本と保護樹林９カ所を指定しておりますが、近年、樹木の枯れや維持管理が

できないなどの理由で、指定解除が相次いでいるという状況でございます。

市の環境審議会においても、指定制度の見直しが必要ではないかとの御意見

をいただいているところでございました。 

 このため、事務局といたしまして、少しでも指定解除の歯どめとなるよう

な制度内容の検討を行い、今回改正させていただいたものでございます。 

 改正内容は、積算内訳書に沿って説明させていただきますが、概要といた

しましては、従来の報償費が他市と比べ少し高い状況でございましたので、

それを減額し、新たな助成を新設して、予算総額としては前年度と同額とさ

せていただいているものでございます。 

 積算内訳書の保護樹等指定事業の欄をごらんください。 

 まず、減額いたします報償費でございますが、単独で指定してございます
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保護樹については、年当たり従来5,000円だったものを2,000円に、２本以上

で指定している保護樹については、１万円だったものを5,000円に、保護樹

林については、２万円だったものを１万円に減額しております。 

 それにかえまして、役務費で保険料を新設しております。これは、保護樹

等の枝が折れたために通行人にけがを負わせた場合とか、倒木によって隣家

の破損をさせた場合などに対応するため、市が賠償責任保険に加入するもの

でございます。 

 また、もう１つの新しい助成といたしまして、負担金補助及び交付金の欄

の剪定費助成金でございます。こちらは、維持管理に必要な造園業者に依頼

する剪定費や枝の処分費に対する補助金でありまして、対象経費の２分の１

以内で１カ所当たり10万円を限度として行うものでございます。 

 保護樹の改正についての説明については以上でございます。ありがとうご

ざいました。 

◎委員長（伊藤隆信君） では、報告を受けました。 

 土木費の質疑を許します。 

◎委員（鈴木麻住君）  予算書の241ページ、中ほどにある公共施設等総合

管理計画策定事業についてお伺いします。 

 これは総務のときもいろいろお聞きしたんですけれども、ちょっと予算案

のことについては余り突っ込んだ質疑はできなかったので、改めてここでお

聞きしたいと思いますが、この公共施設総合管理計画の中、これは27年度、

28年度の継続事業ということで予算が413万、そしてこれと並行して、今度、

公共施設再配置計画という予算がとられています。この関係ですね、総合管

理計画と総合配置計画、これは一緒にスタートして、１年間ずれて29年度に

再配置計画の策定業務が終わると。この間に２年度にわたって委員会を設け

て、委員会でいろいろ協議をしていくと。この辺の関係をもう一度整理して

ほしいんですけれども、いかがでしょうか。 

◎都市整備課長（高橋 太君） 少し時系列を追って、改めて説明させてい

ただきます。 

 まず、平成27年度の総合管理計画策定業務については、27年、28年という

ことで、平成27年度の総合管理計画策定業務の内容といたしましては、公共

建築物や土木インフラの総量、あと経過年数等のデータを把握して、対象施

設の範囲の設定、将来人口の推計について分析いたしました。 

 また、総務省の更新費用試算ソフトにより、今後40年の更新費用を試算し、

あわせて充当可能な財源との比較を行い、財政収支の検証を行いました。 

 その結果といたしまして、今現在、今後40年間で１年当たり６億4,000万
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円ぐらいの不足が生じるんじゃないかなというところが、委託業務を進める

中で見えてきているところでございます。また、あわせまして、計画策定に

向け、全庁的に課題の共通認識を持つため、施設管理担当職員を対象に研究

会を年度内に３回実施しております。あと三役、議員の皆様及び職員を対象

に先進自治体での事例といたしまして、焼津市職員による講演会も実施した

ところでございます。 

 続きまして、平成28年度の内容といたしましては、平成27年度の検討内容

を踏まえまして、さらに財政負担の軽減、平準化するための延べ床面積の縮

減目標や計画期間、対象施設全体の管理方針についての検討を行う予定でお

ります。また、全体の管理方針を踏まえ、学校や保育園、行政系施設といっ

た施設類系ごとに、施設の管理に関する考え方を調査シート及び実際に管理

をしている担当職員へのヒアリングにより詳細に調査いたしまして、施設類

系ごとの具体的な方針を取りまとめいたします。 

 そうしまして、予定では８月以降になると思うんですが、総合管理計画の

素案を策定する予定でおります。この段階で、先ほど御質問もありました再

配置計画の関係でございますけれど、こちらの再配置計画の検討委員会もこ

の時分には立ち上げる予定でございますので、こちらに素案をお示しして、

意見聴取を行いたいと思います。その辺で、より現実的な計画の策定ができ

ればというふうに考えておるところでございます。 

 その後、聴取いたしました意見も参考にしながら、計画確定版の案とし、

再度またここで再配置計画の委員会へも中間報告を行い、議会等への報告も

経て、年度末までに計画確定版を完成させる予定でおります。 

 続きまして、再配置計画策定業務でございますが、こちらにつきましては、

28年度と29年度で計画を策定しようという計画でおります。 

 まず、検討委員会のメンバーを年度早々、どんな方々にお願いしていくの

か、市民参加条例も念頭に入れまして決めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 また、業務発注後、早急に総合管理計画や公共施設白書の内容をまとめた

資料を作成いたしまして、委員の皆様に配付、委員会までに市民アンケート

の内容もある程度検討していこうというふうに考えてございます。 

 その後、８月ごろには検討委員会を立ち上げまして、アンケート方法など

を委員会のほうで確認していただきますとともに、先ほど総合管理でも申し

上げた総合管理計画の素案に対して意見があれば、総合管理計画側に投げか

けるような手順を考えてございます。 

 第１回の検討委員会終了後、市民アンケートを実施いたします。市民アン
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ケートの取りまとめ後、第２回の検討委員会を行います。ここでは、更新施

設の統廃合や複合化による再配置の考え方を整理して、施設配置の基本的な

方針をまとめる予定でございます。 

 その後、各施設ごとで利用者ニーズ、利用度、建築機能などを評価基準と

いたしまして、ポートフォリオ分析、こちらは白書でもやってございますが、

４つの窓で分析するものでございますが、存続とか転用、統廃合などの判定

を行いまして、第３回の検討委員会に諮っていく予定でございます。 

 29年度につきましては、引き続き、こちら条例でも計画が策定するまでの

機関ということで、委員会の機関を定めてございますが、委員会形式で行い

まして、分析した施設について重複する機能や施設間の距離等を考慮しなが

ら、再配置計画の作成を進めてまいります。見直しが必要な施設には、概算

工事費の算出など、具体的な対応はもう検討が必要ですので、そういった概

算工事費の検討もあわせて行う予定でございます。 

 また、パブリックコメントなどの住民参加の手法も実施する中で、最終案

を作成していくというような流れを考えてございます。以上でございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございました。 

◎委員（鈴木麻住君） 非常に複雑でわかりづらいんですけど、今の総合管

理計画というのが、８月以降に素案をまとめると。それを受けて、準備委員

会を８月以降に第１回目の委員会を開催して、そこに諮っていくという流れ

ということですよね。 

 先日、大野委員からも話があったと思うんですけど、準備委員会の委員の

方がどのぐらいそういう内容を把握されていて、その出てきたもの、素案に

対して検討ができるかということが、非常に疑問なんですね。 

 だから、我々でもなかなかわかっていない、僕は１級建築士で建築のプロ

なんだけど、なかなかわかりづらい部分があるんですけど、その準備委員会

で、どのぐらいのプロの方が見えて、わかっている方が見えるかということ

を考えると、もっと事前にそういう準備委員会に資料なり、レクチャーをし

て、対応できるような準備も、準備委員会の準備が必要なのかなと思うんで

すけど、それが１点と、もう１つアンケートなんですけど、市内の施設って

20ぐらいのグループにたしか分けていたと思うんですけど、膨大な施設があ

るわけですね。その施設もどういうアンケートをとるのか、図書館はどこに

諮るのか、総合体育館、文化センターはどういうところがアンケートに答え

るのか、学校はどうするのか、幼稚園はどうするのか、保育園は。こういう

のをアンケートと一くくりでお話しされているんだけど、それは一くくりで

はできないんじゃないかなと思うんですけど、その辺もちょっと教えてくだ
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さい。 

◎都市整備課長（高橋 太君） まず１点目の前回の建設常任委員会、大野

委員からの御指摘もあったように、確かに委員会までに委員会の方々へどう

いった形で内容を知っていただくかということは重要な問題でございまして、

その点に関してはちょっと詰めが今できていないことは申しわけなく思って

います。今後、業務については年度早々に発注いたしますので、コンサルと

も相談しながら詰めていきます。ひょっとして場合によっては、状況を見な

がら、第１回が無理なら第２回に少しずらすとか、その辺も踏まえまして検

討していきたいというふうに思っています。 

 アンケートにつきましては、今現在、予定では2,500名ぐらいの市民の方

にアンケート調査をさせていただくという予定でございますが、主には利用

内容とかそういったものの調査になりますけれど、例えば2,500人に学校施

設から何から何までの内容について広く浅くといいますか、聞いてもなかな

か難しいというようなことがあれば、場合によっては、そのカテゴリーごと

にアンケート内容を変えて実施するとか、その辺もちょっと検討しないかん

のかなとは思っていますが、よくも悪くもまだ今ちょっと白紙の状態なもの

ですから、またお問い合わせには、その都度最新の情報をお伝えしたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） もう１点、その準備委員会というか、委員会のメン

バーが９名で構成されるということだったですね。その９名は、例えば有識

者を筆頭にいろんな各分野からということなんでしょうけれども、当然、例

えば教育関係者だとか、総合体育文化センターだと体協の人だとか、いろん

な分野の方が見えると思うんですけど、９人の構成で大丈夫なんですかね。

どういう分野の人を今回、委員会に選定しようとされているのか、ちょっと

わかれば教えてください。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 委員の構成の御質問でありますが、まず

識見者の方としまして大学の先生１名と、まだ誰に頼むと決まっておりませ

んものですから、事務局の素案でありますが、市内の小・中学校の校長先生

にはぜひお願いしたいと、どなたか１名ですね、考えております。あとはこ

の前申し上げましたように、各種団体の代表者さん、これはこの前もちょっ

とお話ししたんですが、社会福祉協議会だとか青年会議所などの代表者さん

と考えております。あとは、市民参加条例に基づきます市民の代表者、これ

は今まで回答しておりますとおり、公募による方及び条例に基づく登録され

た方を予定しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◎委員（黒川 武君） 私もちょっと関連でお聞かせいただきたいと思いま
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す。 

 それで、公共施設再配置計画の検討委員会条例のほうでは、委員は10人以

内をもって組織すると、そういったふうな定めがありますけど、これは予算

上で見ると９人の配置ですよね。残るお１人というのは、どうされるのか。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 今のところ９名で予定をしておるんです

が、まだそれもはっきり確定とは言いがたいところがありまして、中に小・

中学校の校長先生を１名どうしてもお願いしたいと考えております。この方

は公職の方でありますので、御辞退いただくということになってくると考え

ております。 

◎委員（黒川 武君） そうしますと、確認しますと、小・中学校から校長

先生に入っていただくと。その方への報酬はないということで、委員会とし

ては10人でもって組織をしていくと。こういうことでよろしいですか。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 今、事務局の素案としては、一応９名で

考えております。 

◎委員（黒川 武君） その辺は、委員会条例では10人以内をもって組織す

るということですので、できるだけ多くの方に入れるように御配慮願いたい

なと思います。 

 もう１点、今のに関連してですが、総務産業建設常任委員会でも質疑はご

ざいましたが、公共施設再配置計画検討委員会というのは市長の附属機関に

なります。市民参加条例、まだこれから審議される議題なわけですけど、そ

こで定義される審議会等に該当はいたします。市民参加の手続の方法の一つ

にも、この委員会が位置づけられるわけなんですが、仮に今おっしゃられた

ような市民アンケートの調査を実施する、パブコメを実施するとなると、市

民参加条例の中でいう市民参加の手続の複数の方法、これは２つ以上ですよ

ね。だから、今のところ、先ほどの答弁では３つを行うということだから、

満たされるという形にはなるんですが、公共施設の再配置、つまり統廃合と

か複合化という市民にとって重要な課題については、この３つの方法だけに

限定するのではなくて、市民参加条例の中での、まだそのほかでも方法はあ

るんですね。意見交換会とか市民討議会とか市民公聴会、そういった多様な

市民参加の機会を私はもっと設けてはどうだろうかなと思うんですが、その

辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 平成29年度、最終段階では当然パブリッ

クコメントは行う予定であります。そのほかに、検討委員会の中でそういう

意見交換会とかが必要という御意見がありましたら検討していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 
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◎委員（大野慎治君） 今の関連で、僕、本会議から何度も言っているんで

すけど、公共施設白書、施設カルテ、まだ市民周知が十分でないという状況

が一番問題だと、僕は何度も言っているんですよね。やっぱり今、黒川委員

が言われたとおり、どこかで説明会、公共施設等総合管理計画についても、

どこで説明会をやるのか、やる計画がどこにもないんですよ。そこが一番僕

は問題だと言って、市民周知が、委員さんだけじゃなくて、市民皆さんに周

知するということが大切なので、どこで計画しているのか、計画していない

のか、お聞かせください。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 公共施設白書については、今ホームペー

ジに載っておりますが、普通の市民の皆さんは多分見られていないと考えて

おります。ですので、まだ予定でありますが、５月１日号の広報に概要の概

要を掲載していきたいとは考えております。 

◎委員（堀  巌君） 今の関連で、ちょっとお願いなんですが、通常、市

民自治基本条例にしても市民参加条例にしても、議会へ提出される資料の一

番最初にやっぱりスケジュールの一覧表みたいなのがあったんですね。今、

課長が言われた関係というのを、この時点では多分、そういう一覧表みたい

なのが内部資料としてあってしかるべきだというふうに思うんですが、そう

いうのがあるのかないのか。議会にそういったことを、今、口頭で言われた

ことをもっとわかりやすい形で資料として提示できるのかできないのか、お

願いいたします。 

◎都市整備課長（高橋 太君） 一応、事務局としては持ってございます。

ただ内部資料ですので、今、不確定なことも記載されたようなことがありま

すので、もし議会のほうから資料請求ということになりましたら、少しその

辺、修正のほうはさせていただく必要があると思いますが、少し時間をいた

だければ、そういった資料の作成は可能でございます。 

◎委員（堀  巌君） ぜひお願いします。その際に、さらにわかりにくい

のが委託の中身なんですね。これは委託料なので、多分コンサルに委託する

んですよね。経験則から言うと、自治基本条例をつくったときというのはコ

ンサルに委託しました。だけど、市民参加条例というのは、そのノウハウを

職員がやって、いろいろ委託せずにやってきたという経過もあります。 

 僕、聞きたいのは、そのアンケートとか、どの部分を職員でやって、どの

部分を委託するのかというのが不明瞭なんですよ。だから、それもあわせて

その資料の中に提示いただきたいというふうに思いますが、いかがでしょう

か。 

◎都市整備課長（高橋 太君） さっきの建設常任委員会でも、堀委員のほ
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うからそういったお話をいただきまして、作業内容についてはそこで申し上

げたとおりなんですが、そういった資料請求の中身にそういったことの説明

書きをしろということであれば、それは可能です。 

◎委員（大野慎治君） 済みません。もう一度、公共施設再配置計画の検討

委員会について、予算上では３回という開催なんですが、やっぱりちょっと

余りにも僕は少ないのかなと。当初予算ですので３回ですが、最初の８月の

段階で、いろんな委員さんから御意見が出てきた段階で、ちょっと回数につ

いては、言葉は悪いんですけど、３カ月に１回やっていったら、中身を忘れ

てしまってはならないものですから、やっぱりもうちょっと頻繁に開催をす

るような形にするのか、当初の８月以降の検討委員会で決めると思うんです

が、ふやす方針が、必要ならばふやすということでよろしいかどうか、御意

見をお聞かせください。 

◎都市整備課長（高橋 太君） こちらも御意見として承りまして、一度そ

ういった検討委員会とかでも相談しながら、予算も当然伴って、補正予算と

かいうお話にもお願いもしないかんような内容になってまいりますので、少

し検討させていただきたいと思います。 

◎委員（須藤智子君） 次に行ってもいいですか。 

 予算書の243ページですけど、款７土木費、項２道路新設改良費の新柳通

り線道路改良事業についてお尋ねをいたします。 

 今後のスケジュールをお聞きしたんですが、お願いします。 

◎都市整備課主査（井手上豊彦君） こちらにつきましては、市道南小学校

南線の交差点となります、大地町の郷前の交差点になりますが、スケジュー

ルにつきましては、平成28年度の前半に工事に入る前の詳細設計と、あわせ

て道路を拡幅する関係で、公安委員会との協議のほうを進めていきたいとい

うふうに思っております。設計とそちらの協議が終わりましたら、28年度中

の完成を目指して工事の発注をしていこうというふうに思っておりますが、

その中でも一日でも早い供用を目指していきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（須藤智子君） 完成後の道路の交通効果というのはどのようになる

のか、お聞かせください。 

◎都市整備課主査（井手上豊彦君） こちらは、今年度の補正予算で取得し

ておる４メートル分の用地買収をさせていただきました。４メートルのうち

１メートルにつきましては、現在歩道が２メートルで整備されておりますの

で、３メートルに拡幅すると。もうあと残りの３メートルにつきましては、

右折帯を設置する計画になっておりますので、交通安全とともに円滑な交通



１４６ 

環境の形成が図れるのではないかというふうに考えております。 

◎委員（鈴木麻住君）  ちょっと戻っていただいて、240ページの耐震対策

費についてちょっとお聞きしたいんですけれども、積算内訳書の115ページ

ですけど、この補助金及び交付金という形で、下のほうに木造住宅段階的耐

震改修費補助金というのが60万、２件計上されています。この段階的耐震改

修費補助金というのは何を言っているのかなというのがちょっとよくわから

ないので、教えてください。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） こちらにつきましては、耐震改修、非常

に費用が高いということで、耐震診断をやっていただいてもなかなか次の改

修に行くということが、踏み込んでいただけないという実情がございまして、

まず２段階に分けまして、第１段目としまして、60万という上限の費用があ

るんですが、耐震の比率といいますか、１以下ということで耐震の結果が出

た場合について、まず第１段目としまして0.6まで引き上げていただくとい

うのが第１段階目の改修費の補助ということになります。 

 続いて、第２段目ということで、今度１まで上げるということで、要する

に、とりあえずと言ったらいけませんが、まず0.6に上げるということが一

つ、例えば0.1が0.6に上がるということで、少し耐震の効果があるだろうと

いうことで、費用的な少し余裕も持っていただく中で耐震化の比率を上げて

いただくという効果を狙っているものでして、現在、予算をそういう形で計

上させていただいております。 

◎委員（鈴木麻住君） そうすると、段階的に引き上げていくということで、

１段目で60万、今度、次の1.0まで上げるのにまた90万とか出るんですか。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） 次はですね、第２段目については30万と

いうことで、やはり合わせて90でございます。 

◎委員（鈴木麻住君） その下にある木造住宅解体工事費補助金というのが

20万あるんですね、５件見ているんですけど。これは多分、壊したら補助金

が出るという話じゃなくて、耐震診断をして耐震補強しようかと思っていた

ところを、もう壊して建てかえようかと。それで、壊す費用を補助するとい

うことだと思うんですよね。これって皆さん知らないと思うんですよ。知っ

ていますかね、こういう補助金があるというのを。ちょっとその辺、どうい

うふうに周知されているのか。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） こちらは、広報等で当然お知らせをする

わけなんですけれども、実際に昨年度、26年度については５件、それから27

年度、今年度については４件ということで、件数としては、実は耐震改修が

今年度１件しかございませんので、それよりは件数的には多くなってござい
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ます。これは、耐震診断を受けていただいて、１以下であったということが

補助金を受けていただく条件になりますので、１回受けていただいて壊すよ

という方については、この解体補助をまたお勧めするということを窓口でし

ております。 

◎委員（梅村 均君） 予算書243ページの五条川右岸堤防道路整備事業で

お尋ねいたします。 

 この資料のほうで、この事業の目的が改修工事や堤防道路ができることで、

親水空間として、また市民の憩いの場になるというような利用効果が書かれ

ておりまして、この親水空間とか憩いの場というのはどういったものでこう

なってくるのかというところが気になります。単純に道路をかけるだけなの

か、何か階段みたいなのができるか、ベンチができるのか、ちょっとそのあ

たり、県のほうの内容になるかもしれませんが、この完成イメージ、今の時

点でわかりましたらお聞かせください。 

◎都市整備課主査（井手上豊彦君） 詳細には、現在、愛知県のほうが詳細

設計のほうをやっていただいておるんですけれども、護岸につきましては、 

多自然の草が生えるようなタイプの護岸を張っていただいたりということを

やっておりますし、我々市としても、こちらは市道として整備する際には、

市内でよくやられておる自然石の石を使って、自然環境に適したような整備

をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

◎委員（木村冬樹君） 予算書の238、239の駅前広場・地下連絡道等管理費

についてお聞かせいただきたいと思います。 

 修繕料として組まれておりますが、以前も気になっていた部分の地下連絡

道の天井の雨漏りの件ですが、今年度、天井吹きつけ工事が行われたという

ことで、その辺の修理状況というのはどのようになっているんでしょうか。 

◎維持管理課主査（田中伸行君） 昨年から、皆様に逐次御質問いただいて

おるところでありますが、２月に吹きつけのほうを終了しまして、今は水漏

れのほうも確認はされておりません。このまま水がとまっていって、状況が

キープされればありがたいんですが、適宜そこのところはチェックしながら

維持管理に努めていきたいと思っております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。よろしくお願いします。 

 次に、242、243の舗装側溝の関係でもお聞かせいただきたいと思います。 

 一つは、この積算内訳書を見ますと、生活道路の舗装工事というのが少し

額が減ってきているのかなというふうに思っているのが少し気になるところ

ですが、個別にはいろいろ、多分区長なども含めて、市の点検も含めて計画
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はされているというふうに思うんですが、私の住んでいるところの近くでも、

例えば岩倉団地から南部中学校に続く南北の道なんかが、南部中学校への通

学路ですけど、非常にでこぼこしていたり、小さいものですけど穴があいて

いたりというような状況が見受けられます。 

 この辺の生活道路の舗装工事については、28年度はどのようなことを、２

路線と書いてありますけど、どんな部分をやっていくのか。もちろん、これ

は年度途中で補正予算なんかも組まれてくるというふうに思いますけど、今

の28年度の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

◎都市整備課主査（井手上豊彦君） 舗装工事の選定の方法といたしまして

は、各区から寄せられる要望に対して、職員のほうで現地調査をやらせてい

ただいて、緊急度の高いものから対応させていただいておるということでご

ざいます。 

 どうしても、こちらに２路線ということで、数のほうは少なくはなってお

るんですけれども、やはり緊急性の高いものから実施するということで、限

られた予算の中ではありますが、緊急性の高いものを優先ということで２路

線上げさせていただいております。 

 また、随時そのような声をいただければ、職員のほうで現地調査をやらせ

ていただいて、次回以降の予算計上のほうにも反映させていきたいというふ

うに思いますので、もしそういうような箇所があれば、全てが全て職員のほ

うで把握できない部分もございますので、またお声をいただければよろしい

かなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。また個別なことについては相

談したいというふうに思います。 

 それで、同じく舗装の関係なんですけど、今、新築の家が建てられたりだ

とか、ガス管の布設がえなんかが行われているということで、非常に掘削さ

れるところがあって、カラー舗装の部分が削れてしまっているところが多分

あるというふうに、御存じだと思いますけど、ああいうカラー舗装というの

は、どういう形で修繕をしていくことを考えているのか。ちょっとやはり、

何となくみっともないと言ったらいけないですけど、機能を果たしておるの

かなというふうに思っちゃうもんですから、そういう点についてはどのよう

なお考えなんでしょうか。 

◎維持管理課主査（竹安 誠君） 工事によって、グリーンカラーが剥がれ

てしまうという話ですが、通常、承認工事等とか占用とか、そういったもの

で道路の掘削をするという場合ですと、原則的には原型復旧という形で、グ

リーンカラーがある部分については、多少薄くなっていてもグリーンカラー
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でもとに戻すという形で指導をしております。 

◎委員（木村冬樹君） 緑の部分だけじゃなくて、赤のところなんかも、多

分、市内には掘って削れているようなところがあるというふうに思うもので

すから、しかし、原型という形で復旧されていないようなところが見受けら

れるような気がしますけど、そういった点についてはどのように指導してい

くのか。また、市としては何か対策を考えているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

◎維持管理課主査（竹安 誠君） 基本的には工事をする場合は、承認とい

う形、または許可という形になってきますので、最終的には完了検査という

形で完了届を出していただいて、現地を見てという形になっておりますので、

基本的には申請があるものについては原型復旧されているというふうに見て

おります。物によっては仮舗装というような形で、しばらくの間置かれてい

るというケースもあると思いますので、そういったものはあるのかなという

ふうに思うんですが、基本的には最終的に完了した状態で工事は終わりとい

うふうに見ております。 

 また、そういうところがもしございましたら、お知らせいただければとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。もう少し様子を見て、なかなか直ら

ないところがあったら、また言いたいと思っております。 

 都市計画総務費の関係で、都市計画基礎調査及び基本図修正の事業であり

ますが、この内容についてまず少しお聞かせいただきたいと思います。どの

ような形で調査され、どのような修正が加えられるのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） まず、都市計画基礎調査でございますが、

こちらについては、都市計画法第６条第１項というところで、都道府県がお

おむね５年ごとに、例えば人口の規模ですとか、それから産業分類別の人口

の規模、市街地の面積、そういったものの調査を行うことということが決め

られております。それに基づきまして、愛知県のほうが各年ごとにこういっ

たものを調査しなさいということが５年間の年度明けに、もう昨年度出され

ておりまして、それに基づき市町村が調査をするといったような内容となっ

ておるものでございます。 

 一方、都市計画の基本図修正でございますが、こちらにつきましては、都

市計画法第14条というところに、都市計画を例えば変更したり、新しく新規

に定めたりというような図書として、総括図であったりとか計画図というも

のを添付図書としてつけるんですが、そちらについての基準となるものでご
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ざいまして、航空写真を撮って、それをもとに１万分の１だとか、2500分の

１という地図を作成するんですが、それをやはり５年ごとに修正を行う必要

が当然出てまいりますので、そういったことをする作業ということで、委託

のほうを考えておるところです。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。５年ごとに予算化されているという

ことで確認をしておきます。 

 最後ですけど、本会議でもお聞きしましたけど、住宅管理費の関係で、ち

ょっとくどいようですけど、大山寺住宅の塗装修繕ということで、やはり年

度に１棟ずつという形になってくるのかなというふうに思います。１棟やる

のに330万から340万というお金だというふうに思うんですけど、住宅基金を

財源にということで、確かに今回、下水道接続工事等もあるものですから、

基金の残高についても気になるところでありますけど、今の時点での基金の

残高といいますか、恐らく1,500万円ぐらいあると思うんですけど、その辺

を活用して、年度内に補正予算を組んででも修繕をお願いしたいというふう

に思いますけど、再度考えをお聞かせいただきたいと思います。 

◎都市整備課主査（井手上豊彦君） 御質問のとおり、現在の基金の残高、

26年度末ですが、1,530万程度であります。今回、１棟の塗装修繕を行いま

したので、基金が200万程度減額します。来年度、塗装と下水の接続を行い

ますので、また800万から900万程度基金が下がるということになってきまし

て、合わせまして1,000万から1,100万程度の基金が減るということになって

きます。残額については、300万程度しか残らないということですので、申

しわけありませんが、１棟ずつということを考えさせていただいております。 

◎委員（堀  巌君） 一般質問でもお聞きしたんですが、ビオトープネッ

トワークの関係と、この予算でいうと公共緑化事業というのがあります。こ

ういったところの市としての考え方というのは、再度お尋ねいたします。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） ビオトープネットワークの御質問をいろ

いろいただいておりまして、今回、まずビオトープネットワークという点に

つきましては、この公共緑化事業も一環としては考えておるんですが、実態

としまして、毎年度ですが、大概、街路樹の枯れたものの補植をしたりだと

か、それから交差点の中で街路樹が茂ってドライバーから見えづらいという

ようなものを剪定するだとか、ちょっとそういった補修的な観点の予算、

100万というものをとらせていただいているケースになっております。堀委

員さんが言われましたように、ビオトープネットワークについては、こうい

った公共緑化事業も、本来であればその一環としてやりながら、ネットワー

クの形成を図っていくという必要があるわけなんですけれども、現時点では
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まだそういったことがなされてないということです。 

 一方で、例えば五条川から今整備をしている都市計画道路の桜通線ですと

か、それから萩原多気線、県のほうで整備していただいているものですが、

そういったものについては、街路樹の新規の設置ということについては、ネ

ットワークの形成上、必要になってくるものだと思いますので、新設という

部分では実証していきたいというふうには今後は考えておるんですが、まだ

形成につきまして、市域全域できちっとしたそういった構想というものが練

り切れておりませんので、こちらについては今後の課題として考えていきた

いと考えております。よろしくお願いします。 

◎副委員長（桝谷規子君） 道路の維持管理費についてお伺いします。 

 市内の穴ぼこやでこぼこや段差でつまずきやすいところなど、割とこれま

で以上に対応をたくさん迅速にしていただいて、非常に感謝しているところ

ですが、割と狭い道路でそういったところがすごく丁寧にやられていて感謝

するものなんですが、豊田岩倉線の、非常に車が多くなっているその重みか

らか、歩道が縁石と側溝のふたまでの間が非常に段差ができてきていて、歩

道を歩く人たちが、カネスエや八剱ピアゴなどに歩く人も結構いらっしゃる

んですが、歩いたり、自転車だったり。その歩道が非常に水たまりができや

すくなっている、段差がつきやすくなっているところなんかがふえているん

ですが、そういう歩道の整備などは今後どうお考えなんでしょうか。 

◎維持管理課主査（田中伸行君） 日常的な管理は、先ほど桝谷さん言って

いただいたとおり、迅速に動くように努めております。同じように、歩道に

関してもそういった緊急性があるところは特にすぐ私たち参りますので、言

っていただいて、水たまり等とかでも簡単に解消できる場合もございますの

で、適宜情報を入れていただいて、維持管理のほうは努めていきたいと思っ

ております。 

 ただ、全体的に範囲が広かったりとかすると、こちらはさすがに予算もか

かってくることがありますので、その辺は現場の状況にあわせて対応のほう

をさせていただきたいと思いますので、また情報提供のほうをよろしくお願

いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 もう１点、保護樹についてお聞かせください。 

 先ほど課長のほうから予算組みが変わったということをお伺いしたんです

が、報償金のほうで半額になるというところは、やはり大きな保護樹を日々

管理というか、非常に落ち葉の清掃なんかも非常に大変だと思うので、そう

いうところの半額になるということの周知、お願い、そういったのは全ての
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地域で丁寧にやられるんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） こちらの減額をさせていただくというこ

とにつきましては、事前に全ての所有者さん等に通知をさせていただいた中

で御意見を賜るということで、アンケートもちょっとさせていただいたとこ

ろです。そちらについての回答ということで、アンケートを送っていただい

た中では、１件の方からは、例えば１本を5,000円から2,000円に下げている

んですが、2,500円にしてよというような、半額ということなので、という

お話があっただけで、ほかの方からは、やはり長期的な観点で見ますと、こ

の１本、例えば5,000円を、変な言い方ですけど、報償金としていただいた

ところで、それが管理費に充当というのがなかなか難しい部分もあるという

ことで、今改定をしましたように、剪定費の助成を10万を上限ということで

していただくことで、もう少し維持管理がよくなり、保護樹の解除につなが

っていかないということが望まれるのではないかと思っておりますので、そ

ういった御回答がありましたということだけ御紹介させていただきます。 

◎副委員長（桝谷規子君） じゃあもう１点、指定プレートは全ての保護樹

にきちんとされているんでしょうか。 

 先日、石仏の稲原寺のほうの２本ある保護樹のうち１つが、ずっとプレー

トがないそうなんですが、そのプレートは全ての保護樹にかけられている管

理の仕方というのは、どうなんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） これは、３月に入りまして、年度末とい

うことで、保護樹のほうを一本一本写真を撮って管理台帳等をつくるという

ことで確認を行っておりますが、ちょっとまだそのプレートが外れていたと

いうことについては、私は報告を受けておりませんので、今御意見をいただ

きましたので、早速確認しまして、必要に応じてきちっとプレートを配置す

るようにします。 

◎委員（塚本秋雄君）  247ページの同じく保護樹と花のあるまちづくりな

んですけれども、岩倉市45周年を迎える。岩倉市には、市の木、クスノキ、

それから花はツツジということで、私たちも議員でありますから、ある程度

周年記念であればＰＲしていきたいと思いますけれども、まず１つ目は、市

のクスノキは何本あって、どこがメーンで、どの場所を見れば市民にこれが

市の木、クスノキと言えるところを教えてください、１つ目。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） 申しわけありません。まだ私どもとして、

そこまできちっと把握ができておりません。保護樹としてクスノキが何本あ

るかというのは把握はしておるんですが、その中で代表的なものといいます

か、例えば名木に将来なりそうなものとかというものについては、まだちょ
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っと把握のほうをしていないということで、済みません、よろしくお願いし

ます。 

◎委員（塚本秋雄君） ２つ目の、花のあるまちづくりを当然やっているな

らば、市の花はツツジです。ツツジが植えられているのか、木もそうなんで

すけど、植える取り組みをするのか、ふやす取り組みをするのか、保護する

取り組みをするのか含めまして、じゃあ市の花ツツジはどこを見たら市民の

方に岩倉市のツツジということをＰＲできるか。せっかく市の花ですから教

えてください。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） 新柳通り線の歩道に植栽しておるのがツ

ツジでございまして、そちらが私どもとして一番お勧めできるというものに

なります。よろしくお願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） 市の木でありますので、制定当時、どこかを見てさ

れただろうと思いますし、やっぱり市の木であればＰＲしていく哲学、理念

が要るだろうし、それから花もツツジ、どんなツツジでも、どこでも植えら

れますから、ツツジをＰＲしていくならば、やっぱりそれなりのものを、45

年もたつ、何年だったかわかりませんけれども、やっぱりメーン、常に広報

には花は出てきますけれども、市の花、市の木はしっかりとＰＲできるよう

にしておいてください。 

◎委員（黒川 武君） 北島藤島線街路事業の関連でお聞きしますが、高架

の下の活用策ですよね。今回、予算の中で、環境保全課のほうで分別集積場

所として整備を行うということなんですが、そのほかの活用方策って何かお

考えですか。 

◎都市整備課主査（井手上豊彦君） 線路の東側で、今おっしゃったとおり、

環境保全課の分別ごみの集積場のほうを整備させていただきますが、西側に

つきましては、危機管理課のほうで防災備蓄倉庫を設置するということで、

今、調整をさせていただいております。 

◎都市整備課主幹（西村忠寿君） 大変申しわけございません。先ほど鈴木

委員さんからの御質問で木造住宅の耐震の段階改修の御質問がありましたが、

そこの判定値の改修の比率の話を私がちょっと数値を間違えてしまいました

ので、改めて訂正させていただきたいと思います。 

 まず、第１段目につきましては、市の無料耐震診断を受けまして、判定値

が0.4以下を0.7以上に、私0.6と申し上げたんですが、0.7以上にということ

で訂正させていただきます。第２段目につきましては、0.7あったものを１

以上にということでございますので、そちらは訂正ございませんが、大変申

しわけありませんでした。 
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◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款７土木費の質疑を終結いたします。 

 ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 11時５分より再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

（録音欠落） 

◎委員（須藤智子君）  ページ数は263ページの非常備消防費の中について

お尋ねをいたします。 

 今、全国的に消防団員の確保が難しくなっている状況なんですが、岩倉市

では、今のところ各区長さんの御尽力により団員数の確保はできていると思

いますが、今後、女性消防団員の取り組みについては、どのような見解を持

っているのか。それと、他市町の女性消防団員の状況をお聞かせください。 

◎消防本部総務課主査（伊藤孝夫君） 女性消防団員について、まずはその

状況ということでございまして、県内の状況を見ますと、30の自治体で女性

の消防団が見えまして、２万3,189人の消防団員中626名が県内では女性とい

うことになっております。 

 近隣では、特に江南市が16名、犬山市が15名、大口町が11名という状況で

ございまして、ただいずれも災害出動はしないということでございまして、

業務の内容としては火災予防の普及啓発、また応急手当てやＡＥＤ講習の指

導員として活動をされておりまして、その形態は、女性分団ですとか女性班

というところを組織して、いわゆる機能別消防団員ということで位置づけを

されているというところでございますが、こうした女性消防団員さんによる

活動を子どもさんや高齢者、また災害時の要援護者の方々等々には多様な市

民の方々への対応力として、市としては向上するものであるというふうに理

解をしておりまして、ただ報酬とか手当、またそういった課題もございまし

て、入団の促進に向けた取り組みとあわせて継続的に研究をしていきたいと

いうふうに考えております。 

◎委員（須藤智子君） 今、他市町の状況とその取り組み状況についてお聞

きしたんですが、岩倉としての女性消防団員についての見解をお聞きしたい

んですが、どうでしょうか。市としては。 

◎消防本部総務課主査（伊藤孝夫君） 先ほどと重複する内容があるかもし

れませんが、まずもって、今、当消防団では１名の女性消防団員に活躍をし

ていただいておりまして、また特に精力的に活動をしていただけておる女性

でございまして、ただ今後、女性消防団員を増員していくべきなのかどうな
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のかという点については、これまでも御質問をいただく中でなかなか難しい

のが、まずもって条例上、任命要件の一つに区長さんからの推薦ということ

がございます。これについては、一方では市全域に均等に消防団員さんを配

置できるという大きな利点があるものですから、これを否定するという考え

は今のところないですし、そういった中で女性団員さんをどういうふうにふ

やしていこうかということころは、他市町では先ほど申し上げましたように

女性だけの分団員をつくるですとか、女性の班をつくるですとかという取り

組みをされておりまして、活動は災害出動はどちらもされていないんですけ

ど、ただ報酬は一緒だとかということがございまして、そういったところは

いろいろ課題があるなというふうに思っておりまして、女性団員を一人でも

ふやしていけるような取り組みというのは、継続的にほかの市町の取り組み

を研究していかなきゃならないというふうに考えておるところでございます。 

◎委員（大野慎治君） 予算書258、259ページの常備消防事業の消防指令セ

ンターの共同運用について、ちょっとお聞かせください。 

 共同運用だけじゃなくて、出動指令についてもあわせてお聞かせください。 

 ２月から消防指令センターが仮運用されていますが、本当にスムーズな運

用ができているんでしょうか。２月25日の火災、消防長が本会議で説明があ

りましたが、大山寺の建物火災について、市民の方から、火災現場から消防

署まで目と鼻の先でありながら消防署が来るのが遅かったと、現実に遅かっ

たという声を耳にします。通報から出動指令、出動、現場到着までの時間経

過をもう一度お聞かせください。 

◎消防署長（真野淳弘君） 今、委員さんのおっしゃられるとおり、大山寺

の火災につきましては、救急出動が重なっていたようなときに建物火災が起

こったということです。 

 近年、私も40年近く現場をやっておりますが、ここ10年ぐらい火災と救急

が重なるのが多くて、市のサイレンで消防団等を招集した建物火災で、５件

中１件だけがそういう重複した出動が重なっておりません。 

 この間、救急が２件重なっておりまして、プラスその１件は救命対応とい

うことで、傷病者の方の意識状態が悪いということで、消防車両と救急車が

ペア出動しております。そんな中での建物火災でありました。 

 １件は救急出動しておりまして、２件目の救急事案で東新町に救急車とタ

ンク車が行っておりまして、その中の火災出動でありまして、大山寺であっ

たんですけれども、勤務人員としては総務課が１隊、消防車両を出せるとい

うような状態でありました。そこで、消防署から１隊、ポンプ車を出しまし

て、もう１車両は東新町からの出動になりましたので、近隣の大山寺の建物
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のことに関しましては、本当に消防車が到着するのには時間がかかったとい

うふうに感じられると思います。ポンプ車にあっては、消火栓につけますの

で、現場直近ではありませんので、消火栓からホースを伸ばして消火活動を

したという形になりまして、火災現場に直近するタンク車にありましては、

東新町からの出動でありまして、ちょっと時間がかかったという経緯であり

ます。 

 それで、入電から指令時刻まで、これは秒単位までは出ていませんけれど

も、２分、指令から出動までは２分という経過でございます。 

 共同運用も１カ月ぐらいたちまして、やはり他の市町からの職員と共同し

てやっていますので、岩倉市ですと岩倉の地理とかそういうのは万全の体制

で今までやってきたんですけれども、その反面、そういう指令センターの指

令台もやっぱり最新式のものでありまして、119番が入った時点で現場等が

わかるような体制になっております。今後もいろいろ新しく共同運用する中

で、ちょっと問題点とか、遅くなるようなことがありましたら、センター員

とともにいろいろ症例検討を行いながら、本当に一分一秒でも早く出動でき

るような体性で行っていきたいと考えております。 

◎委員（大野慎治君） 市民の安全・安心を守る岩倉市消防が、幾ら救急出

動が重なっていたからといっても、遅くなったということは、市民の理解は

得られないんですよ。得られるわけないんですよね。非番員の招集はどうな

っていたんでしょうか、例えばね。また、今後、こういう救急車の出動が多

くなってくると思いますよ、救急のことでね。消防署も残っていたのが１年

生と２年生だったのかな、消防署に残っていたのが。若い世代が多くなって、

災害経験も少ない中、今後、岩倉市民を守るためにどのような取り組み、体

制をとっていくのか。今は50名なんだから、50名の体制でどのようにとって

いくのか、見解をお聞かせください。 

◎消防署長（真野淳弘君） 本当に委員の言われることはごもっともであり

まして、市民の安心・安全を守る立場としては、本当にどんなときでも早く

駆けつけて、その人の命を守ったり、初期消火により災害を少しでも少なく

するという義務がございます。何分、救急出動は本当にここ一、二年でうな

ぎ登りで、２年前から去年までが約100件増加しました。また、その次の年

は50件という、それは1,800件の中で100件、50件という増加が来ておりまし

て、市民の方々にも本当に救急車が必要なのかということもＰＲしながら、

救急出動の抑制というか、本当に必要なときに要請していただくというよう

な形も広報等とか訓練等でＰＲしながら、また本当に必要なときの災害に消

防隊員を出動させるというような体制をとっていくよう努めてまいりたいと
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思いますし、今、非番員の招集につきましては、ほかの市町はそんなことは

やる必要はないんです。人員も多いものですから。我々は、一応救急車が２

台出動しまして、ある程度時間がかかるというような継起があれば、非番員

招集ということで、輪番制を組んで、非番員を分けて少人数招集ということ

もやっております。この間の建物火災につきましては、もう建物火災が入っ

た時点で、センターから建物火災ということで非番員等に連絡が行きまして、

それはまだ招集ではございません。例えばそれが誤報とか、本当の全焼火災

とか、非番員を必要としない火災の場合でも、一応予告指令みたいなもので

流していただいて、現場の隊員が出動したときに、火炎とか黒煙を確認した

ときに、サイレン等も含めてですけれども、非番員を招集する形となってお

ります。 

◎委員（大野慎治君） 今回の火災のときに非番員はいなかったんでしょう。

もうみんなが出払っていたのにもかかわらず。そこが問題だと言っているの。

何で招集しなかったんですか。みんな出払っていて、中で。そっちを問題視

しているの。 

◎消防署長（真野淳弘君） 招集は、建物火災が発生した38分に一応出動し

ていまして、自宅から当然、署に来る時間がありますので……。 

〔発言する者あり〕 

◎消防署長（真野淳弘君） 招集はしています。 

◎委員（大野慎治君） 僕は何を問題にしているかというと、みんなが出ち

ゃった後、何分ぐらい経過していたんですか。火災が起きたのはその後でし

ょう、通報が入ったのは。そっちを問題視しているの。何分ぐらいの人数が

いなかったときの体制だったのか。万が一火災が起きたらどういう体制をと

るんだと。確かに総務がみんな出払ったというのは、それは緊急時のことで

すよ。 

◎消防署長（真野淳弘君） タンク車にあっては、すぐ転戦できるような体

制でおります。例えば事案が重なって、ＰＡ連携というか、ポンプ車と救急

車で出動した場合に、タンク車にあっては次の災害があったらすぐ出動させ

る体制になっておりますので、ポンプ車とタンク車で一時対応するという形

をとっております。 

 それで、たまたま救急の現場が東新町だったものですから、やっぱり消防

署におるときよりは時間がかかっていますけれども、例えばそれが石仏であ

っても東町から出動したりという流れになっておりますので、災害が重なっ

た場合は、そのタンク車が転戦させるということは決め事でやっております。 

◎委員（大野慎治君）  事は重大なんで、ちゃんとした体制を、市民の安
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全・安心を守っての消防署なんだから、体制を整えてもらわなきゃ困るわけ

ですよ。今回初めて、岩倉市消防始まって以来、信頼を損ねたんだから、事

は重大だよ。目と鼻の先で出動がおくれましたなんて、あり得ないんだよ。

これ以上言わないけどね。 

 次に行きます。 

 今回の火災で、岩倉市ほっと情報メールが直ちに配信されなくて、１時間

後の鎮火のときにおわびのメールが配信されました。また、これは消防団員

にはまた別のメールが送られていると思うんですけど、こちらのメール配信

はどうだったのか。また、サイレンも鳴ったんですが、消防団員の出動状況

はどうだったのか、お聞かせください。 

◎消防本部総務課長（伊藤真澄君） ほっとメールにつきましては、確認し

たところ、私がやりましたが、サーバーの不良で動きがとまっておりました。 

 消防団員の人数につきましては、現在ちょっと数字を持っておりませんの

で、確認はできません。 

◎委員（大野慎治君） サーバーの故障なんてあるの。あってはならんこと

を、そんなことなんてあるの。本当にあったの。ただ送れなかっただけじゃ

ないの。何で１時間後送れたの。消防団には、じゃあ何時に送ったの。サー

バーが故障していたら、消防団にだってメールは送れないじゃないか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎消防本部総務課長（伊藤真澄君） 先ほどサーバーの不良と私回答しまし

たが、今確認したところ、パソコンの設定不良ということで訂正させていた

だきます。 

 それと、消防団の人数につきましても、31名の出動となっており、現場待

機が９名を行わせていただきました。 

◎委員（大野慎治君） 設定不良なら、設定不良があってはならないことな

ので、消防は。誰が残っていたか……。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ちょっと暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎消防本部総務課長（伊藤真澄君） 先ほど私、メールにつきましてはサー

バーの不良と申し上げましたが、パソコンの設定不良ということで訂正させ

ていただきます。今後、このようなことがないように注意喚起させていただ
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きますので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 予算書266、267ページの災害対応特殊はしご付消防

自動車購入事業についてお聞きします。 

 ＮＯｘによる更新であり、また財源のため、緊急消防災害援助隊設備整備

費補助金を使うものですが、補助金を使って更新しますが、現在のはしご車

と新しいはしご車の違いは何でしょうか。 

◎消防本部総務課主査（伊藤孝夫君） 既存のはしご車を新たに更新をさせ

て、新しいはしご車ですね、機能の違いについてということでございますが、

まず新しい消防車には伸縮水路つきという機能がございまして、これは何か

といいますと、通常の消防用ホースに比べて、はしごの動きに合わせてスム

ーズに動くもんですから、これまでははしごに接続したホースを、例えば旋

回時に一緒にそのホースをさばく隊員が必要であったわけですが、まずはこ

れが不要となるということで、効率的な運用ができるのかなというふうに思

っております。 

 また、垂直水平の移動ですね。例えばバスケットで垂直に移動する場合は、

起伏と伸縮のレバーを同時に操作する必要があったんですが、これが１本の

レバーで操作できるようになるもんですから、大変時間の短縮になるという

こと。 

 また、制震制御装置というものを有しておりまして、はしごの起伏、旋回

時に発生した揺れを振動検出装置というものがございまして、これで検出し

て瞬時にその揺れを打ち消すという機能がございます。 

 また、ほかにも片側のアウトリガーだけを張り出して作業ができるという

機能や、最初にはしご操作をしたその操作を記憶して、もう一度同じ動きを

することができる。また、逆の再生ができるというようなメモリーコントロ

ール機能という機能がございまして、こうした多くの新機能を備えて、一層

作業効率、安全性が向上していくものだというふうに思っております。 

◎委員（大野慎治君） よくわかりました。ありがとうございました。 

 最後に、緊急消防災害援助隊、消火隊５名、救急隊３名が今登録されてい

ます。東日本大震災のときには、登録は消火隊のみだったため、５名が愛知

県隊として派遣されましたと記憶しています。今回、はしご車を購入するこ

とによって、５名登録になると合計13名の派遣要請が最大でもあります。 

 現在の消防署員数からすると、おおむね４分の１が応援出動となるんです

が、派遣要請があった場合、岩倉の本丸を守る、安全・安心の本丸を守る消

防の体制はどのように考えているのか、消防署長の見解をお聞かせください。 

◎消防署長（真野淳弘君） この間の緊急援助隊ですね、東北のほう、私も
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行ってきましたが、やはり５名出すということは署の体制のほうも少ない、

５名減った分をカバーしながらやっていった次第でございます。それで、そ

ういうはしご車隊を登録するに当たりまして、勤務体制を見直しまして、今

３交代でやっていますが、それを２交代にするとか、そういった場合にあっ

たときに、ちょっと検討しながら、３交代を２交代にして13人をカバーした

りをやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） ちょっと先ほどの火災のことに戻しますが、１点だ

け確認しておきたいんですけど、１隊が駆けつけたので、それは最低限のこ

とだという消防長の話がありました。火災が起きたときのスタンダードな初

動出動態勢というのは、２隊なんでしょうか、３隊なんでしょうか。過去の

火災で１隊しか駆けつけられなかったという割合はどのぐらいあるんでしょ

うか。 

◎消防署長（真野淳弘君） 過去、私が経験した中では、以前は救急件数も、

救急件数は今1,800件ですけれども、私が入った昭和51年には……。 

 去年の稲荷社のときに、救急隊とポンプ車が出ていまして、そのときは１

隊で出動させました。ポンプ車は救急現場から駆けつけたという形になりま

して、この間の火災のとき、大山寺の火災で２件目です。段ボールも２隊で。

ヤマト製函ですね。 

 標準は３台で、タンク車と水槽車とポンプ車で行っています。以前は３台

出動していましたが、救急隊もけが人がいると向こうで活動できるような感

じで、現時点は４隊を持っていくよう努力をしています。 

◎委員（櫻井伸賢君） 済みません、やわらかく行きます。 

 予算書259ページ、ちょっと下から６つ目、７つ目ですかね。同じく消防

指令センターの共同運用事業負担金の中に入るかと思います。 

 具体的には、消防隊のサービス、電話番号38－3119のことですけれども、

小牧のほうに変わってだと思いますけれども、今までは岩倉の消防士の方が

現場等、状況等の録音テープが流れておりましたけれども、女性のコンピュ

ーターの合成語みたいな音声に変わっております。これは小牧に変わったか

らでしょうか、お聞かせください。 

◎消防本部総務課主査（伊藤孝夫君） 御指摘のとおり、小牧に指令センタ

ーを置いたことによる変更でございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） その中で、電話をすると、平常時であれば、岩倉市

において災害は発生しておりませんというふうなアナウンスが入るんですけ

れども、あれで救急出動、もしくは救助出動が入っていたときはアナウンス

されるんでしょうか。それとも災害じゃないので、災害は発生していません
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というアナウンスになるのか。裏返して聞きますと、災害とはどういう範囲

になるのかということがわかれば教えてください。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎消防本部総務課長（伊藤真澄君） ただいまの質問につきましては、こち

ら勉強不足のため、確認して後日、早急に回答しますので、よろしくお願い

します。 

◎委員（櫻井伸賢君） それで構いません。以上です。 

◎委員（塚本秋雄君）  259ページにＡＥＤ賃借料、コンビニにつける22カ

所の分だと思いますけど、普通一般的にＡＥＤというのは、その建物の中に

は収納箱とか何かの中に、わかるところに置いてあるんですけど、この感じ

だと別に工事料が入っておるわけじゃないんですから、コンビニのどこかの

事務所に置いておいて、誰かがとりに来たら貸すという形かなと思いますし、

そうした場合、変な意味じゃないけれども、授受をしっかりしないと、本当

にそのために借りていったのか、ただ借りていったのか、そこら辺のことの

指導はどのようになっていますでしょうか。 

◎消防署長（真野淳弘君） 今、コンビニのＡＥＤ本体そのものというよう

な、委員さんおっしゃられましたけれども、これは一応外の入れ物も入って

いますので、それで直接コンビニの定員さんが持って、それを渡すという形

にはなっておりません。 

 ほかの市町の状況を確認したところによりますと、いろいろなコンビニさ

んの業者がありまして、例えばそういうＡＥＤの入れ物も設置してあるとこ

ろもありますし、そのコンビニさんの要望で、入れ物じゃなくて、本体だけ

をカウンターに預かってするやり方にしてほしいというようなコンビニさん

もありますので、今ここの予算につきましては、一応入れ物も入った予算に

なっております。 

〔発言する者あり〕 

◎消防署長（真野淳弘君） 済みません。先ほどちょっと御質問に答えてい

なかったんですけれども、店員さんは受け渡しは原則しないような形になっ

ていまして、どこのコンビニさんも。あと、その話し合いの段階で、またい

ろいろそのコンビにさんのやり方がありますので、またそれについては詰め

ていきたいと考えております。 

◎副委員長（桝谷規子君） 今の22のコンビニに設置するＡＥＤについて、

関連してお聞かせください。 
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 たくさん設置されるのは、いつでも誰でも使用することができる環境を整

えるということは、市民の安心・安全を確保するために大きいことだと思う

んですが、いざというときにそのＡＥＤを使える人がふえるということがよ

り大事だと思うんですが、使える人がふえるような講習をいろいろされてい

ると思うんですが、今回、22設置されるということに伴って、さらに迅速な

対応ができる人がふえるような方向は、どのような検討をされているでしょ

うか。 

◎消防署主幹（加藤正人君） 今の質問ですが、コンビニエンスストアに設

置のＡＥＤに対して限定した講習会は、今のところ考えておりません。 

 ただし、平成27年におきましては、1,895名の方に応急手当て講習会を実

施しております。その講習会の中で、一応そういったコンビニエンスストア

に今後設置されることをお話ししまして、積極的に使っていただくよう推進

を進めていきたいと思っております。 

◎副委員長（桝谷規子君） より市民が使えるような訓練というので、中学

生対象にもやられるという方向があるというふうにお聞きしたんですが、ど

うですか。 

◎消防署主幹（加藤正人君） 岩倉中学校の中学生に対しては、昨年と一昨

年、２年続けて行っております。ただ、南部中学校のほうも一応そちらのほ

うの推進を勧めてはいるんですが、なかなか時間の都合もありまして、承諾

を得ておりませんので、今後、南部中学校の生徒さんにも受けていただくこ

とが課題となってくると思います。 

◎副委員長（桝谷規子君） より使える人がふえるように、私ももう１回講

習を受けなくちゃ、もう大分忘れているなと思うので、繰り返し、１回やっ

た人でも２度、３度とか、幅広い講習を今後よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 要望です。ほか、よろしいですか。 

◎副委員長（桝谷規子君） もう１ついいですか。 

 救急救命士の養成についてですが、現在の有資格の方たちの現状と、養成

をして本当にさまざまな研修や、一人前になるというか、救急救命士として

働いてもらうために非常な訓練や研修が要ると思うんですが、今後どういっ

た養成の計画になっているのか。また、残念ながらやめていった方もいらっ

しゃるということで、より岩倉に優秀な救急救命士を養成しながら、本当に

確保していく体制というのか、今後、お聞かせいただきたく思います。 

◎消防署主幹（加藤正人君） まずは救急救命士の現状をお話しさせていた

だきたいと思います。 

 現在９名の有資格者の救急救命士がおります。そのうちの８名が運用をし
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ております。１名につきましては、昨年の10月に消防学校初任科を出てきた

人間でありまして、まだ救命士としての運用には至っておりません。救命士

の運用をするに当たっては、就業前教育というのが必要となりまして、それ

は160時間以上の病院実習と、あと８時間以上の署内での同乗実習も含めた

症例検討会等が必要になってきます。ですので、そういった就業前教育を受

けた後の運用開始となると思います。 

 また、それとは別に、今現在なんですけど、名古屋の養成所のほうに１名

救急救命士の養成という形で出向して勉強しております。昨日なんですけど、

３月13日に国家試験のほうを受けて、合格待ちの段階となっております。そ

の救命士が合格した暁には10名となるわけであります。結果待ちの段階です。 

 ８名の救命士の運用なんですけど、３つのグループがおりますので、１グ

ループ２名以上の救命士を配置するようにしております。出動にありまして

は、救急出動１出動に対しまして、１名以上の救命士が必ず乗っていくよう

に努力はしておりますが、重複通報等ありますので、救命士の同乗率は

100％には至っておりません。 

 今後なんですけど、やはり平成27年４月１日に運用が開始されました処置

範囲拡大もありますし、救命士の業務というのは複雑・多様化してきており

ます。ですので、理想としましては救命士が１救急車に２名以上乗車して、

迅速に処置に当たることが必要となってくると思います。 

 それに向けて、愛知県の救急活動マニュアルというか、心肺蘇生法プロト

コールというお約束事があるんですけど、それに沿って救急救命士は現場で

救命活動を行うんですけど、それも今後、今までは救急救命士が１名でやれ

る処置のマニュアルだったんですけど、それが２名で対処できるような形に

バージョンアップされていくという話は聞いております。ですので、岩倉市

もそれに対応できる救命士の人員の確保が必要になってくると思います。以

上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款８消防費の質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認め、休憩します。 

 １時10分より再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 初めに、消防長。 
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◎消防本部消防長（今枝幹夫君） 先ほど櫻井委員の御質問でございました

案内でございますが、救急以外は流れるということですので、よろしくお願

いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、続いて款９教育費、項１教育総務費か

ら項３中学校費までの質疑を許します。予算書は266ページから290ページで

ございます。お願いいたします。 

◎委員（関戸郁文君）  予算書289ページ真ん中あたりの中学校施設改良費

についてお尋ねします。 

 これは南部中学校の焼却炉のことだと思いますが、付着物分析調査委託料

は、まず委託って何をするかということと、多分これでダイオキシンとか何

かついていて、それを直すのに次の工事負担費が変わってくると思うんです

が、その辺のところをちょっと説明していただけますでしょうか。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） まずダイオキシンの調査をするという

ことで、空気中のダイオキシン類の濃度の測定を行います。焼却灰などのサ

ンプリングを行いまして、ダイオキシンの濃度がどのくらいあるかというこ

とを調査するものです。それを調査の業者に委託するということで予算を上

げております。 

 あと、工事費の変更が伴わないかというところですけれども、調査機関の

ほうに事前に確認をし、基本的にはこれ以上は変更はないものと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（関戸郁文君） わかりました。 

 これは南部中学校だけなんですけれども、実は岩倉中学校にも多分同じも

のがあると思います。それで、西市地区のちょっと特別な理由なんですけれ

ども、今の中学校の北側のところで分別収集をやっているんですけれども、

名草線の拡幅工事があって、それを動かさなきゃいけない状態にあります。

それで、去年から岩倉中学校の焼却場のところで何とかならないかというこ

とでお願いしていまして、焼却場を壊すのにお金がかかるので云々というお

話がございました。 

 それで、質問は、この岩倉中学校の焼却炉を撤去する予定はあるのかどう

かというところをちょっと聞きたいんですけれども。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 今年度は五条川小学校のほうで焼却炉

撤去を実施いたしましたけれども、来年度は南部中学校、それから平成29年

度は岩倉中学校の予定となっております。 

 焼却炉につきましては、老朽化の度合いを見まして優先順位を決めて、計

画的に行っていくという予定でございますので、よろしくお願いいたします。 
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◎委員（関戸郁文君） 市民の方から、本当に分別収集の場所がなくて、こ

こらあたりはどうかという話がありましたので、ぜひ引き続き検討のほどよ

ろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君）  予算書の283ページ、曽野小学校の耐震診断委託料

についてちょっとお聞きします。 

 これは、以前に曽野小学校の耐震改修は終わっているというお話が、実際

調査したらＩｓ値0.7を満たしていなかったというお話で、改めて耐震をし

なきゃいけないよということだと思うんですね。 

 今、現状、Ｉｓ値がどのくらいあって、耐震診断をやって、耐震設計をや

って、耐震改修をやられたと。耐震改修の段階で0.6に下げたという話なの

か、どの段階で要するに0.7を目標としなきゃいけない、Ｉｓ値をどこでと

めたのか。要するに、最初から全部またやり直すという話だと思うんですけ

れども、今の段階でどこまで強度が、要するにＩｓ値があるのか。それは設

計ではどうなっていたのかということをちょっと教えてほしいんですけど。 

◎学校教育課長（石川文子君） 改めて少し経過等を説明させていただきま

す。 

 平成10年のときに、耐震診断を行った際に0.34という結果が出ました。平

成15年に大規模改修工事を行いました。そのときは、耐震補強工事ではなく

大規模改造工事というところで、平成10年に行ったときに耐震案が出ており

まして、これだけあれば0.7だよというのは出ておりましたが、その当時の

耐震壁を入れると暗くなる等々のことがございまして、耐震補強工事ではな

く大規模改造工事で行いましたので、なるべく0.7に近づけるよう、一般の

建築物が0.6というラインがありますので、0.6に近づけるというところでの

工事を行いました。 

 耐震補強工事で行っていないもんですから、その後の耐震診断、評定等を

行っておりませんので、現在の数値ははっきりとした数値は把握できない状

況でございます。0.6に向けた工事をしておりますので、0.6に近い数字だと

いうふうにこちらのほうは把握しております。 

 今回、改めて耐震診断を行って今の状況を確認して、今、学校施設で必要

とされている0.7に向けた工事のほうを進めていきたいということで考えて

おりますので、お願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君）  0.7は文科省の規定があって、クリアしなきゃいけ

ない数字だと思うんですね。今現在0.6に近い強度はあるよというお話なん

ですけれども、要するに最初目指しておったのは0.7だと思うんですけど、

それを目指していたときの耐震診断の結果、耐震設計をするんですね。耐震
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設計は0.7の設計を終わっていたのかどうかということですけど。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 0.7の設計は終わっておりませんでした。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、要するに耐震診断をして、今Ｉｓ値

が0.35でしたか。それを今度0.7に上げるには結構ハードルが高いから、設

計はそこまでやらなかったよという話ですね。ということは、今回もう一度

診断から、ゼロからやり直して診断をして設計をして工事着工ということに

なると思うんですけど、今回は、だから診断だけの予算をとっているんです

けど、今後の設計、工事までどういうスケジュールでしょうか。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 今後の予定でありますが、来年度早々に

耐震診断と改修計画まで一本で出せたらと考えておりますが、そこまでを上

期で行いたいと考えております。 

 ９月補正におきまして実施設計の予算をお願いいたしまして、来年度の工

事に向けて進みたいと考えております。 

◎委員（鈴木麻住君） 補正で出てくるということですか。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） そういうことです。 

◎委員（堀  巌君） 今のやりとりで、以前聞いた話とちょっと違うかな

という感じがしちゃったので聞きますけれども、0.7の設計はなかったとい

うふうに言われましたよね。以前聞いたときは、0.7を目指してやったけど、

部屋が暗くなるから、壁を除いて今の現状の数値になったというふうに聞い

たと記憶しているんですが、違いますか。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 0.7自体の実施設計はありませんでした。

改修計画は、一応この程度やれば0.7という計画はあったんですが、その評

定も受けてありませんでしたので、しっかりしたものではなかったと考えて

おります。 

◎委員（梅村 均君）  予算書275ページの人権教育推進事業委託料でお尋

ねいたします。 

 市の小・中学校人権教育研究会への委託料が100万円とございますので、

どういったものに使われていくのか、今わかるところで構いませんのでお聞

かせお願いいたします。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） これまで岩倉市教育委員会では、県の

委託事業、平成26年度、27年度２カ年で県の委託を受けて人権教育のほうを

行ってまいりました。これをきっかけに、平成28年度からは岩倉市の予算で、

人権教育を岩倉市全体で進めていこうということで、岩倉市の小・中学校で

人権教育を進めるために年間100万ということで予算を上げさせていただい

ております。 
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 計画につきましては、今までも取り組んできていたところなんですけれど

も、人権に関する映画会ですとか講演会、それから小学校高学年では人権に

関するＤＶＤの視聴、低学年では大型紙芝居の読み聞かせなど、そういった

ことを通して子どもたちの人を思いやる心とか、温かな人間関係を築くよう

な心の育成をということで計画しております。以上です。 

◎委員（堀  巌君）  積算内訳のほうでいうと140ページで、学校図書館

の話をちょっと本会議でしましたが、ここで読書指導員賃金が上がっていま

す。この方たちというのは、図書館というのはリファレンス機能が大事だと

いうことで、司書的な資格をお持ちの方なんでしょうか。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 今の現時点では、資格を持っていらっ

しゃる方はお１人いらっしゃいます。 

◎委員（堀  巌君） 今年度、28年度は多分学校図書館の世界大会が日本

で開催される年で、それのプレセミナーというか、そういうイベントに私、

東京へ行って聞いてきたんですけど、学校図書館の大切さというところで、

やはり子どもたちがどういう本を望んで、どういう本を読んだほうがいいの

かというところの専門的な方というのは必要だという話があったんですが、

そういった考え方というのをいま一度聞かせてください。 

◎学校教育課指導主事（小川康夫君） 今おっしゃれたとおりで、非常に重

要なことだと思っております。司書の方たちも、今は資格を持っていらっし

ゃる方は１名ですけれども、資格はないにしろ、今それぞれがいろんな講習

とか研修に出られまして、子どもたちの好きな分野だとか、読ませたい分野

ですとか、本当に学校の図書委員会の中まで入り込んで図書指導のほうまで

入っていただいています。 

 ただ、そういった方たちの研修会の折にも、国のほうも今現在では持って

いるほうが望ましいという方向性ですけれども、行く行くはそうなっていく

んじゃないかなということもお話をしながら、みんなで今力量を高めていこ

うということを考えております。なので、市として資格をどうということで

はありませんが、方向性としてはそういった形のことを考えております。以

上でございます。 

◎委員（堀  巌君） 続いて、その下のクラブ活動の講師謝礼に関係して、

ちょっとクラブ活動の謝礼と部活動の指導者謝礼というふうに分かれている

んですが、新聞や何かでも先生たちのクラブ活動の負担の重さというのが取

り上げられていまして、この意味をちょっと説明していただきたいんですけ

ど。これは先生に支払うお金では多分ないんでしょうね、確認です。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） クラブ活動講師謝礼は、茶華道クラブ
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ということで、お花・お茶の先生に特にお願いをしていまして、ここ数年ず

うっと特定の先生にお願いをしているといったところで、謝礼の予算を組ん

でおります。 

 あと、部活動指導者謝礼といいますのは、通常の正規の教員が部活動で

土・日ですとか時間外とか出勤をしてきますので、１回当たり幾らというこ

とで定額で決めまして、部活のために出られた回数で謝礼を払っているとい

うものです。 

◎委員（堀  巌君） 先ほど言いましたように、先生たちは本当に大変な

環境に置かれているということで、クラブ活動が家庭崩壊につながったりと

いう現状も報告されているとおりです。ですので、例えば、今、新聞による

と３時間、４時間やって3,000円程度という単価というのを目にしたんです

けど、実際のところやっぱり低いというふうに思うんです。そういったこと

は、市の財政の中からするということになると思うんですけれども、今現状

やっぱり低いのか。 

 それとあと、茶華道みたいに、先生の負担を減らすために外からの講師を

お願いするというような方向性なんかも、どのように考えてみえるかお尋ね

いたします。 

◎学校教育課長（石川文子君） 県の教員の方、県の手当の関係で支出のほ

うが出るということになりますけれども、休業日の４時間超えで手当のほう

が出るというふうになっております。ちょっとその金額が少しはっきりと今

申し上げられないんですが、3,000円少しというようなところであるという

ふうに出ております。これは休業日の４時間超えでしか出ない手当というこ

となので、４時間未満の方は少しでも市のほうで補助できないかというふう

なこともございまして、組んである手当ということになりますので、よろし

くお願いします。 

◎学校教育課管理指導主事（有尾幸市君） 外部講師の登用については、ま

ず現実の問題から申し上げますと、顧問の考え方と、それから講師に来られ

る方の考え方のすり合わせが若干難しいところがあるというのが現実です。 

 例えば、子どもの心の面を育成していきたいというふうにウエートを置く

のか、勝敗を優先するのかというようなところのすり合わせが難しい面があ

ることは事実です。そういうことを調整しつつ、今後外部講師の申し出があ

った場合を中心に活用させていただくというような方向性は持っていきたい

というふうに思っております。以上です。 

◎委員（大野慎治君） 予算書282、283ページの小学校施設改良費のうちの

15の工事請負費で、岩倉北小学校の北館給排水・衛生設備等改修工事が入っ
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ておりますが、これの工事期間はどれぐらいを予定されているのか。 

◎都市整備課主幹（村瀬雅省君） 岩倉北小学校の北館給排水・衛生設備等

改修工事の工期につきましては、６月末ぐらいの発注を考えまして、準備工

を１カ月ぐらい見まして、夏休みに入ったらすぐ工事に入れると。末につき

ましては、ちょっと夏休み中での完了は難しいかと思いますので、９月いっ

ぱいぐらいになるかと考えております。 

◎委員（大野慎治君） ちょっと授業とかに若干音等影響があるので、要望

ですけれども、早い段階のときに保護者の方に工事の御案内を出させていた

だくことになると思いますが、よろしくお願いいたします。 

◎委員（櫻井伸賢君）  同じく283ページ、その下、小学校健康診断事業に

ついて伺います。 

 １番、報酬、薬剤師報酬とありますけれども、健康診断と薬剤師が私とし

てはどうしても結びつかないんですけれども、何か薬剤を投与するような不

健康な子どもが多いのかどうか、ちょっと済みません、お聞かせください。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 薬剤師という言葉から余りイメージが

つきづらいかと思うんですけれども、薬の関係の相談というのはもちろんで

きるようにはなっておりますが、基本的には主に教育環境のチェックといい

ますか、騒音の関係ですとか、あと光の関係ですね。それを月１回学校を回

って、基準を満たしているかという調査をしていただいております。以上で

す。 

◎委員（鬼頭博和君）  予算書279ページの小学校管理運営費の中で、新規

事業で緊急用の携帯電話導入事業というところがあるんですけれども、不審

者への対応とか災害発生時に使うということなんですが、この管理というの

は担任の先生が管理するという形なんでしょうか。それとも、教室のどこか

に置いておくとか、ちょっとお聞かせください。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 基本的に、こちらの携帯電話は、28年

度は北小学校をモデル校として配置する予定なんですが、これは普通学級に

１台ずつ、プラス職員室と。普通学級は、それぞれ担任の先生が管理をして

いくという予定になっております。以上です。 

◎委員（鬼頭博和君） 28年度は北小学校がモデル校ということで、その後、

全校導入という形になっていくんでしょうか。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 28年度１年間の間に事業の成果を検証

しながら、そういった費用対効果を見ながら、教育委員会としては継続して、

緊急事態に備えた環境整備を計画して実施してまいりたいと思っております。 

◎委員（塚本秋雄君） ２つほど質問させていただきます。 
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 １つは、堀委員の関連なんですけど、273ページの部活動指導者謝礼、け

さの中日新聞を読まれた方だと情報は共有できると思いますけれども、そこ

には、ある教授の言葉に、部活は生徒が自主的に取り組む教育課程外の活動

なのに、ほとんどの教員は半ば強制的に部活顧問を担わされている。勤務時

間後の部活指導は無償奉仕。休日は自治体によっても異なるが、４時間以上

で3,000円程度の手当しかないと書かれてあります。そういう中で、岩倉市

の場合は勤務時間外、先ほどたしか土・日、休日、祝日は手当が出ているけ

ど、通常の勤務時間外は無償奉仕という理解でよろしいでしょうか。 

◎学校教育課管理指導主事（有尾幸市君） 教員の給与には調整手当という

のがついておりまして、これは時間外手当のかわりをするものです、一律で

ついております。よって、教員には時間外という認識が原則ありません。そ

こをちょっと御了解いただければと思います。以上です。 

◎委員（塚本秋雄君） だから、僕らが感じる説明だと、勤務時間はあると

思いますけれども、部活を教えている時間については、平日だと無償奉仕と

いう解釈でよろしいでしょうか。 

◎学校教育課管理指導主事（有尾幸市君） そこのところの言葉の厳密な意

味のすり合わせというのは難しいところだと思います。 

 先ほど申し上げたように、調整手当がそれを代行しているということであ

るならば、勤務時間というのはもちろん厳密に決まっておりますので、それ

以外の手当が出ているという解釈をしていくのが今までの状況ですね。教員

自身はそれを十分に理解していない場合が多いので、勤務時間に何時間勤務

したかによって手当が変わってくるものではありませんので、手当が出てい

ないという解釈をする場合が多いというふうな理解をしております。以上で

す。 

◎委員（塚本秋雄君） 今のは理解を深めるための質問であります。 

 次に、277ページの小・中学生平和祈念派遣事業、本当は岩倉のオリジナ

ルなカレンダーには北方領土の日、あるいは沖縄返還の日ぐらいは掲載して

いただきたいと思うんですが、国が進めている北方領土の日、沖縄返還の日

はちょっと政府と違いがありますけど、実際には返還されたという事実があ

ります。そういう中で、広島と長崎を交代交代で行っていますけれども、長

崎は新幹線で行っているか飛行機で行っているか、お尋ねいたします。 

◎学校教育課管理指導主事（有尾幸市君） 長崎については、個人的なこと

ですが、実は私、26年度に南小学校の校長として派遣団を引率いたしました

が、そのときは時間の関係で、行きは飛行機、帰りは在来線と新幹線を使っ

て帰ってまいりました。以上です。 
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◎委員（塚本秋雄君） どちらも乗れることは楽しいことでいいですけれど

も、私が言いたいのは、沖縄もそろそろ取り入れたらどうかなという感覚で

す。といいますのは、沖縄へ行く飛行機も早く買えばたしか、昔は往復割引

しかなかった飛行機事情でありますが、今はかなり半分以下の、ただ中学生

だから小学生料金じゃないと思いますが、大人料金という解釈になるのかな

と、宮川さん、思いますけれども、交通費のことであれば、多分長崎も沖縄

も対象に入る感覚ですが、今後の中に検討していただければ、やはり地上戦

がやられたところ。確かに岩倉市は核兵器廃絶平和都市宣言だから、核兵器

だから広島・長崎というのもありますけれども、やっぱり沖縄も取り入れた

平和教育を、教科書には両方とも載っておると思いますので、検討したらい

かがでしょうか、機会があればでいいです。 

◎学校教育課長（石川文子君） 今、沖縄もというお話がございましたけれ

ども、近隣ではこの平和派遣事業につきましては未実施、実施していないと

いうところも多くございますし、またやっていても事業を廃止したというと

ころもございます。派遣をしていても、広島だけというところで、長崎まで

やっているというところもほとんどないような状況でございます。 

 また、やはり遠方であること、泊まりであること等々、先生方の御負担も

多くございます。先ほど時間もいろんな手段を使えばということはございま

したが、今現在のところ、この事業を拡大する予定はございませんので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 教育総務費の中の小・中学校生徒指導推進事業委託

料、それから学校教育研究委嘱事業委託料、コンピューター教育研究委託料、

それぞれ委託料がたくさんありますが、委託先というのはどこに委託するも

のなのでしょうか、それぞれ。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） それぞれ小・中学校生徒指導推進事業

委託料につきましては、生徒推進協議会の当番校ということで、小・中７校

の中から毎年度当番校を決めて、そこの学校に割り当てるということをして

おります。 

 また、学校教育研究委嘱事業委託料につきましては、南部中学校というこ

とで予定をしております。 

 失礼しました。当番校ではなく、生徒指導推進協議会という協議会に委託

料を出して、そこで予算の支出を行っております。 

 また、学校教育研究委嘱事業委託料は、先ほど言いましたように次回は来

年度から南部中学校で、28、29、30年度の３カ年で研究事業を委託しており

ます。 
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 あと、コンピューター教育研究等委託料につきましては、こちらもコンピ

ューター教育研究会といった組織に委託をしておりますので、そちらのほう

にお金のほうを支出して、そこで運用していただいております。以上です。 

◎委員（堀  巌君） それぞれの会議体というのは、任意の会議体なんで

しょうか、何か根拠のある会議体なんでしょうか。 

◎学校教育課管理指導主事（有尾幸市君） それぞれに要項をつくっており

まして、例えば、生徒指導推進協議会ですと、生徒指導推進協議会要項とい

うのを持って運営しております。教育関係者のみならず、これについては警

察関係者の方とか、地域の方々にも参加をしていただいています。以上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） 予算には載っていないんですけど、学力テスト

についてお伺いします。 

 国費で全てやるんですが、考え方として岩倉で実施しているので、2015年

までは小学校５年生、中学校２年生で、2016年は小学校６年生、中３対象で

やられていて、今、全国では学力テスト対策に多くの時間が割かれて、本来

の教育ができてない弊害が起きているというところもあるということですが、

岩倉の中ではそういうことがないと思いますが、いかがでしょうか。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 学力学習状況調査のために、生徒に対

してそういった特別な対策をしているかということですが、岩倉市では現在

そういったことは行っておりません。 

 また、調査結果については各学校で分析を行って、児童・生徒の現状に合

わせた学習カリキュラムを検討するといったところで、その結果については

参考資料として活用させていただくということにしております。 

◎副委員長（桝谷規子君） 具体的に載っていないけど、学校施設費の関連

でということで済みません。 

 じゃあ、学校施設費の関係で、予算化はまだされていないんですが、エア

コンについてお伺いしたいんですが、近隣市町がどんどん教室にエアコンを、

音楽室にもというふうにどんどん進んできているんですが、岩倉の場合は今

のところ学校では職員室と保健室とコンピューター室までかなと思うんです

が、今後のエアコン設置についてのお考えはどうでしょうか。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 現在、普通教室には扇風機の設置をし

ておりまして、また今後そういった空調整備の計画は今のところありません。 

 近隣市町ですとか、岩倉市の財政状況などを総合的に勘案しながら、今後

も研究と検討を進めてまいります。 

◎委員（木村冬樹君） 細かいところも含めてちょっと何点かお願いします。 

 １点目は、271ページの事務局費の中の事務管理費で、負担金、補助及び



１７３ 

交付金の中の派遣指導主事給与等負担金についてであります。 

 大変失礼な質問かもしれませんけど、指導主事につきましては、これまで

２分の１の負担金ということが３分の２になっているということの理由をま

ずお聞かせいただきたいというふうに思います。 

◎学校教育課長（石川文子君） 理由ということですけど、１人目は今まで

同様２分の１で、２人目が３分の２になるというふうに28年度から、これは

県下全部同一のものでございます。そのように負担割合制度のほうが変わり

ましたので、よろしくお願いをいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。制度の変更ということだね、県全体

の制度の変更ということで理解します。 

 次に、教育指導費の関係で、委託料の中の魅力あるあいちキャリアプロジ

ェクト推進事業委託料についてであります。 

 中学校におけるキャリア教育といいますか、この中身というのが少し今回

のものはどのようなものなのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 魅力あるあいちキャリアプロジェクト

ですけれども、キャリアスクールプロジェクトというものとキャリアコミュ

ニティープロジェクトという２つのプロジェクトがあります。 

 まずはキャリアスクールプロジェクトにつきましては、中学校単位の実施

事業になります。原則として、県内全ての公立中学校で全学年が対象となり

ます。基本的に、１年生ではガイダンス、２年生では職場体験、３年生では

プレゼンテーションを行うということになります。 

 また、キャリアコミュニティープロジェクトにつきましては、市町村単位

の実施事業となります。こちらはモデル事業となりますので、県内の６市町

村が対象となり、今回その中の一市町が岩倉市ということで取り上げていた

だきましたので、こちらは市として実施をしていくということになります。

以上です。 

◎委員（木村冬樹君） キャリアスクールプロジェクトということですが、

職場体験につきましては、中学校でこれまでも実施してきているというふう

に思いますが、それとの関係ではどのような形に変化していくのでしょうか、

お聞かせいただきたいと思います。 

◎学校教育課指導主事（小川康夫君） 今まで体験道場と職場体験でやって

おりましたものが名称が変わりまして、ことしそのような事業として始まり

ます。ちょっと県からいただく予算も随分減ってきているという。そのかわ

り先ほどのもう一つのほうで、もう少し広い指導をということになっており

ます。以上です。 
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◎委員（木村冬樹君） 中学校の職場体験って本当に貴重だというふうに思

っています。私の身近な者でも、その体験によって保育士になった者もいま

すので、非常に重要なことであるというふうに思っていますのでよろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 次に、奨学金の関係でもお聞かせいただきたいと思います。 

 本会議でもお尋ねして、制度化をというところを求めたわけでありますが、

繰入金による事業なものですからということで、引き続きの研究という形に

なっているのかなと思います。 

 以前からこの奨学金については実施がされる年、されない年があったとい

う形になっていると思いますが、今回も110万円ということで、以前と同じ

やり方、10万円を11人の方に給付するという形で、卒業のときに高校に入る

準備として使用してもらうということで、そういう考え方でよろしいんでし

ょうか。 

◎学校教育課長（石川文子君） 奨学金につきまして、今お話の中で、つい

ている年、ついていない年というようなお話をされたと思いますが、それは

予算のつけた年度が少し途中で変わったということで、途中でなくなったと

いうことはなく継続的に行っておりますので、その点ではお願いをいたしま

す。 

 あと、内容につきましては、今までどおり10万円を11人の生徒にというこ

とで事業のほうを考えておりますので、お願いをいたします。 

◎委員（木村冬樹君） この人選については、学校からの推薦ということだ

というふうに思うんですけど、これまでのところで何か問題だとか課題だと

か、例えば、多くの方が希望されてだとか、そういったような状況というの

は特にないんでしょうか。学校の推薦だから、そんなふうなことは起こらな

いのかもしれませんけど、ちょっと状況をお聞かせいただきたいと思います。 

◎学校教育課長（石川文子君） 学校長の推薦ということで、特に問題があ

ったというふうには聞いておりません。校内で選考して、人数をそれぞれ出

していただいているということになっておりますので、お願いをいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 次に、これもちょっと細かいところで申しわけあり

ませんけど、小学校費でも中学校費でもあるところで、結核予防の精密検査

手数料という形で、これまで委託で胸部レントゲンを撮っていたというふう

に思うんですが、役務費に変わったということで、これは何かこのように変

わる根拠といいますか、その辺について少し説明をお願いしたいと思います。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） これまでは児童・生徒の結核に関する

対応については、もともと高蔓延国からの入国後、すぐに就学をする場合、
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１学期に開催されております尾北地区の結核対策委員会にまず先にかけて、

その結果を受けて、夏休みに一斉に行われております胸部Ｘ線検査のときに、

その入国してきた子どもたちのＸ線検査を実施していました。こういったや

り方は、２学期以降に入国してきた子どもたちに関しては、その次の年の夏

休みまで検査を受けることができないということになりますので、今年度か

らの対応として岩倉市では入国後、就学する前に事前に随時学校医の病院に

行って、レントゲンの検査を受けていただくということといたしました。そ

のため、今度新年度の予算にはそういった形で一遍に行う健康診断の委託料

ではなくて、個別に行うことができるように検査手数料として予算を計上し

たということになります。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。より充実した形でということで、年

間を通して転入があった場合に対応できるということで理解いたしました。 

 最後の点ですけど、小学校費の関係の扶助費で、いわゆる就学援助の関係

であります。 

 生活保護の生活扶助費の削減の影響ということで、一般質問などでもこの

間取り上げてきたものでありますが、少し対象の人数が前年度と比較して減

っているのかなというふうに思うわけです。 

 ただ、中学校のほうはほとんど変わっていませんので、影響がないのかな

とも思いますけど、これは実績に合わせて予算化されたという確認でいいの

か、生活扶助費の削減の影響としてはないということでいいのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

◎学校教育課主査（今枝かづき君） 影響はないものと考えております。全

体の児童・生徒数の推移によって対象者数を見込んでおりますので、影響は

ないものと考えております。以上です。 

◎委員（堀  巌君） さっきの櫻井委員の質問の薬剤師の関係で、答弁の

中でちょっと聞き間違えたかもしれませんが、騒音とかいう話がありました

よね。薬剤師とどう考えてちょっと結びつかないので、そこら辺の環境、光、

騒音の調査をしてもらっているというような話がありましたけど、薬剤師が

何でそんなことになるのかというのをもう少しお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎学校教育課長（石川文子君） まず、薬剤師は学校のほかの校医と同じよ

うに置かなければいけないという、まずそれがあります。正式な名称はまた

調べて報告させていただきますけれども、学校環境基準の中に、先ほど言わ
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れた騒音ですとか、教室の照度等々を調査しなければいけないというのが項

目としてありますので、それに薬剤師さんのほうも立ち会っていただいてや

っております。 

◎委員（堀  巌君） 薬剤師の資格が必要なんですか、その立ち会いに。

やらなければならないことというのはわかります。でも、薬剤師があえてや

らなければならないという根拠はどこにあるんでしょうか。 

◎学校教育課長（石川文子君） その点も含めまして、済みません、調べま

してまた報告させていただきます。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款９教育費、項１教育総務費から項３中

学校費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款９教育費、項４社会教育費から項６給食センター費までの質疑

を許します。予算書は290ページから318ページまでです。 

◎委員（木村冬樹君） 繰り返し聞いていることで大変恐縮なんですが、体

育施設管理費のところでお聞かせいただきたいと思います。 

 繰り返し言っているもんですから、余り説明する必要はありませんけど、

今年度、四市交歓スポーツ体育大会が岩倉市主催で行われたということで、

私もそこに参加してということで、繰り返し聞いている石仏スポーツ広場の

東側のほうのグラウンド整備についてでありますが、方法はなかなか難しい

というふうに繰り返し言われているところでありますが、現時点での検討状

況というのはいかがなもんでしょうか。 

◎生涯学習課主査（木村伸佳君） 以前から御指摘のほうをいただいており

ますが、石仏スポーツ広場の東側、線路側のほうですけれども、風、雨の影

響等でやわらかい土の層ができてしまうということで、大会などで要望があ

りましたときには転圧をかけたり、やわらかい層をすきとったりなど、修繕

のほうで対応していきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 様子を見ていくしかないのかなというふうに思いま

すが、引き続き根本的な解決方法というのを少し研究していただきたいとい

うふうに思います。 

 もう１点、これももう繰り返し言っています。総合体育文化センターの施

設改良費の中で、２点いつも言っています。 

 更衣室があります、アリーナの西側になるんですかね。更衣室のシャワー

があって、シャワーが50円で３分ぐらいでしたかね、５分だったかな。それ

で、要するに50円玉を入れないと使えないんですよね。100円を入れてもお



１７７ 

釣りが出ないというところで、いつもあそこのところで50円持っておらんか

という話になって、じゃあジュースを買ってくるわとかいってやっている状

況があります。これはやっぱり何とか、余り大きな変更という段階で考える

んじゃなくて、そろそろ変更するべきじゃないかなというふうに思います。 

 あわせて言っておきますけど、アリーナでフットサルをやる場合に壁を防

護するということで網を張っています。この網が本当に機能しているのかな

というところがやっぱり疑問があります。ですから、例えば、壁を防護する

マットみたいなものを立てかけるみたいなことで、そういうようなことも含

めて、これももっと簡易に設置できる、あれは２階の席に上がって垂らして

かけて、下におもりをつけてという結構な時間がかかる作業なんですよね。

その辺で改善ができないのかという２点、繰り返しになりますが、今の到達

点を教えてください。 

◎生涯学習課主査（木村伸佳君） 総合体育文化センター全体なんですけれ

ども、更衣室にありますシャワーのほうが現在50円玉のみの対応をする機種

となっております。今後、機種変更が必要になりましたときには、実施設計

に他のコインも利用できるようなものに変えていきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 アリーナのほうの、先ほどのハンドボールやフットサルのときの網のほう

ですけれども、作業としてはちょっと面倒なんですけれども、一定壁を守る

ということでは効果があると思いますので、また他の方法等も視野に入れな

がら考えていきますけれども、現在の方法を引き続きお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 何かの変更の際は考えてくれるというふうには思っ

ておりますけど、やはりシャワーの機械も結構古くなっているんじゃないか

なと思うんですよね。そういった点で、ぜひ交換時期というものを検討して

いただきたいなと思います。 

 フットサルやハンドボールも、あの方法、網があっても壁にはばんと当た

るもんですから、ほとんど影響ないようなふうに絶対みんな思っていると思

います、市民の利用者は。ですから、これも備品購入をしなきゃいけなくな

るもんですから、ちょっと予算がかかりますけど、検討をお願いしたいとい

うふうに、これは要望だけしておきます。以上。 

◎委員長（伊藤隆信君） 要望だけでいいですか。 

◎委員（木村冬樹君） はい、要望でいいです。 

◎委員長（伊藤隆信君） あといいですか。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、言っておきます。 
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 あと、給食センター費のところです。学校給食の調理・配送等業務委託料

の問題であります。 

 本会議のやりとりの中でも、この間の議論の中で経費削減、節減というよ

りも、民間事業者の給食についてのノウハウを活用するのが大きなメリット

だというふうになってきていると思います。その大きなメリットの中の強調

されているのがアレルギー対応の問題だというふうに思うんですけど、開設

して１年間はやれないということが本会議の質疑で明らかになって、民間委

託でノウハウがあるというところに委託するのに、やれないというのはやっ

ぱりおかしな話じゃないかなというふうにどうしても感じてしまいます。 

 ２年目から除去食をやっていくということでありますが、多くの近隣のと

ころでも先進事例を見ますと、代替食なども提供しているというところもあ

るわけで、それを最大のメリットにするということであるならば、今の計画

というのはやはり不十分なものではないかというふうに思いますが、どのよ

うに考えていますでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） アレルギー対応の

関係で御質問いただきました。 

 食物アレルギーというものは、やはり食というところで、子どもの心身の

発達、また生命の維持という形で大変重要なところだと思います。アレルギ

ー対応、給食を提供するだけではなくて、子どもの命を守るということで考

えると慎重な取り扱いが必要になるものだと考えております。ちょっとした

ミスで子どもの命にかかわってしまうことなもんですから、そういったこと

を十分に認識しまして、早急にアレルギーの対応の調理を始めることではな

くて、まず準備の段階から委託業者としっかり連携して、大まかな流れから

細かい配慮をしなければならない詳細な点まで、委託業者のこれまでのノウ

ハウを取り入れつつ、詳細なところまで本当に打ち合わせを行いまして、相

互理解を図った上で準備を整えて、実際の調理作業のほうに入っていくべき

であると考えております。 

 また、食物アレルギー対応につきましては、調理だけで済む話ではござい

ません。学校や保護者等の連携等が重要になってくるかと思われますが、ま

ず給食を食べる学校の場におきましても、同じクラスの子どもたちのアレル

ギーへの理解、また給食当番が重要な役割を担う、またおかわりを含めた喫

食時の注意、そういった幾つかの配慮する点があります。 

 また、さらに忙しい学校の先生に命にかかわることということで大変な負

担がかかるものとなっております。 

 また、県のほうからは28年２月に、学校給食における食物アレルギー対応
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の手引というものが発行されております。この中には、給食だけではなくて、

学校生活全般についての手引となっておりまして、学校生活の中で危険性が

あるのは給食だけではなくて、調理実習とかの食物、食品を扱う授業、運動

によるアナフィラキシーの誘発、また修学旅行などの校外活動といったこと

にも配慮が必要になるということになっておりますので、組織的な対応とい

うことが今後必要になってくるということで、教育委員会においては食物ア

レルギー対応に関する委員会の設置のほうも今後行いまして、基本方針やマ

ニュアル等策定してきたいと考えております。 

 また、学校におきましても委員会の設置、基本方針やマニュアルの作成が

必要になると手引のほうには書いてございますので、こちらの手引をもとに

岩倉市全体でのアレルギーに対する取り組みを今後考えていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 準備が必要だということは確かにわかるんです。 

 だけど、直営でもそういう準備をすれば別にできるわけで、民間委託のメ

リットとして打ち出しているところがそういう部分であるならば、どうして

ももう少しきちんとした保護者などに対する説明が必要だというふうに思う

わけです。 

 アレルギー対応についての保護者への説明というのは、どのような形で進

められていて、２年目から除去食の実施ということでほぼ合意を得ているの

かどうか、そういった点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） 保護者への説明に

つきましては、昨年度、学期末にＰＴＡの代表者が集まる場所で給食の民間

委託等について話させていただきました。その中で、アレルギー調理の関係

も、当初からではなくて、しばらくたってから行わせていただきますという

ことでお話のほうをさせていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） あと、給食センター施設管理費のほうの委託料につ

いてもお聞かせいただきたいんですけど、新センター分として幾つかの委託

料が計上されているところであります。 

 こういった部分については、いわゆる調理業務の民間委託に伴ってこの部

分を委託しなければならないという形になってきているのではないかという

ふうに思うんですけど、警備管理業務委託料だとか、あるいは清掃業務委託

料といったところについては、わずかな金額かもしれませんが、わずかとは

言えないかな。民間委託に係る経費として、これはきちんと資料として加え

ていただきたいなというふうに思うわけですけど、その辺についての関連す

る委託料については、どのような考えで計上しているんでしょうか。 
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◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） 今御指摘いただい

た清掃等の委託につきましてですが、あくまでも調理業務及び配送業務、ま

た食器の洗浄業務等を委託するということで、清掃も一部、日常の簡易な清

掃については委託先のほうでお願いするところになっております。こちらの

幾つかの委託料につきましては、施設の維持管理に対する委託料という形で

考えておりますので、よろしくお願いいたします。こちらの委託料につきま

しては、調理業務の委託に関するものではなくて、施設の維持管理という形

で必要になる委託料ということなので、よろしくお願いします。 

◎委員（塚本秋雄君）  303ページの音楽文化普及事業なんですけれども、

これを見ると、どちらかというと楽器の演奏することが中心だと思います。

やはり日本人として、日本の大衆文化として、声を出して歌う歌というのが

かなり市民の中には浸透しております。なかなか私では楽器は演奏できませ

んけれども、この中に楽器を演奏できる人がいるかと思いますけれども、や

はり声を出して歌う歌、そういう音楽文化普及事業は岩倉にはないと思いま

すから、そういう部分での事業も新しくつくっていくべきだと私は思います。

演歌とか歌謡曲です、はっきり言います。そういうものの事業をぜひ取り組

んでいただきたいと思いますが、音楽文化普及事業のそもそもの位置づけは

何でありますでしょうか。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 音楽文化普及事業のそもそもの位置づけ

なんですけれども、御存じのとおり岩倉市は音楽のあるまちづくりを進めて

おりまして、これは市民とプロと、あと行政とが一体になって協働で音楽文

化を進めていくといったところが音楽文化普及事業の根本の位置づけになっ

てくると思います。 

 歌の関係がないということでお話しいただいたのですけれども、よくオー

ケストラしかやっていないというようなことは言われますけれども、ロビー

コンサートでは楽器だけでなく、歌も積極的に取り入れておりますし、また

生涯学習講座のほうでも歌の講座があったり、あとは音楽の歴史文化であっ

たり、そういった文化も取り上げて実施をしておりますので、よろしくお願

いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） プロだけの歌じゃなくて、岩倉市民が歌える、そう

いう事業に積極的に拡大していっていただきたいと思います。以上です。 

◎委員（堀  巌君） ジュニアオーケストラ運営事業委託料についてお伺

いします。 

 現時点での市内と市外の生徒というか、人数の状況を教えてください。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 今現在の団員数でいきますと44名なんで
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すが、正確な数字としては、昨年10月１日現在の数字になりますが、団員数

としては48名、そのうち市内が36名、市外が12名といった状況となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 給食センターの関係で繰り返しお尋ねします。 

 調理業務の請負についてですけれども、原則は委託先の工場でつくって持

ってくるというのが請負の大原則だというふうで理解してよろしいでしょう

か。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） 請負の話といいま

すと、今回調理・配送業務と洗浄の業務も含めて委託という形で考えており

ます。 

◎委員（堀  巌君） 違う違う。 

 給食の調理業務、給食の請負業務の一般的な原則として、本来であれば自

社の工場でつくって持ってくるというのが請負業務。それの例外として、岩

倉市の行政財産を使わせるということの理解でよろしいですかという質問で

す。 

◎委員長（伊藤隆信君） お諮りします。 

 ここで休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 半から始めます。お願いします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 再開します。 

 事務局の答弁から始めます。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） 請負ということで

すが、厚生労働省が定めております告示の中、請負の定義がございまして、

単に肉体的な労働力を提供するものでないことということで、自己の責任と

負担で準備し、調達する機械、設備もしくは機材、または材料、もしくは資

材により業務を処理すること、もしくはみずから行う企画、または自己の有

する専門的な技術、もしくは経験に基づいて業務を処理することということ

で、請負の定義としてはこちらのものと考えております。 

◎委員（堀  巌君） ですから、原則給食センターについても、自社の工

場でつくって持ってくるということの理解でよろしいですかという質問です。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） どちらかというこ

となもんですから、工場でどこかでつくって持ってくるというものに限るも

のではありません。 

◎委員（堀  巌君） 厚生労働省の話で、本来は自社でつくって持ってく
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るんだけれども、賃貸借する場合、給食センターという調理場を貸して、そ

こでつくる場合については、それの別途の賃貸借契約が必要ですよという説

明だったというふうに思うんですけれども、違いましたでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） それに該当する場

合、もしくはどちらか２つの要件を満たせば請負ということになっておりま

すので、みずから行う企画、または自己の有する専門的な技術、もしくは経

験に基づいて業務をすることということで、請負という形で考えております。 

◎委員（堀  巌君） 何年契約で請負契約を交わすんでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） 今回３年というこ

とで考えております。 

◎委員（大野慎治君） 済みません、ちょっとページを戻るんですけれども、

予算書298、299の図書館費のことでお聞かせください。ここで正しいのかど

うかわかりませんが、市の広報「いわくら」で図書館の臨時開館について３

月15日号で、４月、５月、６月、11月、12月、来年の２月と６回、第１月曜

日を開館していただけるということになっています。私も月曜開館を訴えて、

まず感謝を述べさせていただきます。ありがとうございます。 

 そこで、このＰＲ、ちょっと広報「いわくら」だけではとても弱いんじゃ

ないかと思いますが、今後どのように第１月曜日の開館をＰＲしていくのか

お聞かせください。 

◎生涯学習課主幹兼図書館長（寺岡秀樹君） 今後も引き続き広報でお知ら

せしていくとともに、図書館のカウンターに置いてありますチラシ等をお配

りする、それから図書館に見えた方にもカウンターからお話をするというよ

うなことを考えております。インターネットのホームページにも載せるとい

うことも考えております。それから、図書館の壁にもＰＲのチラシを張ると

いうふうに考えております。以上です。 

◎委員（大野慎治君） じゃあ、次に予算書304、305ページの文化財保護費

の中で、13委託料で埋蔵文化財試掘調査業務委託料が入っておるんですが、

２日分見てありますが、これはどこを試掘する予定でいるのかお聞かせくだ

さい。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 特にどちらかを試掘をする予定でという

ことで予算を計上しているものではありませんでして、いつ何どきそういっ

た試掘の調査が必要な開発があるかわかりませんので、頭出しということで

２つ計上しております。 

◎委員（鈴木麻住君） 同じくその上にある民俗資料等企画展委託料という

のがありますけど、これは何をどういうふうにするのか、どこでするのか、
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ちょっと教えていただければ。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 民俗資料の企画展の委託料は、毎年実施

をしているものなんですけれども、民具研究会という市民団体に委託をして、

主に郷土資料室にある展示品、あとは岩倉の歴史・文化に関して、今現在だ

と生涯学習センターのほうで企画展を開催しております。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、図書館の３階にある郷土資料を展示

してという考え方ということですかね。そうすると、民俗資料なのか郷土資

料なのかというのがよくわからないんですけど。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 郷土資料室に展示している民俗資料、あ

とはくすのきの家の２階の展示室にある土器等も、その年々によって変わっ

てきますけれども、そういったものを活用して企画展を行っております。 

◎副委員長（桝谷規子君） 岩倉には展示したい人たち、いろんなサークル、

文化協会とかあると思うんですが、ギャラリーの場所というのは、私は３カ

所あると思ったんですが、市役所と生涯学習センターと体育文化センターも

展示会場になると思うんですが、今までも平和資料展や、去年も民間の団体

で、震災のときの命ある動物たちの資料展とかやったと思うんですが、市民

の方が生涯学習課に展示をしたいとお申し出があるときには、市役所と生涯

学習センターだけを御案内するとお聞きしたんですが、体育文化センターは、

そのときの御案内では３カ所並べてするという御案内はどうしてやれないん

でしょうか。 

◎生涯学習課長（片岡和浩君） 今、３カ所ということで、市役所の２階の

スペースと、あと生涯学習センターと、こちらのほうはあいておれば無料で

お貸しをさせていただいております。総合体育文化センターは、多分ふれあ

いホールだと思いますが、こちらのほうは使用料のほうを設定させていただ

いております。ですので、もしそういう形で総合体育文化センターのほうで

というお話があれば、あいておれば使用料をお支払いいただいて展示のほう

をやっていただいているという状況ですので、まずはこちらのほうに御相談

あったときには内容を確認して、無料の施設のほうを御案内させていただい

ているという状況でございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 生涯学習センターも委託されているわけなんで

すが、やはり体育文化センターの民間委託と、そこは使用料を取る取らない

で差をつけていらっしゃるんですか。 

◎生涯学習課長（片岡和浩君） 条例のほうで使用料の設定をさせていただ

いておりますので、総合体育文化センターのほうは、使用するのに使用料を

いただいているという状況でございます。 
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◎委員（堀  巌君） くどいようですけれども、給食センターのことがど

うしてもわからないんですけど、物品の無償貸与はするというふうに聞いて

います。調理場はどうして貸さない、貸与というか、賃貸借契約を結ばない

んでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） 調理場の貸与の関

係ですが、行政財産ということでちょっと一回整理させていただきますと、

不動産を初めとする公有財産は、地方自治法第238条第３項及び第４項によ

り、普通地方公共団体において公用または公共用に供し、または供すること

と決定した公有財産である行政財産と行政財産以外の一切の公有財産である

普通財産ということで、２つに区分されております。この中で、給食センタ

ーにつきましては、市が公用に供することを決定した財産であるため、行政

財産ということで区分されております。 

 それで、行政財産につきましては、同法238条の４の規定によりまして、

一定の場合を除いてこれを貸し付け、交換し、売り払い、譲与するなどの行

為ができないことということでされておりまして、行政財産の貸し付けが認

められる場合ということで定義のほうがございまして、１番、行政財産であ

る土地の目的を効果的に達成することに資すると思われる堅固な建物等を所

有し、または所有しようとする場合。２番としまして、国やほかの地方公共

団体等と１棟の建物を区分所有する場合。３番、庁舎その他の建物等及びそ

の敷地に余裕がある場合に、当該余裕がある部分を貸し付けるとき。４番と

しましては、鉄道事業法、電気事業法、ガス事業法などの規定に基づく事業

者に当該事業のために地役権、または地上権を設定するときということで定

義されております。 

 給食調理業務を受託した事業者が給食センターの施設を使用することにつ

きましては、この４つの中のいずれにも該当しないということで、行政財産

の貸し付けとして成立することはできないものと考えております。 

 また、地方自治法238条の４第２項第４号で定める庁舎等の余裕がある場

合については、地方自治法施行令第169条の３に当該地方公共団体の事務、

または事業の遂行に使用される部分以外の部分がある場合ということでされ

ております。 

 調理スペースが余ったという解釈で行政財産ができるというものではござ

いませんで、学校給食の調理業務につきましては、まさに市の事務、市の業

務ということでありまして、そのために使用する部分を余剰スペースでする

ということではございません。 

 また、次に行政財産の使用許可といった考え方ができるか否かということ
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で考えてみますと、地方自治法第238条の４第７項では、行政財産はその用

途、または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる

ということで規定されております。この規定につきましては、行政財産によ

っては本来の用途、または目的外に使用させても、本来の用途または目的を

妨げないばかりか、場合によりましては積極的に行政財産自体の効用を高め

ることもあります。 

 また、行政財産の本来の用途または目的が阻害されない限り、行政財産の

効率的利用の見地からも見まして、その用途または目的以外についても使用

を認めることが適当であることから、行政上の許可処分、いわゆる目的外の

使用の許可として使用させるという旨の規定があります。 

 学校給食業務の受託事業者が学校給食センターを使用するということにつ

きましては、まさに学校給食センターの設置目的となっております学校給食

を調理するという目的を遂行するために行われるものになります。この目的

外使用という考え方はふさわしくないものと考えております。 

 では、どのように整理したらいいのかというところになりますが、財務省

のほうが各省庁に宛てた行政財産の使用または収益される場合の取り扱いの

基準についてという通知がございます。こちらにつきましては、国有財産法

第18条第６項に、行政財産はその用途または目的を妨げない限度において、

その使用または収益を許可することができる。地方自治法第238条の４第７

項と同様の規定がありまして、その判断基準を明らかにしたもので、その中

で、病院における患者への給食の提供など国が行うべき業務を国以外の者が

受託した場合等におきましては、それらの業務を行うために必要な厨房施設

などを提供することは国の事務事業遂行のため、国が当該部分を提供するも

のであるから、使用または収益とみなさないということで整理されておりま

す。 

 この考え方でいきますと、市のほうが実施主体となりまして、学校給食の

提供という市の業務を受託業者に行わせるために給食センターの施設、設備

を使用させることにつきましては、行政財産の使用許可または行政財産の貸

与のいずれにも該当しないものと考えます。 

◎委員（堀  巌君） めちゃくちゃなこじつけのように聞こえるんですけ

ど、例えば、物品は無償貸与の条例に基づいて無償貸与するんですよね。そ

こは間違いないですか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター長（神山秀行君） こちらの今お話し

させていただいたものは行政財産の施設の部分になりますので、物品につき

ましては無償貸与という形になりますが、どうなりましたかね。 
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◎委員（堀  巌君） いいです。前に無償貸与という答弁があったので、

確認したかっただけなのでいいです。 

 それで、今、どちらにも当たらないからという話がありましたけど、ＰＦ

Ｉ法でいくと、ＰＦＩで建てた場合は行政財産の貸し付けに当たるというふ

うにされているんですね。国の国有財産のところの引用の理論と、ＰＦＩの

考え方、建てたときには行政財産として貸し付けるという手法が定まってい

るというところで考えると、何かさっき無理やりにこじつけというふうに表

現しちゃったけど、何か整合性がとれない。物品は貸し付ける、調理場は貸

し付けない、どちらにも当たらない。何か変なふうに整理されているという

ふうに思うんです。これはちょっと時間がないので、ここら辺でやめておき

ますけど、この問題についてはずうっと研究していっていただきたいという

ふうに思います。 

◎学校教育課長（石川文子君） 先ほど、学校薬剤師の関係のお話のほうを

ちょっと説明させていただきたいと思います。申しわけございません。 

 学校保健安全法の23条の２項のところで、大学以外の学校には、まず学校

歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。まず、ここで置くものとするとい

う規定がございます。 

 学校保健安全法施行規則のほうの24条で、学校薬剤師の職務執行の準則と

いうことで、この部分に少し載っております。環境衛生検査に従事すること

ということ、また環境衛生の維持及び改善に関し必要な指導及び助言を行う

ことというふうになっておりまして、この部分で学校のほうをお願いしてい

るところでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございました。そういうことでござい

ます。 

 以上で、款９教育費、項４社会教育費から項６給食センター費までの質疑

を終結します。 

 続いて、款10災害復旧費からの質疑を許します。予算書は318ページから

320ページまでです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款10災害復旧費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款11公債費から款12予備費までの質疑を許します。予算書は320

ページです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款11公債費から款12予備費までの質疑を

終結いたします。 
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 続きまして、歳入に入ります。 

 款１市税から款12使用料及び手数料までの質疑を許します。予算書は12ペ

ージから26ページまでです。 

◎委員（関戸郁文君） 市民税についてお尋ねします。 

 私の友人というか、過去の同僚なんですけれども、この前、岩倉市の市民

税が非常に名古屋市に比べて高いので、名古屋市に引っ越すというような話

がございました。そういう事実が本当にあるのかどうかというのをちょっと

確認させていただきまして質問させていただきたいんですけど、いかがでし

ょうか。 

◎税務課長（岡本康弘君） お尋ねをいただきました個人市民税に関しまし

てですが、岩倉市は地方税法に定められております標準税率を採用しており

ます。これは全国のほとんどの自治体がこの標準税率をとらせていただいて

おりまして、例外になりますのが、例えば、逆に税率を高くする財政再建団

体みたいなところはそういうことを許されておりますけれども、大方のとこ

ろは標準税率をとっております。 

 ただ、愛知県内には名古屋市で市県民税の軽減を行っている例がございま

して、実際には一旦標準税率で市県民税を計算しましたその後に、市民税に

当たる部分だけ５％減免をしているという状況でございます。 

◎委員（関戸郁文君） 多分、減税日本の河村市長の戦略がすごくいいのか

もしれませんが、私が前勤めていた会社の総務部に聞きますと、岩倉は税金

が高いので名古屋市を勧めているというような事実がございます。ですので、

ちょっと部長も一緒に総務部に行っていただいて、岩倉はそんなことはない

んだということをちょっと言わないとよろしくないんじゃないかというくら

いに名古屋市は税金が安いということは浸透しています。ですので、岩倉市

においても、岩倉市の市民が名古屋市に比べて非常に税金が高いというふう

に思っていることがもしあるとするならば非常によくないので、ちょっと税

金が高いということはないんだよということをぜひ周知徹底していただきた

いと思います。これはお願いです。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款１市税から款12使用料及び手数料まで

の質疑を終結いたします。 

 続いて、款13国庫支出金から款20市債までの質疑を許します。予算書は26

ページから78ページまでです。 

◎委員（木村冬樹君） 歳出のところで聞くべきだったのかと思うとところ
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でありますが、31ページの民生費国庫負担金についてお聞かせいただきたい

と思いますが、生活困窮者自立支援事業費負担金の中に就労支援員の国庫負

担金が入っております。 

 それで、就労支援員というのは生活困窮者自立支援事業の中に今年度まで

入っていなかったと思いますけど、これはどういう位置づけになったのかと

いうところを教えていただきたいと思いますが、担当者はいますでしょうか。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） もともと昨年４月から生活

困窮者自立支援法ができまして、その中の業務の中で就労支援というのがあ

って、国庫負担金ももらえるということになりまして、ここに上げたという

ことだと思うんです。それ以前のはちょっと見てみないとわからないんです

けど、率が違っていたと思うんですけど、就労支援員はあったと思うんです。

ちょっとまた後で調べて、済みません。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。ちょっとまた調べて教えていただき

たいというふうに思います。 

 27年度までの予算の組み方でいきますと、生活困窮者自立支援事業費負担

金の中に就労支援は入っていませんでしたので、その点について教えていた

だきたいと思います。 

 もう１点ですけど、その後にあります国庫補助金の中の社会保障税番号制

度システム整備費補助金、あるいは個人番号カード交付事業費補助金という

ことで、それぞれ充当先があるわけです。それで、マイナンバー関係のこと

で私が知りたいのは、市の負担がこの補助金以外で恐らく発生している部分

が少しあると思うんですね。その辺がどのぐらいになるのかということを知

りたいわけなんですけど、そういった数字の出し方というのは難しいんでし

ょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） マイナンバーについては、総括の部局は

秘書企画課というふうで所管をしておりまして、歳出面でいきますと2.1.15

のところ、それとあと維持費の関係で、ちょっと今手元に持ってきませんで

したけど、三、四百万ぐらいは維持費に係っていくと。 

 ただ、その分は交付税の需用費のところへ算定が、これまでよりは厚みが

出ているというところなんですけど、それも交付税は基本的に宛先を決めな

い一般財源というふうに言われていますので、ただ算定の中にはマイナンバ

ーに係る部分というのも換算をされています。ちょっと維持費については、

調べてお話しするようにします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 大ざっぱでいいですけど、要するに市の負担がどのぐらいあって、全体の
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負担があって、そのうちの補助金でこれだけが賄われていて、あと市の一般

財源からの負担がこれだけあるというような形のものが、やはりちょっと将

来的なところも含めて把握しておきたいというふうに思いますので、ぜひ数

字のほうをお願いしたいと思います。交付税で一定この部分は見られている

ということでありますので、その辺の額がどのぐらいの額で見られているの

かというところも少し教えていただきたいと思いますので、またその数字が

出ましたら教えていただきたいというふうに思います。以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款13国庫支出金から款20市債までの質疑

を終結いたします。 

 続いて、第２表 継続費、第３表 債務負担行為、第４表 地方債につい

ての質疑を許します。予算書は６ページです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 次に、議案に対する討論に入ります。討論はござ

いませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 議案第41号「平成28年度岩倉市一般会計予算」につ

いての反対討論を行います。 

 まず、国政の問題です。 

 アベノミクスともてはやされた安倍内閣の経済政策につきましては、大企

業には史上最高の利益をもたらしましたが、2014年度からの消費税８％への

増税と円安による物価上昇の深刻な影響で、経済成長はマイナス傾向で停滞

をしているというふうに思います。労働省の実質賃金はこの３年間で５％も

のマイナスとなり、勤労者世帯の実質収入も年収ベースで34万円も目減りし

ています。頼みの株価も先行き不安の乱高下を続けている状況であります。

このようなことから見ますと、アベノミクスの破綻は明白ではないでしょう

か。 

 新たにＧＤＰ600兆円、希望出生率1.8、介護離職ゼロという新三本の矢も

出されておりますが、実現の見通しがなく、７月の参議院選挙と予想される

総選挙を目当てとした新たな装いと言わざるを得ません。 

 政府の2016年予算案についても、2017年度からの消費税10％への増税を前

提としており、社会保障の改悪などによる負担を国民に押しつけるものとな

っています。 

 一方、大企業には減税をばらまき、防衛費を突出させて安全保障関連法を

具体化するという極めて反国民的な予算案となっていると思います。 

 安倍内閣は、消費税増税に関して軽減税率や臨時福祉給付金を大宣伝して

いますが、軽減ではなく一部据え置きにすぎないという点、また財務省が出
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し直してきた１世帯当たり６万2,000円、１人当たり２万7,000円という増税

額、また年金のマクロ経済スライドといったものの前では、そのような軽減

税率、あるいは臨時福祉給付金も吹き飛んでしまうのではないでしょうか。 

 消費税の増税分は全額社会保障予算に充てると言っていますが、実際に充

てられるのは増税額のわずか16％にすぎません。そればかりか、社会保障関

係費の自然増分を毎年4,000億円近くも抑制してきており、この抑制額は消

費税を増税しなかった小泉内閣時代の毎年2,200億円削減を大きく上回るも

のとなっています。 

 さらには、実際には低い大企業の実質税負担率をさらに引き下げること、

このことは300兆円を突破した内部留保をさらに上積みさせるだけの愚策で

はないでしょうか。社会保障の財源保障や財政健全化にもつながらないこと

は、消費税増税と大企業減税の歴史を見ても明らかであります。 

 一方、防衛費につきましては、前年度比740億円増で、当初予算としては

初めて５兆円を突破しています。Ｆ－35戦闘機やオスプレイ、空中給油輸送

機、イージス艦の購入、また思いやり予算など在日米軍関係予算の増額など、

安全保障関連法の具体化が進められています。大型公共投資予算の増額、文

教予算、中小企業対策費、食料安定供給関係費、地方交付税の減額などとあ

わせまして問題だらけの予算案と言わざるを得ません。 

 このような政府の動きに対して、岩倉市の予算が市民の暮らしや健康、安

全を守るという地方自治の役割を果たすことができるものになっているのか、

このことが問われていると思います。全体としてはそのような予算になって

いるというふうに考えますが、項目別に見ていきますと幾つかの問題点も浮

かび上がってきます。 

 総務費でいいますと、市役所北側駐車場の目的外使用について、駐車料金

を徴収していくことについては、これまでの市の姿勢を大きく変更すること

になるわけで、市民の意見を把握するという点で不十分であるというふうに

考えます。 

 また、マイナンバー制度への対応についても、番号が通知されていない市

民が300人以上いるにもかかわらず、制度が開始されていること。個人番号

カードの交付が現状の申請数で見ても、夏ごろまでかかってしまうこと。国

の制度でありながら市の負担も相当額あること。利用が拡大していく中で、

個人情報保護という点での不安が拭い去れないこと、こういった多くの問題

点があります。 

 また、広域滞納整理機構への参加についても、繰り返しておりますが、市

税の徴収は市の事務であるということから、機構への移管はやめるべきでは
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ないでしょうか。 

 民生費につきましては、国民健康保険特別会計繰出金のうちのその他繰出

金を被保険者１人当たり3,500円も引き下げています。この引き下げを行わ

なければ、財政上は均等割を値上げしなくても資産割を減らすことができ、

子育て世帯などに負担を負わせるやり方については、市長のマニフェストに

反するやり方であり、やめるべきではないでしょうか。 

 後期高齢者医療保健事業における健康診査も、昨年度の市長の施政方針で

述べたとおり、個別健診に踏み出すべきであります。 

 保育園費につきましても、兄弟で別々の保育施設に通うケースなどについ

ては、できるだけ公立保育園の拡充によって対応すべきではないでしょうか。

保育園送迎ステーションにつきましては、子どもたちの安全や成長を保障す

るものになるのか、依然として疑問が残ります。この事業によって、保護者

と保育士との間で、子どもたちの日々の変化を細かく連絡し合う機会が減少

することは明らかです。 

 また、自動車運行管理業務の委託についても、運転手の募集について仕様

書に２種免許が必要と明記すべきではなかったでしょうか。 

 衛生費では、健康増進事業や予防接種事業における医師会嘱託料について

は、廃止に向けて引き続き協議をしていくべきであります。 

 公害対策費の航空機騒音についても、県営名古屋空港がＦ－35戦闘機の整

備拠点、あるいは航空祭での展示飛行、こういったものに使用されていく中

で、空港周辺自治体と協力をして関係機関に中止を求めていくべきだと考え

ます。 

 商工費につきましては、まちコンイベントの委託事業が廃止されますが、

商工振興や岩倉市の魅力発信、若者の定住促進という効果が期待される事業

でありますので、何らかの形で継承していくべきではないかと考えます。 

 教育費につきましては、新学校給食センターの開設に伴い、学校給食調理

配送等の業務が民間委託されます。これまで経費削減が最大のメリットとさ

れてきましたが、実際に経費削減にならないため、その主張はいつの間にか

メリットから消え去り、現在は民間事業者のノウハウの活用が最大のメリッ

トと市は主張しています。その中でもアレルギー対応についての民間事業者

のノウハウの活用が大きく宣伝されていますが、実際には１年間はアレルギ

ー対応は行われず、２年目あたりからようやく除去食の提供が開始されると

いうことも明らかになりました。代替食については、現時点では検討もされ

ていません。これだけの準備期間があれば、直営でも十分対応できるものと

考えます。学校給食における民間委託は、学校給食に関する法令を遵守しよ
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うとすればするほど、適正な請負の状態を確保しにくくなります。依然とし

て学校給食における民間委託については、多くの疑問があり認めることがで

きません。 

 以上の点により、平成28年度の一般会計予算に賛成することはできません。

いずれにしましても、国の政策を変えない限り、市民の暮らしや健康、安全

を守るという地方自治体の役割を果たすことは困難です。７月の参議院選挙

や予想される総選挙で、政策で一致する野党と協力し、安倍内閣を退陣に追

い込むため奮闘する決意を述べまして、議案第41号の反対討論とさせていた

だきます。 

◎委員（須藤智子君） 議案第41号「平成28年度岩倉市一般会計予算」につ

いて、賛成討論を行います。 

 平成28年度岩倉市一般会計予算は総額で155億9,000万円となり、平成27年

度当初予算と比較しましても９億1,000万円、6.2％の増となっています。こ

れは平成12年度の市庁舎建設時を超え、過去最大の予算規模となっています。 

 この要因といたしましては、提案理由でも説明がありましたように、学校

給食費特別会計を一般会計に移管すること、工事が本格化する新学校給食セ

ンターの建設、学校施設の改修に係る費用、また心身障害者自立支援費、国

民健康保険や介護保険特別会計繰出金の社会保障関係費、認定こども園、施

設型給付等事業や、保育園送迎ステーション等子育て支援に係る経費、さら

には高所での消火、救助活動や緊急消防援助隊として出動する支援費として、

災害対応特殊はしご付消防自動車の更新費用を計上したことなどによるもの

で、いずれも市民サービスの向上のために必要な事業であります。 

 また、生まれる前からのい～わ子育て応援事業、コンビニエンスストアＡ

ＥＤ設置事業、豊かな感性を育む教育推進事業、人権教育推進事業、シティ

プロモーション事業委託料などの新たな特徴の事業を初め、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略にも位置づけられている地域産業活性化支援事業など、岩

倉市のまちの魅力を高めるための事業も計上されております。 

 なお、今回の予算においては、今議会に上程されております岩倉市職員の

給与の特例に関する条例に基づく職員の給与の削減も含まれており、職員さ

んにとっては大変厳しいものではありますが、給与の適正化のため、総合的

な給与制度の見直しを行うまでの暫定的な措置とのことであり、職員組合と

の協議も調っているとのことです。 

 歳入につきましては、法人税、法人税割の税率引き下げの影響による法人

市民税の減はあるものの、納税義務者の増加及び所得の増加による個人市民

税の増、また大型店舗、倉庫などを含む新増築家屋の増加による固定資産税
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や都市計画税の増により市税収入の増収が見込まれております。 

 市税の滞納対策については、滞納整理機構とも連携し、引き続き適切に行

われていくものと思われています。 

 また、前年度に比べ増額となっている地方交付税についても、今年度の実

績を踏まえての計上であります。 

 平成28年度は、昭和46年12月１日の市制施行から45年が経過する節目の年

度であります。 

 また、平成23年度からの10カ年計画である第４次岩倉市総合計画の後半が

スタートします。住んでよかった、住み続けたい、住みたいと実感できる魅

力ある岩倉市を目指して、今回委員会で議論されたことについて十分に留意

し、着実に事務事業を遂行していただくよう申し添え、賛成といたします。 

◎委員（木村冬樹君） 委員長、ちょっと休憩してもらっていいですか。ち

ょっと当局に確認したいことがあるので。 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ、ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 それでは、討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第41号「平成28年度岩倉市一般会計予算」について、賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第41号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 お諮りいたします。 

 本日はこれをもって散会したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 次回は明日の３月15日、午前10時より再開をいたします。お疲れさまでし

た。 
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財務常任委員会（平成28年３月15日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） おはようございます。 

 きのうに引き続きまして財務常任委員会をただいまより開催させていただ

きます。日程がきょう１日でございますので、どうか皆様方の御協力を賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

 冒頭に、当局のほうから報告がございますので、お願いいたします。 

◎総務部長（奥村邦夫君） 昨日の一般会計の議案質疑の中で、少しお答え

ができなかった点が３点ほどございます。それについて、担当のほうから御

説明のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） 昨日のマイナンバーに関する経費の件で、

現在のところの御説明をさせていただきたいと思います。 

 27年度に国との連携ですとかのシステム改修を行っております。要はこれ

は決算見込みでございますが、9,400万ほどで決算をする見込みでございま

す。一般会計の部分と、それから特会の個々のシステムですとか、介護のシ

ステム等も合わせてになります。歳入で受けられる国費については、3,843

万1,000円の見込みでございます。そして交付税については、27年度の包括

算定経費、企画費のところで520万ほど算定がされています。そういった状

況でございます。 

 来年度以降のランニングですけれども、積算内訳書で説明をさせていただ

きたいと思いますが、20ページの2.1.15の情報化管理費、真ん中あたりの事

務管理費の19節負担金補助及び交付金、こちらにございます中間サーバー・

プラットフォーム運営経費、中間サーバー・プラットフォーム調整経費192

万6,000円と18万4,000円、それから事業10.電子情報システム維持管理事業

の13節委託料の中ほどにあります団体内統合宛名システム保守料、保守の費

用ですね、155万5,200円。 

 それから31ページのほうに行っていただきまして、項３の戸籍住民基本台

帳費の中の下のほう７番、事務管理の中の需用費の中にカード裏書き機器イ

ンクリボン、カード裏書き機器クリーニングキット、カード裏書き機器カー

ドアタッチメント。これはマイナンバーカードの裏に転居されたときなんか

に利用する機器ですけれども、これに係る経費が、少額ですけれども合計で

６万5,000円ほどということ。これが来年度以降も必要になってくる、382万

ほどが経常的に必要になっていくという経費でございます。以上でございま

す。 
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◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 先日、国民健康保険補正予算のときに御

質問のありましたジェネリック医薬品の分析効果の結果をお伝えさせていた

だきます。 

 年間平均使用量は平成25年37.9％、平成26年44.1％となっておりまして、

比較して6.2％増加しているという結果になっております。よろしくお願い

いたします。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 昨日、歳入のところで国庫

補助金の民生費国庫補助金のところの就労支援のところでお尋ねがあった件

でございます。 

 きのうも少しお話をさせていただきましたが、平成27年４月から施行され

ました生活困窮者自立支援法に基づきまして、生活困窮者自立相談支援事業

の中の自立支援プログラム策定実施推進事業ということで、補助率は４分の

３でございます。 

 その上のところに自立相談支援事業というのがございまして、こちらは今、

ワーカーズコープさんに昨年の４月からお願いをしている事業で、ここでも

就労支援を行っているんですが、こちらの就労支援というのは、生活保護の

前段階、生活保護にならない方の就労支援でございまして、下に書いてあり

ます就労支援員につきましては、生活保護の被保護者に対する就労支援とい

うことで、少しわかりにくいかもわかりませんけど、そういう形でございま

す。 

 それで、平成27年度からこういう形になりまして、26年度までは県費でご

ざいまして、愛知県の生活保護適正実施推進事業の中の自立支援プログラム

策定実施推進事業で就労支援員２人を雇用しておりまして、補助率は10分の

10でございました。２人のうち１人は生活保護の被保護者の分でございまし

て、もう１人は、生活保護になる前段階の就労相談があったときの支援とい

うことでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございました。 

 ほかはいいですね。 

 それでは、続いて特別会計予算の審査に入らせていただきます。 

 議案第42号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」についてを議

題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 



１９６ 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君）  歳入についてでありますが、繰入金ですから369ペ

ージになろうかと思いますが、その他一般会計繰入金が前年度までの項目で

の被保険者１人当たりの繰入額というのが１万300円だったものが6,800円に

なっております。この辺の経過を少し教えていただきたいというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 繰入金につきましては、本会議でも御説

明させていただきましたとおり、国の財政支援の拡充があり、その拡充分を

反映させるために予算の組み替えをさせていただいているところです。 

 これまで保険者支援分と保険財政安定化支援分を合わせてその他繰入金の

１人当たりの内訳として定額で算定され、国からの交付金を上回った額を繰

り入れておりました。 

 このたび国の財政支援の拡充により保険者支援分の算定基準が見直されま

して、交付金の額がこれまでの定額を上回ることになるため、平成28年度か

らはその拡充分が反映されるよう、保険者支援分をその他繰入金から保険基

盤安定繰入金に組み替えるものです。この組み替えに伴い、保険財政安定化

支援分についても、その他繰入金から保険財政安定化支援繰入金として別に

計上させていただいております。 

 つきましては、この組み替えによりまして、その他繰入金の予算としては

5,600万円の減額となっておりますが、繰入金全体としては5,300万円の増額

となっています。 

 また、これまで県の統計資料などで公表され、議会でも報告させていただ

いておりますその他繰入金の額につきましては、保険者支援分と保険財政安

定化支援分を含んでいないものでありますので、今回の組み替えにより、こ

れまでの公表されていますその他繰入金の数値が変更となるものではありま

せん。 

 よって、この組み替えにより公表されているその他繰入金の数値と決算額

が同じものとなります。 

 これまで主要施策の成果報告では、法定繰入金とその他繰入金という予算

区分で説明をしてまいりましたが、今後の説明については見直しが必要であ

ると考えております。よろしくお願いいたします。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今、金額についての説明が不足しておりま

したので、御説明をさせていただきます。 

 今までは１人当たり１万300円ということで計上させていただいておりま

したが、今年度は6,800円ということで、先ほど説明をしましたように3,500
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円ですね。保険者支援分と保険財政安定化支援分を合わせて3,500円という

ことで定額で計上しておりました。今回、保険者支援分の拡充によって

4,000円の増を見込んでいるところでございます。その分が反映されるよう

に予算の組み替えをさせていただきました。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっとよくわからないなあと思います。多分みん

なわからないんじゃないかなあと思うんですけど、いわゆる法定繰り入れの

ところの、ページでいきますと367ページの保険基盤安定繰入金のうちの保

険者支援分というのがふえたものですから、トータルとしての繰入金はほぼ

変わらないというようなことだというふうに思うんですけど、これは国から

来ている保険者支援分だというふうに思うんですけど、市が出す分は、総額

では変わらないものの、国から来る支援分をそのまま繰入金の中に入れると

いうことの中で、市の１人当たりの繰入金を下げたという見方になるんじゃ

ないんでしょうか。 

 ちょっと説明がわからないものですから、もっと簡単な言葉で説明してい

ただきたいんですけど。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） その他繰入金の額については、今回下げて

いないということです。支援金がふえたから、その分下げたのではないかと

いう御質問に対しては、その他繰入金の額については、全く下げていないと

いうことです。 

 保険者支援分というのは、本来ならば保険基盤安定制度の一つであります

ので、保険基盤安定繰入金の中に、27年度までは保険税軽減分というふうに

記載がしてありました。支援分が安定制度の１つであるものですから、今回

組み替えによって保険基盤安定繰入金の中の内訳として保険者支援分、そち

らをつけ加えました。支援分については、国から２分の１の補助があり、県

からは４分の１、そして市が４分の１負担をしているものでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 何となくわかりました。 

 昨年から保険者支援分として国がこういってお金を出すということがやら

れているということであります。一般質問で聞いたところでいくと、国は大

体3,200万円ぐらい岩倉市に来るという答弁があったというふうに思います

ので、その分と県と市で、要は足して保険者支援という形にあるもんですか

ら、市としての１人当たりの繰入金については変えてないという解釈なんで

すね。 

 だから、要するに保険者支援分の中に市の負担分も入っているということ

で見ればいいということですね、予算書で見ると。ちょっとそんな感じのつ

かみ方でいいんでしょうか。僕が言っている意味がわからんかなあ。 



１９８ 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎委員（木村冬樹君）  要するに言いたいのは、367ページにあります保険

基盤安定繰入金のうちの下の３つですね。保険者支援という、この分の中に

市が負担している部分で3,500円分が入っているという見方でいいんでしょ

うかということなんですけれども。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） まず、今までの１万300円の中に保険者

支援分と保険財政安定化支援金分として3,500円定額で計上していたんです

が、今回の財政拡充によりまして、さらに4,000円上乗せされるということ

で合計7,500円。ただ、その他繰入金の中に入れておきますと3,500円の定額

でしか繰り出しがされないということなので、7,500円分をいただくために

保険者支援分は保険基盤安定の中に、それから国民財政安定化支援について

は、１つ繰入金に項目を追加したということになります。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君）  今、3,500円と申し上げましたが、もとも

と3,500円の内訳は、国の２分の１、県の４分の１、市の４分の１、市の分

も入ったもの。今までは市のほうが４分の１より少し多く出していたんです

ね。それで市が定額の４分の１以上出したことによって3,500円をもらって

いたというところです。ですので、支援分のほうは、市の持ち出しも入った

ものです。保険基盤安定制度のほうにある額については、市の持ち出しも含

めたものとなります。 

 少し25年度から説明をしますと、25年度をそのままで計算をした場合、保

険者支援分と基盤安定分を国の定めによって計算すると3,134円という額で

した。ところが3,500円でいただいていたと。25年度についても3,103円とい

う額であったのが3,500円で市からはもらっていた。26年度については3,502

円ということで、もともと算定されている額と同額になっていたというとこ

ろです。27年度に拡大をされたものですから、この3,500円以上になるもの

ですから、であれば、定められた額をきちんともらいたいということで、組

み替えをさせていただきました。 

◎委員（梅村 均君） 済みません。ちょっとざっくりといいますか、全体

像で教えてもらえればいいと思うんですけど、国保の歳出なんかも膨らんで

いまして、今年度膨らんだ要因というんですかね。もちろん人間ドックをや

るということからとか、そんなことでいいんですけど、そういう歳出が膨ら

んでいる要因というのは、どんなところで考えているかをお聞かせいただけ

ないでしょうか。 
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◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今回、歳出が大きく膨らんだ一番の要因は

医療費の増ということで、議会のほうでも少しお話をさせていただいたとこ

ろなんですが、今回の予算の計上で一般被保険者の療養給付費については、

１人当たり１万6,000円増加ということで組んでおります。これは医療の高

度化、また加入者の高齢化、そういったものが影響されているということで、

26年度の実績を踏まえ１人当たり１万6,000円の増と。保険給付費全体とい

たしましては、退職者の減少などもあるものですから、全体では前年度比

2.47％の増ということで、１人当たりで6,400円の増ということで見込んで

おります。このようなことが歳出の増加の主な要因となっております。 

◎委員（木村冬樹君） もう１点、歳入のところで国庫補助金のうちの財政

調整交付金の中で、その他というところで国保ヘルスアップ事業ということ

で208万円が入ということで計上されておりますが、これというのはどうい

う事業なのかということと、充当されるわけですけど、多分ほんの一部にし

かならないのかなあというふうに思うんですけど、少し説明をお願いしたい

というふうに思います。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今回、歳入で計上しております事業につき

まして御説明をいたします。 

 まず５年連続未受診者受診勧奨事業というのを今回実施いたします。平成

27年度データヘルス計画を策定する中で、特定健診の受診率をもっと高めな

ければならないのではないか。まず健診を受けていただいて、御自身の健康

状態を把握していただくことが非常に重要だということで、５年連続未受診

者の受診勧奨ということを新規事業で計画をさせていただいているところで

ございます。それから特定健診の未受診者宛てには、人間ドック事業につい

ても勧奨したいということで、その事業も計画をしたところでございます。 

 また、特定健診や人間ドックなどを受けていただいた後に、その健診結果

をしっかり御自身で理解をしていただいて、健康保持・増進、また病院への

受診につなげていただくために市民窓口課のほうに保健師または管理栄養士

を配置させていただきたいと思います。その配置された保健師、管理栄養士

が個別に健診結果を御説明すること、また保健指導をすることなどで被保険

者の健康保持・増進に役立てたい。この保健師、管理栄養士のパート賃金も

このヘルスアップ事業の対象となっております。 

 また、これまで健康課のほうで予算計上をしておりました糖尿病予防歯科

健診事業がありますが、こちらも国保の会計のほうに予算計上することで、

国保のヘルスアップ事業の対象となることで組み替えをさせていただいてお

ります。以上の事業がヘルスアップ事業の対象事業でございます。 
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 それから補助率については、10分の10ということで補助がもらえるものと

なっております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 疾病予防費の中のパート賃金、職員賃金というのが、多分保健師または管

理栄養士ということだというふうに思います。 

 それで、受診勧奨をするということですが、特定健診の予算の積算内訳書

を見ますと、27年度と変わらない人数を設定しているということで、その辺

の考えが、受診勧奨をやるということとの関係で、少し消極的な予算なのか

なというふうに思ってしまうんですけど、多分根本的には、医師会との協議

によって個別健診ができてくるようになればかなり伸びがあるんではないか

なというふうに思うんですけど、その辺の考えについてもお聞かせいただき

たいというふうに思います。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 今回の予算計上の人数につきましては、

実績によるもので計上させていただいております。今後、受診率については

また上げていくように、受診勧奨の機会の拡大をまた調整していきたいと思

っておりますので、お願いいたします。 

◎副委員長（桝谷規子君） もう一回確認したいんですけれども、国が、全

国知事会とかいろんなところが高過ぎる保険料という大きな声があって、そ

の世論の反映で2018年をめどにと思うんですが、3,400億円の国費を投入し

て2015年度から1,700億円の保険者支援が実施されたということで、私たち

はそれが国保税の削減に回らないかというところを非常に思うわけなんです

が、そこが本会議の中でも非常に医療費の伸びなどでそれは難しいというこ

となんですが、国の保険者支援がふえたということが、市のこれまでの一般

会計の繰り入れ分の削減に回したというところも多いと聞くんですが、その

削減に回したわけではなく、市の一般会計からの繰り入れ分は減らしていな

いという確認はいいんですよね。そこの確認をしたいんですが。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 市は繰入金についての削減は、１人当た

りについてはしておりません。 

◎副委員長（桝谷規子君） この予算書の数字で見ると、被保険者数の人数

分掛ける単価というのが下がっているもんだから、そこが見えにくいという

か、予算書の市からの一般会計の繰入金の中ではね。そこが予算書の見方と

して、もっと具体的に市が１人当たりの保険者数掛ける単価、そこだけで見

ると昨年から引き下げたというふうに見えますよね、この予算書の書き方で

は。 

 先ほどのいろんな細かい説明の中で、国の保険者支援の分が国２分の１、
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県４分の１、市４分の１の中で、この保険者支援のその前の367ページの中

にも入っているということは言われたんですけれども、この予算書の中で具

体的に見えるのが保険者数掛ける単価の分が下がっている金額になっている

というところが、何かもっと下がってないんだよというのが見えるような予

算書の書き方というのはできないんでしょうかね。すごく見えにくくて難し

いんですけど。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 予算書の書き方につきましては、このまま

で今後もということで、見方について、まず繰入金というものの考え方につ

いてなんですけれども、これは市からは毎月月報という形で県のほうにも報

告しております。月報に基づいてまた国の資料などもつくられますが、そう

いった公表資料について、繰入金というものが区分されています。その区分

の仕方が、今回の予算書、順番に繰入金を追っていきますと、保険基盤安定

分、そして職員給与費等、出産・育児、ちょっと順番が違いましたかね、済

みません。 

 繰入金については、もう一度済みません。保険基盤安定繰入金、職員給与

費等繰入金、出産一時金繰入金、財政安定化支援繰入金、その他一般会計繰

入金、このように県のほうに報告するものについても整理をされています。

市としてもわかりやすくするためには、こういうふうに公表されている資料

に基づいた予算組みも必要かという考えで予算の組み替えをさせていただい

たところなんですが、一つずつ見ていただきますと御理解いただけるかと思

いますが、保険基盤安定繰入金については、約6,270万増となっています。 

 それから少し飛ばしますが、財政安定化支援繰入金についても、新規で

1,570万計上させていただいております。その他一般会計繰入金については、

お話がありましたように約5,600万円下がっているというところなんですが、

全体の繰入金という形で見ていただきますと、27年度に比べると5,322万

6,000円増ということで、１人当たり約4,000円分増というふうに予算計上さ

れているところです。市だけの持ち出しはその他繰入金ということで、そこ

については……。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今、桝谷委員のほうから御質問がありまし

て、非常にわかりにくいということでありましたが、当初予算関係資料積算

内訳のほうで一般会計の予算のところになりますが、一般会計予算のところ

で国民健康保険特別会計繰出金というところ、42ページですね。そちらには
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国庫支出金、県支出金、一般財源ということで、市の払い出す金額について

約ですが２億4,000万支出していただいているということが確認できます。

こちらで市の持ち出しがどのぐらいかということは確認していただく……。 

〔発言する者あり〕 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 42ページの真ん中ですね。10.国民健康保

険特別会計繰出金とあります。 

◎委員（木村冬樹君） よくとは言えないけど、大分わかりました。 

 それで、いわゆる国の保険者支援分と言われる国全体として一千六百何十

億かな。岩倉市に大体3,200万円ぐらい来るという答弁があったと思います

けど、その辺は28年度で言えばどのぐらいの額になるのか。変わらないとい

うふうに思いますけど、その額と、いわゆる保険者支援としてここに繰り入

れている分で見ますと、法定軽減のところに充当しなさいよという形で、そ

の支援金というのは来ているという見方でいいんでしょうかね。意味はわか

りますかね。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 金額については、少し後ほど御報告させて

いただきたいんですが、軽減分と支援分というのがありまして、保険基盤安

定制度の中には。軽減分については、県から４分の３、市の持ち出しが４分

の１、そういった制度です。支援分については、国から２分の１、県から４

分の１、市から４分の１ということで、そのような内容となっております。 

 基盤安定分の軽減分については、７割・５割・２割の軽減の軽減された保

険税の額そのもの全てを繰り入れしてもらうと、そのような仕組みになって

おります。支援分については７割・５割・２割に対して一定の率が掛けられ

て、これは軽減分のように税のもらわない部分を補填するものではなくて、

国保税制を安定的に運営するための保険者支援としての支援分として国・県

からは一定の率で負担されているものです。そして、市のほうも負担するも

のとなっております。 

◎委員（塚本秋雄君） ちょっと教えてください。 

 出産育児一時金のことなんですけれども、１人について42万。これは全て

国・県からは来ずに岩倉市の繰入金と国保会計から出している金額というこ

とで、歳入も歳出もそういう捉え方と、健康保険は使えないのはいつまでも

続くのかどうかということをお尋ねいたします。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 出産育児一時金につきましては、３分の

２を一般会計から繰り入れをさせていただいております。出産に関する費用

につきましては、保険診療ではありませんので、出産育児一時金として加入

者の方には給付をさせていただいております。 
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◎委員（塚本秋雄君） あと３分の１は国保会計から出してあるという解釈

ですか。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） はい、国保会計からの支出になります。 

◎委員（塚本秋雄君） 子どもは市民であり、県民であり、国民であります。

今、少子化を含めて子育て支援政策がうたわれているわけでありますから、

出産に関しては、やはり国を含めて、県を含めて、環境をつくっていくべき

だと思いますので、そのような取り組みを考えたことがあるかどうか、お尋

ねいたします。 

 それと、名古屋市と岩倉市の42万は一緒という解釈でよろしいでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 出産育児一時金について、今、名古屋市の

状況をお尋ねいただいたんですが、名古屋市も岩倉市と同様で42万円という

ことになっております。 

 それから出産育児一時金につきましては、平成４年度に、それまでは国庫

補助金ということでいただいていたところなんですが、それがなくなったと

いうことで、市のほうから３分の２繰り入れをさせていただいているという

状況です。今のところ、この状況は変わることはないというふうに考えてお

ります。 

◎委員（堀  巌君）  185ページのレセプト点検のところでちょっとお尋

ねしたいんですけど、予算としては184万円ほど組まれています。これによ

る年間の過誤返戻の金額でどのぐらい効果が上がっているか、教えてくださ

い。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） まずレセプト点検によります効果ですが、

平成25年度と26年度の数字で比較をさせていただきます。 

 内容点検による被保険者１人当たりの費用対効果額につきまして、平成25

年度は387円、県の平均が404円となっております。それからレセプトの枚数

なんですが、17万7,000枚のうち2,129件について返戻・減点をしておりまし

て、2,700万円が減額効果となっております。 

 平成26年度につきましてですが、内容点検による被保険者１人当たりの費

用対効果額は655円、これは県平均379円を大きく上回っております。また、

17万 5,000枚のレセプトのうち2,317件が返戻・減点をしておりまして、

3,233万円が減額効果となっております。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 細かい数字はちょっと覚え切れないのでいいんです
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けど、要はすごい効果が上がっているということですよね。今２人で予算計

上に上がっているんですけど、例えば３人、４人にふやして今やり切れてい

るのかどうなのか。人数をふやして効果が上がるなら、もっとふやしてもい

いんではないかというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） ２人体制にしましたのが平成27年度から

ですので、平成27年度のまた分析効果も検証しながら、今のところは２人体

制をふやすということは考えておりません。 

◎副委員長（桝谷規子君） 今年度均等割額が上がったんですが、12月議会

の条例改正で上がって、それは子どもがいる世帯でもちろん軽減制度は広が

ったわけなんですが、ぎりぎりの世帯で子どもが多い世帯などではかなりの

値上げになるという、２万以上の値上げになるところもあったと思うんです

が、そういったところに申請されればさらに減免制度みたいな、一宮がやっ

ているような均等割に子どもの分は減免制度にしてもらうのが一番いいと思

うんですが、そういった今後の子どもが多い世帯で軽減にかからないぎりぎ

りの世帯での値上げ幅がうんと上がったようなところへの救済措置みたいな

のは、今後どのようにお考えでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） ただいま均等割が上がったことによって、

子どものいる世帯についての減免などはできないのかという御質問でありま

すが、国民健康保険税といいますのは、所得、資産、そして入られた人数一

世帯、そういった形で算定をして課税をさせていただいております。ですの

で、所得資産については応能割とありますが、その状況に応じての算定とな

っているところであり、また均等割については、どなたにも平等にかかって

いるものである。そういった観点から、所得の低い方には御負担になるとい

うことで７割・５割・２割という軽減措置が設けられているものでございま

す。 

 そして、それをさらにということの減免については、平成26年度に減免制

度については一定の見直しをさせていただいているところでございます。そ

れまでの区分も細かく区分をさせていただいて、また子どもの均等割につい

ては２分の１減免というものも取り入れて、一定の子どものあるおうちの税

の負担の軽減を図ることについては、取り組みさせていただいているところ

でございます。 

 また、さらなる子どもの均等割の軽減ということになりますと、それは国

の制度での補填があるものではなく、また先ほど来、医療費が医療の高度化、

高齢化によって上がっているということで大変厳しい財政状況があることか

ら、こういった拡大については非常に難しい状況であると、そのように考え
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ております。 

◎委員（木村冬樹君） 職員給与のところなんですけど、国保会計にかかわ

る５人分の職員の給料についてですが、今、本議会で審議している議案第７

号の削減に該当する方がいるということでよろしいでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） いるということでいいです。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかいいですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑はございませんので、次に、議案に対する討

論に入ります。 

◎委員（木村冬樹君） 議案第42号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会

計予算」についての反対討論を行います。 

 国民健康保険は市民の約25％が加入しており、75歳未満の高齢者を初め、

自営業者、農業従事者、非正規労働者、失業者、無職の方など、他の健康保

険と比べて所得の低い方が加入する健康保険であります。長引く景気低迷の

もとで加入者の所得が大幅に減少する一方で、相次ぐ国庫負担の削減により、

全国的に国保税は値上げされ、1984年の水準の２倍以上になっています。こ

のため、他の健康保険と比べても最も所得水準が低いのに、最も高い保険税

を負担させられているのが国保加入世帯の実態であります。 

 このような状況の中、来年度から均等割が値上げされ、資産割のない60％

もの国保加入世帯は確実に値上げとなり、また資産割のある世帯でも家族が

多い世帯では値上げとなります。国保税の滞納が増大するのではないかと大

いに危惧するところであります。子育て世帯など、家族が多い世帯ほど負担

が重くなるこういったやり方は、市長が掲げる「子育て世代住みたいまち

No.1」というマニフェストにも反するものであり、認めることができません。 

 また、本議会で審議されている議案第７号「岩倉市職員の給与の特例に関

する条例の制定」、これによる一部職員の単年度の給与削減も含まれている

予算でありますので、この点でも賛成することはできません。 

 以上の点により、この議案第42号については反対いたします。 

◎委員（梅村 均君） 議案第42号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会

計予算」につきまして、賛成の立場で討論いたします。 

 今回の予算につきましては、平成27年度当初予算と比較しまして2,893万

9,000円、0.5％の増となっております。これは医療の高度化や高齢化に伴う

医療費の増加が主な要因となっており、歳出につきましては、一般被保険者

の医療給付費が１億9,200万円の増額、共同事業拠出金においても1,430万円

の増額となっています。また、新規事業として人間ドック助成事業も計上さ
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れているところでございます。 

 一方では、今議会に上程されております岩倉市職員の給与の特例に関する

条例に基づく職員の給料の削減も含まれておりますが、給与の適正化のため、

総合的な給与制度の見直しを行うまでの暫定的な措置とのことであり、職員

組合との協議も調っているとのことであります。 

 歳入につきましては、医療費の増加分を反映した国・県共同事業の負担増

も見込まれております。平成28年度も被保険者の健康保持・増進を図るため

の保険事業の充実を図られるとともに、医療費の適正化や収納率の向上など、

国保財政安定化のため、さらなる取り組みを着実に遂行していただくよう申

し添え、本議案に賛成いたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかいいですね。 

 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第42号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」について賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第42号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第43号「平成28年度岩倉市土地取得特別会計予算」について

を議題といたします。 

 暫時休憩いたします。入れかえです。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 議案第43号を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 済みません。事前に通告しておけばよかったんです

が、財産収入の２カ所の土地ですね。川井町と野寄町の土地取得の江南岩倉

線だと思いますが、下本町の２カ所の位置図ってありますでしょうか。なけ

れば……。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） ちょっと今、手持ちでは持ち合わせていない

もんですから、済みません。どうさせていただければいいでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） どうしましょうか。後でいいですか。 
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◎委員（大野慎治君） 休憩に入っていただいて、焼いてきてもらえますか。 

◎委員長（伊藤隆信君） それじゃあ後で休憩したときに持ってきてもらえ

ますか。 

◎副委員長（桝谷規子君） したときというより今、休憩してほしいと言わ

れたの。 

◎委員長（伊藤隆信君） それじゃあお諮りします。ここで休憩したいと思

いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それじゃあ５分から始めます。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 今、ちょっと配付をしています。 

（資料配付） 

◎委員長（伊藤隆信君） それではよろしいですか。 

 今、配付いただきましたけど、説明はあるんですか、いいですか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 済みません。２枚の資料を配らせていただき

ました。 

 まず①番と②番でございますけれど、①番については、下本町の下市場の

119番１というところでございます。取得のほうでございます。 

 ②番については、下本町下市場127番２というところでございます。 

 ③番については、川井町の折口59番２というところでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 資料請求をいただきました。 

 ほかございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第43号「平成28年度岩倉市土地取得特別会計予算」について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第43号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと
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決しました。 

 続きまして、議案第44号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計予

算」について議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君） 予算書では429ページ、積算内訳では210ページの公

共下水道事業の委託料のうち、事業計画と申請書作成委託料があります。こ

れは五条川小学校に貯留槽を設けると、そのための必要となる経費だろうと

思うんですが、五条川小学校は開校当時からグラウンドを掘り下げて、そこ

で一定雨水がたまるようなグラウンドになっているということです。 

 したがって、現在、計画をする雨水を貯留する調整池というものをどうい

う形でこれは整備するものなのかということと、そこでの雨水の貯留量はそ

のぐらい見込むのかと。それから新川流域に関係して想定する雨量はどのぐ

らいを見込んでいるのかということと、今後の整備までのスケジュールを御

説明願いたいと思います。 

◎上下水道課主幹（石黒光広君） 五条川小学校のグラウンドでございます

が、掘り下げ形式のグラウンドで、大雨が降った際には貯留する機能でござ

います。これはあくまでも五条川小学校の敷地内に降った雨水を貯留できる

機能となっております。 

 今回計画をさせていただいております五条川小学校雨水貯留施設の目的は、

平成17年度に策定をいたしました岩倉市下水道雨水整備計画に基づき、市内

に降った雨水による浸水被害を緩和することを目的としておりまして、今回

の計画では、二之杁用排水路の流域で石仏町、国道155号線付近の浸水常襲

地域の対策として調整池を建設するものでございます。 

 また、今年度行いました基本設計業務の中で、五条川小学校を含めた周辺

の現況高及び二之杁用排水路の水位高を確認し、小学校のグラウンドを一時

的な調整池として活用できないか検討してまいりましたが、グラウンド面の

高さが想定水位の高さより高いため、地下貯留方式を採用することといたし

ました。 

 なお、現状の掘り下げグラウンドは、大雨のときに学校の敷地外への雨水

の流出抑制になるため残しつつ、新たに地下式の貯留施設として貯留量

1,850立方メートルの調整池を計画するものでございます。この貯留量の想

定雨量でございますが、雨水整備計画に基づきまして、１時間当たり63ミリ
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となっております。 

 なお、今後の工事の予定でございますが、31年度に導水管の工事、翌年の

32年度に本体工事の整備を予定しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

◎委員（塚本秋雄君） 五条川右岸流域下水道維持管理費の負担金が１億を

超えて、五条川左岸のほうが7,700万円、五条川右岸のほうが１億4,800万。

今現状、どのぐらいの供用開始をされているか。岩倉市の面整備の数字を教

えてください。 

◎上下水道課主幹（石黒光広君） 今、供用開始の五条川右岸につきまして

は、都市計画決定の434ヘクタールに対しまして、供用開始区域が209ヘクタ

ールとなっております。率としましては48.2％でございます。なお、五条川

左岸等を含めまして整備率が61.9％という状況でございます。 

◎委員（塚本秋雄君）  100％に行くには何年かかる予想を聞きたいのと同

時に、当然100％に行ったときには、下水道料金が変更になる可能性はある

でしょうか、お尋ねいたします。 

◎上下水道課主幹（石黒光広君） 先般のアクションプランの策定の概要説

明でも説明申しましたが、今後残された右岸の面整備につきましては、220

から230ヘクタールが残っております。したがいまして、毎年10ヘクタール

前後を行っておりますので、今後の整備の完了につきましては、22年、23年

ぐらいかかるんじゃないかと考えております。 

 あと下水道使用料につきましては、今後、時代の情勢ということもござい

ますので、今、一概に上がる下がるというのはちょっと言いかねますという

か、わからない部分でございますけど、済みません。 

◎委員（宮川 隆君） 五条川小学校の地下貯留槽に関係してちょっとお聞

きしたいんですけれども、以前、南小学校の地下貯留槽をつくるときに、た

しか校庭を３センチもしくは４センチ掘り下げることによって、同じ貯水効

果があるんではないかという質問をさせていただいたことがあったんです。

そのときの答弁が、周辺の雨水が校庭に流入するたびに消毒をしなければい

けない。そのことを考えると地下貯留槽のほうが安価だというような答弁を

いただいた覚えがあるんですね。 

 今、黒川委員の発言の中で、僕の勉強不足もあったんですけれども、五条

川小学校はもともとそういう構造だったと。また、樋先公園も規模は小さい

にしても同じような形状がなされていると思うんですけど、あそこも子ども

たちが遊ぶ場所ですよね。そうしますと、そこの五条川小学校は過去におい

て雨水が入るたびに消毒というのをやってきたんですか。ですから、南小学
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校のときはそういう答弁をいただいたんで、ちょっと矛盾を感じて質問をさ

せていただいています。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今、五条小と、それから樋先公園の例のお

話が出ましたが、通常の雨における部分については、別に消毒等については

必要ないかと思います。大雨で、例えば側溝であったり水路のヘドロ関係が

流入といいますか、そういったところに入り込んだ場合については、当然消

毒等も必要になるかと思いますが、五条小であったり、樋先公園であったり

という部分については、そこの敷地内に降った雨水のみを敷地外に流出抑制

という部分で一時的にためるような機能があるだけですので、その都度消毒

云々ということは必要ないというふうに考えております。 

◎委員（宮川 隆君） ということは、南小学校の地下貯留槽に流入する水

と、それから現在、五条川小学校や樋先公園に流入している水の質というか、

もとが違うと。要は、例えば用水路の水をそこに入れているだとか、そうい

うことではないと。もともとの水質が違うという理解でよろしいんでしょう

か。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 南小学校と現在北小学校にもグラウンド下

に貯留槽の工事が終わっておりますが、そちらについては、隣接する水路か

ら導水管という形で貯留施設のほうに接続して、大雨のときに一気に、最終

的には五条川のほうに流出させないような一時的な貯留ということになって

おりますので、今おっしゃられるような五条川のグラウンドであったり、樋

先公園の広場といいますか、そちらに降った雨との性質といいますか、それ

はもう基本的には違っております。 

◎委員（鈴木麻住君） 済みません。１点お聞かせください。 

 さっきの説明の中で、時間当たりの降雨量が63ミリという説明だったと思

うんですけど、それで想定して貯留槽を決めていると。その63ミリの基準と

いうのは、何かからあるんですかね。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 10年確率での降雨量というふうに算定して

おります。10年です。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと今調べたら東海豪雨は97ミリ時間降ってい

るんですね。そういう雨には対応できないという想定ですよね。一応そうい

うのが全国平均というか、基準で使われているのはどのぐらいというのがあ

るのかどうか。ちょっとよくわかんないんで教えてください。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 確かにここ近年、ゲリラ豪雨と言われるよ

うな形で全国的に非常に今おっしゃられるような時間100ミリを超えるよう

な雨量がございますが、確かに今、国のほうからも100ミリ対応でという話
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も出ておりますが、全国的にそういった形での方針がまだ立てられているわ

けではございませんので、当面岩倉においても従来どおりの10年確率の中で、

今後においても整備を図っていく予定をしております。 

◎委員（大野慎治君） １点だけ確認をさせてください。 

 五条川右岸で本町地区を本格的に開削工事が28年度から始まるので、昨年

度も推進工事で事前の工事説明会を開催していただきましたが、今年度も工

事説明会を開催する予定があるのでしょうか、お聞かせください。 

◎上下水道課長（松永久夫君） おっしゃられますように、28年度は一部ま

だ大山寺が残っておりますが、それとあわせて本町地区についても面整備の

工事が入ってくる予定をしております。 

 今年度、幹線となる推進工事の地元説明会もさせていただきましたが、こ

れまで整備を行ってきた地区についても同様でございますが、面整備を行う

区域についても事前に工事説明会をさせていただいておりますので、またそ

ういった御案内も地元の区長さんに御相談を申し上げながら進めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議でお聞きしましたけど、個別のことは委員会

でということもあったもんですから、少しもう一度お聞きしますけど、下水

道で掘削工事が行われて、それを埋めると後にアスファルトで仮舗装がされ

るという形で来ている中で、非常に水たまりがあって段差ができたりという

ことで、はねが飛んだり、振動が起きたりということで市民から少し困って

いるという声を聞くわけです。全体の方針的なところはあるというふうに思

うんですけど、この辺の全面的な本舗装というのは、どういうタイミングで

やっていこうと考えているのか、そういった点について、少し説明をお願い

したいと思います。 

◎上下水道課主幹（石黒光広君） 舗装修繕でございますが、あれもこれも

というわけにもなりませんので、予算の範囲内で他の路線の状況を踏まえて、

優先順位を決めて計画的に舗装修繕を行っているところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 ただ、市民に影響を与えるような部分については、少しその辺も念頭に置

いて優先順位を決めていただきたいというふうに要望しておきます。 

 もう１点、五条川左岸浄化センターの関係で、今、この中の議員も何人か

公害防止委員会に参加をしています。今、課題となっているのが汚泥減量化

施設の更新ということで、今の焼却施設を更新していくという方向でありま

す。大体５年間ぐらいの間に方針を決めてというような形になっているとい

うふうに思います。それで、恐らく今ある焼却棟の隣ぐらいにつくられてく
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るんじゃないかというふうに考えますと、岩倉市に非常に近いところになり

ますので、工事の問題だとか、その後の公害防止対策といいますか、煙突か

ら出るガスだとか、こういったところをやっぱりチェックしなきゃいけなく

なってくるというふうに思います。 

 そういったところで、ぜひ市の専門的な知識といいますか、住民はなかな

かわからない部分がありますので、そういった点での御協力について、特段

にお願いしたいと思いますが、今の市の姿勢を教えていただきたいと思いま

す。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今、おっしゃられる部分は、特に左岸の部

分だというふうに考えておりますが、左岸については、公害防止委員会とい

うことで木村議員さんも委員さんとして入っていただいて、年間今２回、公

害防止委員会が開かれて、現状の運転の管理状況であったり、施設の更新計

画であったり、そういったものの説明がされているかと思います。 

 今後においても施設の更新であったりというものについては、そういう情

報を県のほうから市のほうに当然入りますので、そういったものについては、

特にお地元に対してもきちっと説明ができるようにというふうに県のほうに

も要望を当然させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 もう１点だけ。この公共下水道事業特別会計の中の職員の給与につきまし

ては、議案第７号の影響を受ける職員はいるかどうかという点だけ教えてい

ただきたいと思います。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） この予算編成上はいません。ただ、４月

の昇任ですとか、10月の異動等があればということの可能性はあるかと思い

ます。現時点の予算では対象はいません。 

◎副委員長（桝谷規子君） 左岸では公害防止委員会が年２回行われている

ということですが、右岸がまだ公害防止委員会としては組織がされていない

ということで、今後の方向はどういう動きでしょうか。地元での会議はやら

れているということですが。 

◎上下水道課主幹（石黒光広君） 右岸につきましては、公害防止委員会に

かわるものというか、名称も違いますけど、第三者委員会というのが年２回

行われております。これはお地元の野寄の地区を代表者としまして学識経験

者も２名加えた中で、そういう構成で行っております。 

 それで今後、第三者委員会から公害防止委員会への移行というか、そうい

う時期につきましては、例えば焼却量を計画した段階だとか、施設の拡張を

した、そういった折に、今後そのように移行されるんではないかと考えてお
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ります。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で議案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第44号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計予算」について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第44号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第45号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計予算」について

を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 歳出のほうの認定調査費の関係でお聞かせいただき

たいと思います。 

 いわゆる要介護認定のことでありますが、ケアマネジャーの方たちに聞き

ますと、市町村によって要介護認定が最終的に判定されて出てくるというの

が、時間が自治体によってかなり違うということだとか、あるいはケアマネ

ジャーさんたちに対する情報提供といいますかね。この人はいつごろ出ます

よというような情報提供がされる自治体と一切されない自治体とあるという

ふうに聞いております。岩倉市の自治体がどうなっているのかなあというふ

うに思うわけです。非常に要介護認定で時間がかかる要因になるのが、主治

医の意見書の提出だというふうに思うんですけど、岩倉市の今の要介護認定

の状況について、どのような状況にあるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） 今のお話なんですけど、岩倉市では、介

護認定審査会に申請いただいて、介護認定審査会にかける日程が決まってい

る場合には、問い合わせがあった場合には、この日に認定審査会がかかりま

すよということはお答えさせていただいております。 

 また、認定申請された後、おおむね30日以内に判定を出すということとさ
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れていますけれども、愛知県の資料でいきますと、平成26年度になるんです

けれども、申請日から判定日までに要した日を、愛知県の平均が36.3日とい

うところなんですけど、岩倉市では30.5日ということで判定を出させていた

だいておりまして、県下では６番目の速さということで判定を出させていた

だいております。 

 また、今のおくれる要因で主治医意見書の提出がお医者さんからないとき

は、ちょっとおくれる原因となるんですけど、一応申請をいただいて２週間

後をめどに返してくださいということで主治医さんにお手紙を出させていた

だいているんですけど、２週間を超えたときにまだ返ってきていない場合は、

お医者さんのほうにお電話して、主治医の意見書をこちらに回答してくださ

いということもしています。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございます。 

 岩倉市は優秀と言ったらいいのかわかりませんけど、実態がよくわかりま

した。 

 それで次に、介護サービス等給付費の関係でちょっと２点ほどお聞きした

いと思います。 

 わかればですが、平成28年度に一期一会荘の80床の新しい特別養護老人ホ

ームが開所されるということで、施設介護サービス等給付費というのが大き

く伸びてくるということになってくると思います。それでこの一期一会の80

床につきましては、どういった形で入所されていくのかなあというところな

んですけど、今、待機者がかなりいるという状況で、一遍に入っていくとい

うことになると、またその施設側も大変だというふうに思いますけど、そう

いった計画なんかは市のほうに示されているんでしょうか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） 新しい特別養護老人ホーム一期一会花む

すび、全部で80床なんですけれども、４月から開所ということで、一応一期

一会さんのほうに確認したところ、４月からは80床のうち、まずは20床を開

所ということで始められるということで、その以降はどういうふうにしてい

くかというのは、また介護職員さんの確保、あと入所さんの入所希望等を踏

まえて、10床ずつ開設するのか、20床開設するのかというのは決めていくと

いうことで、今の段階では４月からは20床というところだけが決まっている

というところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。また、様子を見ていきたいというふ

うに思います。 

 次に、高額介護サービス費なんですけど、補正予算でも増額補正がされて
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いるということで、気になりますのは、昨年の８月からの２割負担の導入と

いうことで、一定の所得のある人が２割負担となるということで、こういっ

た影響が大きいのではないかなあというふうに思うんですけど、そういった

ところの見方でいいのかどうか、ちょっと状況を教えていただきたいという

ふうに思います。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） 高額介護サービス費ですけれども、３月

の補正でも増額補正をさせていただきまして、要因としましては、今、おっ

しゃられました平成27年８月から今まで全員１割負担だったものが、一部２

割負担の方が導入されたということで、自己負担がふえ、高額介護サービス

費の支給対象者がふえたことが要因でありまして、その現状としましては、

毎月310人ぐらいの方が高額介護サービス費を受けられていまして、２割負

担になったことで20人弱ふえたというのが現状でございます。ふえた影響と

しては、毎月20人ぐらい２割によってふえたということでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。この辺もしっかり状況を見ていく必

要があるかなあというふうに思います。 

 最後にですけど、職員の給与について再々度お聞かせいただきたいと思い

ますけど、ここの介護保険特別会計の人件費については、議案第７号の影響

を受ける職員がいるということでよろしいでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） はい、います。 

◎副委員長（桝谷規子君） ことし４月から定員が18人以下の小規模デイサ

ービスが地域密着型に変わるということになっていて、市外の方が利用でき

なくなり、これまでの利用者が困るという声や、また事業所の存続が危なく

なるというふうに聞くんですが、その状況はどのように把握されていらっし

ゃるでしょうか。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） ことしの28年４月１日から利用定員が18

人以下の小規模な通所介護事業所、デイサービスなんですけれども、こちら

については少人数で生活圏域に密着したサービスであるということを踏まえ

て制度が改正され、地域密着型サービスということに移行されます。地域密

着型サービスに移行をしますと、事業所の指定権限が都道府県から市町村に

なったり、利用者さんがその市町村の被保険者に限られるということがござ

います。 

 現在のデイサービスは、他の市町村の事業所についても利用可能なんです

けれども、他市の利用が定員18人以下のデイサービスの事業所を利用されて

いるのも現状今あります。今回18人以下の通所介護事業所が地域密着型サー

ビスに移行することに伴いまして経過措置が設けられておりまして、28年、
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今月の３月31日以前の既存の利用者については、引き続き市外の事業所であ

っても利用することが可能という経過措置がまだとられています。 

 あと事業所の状況としましては、聞いたところなんですけれども、今現時

点の利用状況なんですけれども、市外の方の利用割合なんですけど、これは

日によって利用される方が違うんですけれども、おおむね１割から多いとき

は５割程度の方が市外というときもあるということになっています。 

 こちらのほうは平成18年に地域密着型サービスができて、そのときグルー

プホームも地域密着型サービスに移行されたんですけれども、グループホー

ムもこういった経過措置がありまして、平成18年度以前に市外のところに入

られていた方が、現在も今入所されているというふうで引き続き利用されて

いるということもございますので、こちらの地域密着型サービス、小規模な

デイサービスに移行した場合も経過措置がありますので、徐々にシフトして

いくものであると考えております。 

◎副委員長（桝谷規子君） 経過措置があるということで、やはりそれぞれ

の小規模のデイサービスは接骨院などをやられていた専門家の方が職員でい

られると、利用者の人たちは安心してそこに通う。岩倉市のような小さい市

域ですと、本当に他市町からもというところなども多いので、やはり利用者

にとっても、市民にとっても、地域密着型で市内だけというふうになると、

利用者にとっても、事業所の存続にとっても、大変心配していたんですが、

この経過措置の中で19人以上のデイサービスになると地域密着型にならない

場合もあると聞くんですが、そういう方向にしていくのか、今後の様子を市

としてもそういう状況、利用者の立場に立って、良心的な事業者の立場に立

ってみていただきたいなあと思います。これは要望です。 

◎委員（堀  巌君） 食の自立支援事業について教えてください。 

 この委託先なんですけれども、どのように決定されてどのぐらい変わって

きているかと、そういう状況を教えてください。 

◎長寿介護課主査（須田かおる君） 今現在、業者については一期一会と寿

食品と２業者でやっております。直近３年間の実績でございますけれども、

一期一会については、平成25年度は延べ利用者1,269人、延べ配食数３万

2,311食、月平均の利用者でいきますと106人となります。平成26年度は延べ

利用者1,222人、延べ配食数３万1,678食、月平均の利用者は102人です。平

成27年度は１月末現在の数字ですけれども、延べ利用者983人、延べ配食数

２万5,694食、月平均の利用者は99人です。 

 一方、寿食品につきましては、平成25年度は延べ利用者216人、延べ配食

数4,741食、月平均の利用者は18人。平成26年度は延べ利用者224人、延べ配
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食数5,278食、月平均の利用者は19人。平成27年度は１月末現在の数字です

けれども、延べ利用者187人、延べ配食数4,515食、月平均の利用者は19人と

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） その事業者はずうっと同じですか。これは随意契約

でずうっと同じなんでしょうか。 

◎長寿介護課長（山北由美子君） 事業所につきましては、当初から一期一

会福祉会におきましては随意契約で開始がされておりまして、以後、同様に

お願いをしております。 

 また、もう１カ所の寿食品につきましては、平成24年度から契約をしてお

りますが、平成24年度は随意契約で開始をいたしましたが、25年度には、一

旦公募という形で業者を募りました。ただ、結果的には、公募にしたものの

寿食品しか応募がなかったということで、引き続き寿食品に随意契約で今年

度もお願いしております。 

◎委員（堀  巌君）  積算内訳書で言うと220ページの生活支援体制整備

事業なんですが、ここで委員長の謝礼が組まれています。この生活支援体制

整備事業のもう少しちょっと具体的な、簡単でいいんですけれども、何をす

るところなのかということと、この委員長だけでやるものなのか、ほかの委

員さんはどうなっているのかという点でお聞かせください。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） こちらの生活支援体制整備事業謝礼とい

うのは、目的としましては、平成29年４月から開始を予定します新しい総合

事業というのに向けて、総合事業の円滑な導入に向けて、地域のニーズの把

握、担い手となる人的な資源の育成、関係者間のネットワークなどを行う生

活支援コーディネーターと協議体というものの設置が求められているんです

けれども、この生活支援コーディネーターと協議体というのをどのような人

に担っていただくかとか、協議体の構成をどうしていくとか、そういったと

ころを研究するために27年４月に立ち上げた研究会であります。 

 そちらの会議のメンバーとしましては、高齢者保健福祉計画等推進委員会

の委員長も兼ねてみえる大学教授を初めとしまして、岩倉市の社会福祉協議

会さんの代表者、地域包括支援センターの代表者さん、あと社会福祉法人一

期一会福祉会の代表者さん、あと医師会の関係者さんということで今研究を

しているところでございます。構成員としては以上になっております。 

◎委員（堀  巌君） 委員長だけが組まれていて、この中に、ほかの方と

いうのは必要ないんでしょうか。 

◎長寿介護課主査（浅田正弘君） こちらのほうは研究会という形でやって

おりまして、院長先生、学識経験者はアドバイザーということで謝礼をお支
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払いしているんですけれども、あとのメンバーの方については研究会という

ことで入っていただいて、謝礼をなしにやっている状況です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかよろしいですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それではないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 議案第45号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計予

算」について、反対の討論を行います。 

 運営の予算については異論がない部分でありますが、本議会で審議されて

いる議案第７号、岩倉市職員の給与の特例に関する条例の制定による一部職

員の単年度の給与削減を含んでいる予算でありますので、議案第45号につい

ては反対いたします。 

◎委員（須藤智子君） 議案第45号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計予

算」について、賛成討論を行います。 

 平成28年度岩倉市介護保険特別会計は、総額で29億1,822万9,000円となり、

平成27年度当初予算と比較しまして２億4,670万3,000円で9.2％の増となっ

ています。主な増加原因としては、提案理由でも説明がありましたが、保険

給付費の増額と高齢者の増加に伴う相談や、支援の充実を図るために新たに

市内２カ所目となる岩倉東部地域包括支援センターの運営事業委託料を計上

したことによるもので、いずれも高齢者福祉サービスに必要な事業でありま

す。 

 それで、岩倉市でも65歳以上の高齢者人数は年々増加しており、介護保険

サービスを利用する要支援・要介護認定者数がふえ、保険給付費が増加して

いるものと考えられます。また、介護保険事業の運営維持は介護保険サービ

スを利用している市民にとって必要な事業であり、地域包括支援センターの

設置は、第６期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画にも位置づ

けられております。 

 よって、今後も増加が見込まれる高齢者の相談支援体制の充実を図るため

に重要なものと考えます。 

 このほか平成28年度岩倉市介護保険特別会計予算においての議案第７号の

人件費については、岩倉市職員の給与の特例に関する条例に基づく職員の給

料の削減も含まれており、職員にとっては大変厳しいものではありますが、

給与の適正化のため、総合的な給与体制の見直しを行うまでの暫定的な措置
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とのことであり、職員組合との協議も調っているとのことです。 

 今後も介護保険事業の適正な運営が図れるよう、本会議、委員会で議論さ

れたことについて十分に留意し、着実に事務事業を遂行していただくよう申

し添え、本議案に賛成をいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第45号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計予算」について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第45号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 貴重なお時間を申しわけありませんが、１

点、国保特別会計のところで御質問がありまして、そのお答えをさせていた

だきたいと思いますが、お願いできますでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） はい、どうぞ。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 先ほど国保特別会計の中で、今回の国の拡

充分が市にはどのぐらい入っているのですかということで木村委員から御質

問をいただきました。そのことについてなんですけれども、平成27年度、保

険者支援分につきましては、当初は3,100万円を見込んでいたところでござ

います。今回拡充をされたことによって、実績として約8,100万円の入があ

るという状況で約5,000万円の増となっている、そのような状況です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 では、お諮りいたします。 

 ここで休憩したいと思いますけど、どうしましょう、いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ１時10分に再開いたします。お願いいたし

ます。暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、議案第46号「平成28年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 
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◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議でお聞きしたのですが、１人当たりどのぐら

いの引き上げになるかということでありますけど、平均年額で約1,900円と

いうところが出たと思いますけど、正確な数字ってもうちょっとわかりませ

んでしょうかね。以前であれば広域連合から平均保険料がこの額からこの額

に上がるということで、その差額で多分２年前は二千二百幾らだったと思う

んですけど、そういった数字というのは出ますでしょうかね。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 平均保険料の年額につきましては、現在

の８万2,144円から８万4,035円となりまして、年間で1,891円の増額となっ

ております。 

◎委員（木村冬樹君） もう１つ、いつでも決算や予算のときに聞きますけ

ど、後期高齢者医療の関係での短期保険証だとか資格証明書の発行という点

では、今の直近の数字でわかる範囲で教えていただきたいと思いますが、ど

うなっていますでしょうか。 

◎市民窓口課主査（佐野亜矢君） 後期高齢者医療におけます資格証の交付

はございません。平成27年度の短期証の交付者は５名です。そのうち１人は

未納分を完納されまして、現在普通証を交付しています。また、残りの４人

の方につきましては、これまで相談等がなかった方々でしたが、納付相談に

つなげることができまして、現在は計画どおり納付していただいているとい

う状況でございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 議案第46号「平成28年度岩倉市後期高齢者医療特別

会計予算」についての反対討論を行います。 

 後期高齢者医療制度につきましては、75歳になると強制的にそれまで加入

していた健康保険から移らなければならず、75歳以上の人口と医療費がふえ

れば、自動的に２年に１回の見直しで保険料が値上げとなる仕組みとなって

います。国庫負担をふやす、または都道府県の一般会計からの繰り入れを認

めるなど、この仕組みを抜本的に改善していくことこそが制度を維持してい

くために必要不可欠であります。 

 今回の保険料改定では、均等割額が４万5,761円から４万6,984円に、所得
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割率が９％から9.54％に値上げされるということで、広域連合の試算では、

平均年額で1,891円の値上げということになります。高齢者の生活をおびや

かす保険料の値上げを含んだこの予算については賛成することができず、議

案第46号については反対いたします。 

◎委員（相原俊一君） 議案第46号「平成28年度岩倉市後期高齢者医療特別

会計予算」について、賛成の立場で討論を行います。 

 後期高齢者医療の特別会計は、県下の全市町村が参加する愛知県後期高齢

者医療広域連合が制度を安定的に運用できるように各市町村に求めた財源負

担を適切に執行するためのものであります。後期高齢者医療の保険料は２年

ごとに見直すことになっており、広域連合議会においても保険料の改定が28

年、29年とされたことによるものです。一地方公共団体が県下の後期高齢者

医療の財源の根源まで触れることは難しいと思われます。 

 保険料改定の一番の要因として、高齢者の保険料医療費が１人当たり伸び

ていること、また被保険者の増加であります。これについては、時代の流れ

でとめることはできません。その保険料の増加を少しでも抑えるために剰余

金を活用している努力は十分認めるところであります。当岩倉市の後期高齢

者が適切な医療給付を受けるための必要不可欠な予算であり、議案第46号、

岩倉市後期高齢者医療特別会計予算について賛成の討論といたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、直ちに採決に入ります。 

 議案第46号「平成28年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第46号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、企業会計予算の審査に入ります。 

 議案第47号「平成28年度岩倉市上水道事業会計予算」についてを議題とい

たします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 委員長、済みません。 

 予算の御審議に入る前に、少し今年度の上水道事業会計の予算のうち４条

予算の歳出で、例年より若干数字を大きく載せさせていただいている部分が

ありますので、審議に入る前に少し御説明のほうをさせていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） お願いします。 
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◎上下水道課長（松永久夫君） こちらは４条の関係で、資本的支出で建設

事業費のうち配水設備の改良費でございますが、配水場にございます配水ポ

ンプ、現在……。 

◎委員長（伊藤隆信君） ページ数は。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 済みません。527ページをお願いいたしま

す。 

 現在、市内に飲料水を送るためのポンプが６台設置されておりますが、こ

ちらのほうは、配水場が供用後、約35年たっておりますが、３台については

平成23年度に更新をさせていただいております。ただ、残りの３台について

は、供用後一度も更新がされておりませんので、28年度においてポンプの更

新とあわせてポンプに付随する計装盤等の更新を今回予算のほうに上げさせ

ていただきました。 

 今、予算額といたしまして工事費で１億7,700万ほど、それとそちらの設

計委託のほうが約800万ほどというふうに上げさせていただいております。

このままの予算要求の額でいきますと、議会の契約案件に係るような金額と

なりますので、今回ちょっと事前に御説明をさせていただきます。 

 ただ、４月へ入って設計を早々にさせていただきますが、１億5,000万を

超えるようであれば、予定といたしまして、９月議会に契約案件をかけさせ

ていただくような予定をさせていただいておりますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

 簡単ですが、以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。報告がありました。 

 それでは質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議でもお聞きしたんですけど、基幹管路の布設

がえ工事について、かなりの期間がかかるということでありますので、そう

いうスケジュール的なものといいますか、非常に莫大な費用もかかるという

ことでありますし、市単独でやらなければならないというような状況もある

という中で、なかなか厳しいところがあるというふうに思いますけど、議会

にわかるような説明資料といいますか、この基幹管路の耐震化の計画、こう

いったものを示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 平成24年に基幹管路の耐震化計画を策定し

たときに、議会のほうに予定といいますか、スケジュール的なものと、それ

からどういったルートでという部分の資料を一旦出させていただいていると

思いますが、それ以降、委員さんもかわってみえますので、必要であればま

た出させていただくことは、どうさせていただきましょうか。 
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◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今おっしゃられるように、５年ごとという

か、ルート単位でおおむねの予定年度を記入した図面がありますので、そち

らのほうを出させていただきます。 

◎委員（木村冬樹君） これも申しわけないですけど、議案第７号との関係

での削減となる職員が、多分お見えになると思いますが、そういう確認でよ

ろしいでしょうか。 

◎秘書企画課長（長谷川 忍君） こちらもそういった対象の者を勘案して

算出しております。 

◎委員（塚本秋雄君） 水道水だと県水と自己水があるわけですけど、今、

３月だったら４月１日現在と同じ数量になってくると思うんだけど、その比

率がどういう量的な割合になっているか。それの割合はどういう指示でそう

いう状態でいくのか、今後の見通しはどういう考え方を持っていますでしょ

うか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 26年度の数字でよろしいでしょうか。県水

の割合が67.6％です。残りの32.4％が自己水ということになっております。 

 今後という部分でございますが、できるだけ自己水の部分というのは、ま

ずは保全するという方針は、以前からこういう場で御説明させていただいて

おりますが、その方針については変わっておりません。水質等の異常がなけ

れば、こういう状態で進めていきたいと考えております。 

◎委員（塚本秋雄君） もう１つ、そうすると県水でありますから、それの

源があると思いますけれども、その源がどこということはわかっております

けど、そことのいわゆる取り組み、交流、それをやはり市民にも周知し、取

り組んでいかなきゃいけない。現状、どんな取り組み、今度の予算の中にそ

ういうことが入っているのかどうか。岐阜県の旧金山町だと思いますけど。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 以前、金山町との交流という部分をしてお

りましたが、現在は特別しておりません。予算についても、その部分につい

ては、そういったものについてはやっておりませんが、ただ、尾張水道の連

絡協議会の中で、水源地である涵養林の状況とか、それから植栽等の活動は、

毎年各事業体から職員が参加して行っております。以上です。 

◎委員（塚本秋雄君） ぜひいろんな意味で災害支援協定、相互協定を結ん

でいるところであります。特に水については、やはり県水の源である岩屋ダ

ムでしたかね。そこに水がたまっておれば、やっぱり岩倉のとっている一番
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の水は、そこからタンクローリーで持ってくるようなぐらいの気持ちがあっ

ていいかと思いますので、極力取り組みを、交流を進めていってほしいこと

を告げると同時に、予算をつけて、今後50周年に向けて頑張ってください。

要望ね。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

◎委員（木村冬樹君）  議案第47号「平成28年度岩倉市上水道事業会計予

算」について、反対の討論を行います。 

 上水道事業の運営については、反対するものではありません。しかし、本

議会で審議されている議案第７号「岩倉市職員の給与の特例に関する条例の

制定」による一部職員の単年度の給与削減を含んでいる予算であるというこ

とであり、議案第47号についても反対いたします。 

◎委員（関戸郁文君）  議案第47号「平成28年度岩倉市上水道事業会計予

算」について、賛成の立場から討論を行います。 

 平成28年度岩倉市上水道事業会計予算は、第３条の収益的収入及び支出の

予定額は、収入は６億9,713万4,000円、支出は６億5,436万7,000円となって

います。第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的収入

は２億6,718万9,000円で、支出は５億922万2,000円となっています。 

 本予算は、水道事業として、今後想定される地震等の災害時においても安

全で快適な水の供給ができるように、基幹管路の耐震化事業、第３期配水管

設備計画として、配水管の更新事業についても引き続き老朽管対策が実施さ

れる予算内容となっています。また、水源関係では、配水場機械設備改修工

事、先ほどの説明がありましたとおり６台のうち３台について改修される予

定にしています。このように市民生活にとって大切な予算内容となっていま

す。 

 なお、今回の予算においては、今議会に上程されております岩倉市職員の

給与の特例に関する条例に基づく職員の給料の削減も含まれており、職員に

とっては大変厳しいものではありますが、給与の適正化のため、総合的な給

与制度の見直しを行うまでの暫定的な措置とのことであり、職員組合との協

議も調っているとのことです。 

 事業経営については、公営企業の健全化に向けた努力をしていただくとと

もに、安定供給の確保と市民サービスの向上に尽くされることを要望し、本

議案に賛成するものといたします。 



２２５ 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第47号「平成28年度岩倉市上水道事業会計予算」について、賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第47号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認めます。そのように決しました。 

 以上で財務常任委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。 

 




